
論

説
旧

ソ
連

に

お
け

る

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

ヵ
と
所

有

制

改

革

藤

田

勇

序
説

問
題
の
諸
前
提

1

〇

一
九
九

一
年
、

旧

ソ
連

の
社
会
主
義
体
制

は
そ

の
連
邦
制
国
家

シ

ス
テ

ム
と
と
も

に
崩
壊

し
た
。

そ
れ
と
と
も

に
、

ペ
レ
ス
ト

ロ
イ

カ
も
ま
た
終
焉
を
迎
え
た
。
後
者

に

つ
い
て
は
、
社
会
主
義

体
制
解
体

が
そ

の

「
秘
め
ら
れ
た
」
企
図

だ

っ
た
の
だ
か
ら
、
事
態

は
そ

の

(
1

)

「
完

成

」
と

い
う

べ
き

だ

と

の
見

方

も

あ

り
、
他

方

、
旧

体
制

の
崩

壊

に
よ

っ
て

そ
れ

は
本

格

的

に
「
は
じ

ま

る
」
の
だ

と

い
う

主

張

も
あ

る
。

し

か
し

、

「
ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

(建

て
直
し
)
」
は

、

ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
流

の

い
い
方

を

か
り

れ

ば

「
社

会

主

義

的

選
択

の
枠

内

で
」
ソ
連

社

会

の
構

造

転

換

を

図

る
政

策

体

系

ま

た

は
そ

れ

の
実

現

過

程

を

含
意

す

る

用

語

と

し

て
、

そ

の
か

ぎ

り

で
有

意

味

な
、

特

定

の
歴

史

現
象

を

表

現

す

る

用
語

と
し

て
世

界

に
流

通

し

た
も

の

で
あ

っ
て
、

そ

の
よ
う

な

も

の
と

し

て

は

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

は
挫

折

し

、

歴

史

に
跡

を

と

ど

め

る

こ
と

に
な

っ
た
も

の
、

と

思

わ

れ

る
。

と

い
う
場

合

、

こ

の
政

策

体

系

が
体

系

と
し

て

ど

の
程
度

熟

し

て

い
た

か
、

あ

る

い
は

そ

れ

が
当

初

か
ら

ほ

ん
と
う

に

「
社
会

主

義

の
刷

新

」

に
相

応

し

い
も

の
で
あ

っ
た

か
、

と

い

っ
た
問

題

が

存
す

る

こ
と
を

否
定

す

る
も

の

で

は
な

い
。

ま

た
そ

れ

が

一
定

の
段

階

で
性

格

転

換

を

と
げ

る

こ
と
も

事

実

で
あ

る
。

そ

れ

ら

を

含

む

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ
史
全

体

の
分

析
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は
筆

者

の
今

後

の
課

題

で
あ

る
。
し

か

し
、

一
応

は

そ
れ

を

右

の
よ

う

な

性

格

を

も

つ
も

の
と

し

て
押

さ

え

る

こ
と

に
よ

っ
て

は
じ

め
て
、

そ

れ

の
登

場

過

程

、

そ

れ

の
性

格

転

換

と

終

焉

の
過

程

、

総

じ

て

そ

の
複

雑

で
波

乱

に
満

ち

た
行

程

を
分

析

す

る

こ
と

が

で
き

る

で
あ

ろ

う

。

本

稿

は

こ
う

し

た
前

提

で

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

の
重

要

な

一
断

面

を

跡
付

け

よ
う

と
す

る
も

の

で
あ

る
。

⇒

と

こ
ろ

で
、

旧

ソ
連

で

公
式

に

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

の
始

点

と

さ

れ

て

い
た

の
は
、

一
九

八

五

年

四

月

の

ソ
連

共

産

党

中

央
委

員
会

総

会

で
あ

る
。

だ

が

、

こ

の
時

点

で

の

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

は
、

経

済

発

展

の

「
加
速

化

(署
容
需
臣
ε
」
の
た

め

の
経
済

管

理

メ

カ

ニ
ズ

ム
の
改

革

を
主

内

容

と

し

て

匹
超

・

そ

れ

が

「
社

会

生

活

の
あ

ら

ゆ

る
領

域

」

に
わ

た

る
改

革

の

シ

ン
ボ

ル
用

語

と
し

て
、

社

会

体

制

の
ラ

デ

ィ

(
3

)

カ

ル
な

「
民
主

主
義
化

」
の
路
線

と
し

て
公
式

に
う
ち

だ
さ
れ
る

の
は
、

八
七
年

一
月

の
中
央
委
員
会
総
会

の
と
き

で
あ
る
。

「
民
主
主
義

化
」

は
、
経
済

の
領
域

で
は
、
ま
ず

は
経
済

「管

理
」

の
そ
れ
、
企
業
管
理

11
経
営

に
お

い
て
労
働
集
団
を

そ
の

「主
体
」

と
し
て
復
位

さ
せ
る
路
線
、
あ

る

い
は

「
社
会
主
義
的
商

品
生
産
者
」
と
し

て
位
置
付
け
る
路
線

と
し

て
語
ら

れ
る
。
だ

が
、

や
が
て
勤
労
者

諸
個
人
.

諸
集

団
を
財
貨

の

「
所
有
主
体
」

と
す
る

こ
と
に
よ

る

「市

民
社
会
」

形
成

が
強
調
さ

れ
る
よ
う

に
な
る
。

こ
う
し

て
旧
体
制

の
基
礎
構

造

を
な
し

て
い
た
所
有
諸
関
係

の
秩
序

の
根
本
的
改
革

が
前

面

に
浮
上

し
て
く
る
。

そ
れ
は
ほ
ぼ
八
八
年

の
協
同
組
合
法
制
定
時

に
見
合

っ
て

い
る

が
、
同
時

に
、

ソ
連
共
産
党
第

一
九

回
協
議
会

(
一
九
八
八
年
五
月
)
が
政
治
体
制

の
民
主
主
義
化

の
諸
テ
ー

ゼ

(「
社
会
主
義
的

[な
意
見
の
]
プ

ル
:
プ
リ
ズ
ム
」
、
「
社
会
主
義
的
法
治
国
家
」
、
㎞社
会
主
義
的
自
治
」
等

の
タ
ー
ム
で
語
ら
れ
る
)
を
承
認
す

る
過
程
と
照
応
し

て

い
る
。
本
稿

で
用

い
る

「所
有
制

」
と

い
う

用
語

は
、
所
有
諸
関
係

の
秩
序
を
、
主

と
し
て
は
そ

の
法
制
的
表
現
を
さ
す

が
、
当
然

の

こ
と
な

が
ら
、
そ

の
改
革

は
す

ぐ
れ

て
政
治
的

性
格

を
も

っ
て

い
た
。

む
ろ
ん
、
所
有
制
問
題
そ

の
も

の
は
、

旧
体
制

の
改
革

問
題

そ

の
も

の
と
同
様
、
久
し
く
論
議

の
対
象

と
な

っ
て
は
き
た
。

旧
来

の
所

有
制

は
、

一
口
で

い
え

ば
、
経
済
諸
活
動

の
行
政
的

・指
令
的
管
理
を
内
実

と
し

て
も

つ
生
産
手
段

の
国

家
所
有

を
基
軸

と
す
る
も

の
で
、

い
ま

一
つ
の
生
産
手
段
所
有
形
態

で
あ

る
協
同
組
合
的
所
有

形
態
も

こ
れ

に
従
属
的

に
編
成
さ

れ
て

い
た
。
今

日
し
ば
し
ば

「
全

面
的
国
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3

家
化

」

と
特

徴

づ
け

ら
れ

る

こ

の
所

有

制

の
原

型

が

一
九

三

〇

年

代

に

ソ
連

に

お

い
て
造

型

さ

れ
、

そ

の
後

「
社

会
主

義

的

所
有

」

制

の

モ
デ

ル
と
し

て
普

遍

化

さ

れ

る

に

い
た

っ
た
も

の
で
あ

る

こ

と

は
、

い
う

ま

で
も

な

い
。

こ

の
間

の
事

情

に

つ

い
て

い
ま

少

し
説

明
を

加

え

て

お

こ
う

。

ω

社

会

主
義

思

想

・
運

動

史

に

お
け

る
基

軸

的

構
想

が
資

本

家

的

私

的
所

有

の
変
革

に
あ

っ
た

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
が
、

こ

の
変

革

を

め
ぐ

る
諸

思

想

の
対

抗

の
中

で
、

二

〇

世

紀
初

頭

に
お

い
て
は

、

資
本

家

的

生

産

諸
関

係

の
総

体

と

い
う

意

味

で

の
私
的

所

有

の
廃

止

と

こ
れ

に
も

と

つ
く

階

級

の
廃

絶

を

歴

史

的

に
必
然

の
道

と

し

て
展
望

す

る

マ

ル
ク

ス
主

義

が
社

会

主

義

運

動

の
主

導

権

を
握

る

に

い

た

っ
て

い
た
。

だ

が
、

私

的

所
有

の
廃

止

の
結

果

と

し

て

形

成

さ

れ

る
所

有

諸

関

係

の
あ

り

よ
う

に

つ
い
て

は
、

ロ
シ
ア

革
命

以
前

に
お

い
て

は
、
な

お

一
般

的

・抽
象

的

に
語

ら

れ

て
き

た

に
と

ど
ま

る
。

マ
ル
ク

ス
は

、
そ

れ

に

つ

い
て
、

一
般

的

に

は
、
「
結

合

」
(な

い
し
「
連

合
」
)
し

た

生

産

者

た

ち

に

よ

る

生

産

手

段

(生

産

の
諸

条

件
)

の

O
Φ
ヨ
Φ
ぎ
位
αQ
⑦
口
ε

β

O
Φ
ヨ
Φ
ぎ
σ
窃

圃辞F

αq
Φ
嵩
o
ω
。。
窪

ωo
げ
駄
9
0
ぽ
Φ
ω

国

αq
①
簿
¢
β

ぴq
o
。。Φ
一一ω
9

臥
樽一一〇
げ
Φ
ω
国
お
Φ
コ
ε
ヨ

と

い

っ
た

概

念

を

用

い
て

こ
れ

を

説

明

し

て

い
る
。

の
ち

に

マ
ル
ク

ス
主

義

者

の
あ

い
だ

で

　
般

化

す

る

の

は
、

こ

の
う

ち

の

σq
o
ω
Φ
一一ω
o
げ
p己
粘島

o
げ
Φ
ω
国

ひq
Φ
斡

ロ
ヨ

(社
会

的
所
有

)
で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
概

念

で
表

現

さ

れ

る
生

産

手

段

の
共

同

的

占
有

・
所

有

・
領

有

関

係

を

基

礎

と

し

て

「
個

体

的

所
有

一コ
島
く
乙
¢
亀

Φ
ω
團

ぴq
Φ
韓
螺
ヨ
」
が
再

建

さ
れ

る
と

マ

ル
ク

ス
が
語

っ
た

こ
と

も

周

知

の
通

り

で
あ

る
。

こ

こ

に

は
、

ロ
シ
ア
革

命

以
来

一
般

化

さ

れ

て
き

た

「
国

家

的

所

有

」

と

い
う

概

念

は

な

い
。

も

っ
と

も

マ

ル
ク

ス
に
お

け

る

「
社

会

的

所

有

」
諸

関

係

は
、

生

産

者

た
ち

の

「国

民
的

規

模

」

(国
際
的
結
合

へ
と
展
開
す

る
)
で

の
結

合

社
会

(》
ωのo
N
聾

δ
ロ
ー
○
Φ
唇

。。ωΦ
口
ω。
冨

津
的

O
Φ
ωΦ
房

6
冨

暁梓)
に
よ

る
生

産

手

段

の
共

同

的
領

有

、

生

産

の
共
同

的

制

御

(計
画
)
の
関

係

を

示

し

て

い
る

こ
と

、

そ
う

し

て
、

革

命

的

過

渡

期

に

お

い
て
は

、
ブ

ル

ジ

ョ
ア

ジ
ー

か

ら

一
切

の
生

産

手

段

を

「
支

配

階

級

と

し

て
組

織

さ

れ

た
プ

ロ
レ
タ

リ

ア

ー

ト
」
、

つ
ま
り

国

家

の
手

に
移

す

こ
と

が
不

可

避

で
あ

る

と
考

え

ら

れ

て

い
た

こ
と

(『
共
産
党
宣
言
』
)
に
留

意

す

る

必
要

が
あ

る

。

エ
ン
ゲ

ル

ス
が
生

産

手

段

を
ま

ず

は

じ

め

に

「
国

家

的

所

有

に
転

化

す

る
」

(『反

デ

ュ
ー
リ

ン
グ
論
』
)
と

い

っ
た

の
も
、
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こ

の
意

味

で
あ

る
。

だ

が
、

こ
れ
ら

の
場

合

、

国

家

の
手

に
生

産

手

段

を

移

す

の
は
、

い
わ

ば
国

家

が
国

家

と

し

て
行
う

「
最

後

の
独

自

的

行

為

」

と

み
ら

れ

て

い
た

の

で
あ

っ
て
、

「
諸

O
①
づ
o
ω
。。
窪

ω
o
冨

沖

の
総

体

」

に
よ

る
生

産

・
領

有

関
係

へ
の
す

み
や

か
な

移

行

が
想

定

(
4

)

さ
れ
て

い
た
と

い
え
よ
う
。

生
産
手

段

の
社
会
的
所
有

へ
の
転
化

と

い

っ
た

「
一
般
的
抽
象
的
な
定
式
」
を

「
銀
行
や
土
地

の
国
有

化
」

と

い
っ
た

「
具
体
的
な
定

凸
5

)

(
6

㌔

式

に
翻

訳
」
す

る

こ
と
が
は
じ

め
て
迫
ら

れ
た

の
は
、

ロ
シ
ア
社
会
主
義

革
命

に
お

い
て
で
あ

っ
た
。
と

い
っ
て
も
、
そ

こ
で
は
、
生
産

手

段

の
社
会
化
問
題

は
、
具
体
的
諸
条
件

の
も

と
で

の
具
体
的
革
命
政
策

の
問
題

で
あ
る
ほ

か
な

か

っ
た
。

そ
う

し
て
、

ロ
シ
ア
の
後
進

的

経
済
構
造

の
も

と
で
、

ま
た
戦
争

・
内
戦

に
よ

る
荒
廃
状
況

の
中

で
、

強
力
な

「
文
明
諸
国
」

の
対
抗

圧
力
を
受

け
な

が
ら
国

民
経
済

を
再
建

し
、
社
会
主
義

経
済

の
前
提

づ
く

り
を
行
う

と

い
う
困
難
な
課
題

と
取
り
組

む
過
程

で
、
「
国
家

の
所
有

」
、

「国
家

に
よ
る
管

理
」

と

い
う

シ
ス
テ

ム
が
確

立
さ
れ

て
く
る

(「広
範
な
労
働
者
大
衆
の
管
理

へ
の
引
き
入
れ
」
を
強
調
し

つ
つ
)。

だ
が
し
か
し
、
そ

れ
は
あ
く
ま

で

も
過
渡
期

の
問
題

と
し
て
扱

わ
れ
て

い
た

の
で
あ

っ
て
、
社
会
主
義

の
も

と
で
も
国
家
所
有

が
存
続
し
、

「
社
会
主
義

的
国
家
所
有
」
と

い

っ
た
概
念

が
成

立
す

る
と

い
う
想
定

は
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

国
家

的
所
有

が

「
社
会
主
義
的
所
有
」
の
主
導
的
形
態

と
し

て
、
「
社
会
主
義
的
国
家
所
有
」
と
し

て
概
念
化

さ
れ
る

の
は
、
三
〇
年

代

に
お

い
て
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

激
し

い
政
治
的
路
線
闘
争

の
中

で

の

「
第

二
革
命
」
、
小
商

品
生
産
ウ

ク
ラ
ー
ド

の
社
会
化

(農
業
集
団
化

を
中
心
と
す
る
)
と
重

工
業
優
先

の
工
業
化

政
策
、
経
済
外
的
強
制
を

と
も

な
う
強
蓄
積
政
策

が
強
行
さ
れ
、

そ

の
所
産

と
し

て
の

「
全

一

的
社
会
化

」

の
も

と
で
行
政
的

な
集
権
的
計
画
化

シ

ス
テ

ム
が
打
ち

立
て
ら
れ

る

の
と
軌
を

一
に
す
る
。
ネ

ッ
プ
期

に
国
有
企
業

が
も

っ

て

い
た

一
定

の
白

立
性
も
、
労
働
組

合
が
も

っ
て

い
た
管

理
機
関

に
た

い
す

る
対
抗
機
能

も
排
除
さ
れ
る
。
他
方
、
農
業
協
同
組
合

1ー

コ

ル
ホ
ー
ズ
も
国
家

の
行

政
的
計
画
化

に
包
摂

さ
れ
、
協

同
組
合
的
性
格

を
失

っ
て
ゆ
く
。
動
員
主
義

的
な
労
働
過

程

の
組
織
化

が
進
行

す

る
。

こ
こ
に

「
行

政
的

・
指
令
的
」
計
画
経
済

の
基
礎
構
造

が
造
形

さ
れ
る
。
そ

の
上

に
権

威
主
義

的
社
会
体
制

の

「
第

一
次
構
造

」
全
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5

ハ
ア

ド

体

が
構

築

さ
れ

た
。

む
ろ

ん
そ

こ
で
商

品

・貨
幣

関

係

が

ゼ

ロ
と
な

っ
た

わ
け

で

は
な

く

、

ま

た
よ

く

強

調

さ

れ

る

よ
う

に

「
均

等
主

義

」

的

分

配

シ

ス
テ

ム
が

と
ら

れ

て

い
た
わ

け

で
も

な

い
。

「
行

政

的

・指

令

的

」

管

理
体

系

は

そ

れ

か

ら

の
逸

脱

傾

向

を

旨

定

し
、

そ

れ

ゆ

え

に
そ

れ

ら

に

た

い
す

る
厳
格

な

制

裁

体

系

を
装

置

し

て

い
た

の

で
あ

る

。

し

か

し

、
社

会

主

義

が
市

場

原

理

と

は
相

容

れ

な

い
も

の
で
あ

る

こ
と

は
堅

く

信

じ

ら

れ

て

い
た

の

で
あ

っ
て

、
商

品

・
貨
幣

関

係

は

、

計

画
行

政

に

と

っ
て
利

用

で
き

る

矧
道

具

」

以

上

の
も

の
と

は

さ

れ

な

か

っ
た

。

ソ
連

に

お

い
て

三

〇
年

代

に
原

型

が
造

型

さ

れ

た

L
述

の
よ
う

な
所

有

秩

序

は
、

第

二
次

大

戦

後

社

会

主
義

の
道

に
入

る

こ
と

に
な

っ

た

諸
国

に
、

「
ス
タ
ー

リ

ン
体

制

」

の

「
国

際

化

」

の

一
環

と
し

て
、

一
定

の
偏

奇

を

と
も

な

っ
て
導

入

11
移
植

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

だ

が

、

こ

の
体
制

の

「
国

際

化

」
の
過

程

で
生

じ

た
摩

擦

は
、

早

く

も

ユ
ー

ゴ

ス
ラ

ビ

ア

に

お

い
て
国

家

管

理
体

制

批

判

を

呼

ぴ
お

こ
す

。

そ

こ

で
は

一
九

五

〇
年

代

に

労
働

者

白

主

管

理

シ

ス
テ

ム

へ
の
移
行

が
は

じ

ま

り
、

「
国
家

的

所

有

」
が
社

会
主

義

原

理

に
反
す

る
も

の
と

し

て
否

定

さ

れ

て
、

独
特

の

「
社
会

的

所

有

」

が
主

導
的

概
念

と
な

っ
た
。

ス
タ

ー

リ

ン
批

判

後

六

〇
年

代

に
な

る
と

、
す

で
に
経

済

成

長

の
ブ

レ
ー

キ

と
な

り

つ

つ
あ

る

も

の
と

し

て
自

覚

さ

れ

て

き

た

「
行

政
的

・
指

令

的

」

経

済

管

理

の
改

革

が
各

国

で
課

題

と

さ

れ

る

に

い
た

り
、

改
革

原

理

と
し

て

、

「
市

場

」
と

「
自
主

管

理

」
の
要

素

の
導

入

が

ク

ロ
ー

ズ

ア

ッ
プ

さ

れ

る
。

一
九

六

八

年

の
チ

ェ

コ
ス

ロ
ヴ

ァ
キ

ア

の
再
生

運

動

で
は

こ
れ

が

経
済

改

革

の
柱

と

な

っ
て

い
た
。

こ

の
運

動

の
挫

折

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

ユ
ー

ゴ

ス
ラ

ビ
ア
を

含

め

て

各

国

で

さ

ま

ざ

ま
な

の
形

態

・
レ
ヴ

ェ
ル
で

「
市

場

メ
カ

ニ
ズ

ム
」

を

ビ

ル
ト

・
イ

ン
す

る
諸

施

策

が
試

み

ら

れ

る
。

こ

の
点

で
最

も

注

目

さ

れ

た

の
は

ハ
ン
ガ

リ
ー

で
あ

っ
た
。

し

か

し
、

こ
れ

ら

の
試

み

は
す

べ
て
、

生

産

手

段

の
社

会

的

所

有

、

具

体

的

に

は
国

家

的

所

有

を

基

礎

構

造

と
し

て
維

持

し

た
上

で

の
、

そ

の
内

部

構

造

の
改

革

、

そ

の
か

ぎ

り

で

の
所

有

秩
序

の
改

革

の
試

み

で
あ

っ
た
。

そ

れ

ら

は

ら
　

し

挫

折

を

経

験

す

る
。

ソ
連

の

一
兀

六
五

年

経

済

改

革

も

そ

の
線

に
沿

う

も

の
で
あ

っ
た

が
、

極

め

て
不

徹

底

な

改

革

で
、

「
行

政

的

・指

令

的

」
管

理

メ

ヵ

ニ
ズ

ム
を
変

え

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た
。

そ
れ

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

こ

の
時

期

、

い
わ

ゆ

る
ブ

レ
ジ
ネ

フ
的

「
停

滞

期

」
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に
、

そ

の
後

の

「
市

場

へ
の
移

行

」

路
線

の
土

壌

が
育

っ
て

ゆ

く
。

一
方

で
は
、

六

〇
年

代

経

済

改

革

の
挫

折

経

験

が

よ

り
急

進

的

な

改

革

路

線

(そ

の
提
起

を
可
能

と
す

る
政
治
的
条

件
が
与

え
ら
れ
た
と
き
)

の
追

求

を

促

し

た

と

い
う
意

味

で
、

他

方

で
は
、

こ

の
間

に

「
脱

社

会

主

義

」

志

向

の
社

会

的

勢

力

が
現

実

に
生

成

し

て
き

た

と

い
う

意

味

に
お

い
て

で
あ

る
。

こ
れ

に

つ

い
て

は
、

の
ち

に
あ

ら

た

め

て
触

れ

る
。

⑳

さ

て
、
本

稿

で
考

察

す

る
所
有

制

改

革

は
、
上
述

の
よ
う

な
歴

史
的

に
造

形

さ

れ

た
所

有

諸

関

係

の
秩

序

を
社

会

主

義

的

所
有

の
「
奇

形

化

(需
曾

蔓

貰
蕾
)」

と
す

る
認

識

を

前

提

と
し

、

い
わ

ば

「
全

人

民

的

所
有

諸

関

係

の
秩

序

」

の

「
形
成

(。.餌エ
。
呂
。臣
。)
」
を

目
指

す

も

(
9

)

の
と

し

て
提

起

さ

れ

る
。

だ

が
、

そ
う

し

て
開

始

さ

れ

る
改

革

は
、

一
九

八

九

年

か
ら

九

〇

年

に
か
け

て
重

大

な

転
機

を

迎

え
、

や

が

て

「
脱

国
[有

化

ま

た

は
脱

国

家

化

(冨
ω「8
着
碧
6↓
望
・臣
。)
」
、

「
私
有

化

(弓
笛
碧
5
駕
蕾
)
」

(
こ
れ
ら

の
概
念

の
法
制
ヒ

の
意
味

に

つ
い
て
は
第

、一

章

の
二
を
参

照
)路

線

へ
と
転

化

し

て

ゆ
く

。
そ

の
か
ぎ

り

で

は
、
所

有

制

改
革

は
、
ペ

レ
ス
ト

ロ
イ

カ

の
柱

と
し

て
は

じ

め
ら

れ
な

が
ら

、

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

を

超

え

て
進

行
す

る
。

そ

れ

と

と

も

に
、

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

は
そ

の
固

有

の
意

味

を

喪

失

し
、

終

焉

へ
と
向

か
う

。

こ

の
過

程
を
追

う

の
が

こ

こ

で

の
目

的

で
あ

る

。

と

い

っ
て
も

、

本

稿

に

は
さ

ま

ざ

ま

な

限

界

が
あ

る
。

第

]
は

、
対

象

と
し

て

の
過

程

が

い
ま

だ
未

完

で
あ

る

こ
と

か
ら

く

る
限

界

で

あ

る
。

こ

こ
に

は
、

こ
れ

に

か

か
わ

る

資

料

的

制

約

の
問
題

も

含

ま

れ

る
。

そ

れ

に
も

か

か
わ

ら
ず

一
定

の
整

理
を

試

み

る

の

は
、

諸

過

程

の
現
到

達

段

階

が

一
応

の
中

間

的

な

と
り

ま

と
め

を

必
要

と

す

る

段

階

だ

と
考

え

ら

れ

る

か

ら

で
あ

る

。

第

二

は
、

こ

こ
で

は
、

所
有

制

改

革

の
う

ち

土

地

所

有

お
よ

び
住

宅

所

有

の
問

題

を

基
本

的

考

察

対
象

か

ら

は
ず

し

て
あ

る
。

こ
れ

は
研

究
作

業

の
時

間

的

制

約

に
よ

る

も

の
で
、

い
ず

れ
補

う

こ
と

に
し

た

い
。

第

三

は
、

政

治

過

程

と

の
連
関

の
分
析

が

い
ま

だ
充

分

に

は

で
き

な

い
こ
と

か
ら

く

る
限

界

で
、

こ
れ

は
時

間

的

制

約

の
問
題

に

と

ど

ま

ら
な

い
。

本

稿

の
中

間

報

告

的

性
格

を

示
す

も

の

で
あ

る
。

む
ろ

ん
実
態

分

析

の
点

に
充

分

射

程

を

の
ば
す

こ
と

が

で
き

て

い
な

い
と

い
う

限
界

が
あ

る

が
、

こ
れ

は
本

稿

の
中

間

報

告
的

性
格

を

こ
え

る
問

題

で
あ

る
。
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(
1
)

6
罫

員
9

司
菱

o
骨

。
切
.
⇔ロ

℃
o
。。
葦

国
臼

8

長

碧

臣

o
邸
o
畠

畠

げ
[
迫

国
均
o
竃
o
ぞ

鎖↓
葵

.
=
8

留
暑
董

窒

冨
ωo
↓
騨
(

(以

下

=
『

と
略

す

γ

齢$
ド
ド
ご

『
雷
葛

田

口
o
ぎ

鐸

↓
着

藁

呵
o
呵
磐

国
8
鷺

o
『0
8

長

雪

蕊

竃
薗
=
目
呂
自
o
窩
騙
誤
幽
忘

ω
望
望
鱒

誠
「
」

$
P
W
」
9

な

お
、

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

の
終

焉

に

つ

い

て

は
、

藤

田
勇

一
ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ
、

そ

の
変

質

・
崩

壊

と

ロ
シ

ア
革

命

」
、

(神
奈

川
大

学

評

論

業

書

『
国

家

の
変

・容

』
、

御

茶

の
水

書

房

、

一
九

九

二

年

所

収

)
参

照

。

(2

)

6
罫

ζ
幽
P

「
。
呂

9。
器
戸

昏

9

鴇
匪

・
薯
編
謀
零

雷
↓
葺

ζ

`
隔o
。。
い
ち
弓

一い
.

(3

)

∩
罫

ζ
国
器
要

臼
Z

ヨ

・
塁
竃
印

員
閑

X
目
∩
6
・
ζ
二
ち
。。8

。
弓

.
一い
-
一ひ
b
恥
臨
2
.
そ

の
前

に

八

六
年

七

月

三

一
日

の

ハ
バ

ロ
フ

ス
ク
地

方

党

組

織

活

動
者

会

議

で
ゴ

ル

バ
チ

ョ
フ
は

こ

の
主

旨

を

述

べ
、

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

を
革

命

と
同
義

だ

と

し

た

の
は

よ
く

知

ら

れ

て

い
る
、

ζ
暉
「
。
3

撃
。
戸

=
呂
9
弓

急

閑
国

莞
o
刈
コ
o
渓
謂
辞

o
臣

開
碧
器
↓
9

脚
o窪

鵬
ぎ

国8
3

口
唱
臣
泪
騨
」

O
QQ
ひ
.o◎
'P

(
4
)

以

上

に

つ

い
て
は

、
藤

田

勇

『近

代

の
所

有

観

と

現
代

の
所

有

問

題

』

(
日
本

評

論

社

、

一
九

八

九

年

)
、

第

四
章

を

参

照

。

(
5
)

員
。簑

炉

6
0
`
」
目

唱

も
同
や

=
タ

(
大

月
書

店

版

レ
ー

ニ
ン
全

集

、

二
七

巻

、

一
三

七

頁

)
。

(6

)

そ

れ

ま

で
、

マ

ル
ク

ス
主

義

政

党

の
綱
領

(
ド
イ

ツ
社

会

民

主

党

エ
ル

フ

ル
ト

綱
領

、

ロ
シ
ア
社

会

艮
主

労
働

党

第

一
次

綱

領
)

で

は
、

最

大

限

綱

領

と
し

て
生

産

乎

段

の
社

会

的

所
有

へ
の
転

化

が
う

た

わ
れ

る

に

と

ど
ま

っ
て

い
た

。

た

だ

、

よ

り

立

ち

入

っ
た
考

察

が
試

み
ら

れ

る
場

合

に

は
、

た
と

え

ば

カ
ウ

ツ
キ

ー

の
よ
う

に

、
国

家

的

所

有

、

自

治

体

所

有

、

協

同

組

合

的

所

有

へ
の
移

行

と

い
う

社

会

化

の
形
態

が
想

定

さ

れ

て

い
た

と

い

っ
て
よ

い
で

あ

ろ

う

(閑
.
閑
餌
葺
葵

ざ

じ
凶o
ω
o
臥
巴
①
閑
Φ
<
o
ピ
鉱
o
戸

お
O
卜。
鴇
ω
」

O
)̀
。

「
工

場

は

労

働

者

へ
、

土

地

は
農

民

へ
」

と

い

っ
た

ス

ロ
ー

ガ

ン
は
生

産

手

段

の

社

会

化

に
反

す

る

「
ア

ナ

ル

コ
U
サ

ン

ジ
カ

リ

ス
ト
的

し

要

求

と
彼

は

み

て

い
た

ハO
δ

∪
節
艮

讐
葺

儒
霧

勺
「
霞
o
冨
ユ
無

。。
藁

竃

ρ

し∩
.
認

凸

ω
.)

レ
ー

ニ

ン
は

こ

の
カ

ウ

ツ
キ

ー

の
主

張

が

ロ
シ
ア
革

命

の
現

実
、

す

な

わ

ち

工
場

の
労

働

者

管

理

や

農

民

的

土

地
所

有

確

立

の
路

線

、

に
む
け

ら

れ

て

い
る
点

で

は

こ
れ

を

「
ペ

テ

ン
師

的

な

解
釈

」

と

し

て

批

判

し

た

が
、

一
般

に
生

産

手

段

の
労

働

者

諸

グ

ル
ー

プ

や
農

民

諸

個

人

の
所

有

へ
の
転

化

を
社

会

主

義

的

な

も

の
と

み
な

い
と

い
う

か

ぎ

り

で

は

同
様

な
考

え

で
あ

っ
た

と

み

て

よ

い
∩
罫

員
o
讐

拝

∩
o
～

咽
.
口
。。
・
零
ワ

N
O
ド

レ
ー

ニ
ン
全

集

二

八
巻

、

三

三

七

頁

参
照
)
。

(
7
)

「
ソ
ビ

エ
ト
型
杜
会

口
政
治
体
制

」

の

「
第

一
次
構
造
」

と

「
第

二
次
的
形
成
物
」

と

い
う
分
析
視
角

に

つ
い
て
は
藤

田

勇

「
現
存
祉
会
主
義
体
制

の
歴
史
的
位
置
」

(藤

田
編

『権
威
的
秩
序

と
国
家
』
、
東
京

大
学
出

版
会
、

一
九
八
七
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
8
)

こ
の
経
済
改
革

に

つ
い
て
は
、
藤

田

勇

『
ソ
ビ

エ
ト
法
史
研
究
』

(東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
二
年
)
第
三
部
㎜

「
ソ
連

に
お
け

る
経
済
改
革
と
法
」

を
参
照
さ
れ

た

い
。
な
お
、
旧
杜
会
主
義

諸
国

の
経
済
改
革

に

つ
い
て

の
筆
者

の
考
え
方

に

つ
い
て
は
、
「
社
会
主
義
諸
国

の
経
済
改
革

に

つ
い
て
」

(
経



8

済
、

一
九
八
八
年
五
月
号
)
を
参
照
さ
れ

た

い
。
今

日
の
時
点

で
は
再
検
討

を
要
す

る
点
も
あ
る
が
。

(
9

)

6
ζ
』

8

8

臣

国
窒

臣

覧

臣

笛

閑
畠

曾

儲

毒

蓋

..巷

。
曾

。
誹

閏
8

長

碧

ぎ

↓
葦

。
突

。
諌

8

0
。
↓
図
。
臣

。
。
罠

..ヒ

。
弓

。
。
露

翼

皇

。
甕

否

.
z
。
.
駆
」

o
。。
o
も

弓

。。
り
魯

思

・。
。

8

⑦
o
話

o
臣

o
o
窓

ロσ

∩
6
∩
ア

】≦

ご

剛O
。。
O
も

召

.
い
■

第

一
章

ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
に
お
け
る
所
有
制
改
革

の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ

そ
の
ー

「社
会
主
義
的
所
有
の
多
様
な
形
態
」
段
階

神奈川法学第28巻 第1号(8)

O

所
有
制

改
革

の
諸

段
階

序
説

で
の
べ
た
よ
う

に
、

旧

ソ
連

に
お
け

る
所
有
諸
関
係

の
秩
序
、
す
な
わ
ち
所
有
制

の
改

革
は
、

ペ

レ
ス
ト

ロ
イ
カ

の
基
本
戦
略
と

し
て
登
場
し
、
次

い
で
性
格
転
換

を
遂
げ

つ
つ
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ

カ
を
超
え

て
進
行
す

る
こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
が
、
そ

の
過

程
は
、
大
き

く

い
っ
て

つ
ぎ

の
三

つ
の
段
階

に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

第

一
の
段
階

は
、
「
社
会
主
義

の
刷
新
」
路
線

と
し

て

の
所
有
制

改
革

と

い
う

べ
き
性
格
を
も

ち
、
「
社
会
主
義

的
所
有

の
奇
形
化

の
克

服
」
あ

る

い
は

「
社
会
主
義

的
所
有

の
多
様

な
形
態

」
と

い
う
方
向

に
収
敏

さ
れ
る
段
階

で
、
そ

の
端
緒

を
含

め
て

い
え
ば

一
九
八
六
年

か
ら
、
本
格
的
問
題
提
起

の
時
点

か
ら

い
え
ば
八
八
年
か
ら
八
九
年

に
か
け

て

の
時
期

と
み
て
お
く
。
第

二

の
段
階
は
、
「
社
会
主
義
的
所

有

の
多
様

な
形
態
」
と

い
う
規
定

か
ら

「
社
会
主
義
的
」
と

い
う

形
容
詞

が
除
去
さ
れ
、

そ
れ
が
私
的
所
有

の
合
法
化
を
前
提
と
す

る

「
所

有

形
態

の
多
様
性
」
規
定

に
転
化
す

る
段
階
、
所
有

制
改
革

が

「
脱
社
会
主
義
」
路
線

と
し

て

の
そ
れ
に
転
化
す

る
段
階

で
あ

り
、
八
九

年
後
半
か
ら
九

〇
年
前
半

に
か
け

て

の
時
期

が

一
応

こ
れ

に
あ

た
る
と

み
ら
れ
る
。
第
三

の
段
階

は
、
た
ん
に
私
的
所
有

が
合
法
化

さ
れ

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
家
的
所
有

(さ
ら
に
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
的
所
有
)
の
解
体

と
私
的
経
済

セ
ク
タ
ー

の
創
出
を
推
進
す

る

「
脱
国
有

化
」
・

「
私
有
化
」
路
線

が
全
面
的

に
展
開

さ
れ
る
段
階

で
あ
り
、
九
〇
年
夏
以
降

の
時

期
が
そ
れ
に
あ

た
る
。

こ
の
路
線

の
展
開
過
程

に

つ
い
て

(
1

)

は
、

九

一
年

八
月

政
変

お

よ

び

そ

の
帰

結

と
し

て

の

一
二
月

異

変

を
境

と

し

て
、

そ

の
前

後

を

区

別

し

て

み
る
視

点

も

必

要

で
あ

る

が
、
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九
二
年
夏
ま

で
の
過
程
を

フ
ォ

ロ
ー
す

る
本
稿

で
は
、

一
応
そ
れ
ま

で
を

一
括

し
て
扱
う

こ
と
に
し
、
今
後

の
展
開

の
諸
帰
結
を

み
た
う

え

で
、
将
来
あ

ら
た
め
て

こ
の
問
題

に
立
ち
帰

る
こ
と

に
し

た

い
。

一
応

こ
の
よ
う

に
段
階
区
分
を
試

み
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る

が
、
短

い
期
間

に
お
け

る
改
革
路
線

の
推
転
な

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の

「
段
階
」
の
内
容

に
交
錯

状
態

が
み
ら
れ
、
三

つ
の
段
階

は
あ
る
程
度
重

な
り
あ

っ
て

い
る
。

そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
過
程

の
複
雑

で
屈

折
し

た
構
造

を
分
析
す

る
た
め
に
は
、
仮
設

と
し

て
こ
う
し
た
段
階
区
分
を

し
て
お
く
必
要

が
あ

る
。

こ
の
う

ち
と
く

に
重
要
な

の
は
、

第

一
段
階
か
ら
第

二
段
階

へ
の
改
革

の
性
格
転
化

で
あ

っ
て
、
第
二
段
階

か
ら
第
三

段
階

へ
の
推
転
も
重
要

で
あ

る
が
、

そ
れ

は
あ
る
程

度

は
類
似
的
性
格

の
事
物

の
発
展
過
程

の
段
階
差
と

み
る

こ
と
も

で
き
る
。

そ

こ
で
、
第

二
段
階

へ
の
転
化
以
降

は
章
を
あ
ら

た
め

て
叙

述
す

る
こ
と

に
す

る
。

さ

て
、
所
有
制
改
革

の
第

一
段
階

は
、
所
有
諸
関
係

の

「国

家
化
」

と

い
わ
れ
る
従
来

の
所
有
制
を
平
等
な
地
位
を
も

つ

「
社
会
主
義

的
所
有

の
多
様

な
形
態
」

に
転
換

さ
せ
る
方
向

に
収
敏

さ
れ
る
段
階

で
あ
る
が
、

こ
の
路
線
を

か
な

り
集
約
的

に
表
現

し
て

い
る
と
思
わ

れ
る

の
は
、
そ
れ
が
そ

の
よ
う
な
も

の
と
し

て
浮
上
す

る
八
八
年

の

一
〇
月

に
行
わ
れ
た

「
社
会
主
義
的
所
有

の
諸
問
題
」
を

テ
ー

マ
と

へ
　

ザ

す

る

全

ソ
学

術

大

会

で

の
基

調

報

告

(ソ
連
科
学

ア
カ
デ

ミ
ー
経
済
研
究
所
報

告
)
で
あ

る
。

そ

の
要

約

を

か
り

て

い
え

ば
、

所

有

諸

関

係

の

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

の
課

題

は

そ

こ
で

は

つ
ぎ

の
よ

う

に

と
ら

え

ら

れ

て

い
る
。

第

一
は

川
全

人

民

的

所

有

諸
関

係

の
形

成

(。↓塁
。
塁
。臣
。こ

で
あ

り

(
こ
れ
が

「最
も
本
質
的
な
も

の
」
と
さ
れ
る
)
、

そ

こ

に
は
、

企

業

(全

人
民
的
所
有

)
の
経
済

的

独
立

性

と
自
主

管

理

シ

ス
テ

ム
の

確

立

、

ア

レ

ン
ダ

(竜
・借
・
-

賃
貸
借
)
関

係

の
展

開

、

「
持

分
的

関

係

(舞
o詔
隔①
o
↓
ぎ
巳
①距
巴

」

(そ

の

「
株
式
会
社
的
」
形
態

)
の
導

入
な

ど

が
含

ま

れ

る
。

第

二

は

、
協

同

組

合

的

所

有

諸

形

態

お
よ

び

「
個

人

的

勤

労

活

動

(差
知
爵
養
《雪
臣
塁

壱
鴇
畠
9
国
濡
曽
自
臣
8
刈こ

」
と
結

び

つ

く
所

有

諸

形
態

の
発
展

、
第

三

は

「
全

人

民
的

所

有

の
枠

内

で

の
地
域

的

所

有

」

(自
治
体
所
有
)
と

社
会

団

体

所

有

(そ
れ
ら
は

「
社
会
主

義

的
所
有

の
派
生

形
態
」
と
さ
れ
る
)

の
発

展

で
あ

る
。

こ
れ
ら

に
よ

り

、

「
勤

労

者

の
所

有

関

係

か
ら

の
事

実

上

の
隔

離

」

と
し

て

の

「
社
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会
主
義
的
所
有
関
係

の
奇
形
化
」
を
克
服
し
、
勤
労
者

の

「
所
有
者

と
し

て
の
地
位
」
を
現
実

の
も

の
と
す

る

の
が
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ

カ
の

課
題
と
さ
れ
て

い
る
。

そ
う
し

た
課
題
把
握

に

い
た
る
所
有
制

改
革

の
端
緒

の

一
つ
は
、

一
九
八
七
年

の
国
有

企
業
法

で
あ

る
。

⇔

国
有

企
業
改
革

一
九
八
五
ー

入
六
年

に
は
じ
ま
る
経
済
改
革

の
主

た
る
路
線

は
、
経
済
成
長

の
加
速
化

と

い
う

そ
れ
以
前
か
ら

の
路
線

を
強
調
し
な

が

ら
、
経
済
管
理

メ
カ

ニ
ズ

ム
の
ペ

レ
ス
ト

ロ
イ
カ
を
、

一
方

で
は

「
経
済
的
方
法
」
、
"
完

全
経
済
計
算
制
」
と

い

っ
た
概
念
で
表
示

さ
れ

る
市
場

メ
カ

ニ
ズ

ム
の
導
入
、
他
方

で
は
企
業

の
労
働
集

団
に

「
社
会
主
義
的
財
産

の
集
団
的
主

人
公
」

た
る
自
覚
を
も
た
せ
る
た
め

の

自
主
管

理
的
要
素

の
導
入
、

と

い
う
方
向

で
行
う

と

い
う
形

で
示
さ
れ
て

い
た
。

い
い
か
え

れ
ば
、
国
有
企
業

の
経
営
上

の
自
立
性
を
高

め
、

そ

こ
で
の
労
働
集

団
を
経
営
上

の
権
限
を
分
与
さ
れ

た

「
社
会
主
義

的
商

品
生
産
者
」

と
す

る
と

い
う
方
向

で
構
想
さ
れ
た
。

こ
の

構
想
を
立
法
化

し
た

の
が
八

七
年

の
国
有
企
業
法

(
ω
舞
皇

0
6
亀

。
『。
。話
巷
。↓
国。臣
睾

弓
琵
弓
蕾
↓
匿

(。
曾
。智
=
。躍
=
国)
)
で
あ
り
、
同
年

二
月

に
草
案

が
公
表

さ
れ
て
議
論

が
行
わ
れ
た

の
ち

六
月

二
三

日
に
採
択
、
八
八
年

一
月

一
日
か
ら
施
行

さ
れ
た
。

(3

)

こ

の
国
有

企
業

法

は
、

簡

単

に
要

約

す

る

と
、

次

の
よ
う

な

内

容

の
も

の
で
あ

っ
た

。

ω

ま
ず

企

業

、

ま

た

は
そ

の
労
働

集

団

は
、

「
社

会

主
義

的
商

品
生

産
者

」

(
一
条
)

と
し

て
規
定

さ

れ
、

「完

全

経

済

計

算

制

(.
。
自
、
ぴ忌

×
8
9
2
。ご
」
・
「
資

金

自

己

調

達

制

(B
ヨ
昌

臣
臣
。壱
。
田
臣
ε

」
原

理

で
経

営

活

動

を

行
う

も

の

と
さ

れ

る
。

や
や

具

体

的

に

い
え

ば
、

企

業

は
、

企

業
帰

属

財

産

(固
定

・流

動
資
産
)

に

つ

い
て
処

分
権

を

も

ち

(従
来

は
管
轄
行
政
機
関

に
よ
り
制
約
)
、

資

金

調

達

は
銀

行

信

用

に
よ

っ
て
ま

か

な
う

(従
来
は
国

家
予
算
配
分

に
多

く
依
存
)。

企

業

活

動

の
計

画

は
、

国

家

の
経
済

発

展

「
構

想
」
・プ

ロ
グ

ラ

ム
、

地

域

計

画

、

年
度

目

標

数

字

・
国

家

発

注

・
「
ノ

ル

マ
テ

ィ
ー

フ
」

な

ど

の
行

政

計

画

を
基

礎

に
す

る

が
、

計

画

策
定

そ

の
も

の

の
決

定
権

は

企
業

が
も

つ
(従
来

は
上
級
管

理
機

関

の
承
認

に
よ
り
確
定
)
。

企

業

間

等

の
経

済

連

関

は
、

直

接

の
契

約

を
中

心

と
し

、
国

家

発

注

(.。
。養
蟄ロ
。司.
o、
、
.厳

罠
歪
ωソ
を

こ
れ

に
絡

め

て
構
成

す

る
。

価

格

は
、

集

中

価

格

・
契

約

価

格

・
自

主
価

格

の
三
本

立

て

と
す

る
。

収
益

は
、

国

庫

へ
の
支

払



{11)旧ソ連 におけ るペ レス トロイカ と所 有制改 革11

(固
定

フ
ォ

ン
ド
支
払
、
自
然

・
労
働
資

源
支
払

土
地
そ

の
他

の
自
然
生

的
生

産
手

段

の
使
用

に
有
料
制
導
入
1
ー
、
所
得
税
)
、
銀

行

等

信

用

機
関

へ
の
支

払

、
上

級

管

理
機

関

へ
の
支

払

・
控

除

を

除

き
、

企
業

が
自

由

に
処

分

で
き

る
。

こ
れ

が

「
完

全

経

済

計

算

制

」

の
制

度

的

内

容

で
あ

る

。

こ

の

「
完

全

経
済

計

算

制

」

に
は
、

自

由

処

分

部

分

の
構
成

の
仕

方

に
よ

り
、

二

つ
の

モ
デ

ル
が
あ

る
。

売

上

高

か
ら

賃

金

フ

ォ

ン
ド

を

含

む
生

産

コ
ス
ト
を

引

い
て
利

潤

額

を

確

定

し

、

そ

こ
か
ら

上
記

諸

支

払

・
控

除

を
除

い
て
自

由

処

分

部

分

を
算

出

す

る
第

一
モ
デ

ル

と

、

売

上

高

か
ら
賃

金

フ
ォ

ン
ド

以
外

の
生

産

コ
ス
ト

を

引

い
て
総

収

入

を
計

算

し
、

そ

こ
か

ら
諸

支

払

・
控

除

を
除

い
て

「
ホ
ズ

ラ

ス

チ

ョ
ー

ト

(経
済
計
算
制
)
所

得

」

と

し

、

企
業

の
自

由

な

処

分

の
対

象

と
す

る

(そ

こ
か
ら
賃
金

フ
ォ

ン
ド
を

つ
く
る
)
第

ニ

モ
デ

ル
と

の

(
4

)

二

つ
で
、

後

者

は
リ

ス
ク

も
大

き

い
が
物

的

刺

激

も

大

き

い
と
さ

れ

る

。

こ

の
第

ニ

モ
デ

ル

の
構

想

を

さ
ら

に
拡

大

し

た

の
が
、

の
ち

に

み

る
企

業

賃

貸

制

で
あ

る
。

②

新

国

有

企

業

法

の
も
う

一
つ
の
ポ

イ

ン
ト

は

、

企
業

管

理

に

お
け

る
労

働

集

団

の

「
自

主

管

理

(。慧

亀
趨
窃
蕊
国
国。)
」
の
導

入

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

り

、

企

業

の
管

理

機
関

、

労
働

集

団

評
議

会

(8
麗
↓
も
養
8
。
『。
否
自
。胃
国
量

と
企
業

長

は
労

働

集

団

の
選

挙

に

よ

っ
て
構

成

さ

れ

る

こ
と

に
な

り

(企
業
長

に

つ
い
て
は
上
級
機
関

の
承
認

が
必
要
)
、

ま

た
労
働

集

団

総

会

と
同

評

議

会

は
計

画

の
審

議

.
承

認
、

労

働

協

約

・
就

業

規

則

の
承

認

そ

の
他

企

業

管

理

上

の
重

要

問

題

を
審

議

・
決
定

す

る
権

限

を

も

つ

こ
と

に
な

っ
た
。

他

方

、

労

働
関

係

に

つ

い
て

は

、
労

働

法

改

正

(八
八
年

二
月
五

H
)

に
よ

り

、

配

転

・
整

理
解

雇

が
容

易

と
な

り
、

ま

た

「
ス
ト

ラ

イ

キ
法

」

(
ω
巽
呈

∩
∩
6
勺
。

調
o
冒
鋸
器

忘
切窟
日
窪
蕾

容
遙
突
↓
冨
寓
げ支

も
蚤
8
げ冤
9
0
℃
o
・・
(岩
需
曾

美
↓
畠
)1
八
九

・
一
〇

・
九
)

に
よ

り
集

団

労

働

紛
争

解

決

手
続

き

(調
停

.
伸

裁
手

続
き
)

の
復

活
を

み

る

に

い
た

っ
た

こ
と
も

付

言

し

て
お

き

た

い
。

上

記

の
よ
う

な
改

革

、

つ
ま

り
、

企

業

の
財

産

的

自

立

性

の
強
化

と

ソ

ビ

エ
ト
的

労
働

集

団

自

主

管

理

の
導

入

が

、
労

働

集

団

n
直

接

的

生

産

者

の

「
所
有

者

的

地

位

」

の
顕

在

化

と

い
う

意

味

で
国

家
的

所

有

の
内

部

構

造

に
重

要

な
変

化

を

も

た
ら

す

も

の

で
あ

っ
た

こ

と
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は
、

い
う

ま

で
も

な

い
。

だ
が

、

「
市

場

メ

カ

ニ
ズ

ム
」
の
導

入

と

い
う

経

済

改
革

の
目

標

か

ら

み
る

と
、

こ

の
改

革

に

は
大

き

な

限
界

が

あ

っ
た
。
市

場

メ

カ

ニ
ズ

ム

の
機

能

に
不

可
欠

な
市

場

イ

ン

フ
ラ

ス
ト

ラ

ク

チ

ャ
ー

の
不

備

と

い
う

基

本

条

件

の
問

題

は
別

と

し

て
も

、

か
な

り

の
比
重

を

占

め

る
国

家

発
注

制

と
各

種
支

払

・
控
除

の
基

準

と

な

る

ノ

ル

マ
テ

ィ
ー

フ

(基
準
指
標
)
制

は
、

従
来

の

い
わ

ゆ

る
指

令

的

計

画
化

の
メ

カ

ニ
ズ

ム

の
存
続

を

支

え

る

こ
と

に
な

っ
た

か

ら

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

が
、

杜

会

主
義

的

所

有

の
内
部

構

造

刷
新

と

い

う

路

線

を
挫

折

さ

せ

る
重

要

な
要

因

の

一
つ
と
な

る

の
で
あ

る
。

の

小
営

業

奨

励

と

こ
ろ

で
、
時

間

的

に
は

こ
れ

に

や

や
先

行

し

て

い
る

が
、

政

策

と
し

て

ほ

ぼ
同
時

に
展

開

さ

れ

は
じ

め

る

の
は

、
小

規

模

営

業

活

動

の
奨

励

で
あ

る
。

所

有

形

態

か

ら

み
れ

ば

こ
れ

は

「
勤

労

的

私
的

所

有

(弓
養
。
・・窒

轟
。罠
島

8
α。畠
・臣
。自
こ
」
の

一
定

の
展

開

を

許

容

す

る

も

の

で
あ

る

が
、

こ

こ

で
は

ま

だ

「
私

的

所

有

」

概

念

は
公

然

と

は
語

ら

れ

な

か

っ
た

。

ソ
連

に
お

け

る
社

会

主

義

づ

く
り

は
、

そ

れ
ま

で
社

会
主

義

が
資

本

家

的

工
場

制

大

工
業

の
展

開

を

基

礎

と
し

て
構

想

さ
れ

て
き

た
と

い
う

経
緯

も

あ

っ
て
、

私

的

資

本

家

的

所

有

の
廃

絶

、

小

規

模

私

的

経

営

の
共
同

化

に
よ

る
所

有

と
経

営

の
社

会
的

・
集

団

的

形

態

の
創

出

の
道

を
歩

ん

で
き

た
。

小

規

模

私

的

経

営

に

つ

い
て

は
、

ソ
連

以
外

の
国

で
は

比
較

的

に
長

期

間

存

続

を

み
と

め

ら

れ

て
き

た
し

、

と

く

に
農
業

に
お

い
て

は
ポ

ー

ラ

ン
ド

と

ユ
ー

ゴ

ス
ラ

ヴ

ィ
ア

で

は
私
的

経

営

の
存

続

が

顕
著

で
あ

っ
た
。

ソ
連

で
も

「
個

人

的
勤

労

活
動

」

(憲
法

一
七
条
)

と
よ

ば

れ

る
個

人
経

営

が
全

面

的

に
な

く

な

っ
て

い
た
わ

け

で
は

な

い
。

し

か
し

、

全

体

と

し

て
そ

れ

は
縮

小

・
消

滅

過

程

を

た
ど

る

も

の
と
考

え

ら

れ

て
き

た

の
で
あ

る
。

状

況

は

、

一
九

八

六

年

以
降

、

小

規
模

営

業

活

動

奨

励

政

策

に

よ

っ
て

一
変

す

る
。

一
九

八

六
年

一

一
月

一
九

日

の
「
個

人
的

勤

労
活

動

に
関

す

る
法

律

」

(
ω
契
呈

∩
6
∩
℃
&

塁
富

窪
と
碧
臣
畠

弓
着
。
。・息

暮
自
2
臣
。。良

ー

八

七
年
五
月

一
日
施
行
)
は
、

「
商

品

と
サ

ー

ヴ

ィ

ス
に
た

い
す

る
社

会

的

需

要

の
よ

り
完

全

な
充

足

」
と

い
う

目

的

に

「
市

民

の
社

会

的
有

用

活

動

へ
の
就

業

の
向

上

」
と

い
う

目

的

を

あ

わ

せ

て

(前

文
)
、

諸

個

人

が
、

自

己

の
労
働

と

家
族

貝

の
労

働

に
も

と

づ

き
、

家

内

手

工
業

・
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生

活

サ

ー

ヴ

ィ

ス
等

の
領

域

で
商

品

生

産

・
有

料

サ

ー

ヴ

ィ

ス
提
供

活

動

に
従

事

す

る

こ
と
を

奨

励

す

る
も

の

で
あ

る
。

こ
こ

で

は
、

雇

用

労

働

を

用

い
る

こ
と
、

不

労

所

得

を
う

る

こ

と
を

目

的

と
す

る
営

業

は
許

さ

れ
な

い
と

い
う

伝

統

的

な

「
社

会
主

義

原

則

」

が
う

た
わ

れ

て

い
る

(
一
条
)
。

営

業

は
許

可

制

で
あ

り

、

許

可

さ
れ

る
営

業

種

目

と
禁

止

さ

れ

る

そ

れ

が
列

挙

さ

れ

て

い
る

が

(
一
二
条
ー

二
〇
条
)
、

　
ら

り

従
来

の
個
人
営
業
許
可
制
度

に
比

べ
て
許
可
業
種

が
大
幅

に
拡

大
さ
れ
た

こ
と
は

い
う

ま
で
も
な

い
。

た
だ
、

こ
の
法
律

に
よ
り

「
個
人

的
勤

労
活
動
」
を
許
可
さ
れ

る
者

は
、
主

と
し

て
、
家
庭

の
主
婦
、
身

体
障
害
者
、
年
金
生
活
者
、
学
生
と

い
っ
た

「
社
会
的
生
産
」

に

従
事

し
て

い
な

い
者
、
国
有
企
業

・
国
家
機

関
等
広
義

の

「
社
会
的
生

産
」
従
事
者

の
場
合

は
基
本
労
働

の
余

暇
に

こ
れ
を
行
う
者

に
か

ぎ
ら
れ
、

と
く

に
法
令

に
規
定

の
あ

る
場
合

に
の
み

「
社
会
的
生
産

」
に
従
事
し

て

い
な

い

「
そ

の
他

の
市
民
」

(例
え
ば
整
理
解
雇
対
象
者

で
新
規
就
業
未
定
の
者
)
も

こ
れ
に
含
ま
れ

る
と
さ
れ

て

い
る

(三
条
)。

し
た
が

っ
て
、

一
定

の
生
産
手
段

の
私
的
所
有

に
も

と
つ
く
営
業

と

い

っ
て
も
、

そ

の
範
囲

は
限
ら
れ

た
も

の
で
あ

っ
た
。

(
6

>

個

人
勤
労
活
動
法

が
各
種

の
付
属

法
規
と
と
も

に
施

行
さ
れ
る
八

七
年
に
は
、

こ
れ
と
並
行
し

て
、

一
連

の
政
府
決
定

に
よ

っ
て
、
消

費
財
生
産

と
生
活
サ
ー
ヴ

ィ

ス
領
域

で

「新

型
協
同
組
合
」
を
創
出
す

る
政
策

が
展
開

さ
れ
る
。

こ
れ

は
、
国
有
企
業
や
国
家
施

設
あ

る

い
は

コ
ル
ホ
ー
ズ
、
社
会
団
体
な

ど

の
所
有

・
管
理
す

る
資
産

・
設
備

に
依
拠
し
、

こ
れ
を
賃
借

(ま
た
は
使
用
貸
借
)
し

て
、
「
社
会
的
生

産
」
に
従
事

し
て

い
な

い
者

(前
記
個
人
勤
労
活
動
法
の
場
合
と
同
じ
)
の
グ

ル
ー
プ

が
小

規
模

の
組
合
を

つ
く
り
、
必
要

に
応
じ

て
、
契
約

(δ
霧
麗
寄
)
に
よ

り

「
社
会
的
生
産
」
従
事
者

(労
働
者
、
技
術
者
、
職
員
)

の
参
加

(勤
務
時
問
外
労
働
)
を
求

め
、
あ
る

い
は
労
働
協
定

(弓
嵩
富
8

8
桑
巨
・臣
。)
で
働
く
者
を
加
え

て
、
消
費
財
生
産

・
生
活
サ
ー
ヴ

ィ
ス
領
域

の
営
業
を
行
う
も

の
で
あ

っ
て
、

一
面

で
は

つ
ぎ

の
協

同
組
合

政
策

に

つ
な

が
る
も

の
で
あ
る

が
、
他
面

で
は
小
営
業

奨
励
政
策

の
継
続

と

い
う
意
味
を
も

っ
て

い
る

(あ
わ
せ
て
国
有
企
業

等

の
人
員
整
理
に
よ
る
解
雇
者
の
就
業
政
策
の
意
味
を
も

つ
)。
い
ず

れ
に
し

て
も
、
個
体
的

所
有

と
社
会
的
所
有

の
両
面

に
わ
た
る
所
有
制
変

動

の
新

し

い
契
機

が
追
加
さ

れ
て
く

る
の
で
あ

る
。
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な
お
、
小
規
模

営
業

活
動
形
態

の
発
展

と

い
う
観
点

か
ら

み
れ
ば
、
国
有

企
業

・
コ
ル
ホ
ー
ズ

な

ど
社
会
化

セ
ク
タ
i
内
部

に
お

い
て

「
グ

ル
ー
プ
請
負
制
」
「
生
産
請
負
制

」
あ

る

い
は

「
家
族
請
負
制
」
な

ど
の
営
業
形
態

が
奨
励

さ
れ
、

こ
れ
が
所
有
制

に
そ
れ
な
り

の
変

化
を
も

た
ら
し
て
き
た

こ
と
も
考
慮

に
入
れ
る
必
要

が
あ

る
。
こ
れ

は
、
や

が
て
積
極
的

に
お
し
だ
さ
れ
て
く

る
ア

レ
ン
ダ

(企
業
賃
貸
制
)

政
策

に

つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
。

四

協
同
組
合

的
所
有

の
展
開

上
述

の
よ
う

に
、

ペ
レ
ス
ト

ロ
イ

カ
に
お
け

る
経
済
改
革

は
、
ま
ず

一
九
八
六
-

八
七
年

段
階

で
国
有
企
業
を
中

心
と
す

る

「
社
会
主

義
的
所
有

」

の
内

部
構
造

の
刷
新

と
小
営
業
諸
形
態

の
推
進

と

い
う
方
向

で
す
す

め
ら
れ
る
が
、
八
八
年
ー

八
九
年

段
階

に
な

る
と
協
同

組
合
形
態
と
ア

レ
ン
ダ

(企
業
賃
貸
制
)
形
態

が
前
面

に
お
し

だ
さ
れ
、

こ
こ
に

い
た

っ
て

「
社
会
主
義

的
所
有

の
多
様
化
」
路
線

が
明
確

に
ク

ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ

て
く
る
。

こ
れ
を
法
制
的

に
表
現
す

る

の
が
、
八
八
年
五
月
二
六
日

の
連
邦
協
同
組
合
法

(ω
環
宝

6
∩
6
勺
実

㌣

。
需
冨
長
国
国
∩
0
6
ぎ

と
八
九
年

一
一
月

二
三
日

の

「
ソ
連
邦

お
よ
び
連
邦
構
成
共
和
国

の
ア

レ

ン
ダ
立
法

の
基
本
原
財
」
(o
畠
畠
『二
輿
窪
㌣

捏
↓自
78
寄

∩
。
δ
鑓

6
∩
て
嵩
8
δ
里
蔓

需
8
巻
員
美

8

巷
Φ
髭
・)
で
あ

る
。
そ
れ
ら

が
八
七
年
段
階

で
先
躍
形
態
を
も

っ
て

い
た

こ
と
に

つ
い
て

は
、
前
述

の
と
お
り

で
あ
る
。

ま
ず

協
同
組
合
法

か
ら

み
て
ゆ

こ
う
。

協
同
組
合
法

の
法
案
は
、
八
八
年

三
月
六
日

の

くイ
ズ

ベ

ス
チ

ア
V
紙

に
公
表

さ
れ
た
が
、
同
月

二
三

日
に
開
会

さ
れ
た
第
四
回
全
連

7
)

邦

コ
ル
ホ
ー
ズ
員

大
会

で
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
が
法
案

の
理
念

に

つ
い
て
詳
細
な
報
告
を
行

っ
て

い
る
。

そ

こ
で
強
調
さ
れ
た

の
は
、
協
同
組

合
諸
形
態
推
進

の
新

構
想
は
、
社
会
主
義
社
会
創
造

の
道

に
か
ん
す

る

レ
ー

ニ
ン
的
構
想
を
継
承
す

る
も

の
で
あ
り
、

ス
タ
ー

リ

ン
に
よ

っ
て

こ
れ

が
破
棄

さ
れ
た

の
ち

に
形

成
さ
れ
た
行
政
的

目
指
令
的

(ま
た
は
官
僚
主
義
的
)
経
済
運
営
原
理
を

「
革
命
的

に
改
造
」
し
、
新

し

い
経
済
運
営
原
理
を
構
築
す

る
、

「
ソ
ビ

エ
ト
社
会
全

体

の
発
展

の
質
的

に
新

し

い
段
階
」
へ
の
移
行
を
表
現
す

る
も

の
で
あ

る
、

と

い

う
点

で
あ

っ
た
。

「
経
済
計
算
的
生
産
活
動

と
人
民

の
自
主

管
理
と

の
結
合
」
と

い
う
経
済

運
営
原

理

い
い
か
え
れ
ば
市
場

メ
カ

ニ
ズ
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ム
の
導

入

は
新
国
有
企
業
法

と
同

一
で
あ

り
、
ま

た
国
有
企
業

と
の
緊

密
な
連
携
も
強
調

さ
れ

た
が
、
社
会
主
義
経
済

の
全
構
造

に

と

っ
て

の
協
同
組
合

の
意
義

の
抜
本

的
な
捉

え
直
し

と

い
う
点

が
新
し

い
モ
メ

ン
ト

で
あ

っ
た
。
六
月
末

の
第

一
九

回
党
協
議

会
報
告

で

(
8

)

は
、

こ
れ
を

「
ラ
デ

ィ
カ

ル
な
経
済

改
革

の
基
幹
的
方
向

の

一
つ
は
協
同
組

合
運
動

の
広
範
な
展
開

で
あ

る
」
と
端
的

に

の
べ
て

い
る
。

法
案

が
可
決

さ
れ

た
五
月

の
連
邦
最
高
会
議

で

の
ル
イ
シ

コ
フ
の
法
案
説
明

で
も
、

「
協
同
組
合

に
か
ん
す

る

レ
ー

ニ
ン
的

理
念

の
実
現
」

ハ9

ρΨ

が
強
調
さ
れ

た
。

し
た

が

っ
て
、
協

同
組
合
発
展
政
策

が

「
社
会
主
義

の
刷
新
」
路
線

に
即
し
た
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
同
法
第

一
章

「
社
会
主
義
的
協
同
組
合

と
国

の
経
済

に
お
け
る
そ

の
位
置
」
第

一
条

「
社
会
主
義
的
社
会
関

係

の
体
系

に
お
け

る
協
同
組

合
」

に
明
瞭

に
表

現
さ

れ
て

い
る
。
そ

こ
で
は
、

こ
う
う

た
わ
れ
て

い
る
。
「
ソ
連

の
政
治

・
経
済

シ

ス
テ

ム
の
条
件

の

も

と
で
は
、
国
家
的

(全
人
民
的
)
所
有
形
態

の
主
導
的
役
割

の
も
と
、
社
会
主
義

の
可
能
性

と
優
位
性
を
よ
り
全
面
的

に
利
用
す
る

こ
と

を
…
可
能

に
す

る
協

同
組

合
的
所
有
形
態

は
全
面
的
発
展
を
と
げ

る
。
」
も

と
よ
り
、
新
し

い
経
済
運
営
原
理

の
ポ
イ

ン
ト

は
市

場

シ
ス
テ

ム
の
ビ

ル
ト

・
イ

ン
に
あ

り
、
協
同
組
合
形
態

は
そ
れ

に
適
合
的
な
も

の
と
と
ら
え
ら

れ
て

い
た
か
ら
、
同
条

五
項

が

「
協
同
組
合

の
活

動
…

は
、
協
同
組
合
間
な
ら

び
に
協

同
組
合

と
国
有
企
業

・国
家
組

織
と

の
あ

い
だ

の
経
済
競
争

(畏
皇
呈

受
9
閑8

8
窟
毘
。
国騨臣
・)
、
商
品

・

仕
事

(冨
o。
↓
露
)
・
サ
ー

ヴ
ィ

ス
市
場

で
の
競
争

(図
皐
越
閣
貰
量

の
発
展
を
刺
激
す

る
」
役
割
を
担
う

と
し

た
の
は
、
当
然

で
あ
る
。
な

お
、
当
時

は
市
場

は

「
社
会
主
義
的
市
場
」

と
概
念
化
さ
れ
る

こ
と
が
多

か

っ
た
。

こ
の
法
律

に
よ

っ
て
、
従
来
限
ら

れ
た
領
域

に
限
定

さ
れ

て

い
た
協
同
組
合
を
、
農
業
、
工
業
、
建
設
、
運
輸
、
商
業
、
社

会
給
食
、

有
料

サ
ー
ヴ
ィ

ス
領
域

そ

の
他

の
生
産
領
域
な
ら

び
に
社
会

1ー
文
化
生
活
領
域

で
設
立

で
き

る
こ
と

に
な
り
、
「
法
令

に
よ

っ
て
禁
じ
ら
れ

へ
11

)

た

も

の
を
除

き
、

い
か
な

る
種

類

の
活

動

に
も

従

事

し

う

る
」

(三
条

一
項
)

こ
と

と
な

っ
た
。

こ
れ

ら
協

同

組
合

は
、

生

産
協

同

組
合

、

消
費

協

同
組

合

、

混

合

協

同

組

合

、

独

立

協

同

組

合

、
付

設
協

同
組

合

な

ど

に

タ
イ

プ

分

け

さ

れ

る

が
、

さ

き

に

み

た
「
新

型

協

同

組

合

」

も
協

同
組

合

の

一
種

と
し

て

こ
の
法
律

に
包

摂

さ

れ

た

(四
〇
条
)
。
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協

同

組
合

発

展

政
策

は
、

協

同

組

合

を

「
本

来

の
」

協

同

組

合

と
す

る
と

い
う

理

念

に
も

と

つ

い
て

い
た
。

し

た

が

っ
て
、

協

同

組

合

は
、
国

家

か

ら

独

立

し

た
、

経

済

諸

主

体

の
自

発

的

・
契

約

的

結

合

と
さ

れ

る

に

と

ど
ま

ら
ず

、

そ

の
所

有

関

係

が
、

持

分
的

共

同
所

有

の
性

格

を

も

つ
も

の
と

し

て
、

つ
ま

り
組

合

財

産

は
組

合

員

の
出

資

に
よ

っ
て
形

成

さ

れ

、

収
益

分

配

は
、

労

働

寄

与

に
よ

る

と

と
も

に

持

分

出

資

に
応

じ

て
行

わ

れ
、

脱

退

の
さ

い
や
解

散

の
場

合

に

は
持

分

が
個

々

の
組

合

貝

の
手

に
戻

さ

れ

る
、

と

い
う

形

態

を

と

る

も

の

と
し

て
規
定

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

(七
、

一
三
条

、

一
五
条

の
九

〇

・六
ニ
ハ
改

正
)
。

こ
れ

は

、
国

有
企

業

的

性

格

を

強

め

て

い
た

コ
ル
ホ

ー

ズ

に
も

及

ぼ
さ

れ

る

こ

と

に
な

っ
た

が
、

し

か

し

「
コ
ル

ホ
ー

ズ

お

よ

び

そ

の
他

の
農

業

協

同

組

合

」

に

つ
い
て

は
、

持

分
的

共

同
所

有

の
性

格

を

と

る
財

産

は
そ

の

一
部

に
限

ら

れ

、
他

の
部

分

は

、
解

散

の
さ

い
に
も

コ
ル
ホ
ー

ズ

評

議

会

の
決

定

に
よ

り

他

の
農

業

企
業

(
12

)

に
譲

渡

さ
れ

る

と

い
う

構

造

が
維

持

さ

れ

た

(三
六
条

)。

な

お

、

こ

の
法

律

で
は

コ
ル
ホ
ー

ズ

に

つ
き

、

農
業

に

お
け

る
優

越

的

企

業
形

(
13

)

態

で
あ

る
と

の
規
定

が
入

っ
て

い
た
が
、
九
〇
年
六
月
六

日
の
改
正

で
こ
れ
は
削

除
さ
れ

た
。

と

こ
ろ
で
、
協

同
組
合
経
営

の
展
開

は
、
そ
れ

が

「
本
来

の
」
協
同
組
合

の
性
格

に
反
す

る
性
格
を
も

つ
も

の
と
し
て
展
開
す

る
と

い

う
重
大

な
問
題

を
露

呈
す

る

こ
と
と
な

っ
た
。

第

一
の
問
題
は
、
協

同
組
合

が
闇

経
済

で
蓄
積

さ
れ

た
資
本

の
合
法
化

の
舞

台
と
し
て
機
能
す

る

こ
と
に
な
り
、

こ
れ
と
関
連
し

て
、

流
通
部
面

で
の
暴
利
商
業

の
担

い
手

と
し
て
登
場
し

て
き

た
、

と

い
う
点

で
あ
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、
八
九
年

一
〇
月

一
六
日
の
協

同
組
合
法
改

正

に
よ
る
価
格
規
制
、

一
〇
月

一
七

日

の
連
邦
最
高

会
議
決
定

に
よ

る
投
機

・
買
占

規
制
等

の
政
策
的

対
応

が
な

さ
れ

て

(
14

)

い
る
。

第

二
に
、
前
記

の
事
情

と
も
絡

む
の
で
あ
る

が
、

こ
こ
で
の
課
題

か
ら

み
て
よ
り
重
要

な

こ
と
は
、

「
社
会
主
義
的
」
経
営
形
態

と
し

て

奨
励

さ
れ
た
協
同
組
合
企
業

が
雇

用
労
働
を
と
も
な
う

私
的

(資
本
家
的
)
企
業

に
転
化
す

る
傾
向

を
示
し
た

こ
と

で
あ

る
。

協
同
組
合
法

は
、
協
同
組
合

の
活
動

が
組
合
貝

の
自

己
労
働

に
よ

っ
て
行

わ
れ
る
こ
と
を
予
定

し

て
い
る

の
で
あ
る

が

(三
条
二
項
)
、
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9KOHOM"KaK}KHっHb,1991,No,20.に よ る表11990年 初頭の協 同組合

基本的事業種類 活動中の

協同組合数

従 業者数

(協同者含 む)

単位1,000

合 計 245,356 6,098.2

大衆消費財生産 41,758 1,alo.o

社会給食 4,fi14 44.5

商業 1,643 19.2

買付 5,261 52.6

生 活サ ー ヴ ィ ス 27,632 420.S

二次 原料 調達 ・加工 3,207 87.9

建設 75,522 2,548.2

建 設サー ヴ ィスLの 設計 ・調 査

企画 ・設 計,設 置

科 学研究

4,383125.9

4,950143.7

53

,652」91,7

プ ロ グ ラ ミン グ,情 報 サ ー ヴ ィ ス提 供 3,960 77.2

農業 10,40s 118.0

供給 ・販売 202 3.8

生産=技 術製品製造 8,904 380.1

宿 泊 サ ー ヴ ィス(ホ テル) 362 6.4

旅 客輸 送サーヴ ィス 2,039 50.8

医療サー ヴ ィス 3,304 so.s

高 齢 者 ・身 障者 ・病 人 ・

子供の介護 104 2.3

ス ポー ツ ・保 健 1,723 25.5

美 術 ・デ ザ イ ン 4,755 s4.5

余暇の組織 2,X30 26.2

その他 34,885 738.3

※ 登金粟総 数`ま229,40⑪

同
時

に
雇

用
政
策

の
観
点

か
ら
、
「
協
同
組
合
は
…
商

品

の
生
産

(作
業
・
サ
ー
ヴ

ィ
ス
)
に
追

加
的

労
働

資

源
を
引
き
入
れ
、
ま

た
組

合
員

で
な

い
市
民

が
基
本

的
労
働

の
余
暇

に
、
契
約

原
理

で
、
協
同
組
合

の
活

動

に
参
加
す

る
条

件
を

つ

く

り

だ

す

…
」

(四
条

二

項
)
べ
き
も

の
と
し
、
協
同

組
合

の

「
労
働
集
団
」

は

「
自
己

の
労

働

に
よ

っ
て

そ

の
活
動

に
参
加
す

る
組

合
員
な
ら
び
に
労
働
契
約

(弓
養
畠
o
邸
碧
『畠
o
唱
)

に

よ

っ
て
協
同
組
合

で
働
く

者

」
に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
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表21989年 末 モ ス ク ワの協 同組 合 に おけ る就 業 者 構 造(調 査対象324組 合)

3KOHOMNKBH)KH3HbJ990,No.17.に よ る

1},の全協同組 合

の従叢者総数に
従儲 総数中の割合% 組合貝1人

当たi)の

M契約労働

押 の事実

従業若総数
における協

全所得にz・f

する所得税

活動の種類
おける各樟馴 ・1
組合の比率 労働協定①

蝸契 約労 働

昔'②の数

1の 比率か

JI課税 基唯

同者②の割
合

の'k1の

比率
組合ki に より働 く 1人数〕 を超過 /%} /%〕

巾民 ll剖

協同組合全体 100 44.1 55.9 1,2? 2.2 45.0 7.0

内

児童 ・身障者 ・高齢 者介護 0.1 32.9 67.1 2.04 2.7 27.4 4.5

身障者 ・高齢者用特殊商品製造 o.z 26.1 73.9 2.83 3.0 53.5 4.0

自家製農産物生産 ・加工 a.3 5s.s 43.4 0.77 1.7 37.9 4.2

住 民の生活サー ヴィス 9.8 44.9 55.7 1.23 2.2 40.7 5.4

医療 2.5 29.1 7().9 2.44 2.8 60.8 5.4

児童 ・高齢者用用品生産 0.9 42.4 57.6 1.36 2.3 53.6 s.5

科 学 ・技術 労働 21.7 40.3 59.7 1.48 2.4 58.5 s.4

建 設 ・修 理 29.3 47.0 53.0 1.13 2.1 38.4 5.9

大衆消費財生産 12.2 46.3 53.7 1.16 2.1 36.5 9.3

社会給食 1.1 53.S 46.2 o.ss 1.8 21.5 13.9

仲介(仲 買い含む)サ ー ヴ ィス 1.8 55.4 44.6 0.81 1.8 38.6 10.2

興業 0.2 30.0 70.o 2.31 2.8 48.9 9.2

その他 19.9 42.7 57.3 1.34 2.3 47.Z 7.7

①Tp翼o駐oecor』anle照e,②ROrOBOpHNK,③COSMeCTHTeJib、 一 ① はuT(7yROBONAoroBOp

(労 働 契 約)と 同 義 に 解 さ れ て い る の で ② と 同 様 に 雇 用 労 働 を 意 味 す る 。

る

(六
条

一
項
)
と
規
定

し

て

い
る

(な
お
二
五
条

一
項
、
二

項
)。
こ
れ

に
依
拠
し
て
、
雇
用
労
働
を
用

い
て
経
営
を
行

う

「
組
合
」
が
創
設

さ
れ
、
そ
れ

が
前
記

の
暴
利
営
業
現

象

と
も
結
び

つ
い
て
論
議
を
呼

ぶ
こ
と
に
な

っ
た
。
協
同

組
合

は

「
三
人
以
上
」
の
者

で
設
立

で
き

る

の
で
あ
る
が
、

三
人

の

「
組
合
」
が

一
〇
〇
人

の
労
働
者

を
雇
う

と

い
う

こ
と
に
な

る
と
、

こ
れ
は
れ

っ
き

と
し
た
小
資
本
家
企
業

で
あ

る
。
表

2
の
平
均
値

か
ら

み
る
と
雇

用
関
係

の
規
模

は
零
細

で
あ

る
が
、
個
別
的

に
は
雇
用
労
働
者
五
〇
人
以

上
、

一
〇
〇
人
以
上
と

い
う
注

目
を
引
く
形
態

が
出
現
し

た
よ
う

で
あ

る
。
調
査
統
計

に
あ
ら
わ
れ
な

い
現
象
も

少

な
く
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
を
想
定

し
て
、
四
〇
条

で
は

「
国
家

は
、
協

同
組
合
設
立

の
外

観

の
も
と
に
雇

用
労
働

を

用

い
て
私
的
企
業
活
動
を
行
う

た
め

に
協
同
組
合
を
利
用

す

る
ケ
ー

ス
を
防
止
す

る
措
置
を
と
る
」

と
規
定
し

て

い

る
が
、
有
効

な
措
置

は
と
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ
の
現
象

は
、

や
が
て
展
開
さ
れ
は
じ
め
る
私
有
化
政
策

の
現
実
的
背
景

の

一
つ
と
な
る

の
で
あ

る
。
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㈲

賃
貸
企
業
制

の
展
開

さ

て
、
協
同
組
合

形
態

の
展
開

と
な
ら
ん

で

「社
会
主
義
的

所
有

の
多
様
化

」

の
チ

ャ
ネ

ル
と
し
て
ク

ロ
ー

ズ
ア

ッ
プ
さ
れ

て
く
る

の

か
ア

レ
ン
ダ

(帥需
長
旬)
、

つ
ま

り
国
有
企
業

の
賃
貸

に
よ
る
営
業

形
態

で
あ
る
。

協
同
組
合
発
展
政
策

が
ネ

ッ
プ
期

の

「
レ
ー

ニ
ン
的
」
政

策

の
再
興

と

い
う
意
味
を
付
与
さ

れ
た

の
に
似

て
、
企
業
賃
貸
制

も
、

一
九

一
二

年
か
ら
二
五
年

に
か
け

て

の
時
期

に

一
定

の
展
開
を

み

(
15

〕

た

制

度

の
復

活

と

い
う

意

味

を

も

っ
て

い
る
。

そ

れ

は
、

一
方

で

は
、

八

〇

年

代

初

頭

か

ら
形

成

さ

れ

は
じ

め

た
農

業

企

業

や
建

設

企

業

内

部

で

の

「
グ

ル
ー
プ

請
負

制

」

の
延

長

と
し

て

ペ

レ
ス
ト

ロ
イ

カ
期

に
生

成

し

て
く

る

「
経

営

内

賃

借

請

負
制

(望
冤封
要
8
愚
。↓零
臣
匡
邸

〔16

)

伽唱
.鑑
.
ぴ慈

累
。
碧
豊

」

の
発
展

形
態

と

し

て
、

他

方

で
は

、

八

七

年

国
有

企

業

法

に
よ

る

「
完
全

経
済

計

算

制

・
自
主

管

理

原

則

」

お

よ

び

「
経

済

計

算

制

所
得

」
方

式

の
発

展

形

態

と

し

て
、

八

九
年

段

階

で
大

々
的

に
宣

伝

さ

れ

る
よ
う

に
な

る
。

ま

と

ま

っ
た
形

で

の
法

的

規
制

は
、

ま
ず

一
九

八

九

年

四

月

七

日

の
連

邦

最

高

会

議

幹

部

会

令

「
ソ
連
邦

に
お

け

る

ア

レ

ン
ダ

お

よ

び

ア

レ

ン
ダ

関

係

に

つ

い
て
」
(《
歪
ω

目
噂
。、摺
こ
竃
薗
ロロ
6
6
0
0
勺
。
0
巷
。鑑
。
国
ゆ瀦
髭
=
匡
寓
自
ぎ
E
・臣
畏

函
∩
6
6
て
)
、

同

日

の
連

邦

政
府

決

定

で
承

認

さ

れ

た

「
ア

レ

ン
ダ
関

係

の
経
済

的

.
組

織

的

基

本

原

則

に

関

す

る

規

程

」

(
閣
8

。
蓉

霞
・
。
α
異
。
ぎ

窯
葦
・
桑
美

=
名

『
臣
蕊
貰
蓉

臣

げ
繭×
。
畠
畠

震

騨
需
昼

屡

。
毎

。
巨
窪
鵠
諺

∩
6
0
℃
)

に
よ

っ
て
行
わ
れ
、

つ
い
で
八
九
年

一
一
月

二
三

日

の

「
ソ
連
邦

お
よ

び
連
邦
構
成

共
和
国

の
ア

レ
ン
ダ
立
法

の
基
本
原
則
」

で
整
備
さ

翫

・
「
ア

レ

ン
ダ

」

制

に

は
、

土

地

(お
よ
び
そ

の
他

の
自
然
資

源
)

の
賃

貸

関

係

、

個

別

の
生

産

財

や
施

設

の
賃

貸

関

係

が
含

ま

れ
、

コ

ル

ホ
ー

ズ
な

ど

か
賃

貸

人

と
な

る
形

態

、

ま

た

「
経
営

内

ア

レ

ン
ダ
」

と

い
う

独

自

の
形

態

も

あ

る

が

、

こ

こ

で
は
財

産

総

体

と
し

て

の
国

有

企

業

の

ア

レ

ン
ダ

に
限

定

す

る
。

そ

こ
で

は

「
賃

貸

企

業

」

と

い
う

独

自

の
経
営

形

態

が
登
場

し
、

ま

た

独
自

の
所
有

形

態

が
形
成

さ

れ

る

。

つ
ま

り

、
国

有

企
業

(独
立
企
業
、
合
同

の
構
成
部
分

の
区
別

は
捨
象
)

の
労

働

集

団

が
、

賃

借

人

(§

長
碧
8
)
組

織

を

構
成

し

て
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(基
本
原
則

一
六
条
)
所
有
者

た
る
国

家

(そ
の
授
権
機
関
)
と
長
期

の
賃
貸
借
契
約

を
締
結
し
、
当
該
企
業

の
権
利

・
義
務
関
係
を
継
承
し

つ
つ
独
立

の
経
営
活
動
を
行

い
、
賃

料
を
払

っ
て
収
益

を
取
得
す

る
と

い
う

経
営
形
態

で
、
賃
借

人
集
団
と
な

っ
た
労
働
集
団

(法
人
)
は
、

生
産
物
、

収
益
金
、
独
自

に
購
入

し
た
財
産
、
賃
借
人
集
団

11
労
働
集
団

メ

ン
バ
ー

の
出
資
金
、
分
離
可
能
な
改
善

設
備
、
有
価
証
券
発

行
等

に
よ

る
資
金
な

ど

の
所
有
者

と
な
る

(同
上
九
、
二

一
条
)
。

こ
れ
は
、
新

種

の
「グ

ル
ー
プ

所
有

」
の
形
態

で
あ
り
、
新
種

の
経
営
者

.

所
有
者

の
成
立

で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
、
八
九
年

四
月

の
連

邦
最
高
会
議
幹
部
会
令

は
、

そ

の
前

文

に
お

い
て
、
ア

レ
ン
ダ
を

「
社
会
主
義
的
経
済
運
営

の
新
し

い

進
歩
的
形
態
」

と
規
定

し
て

い
た
。
そ
う
し
た
規
定

は
同
年

一
一
月

の

「
基
本
原
則
」

で
は
な
く
な

っ
て

い
る
。

た
だ
、
国
有
賃
貸
企
業

に

つ
い
て
は

こ
れ
を

「
社
会
主
義

的
商

品
生
産
者
」

と
し

(
一
八
条
)
、
そ

の
管

理
は

「
社
会
主
義
的
自
主
管
理
原
則

に
も
と
つ

い
て
」
行

わ
れ
る
と
規
定

し
て

い
る

二

九
条
)。

こ
れ
ら
は
、

当
時

進
行

し

て

い
た

「
所
有
法
」
草
案
を

め
ぐ

る
論
議

(後
述
)
と
も
関
連
し

て
注
目

し

て
お
く

べ
き
点

で
あ

る
。

八
九
年
四
月
幹

部
会
令

の
上
記
前
文

が

一
一
月
法

に
は
な

い
と

い
う
事
情

は
、

つ
ぎ

の
点
と
も
関
連
し

て

い
よ
う
。

そ

の

一
つ
は
賃
借

人

の
範
囲

で
、

「
基
本

原
則
」
で
は
新

た
に
外
国

の
法
人
、
市

民
、
政
府
、
国
際
組
織
、
外
国
法
人

の
参
加
す
る
国
際

経
済
団
体

が
追

加
さ

れ
て

い
る

(五
条
)
。
も
う

一
つ
は
、
賃
貸
企
業
買
取
制

の
導

入

で
あ

っ
て
、
賃
借

人
は
、
全
償
却
期
間

の
財
産

価
値

か
ら
算
出

さ
れ
る
賃

料
全
額

の
払
込
等

の
方
法

で
賃
借
財
産

(固
定
資
産
)
を
買

取
り
、

企
業
を

「集

団
企
業
」

(労
働
集
団
所
有

の
企
業
ー
ー
後
述
)
、
協
同
組
合
、

株
式
会
社

そ

の
他

の
会
社

に
転
換

で
き
る

(労
働
集
団
の
決
定
に
よ
る
)
と
し

た

二

〇
条
)
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
法

に
よ

っ
て
制
限

.
禁

止
枠
を
定

め
る

こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ

て

い
る

の
で
あ
る

が
、
「
全

人
民
的
所
有
」
の
内

部
構
造

の
重
層
化

と

い
う

モ
テ

ィ
ー

フ
か
ら
構
想

さ
れ

た
企
業
賃
貸
制

が
別

の
所
有

形
態

へ
の
転
換

の
過
渡
形
態

と
な

る
方
向

が
う
ち

だ
さ
れ
て

い
る
。
企
業
賃
貸
制

は
、
「国
家

セ
ク
タ
ー

の
基
本
的
部
分

の
脱
国

家
化

(醤
胃
。
2
起
署
田
器
臣
・)
の
主

た
る
経
済
的
道
具

と
な
り
う

る
」

(全

ソ
企
業
賃
借
人

.
企
業
家
同
盟
第

一
回
大
会
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(
18

)

で
の
議
長

ぺ
・ブ
ー

ニ
チ

の
発

吾
)

こ
と

が
期

待

さ

れ

て

い
た

の

で
あ

る

が
、

そ

の
さ

い

の

「
脱
国

家

[管

理
]
化

」

は
同

時

に

「
脱
国

有

化

(私
有
化
)」
を

含

意

し

て

い
た
。

し

た

が

っ
て

、

「
基

本

原

則

」
は

そ

の
範

囲

を

立
法

的

に
制

限

し

う

る

こ
と
を

定

め

て

い
た

が

(三
条
)
、

そ

の
全

面
的

展

開

に
は

経

済

官
僚

層

の
側

か
ら

の
抵

抗

も

強

か

っ
た
。

九

〇

年

六
月

段

階

で

の
賃

貸

企

業

数

に

つ

い
て
は
、

工
業

部

門

で

約

二

〇

〇

〇
、

建

設
部

門

で
約

一
〇

〇

〇

、

農

業

で
は

コ
ル
ホ
ー

ズ

内

部

の
賃

貸

経

営

を

含

め

て
約

三

二

〇

〇

〇

、
商

業

・
社

会

給

食

一

一
〇

〇
、

生

活

サ
ー

ヴ

ィ

ス

一
五

〇
、

研

究
施

設

=

二
一二
、

と

い
う

報

告

が
あ

る

(前
同
)
。

(
1
)

九

一
年
八
月
政
変
と

}
二
月
異
変

に

つ
い
て
は
、
藤

田
勇

「
ペ

レ
ス
ト

ロ
イ

カ
、

そ

の
変
質

・崩
壊
と

ロ
シ
ア
革
命
」

(神
奈
川
大
学
評
論
叢
書

『国
家

の
変
容
』
、

お
茶

の
水
書
房
、

一
九
九

二
年
)

を
参

照
さ
れ
た

い
。

(
2
)

2

・
野

§

百

=
窒

差
董

潤
美

。
昏

塞

長

幽
3
§

α
濡

葦

8
長

婁

。
望

・
。ゑ

8

。
自

器
臣

。
彙

3曽
・・
§

。
。
『
閏
り
垂

象

塁

セ

。
.
亡

。
。・。
甲
。ぢ

。。
N
:

戸

こ
の
会
議

は
ソ
連
科

学
ア
カ
デ

ミ
ー
経
済

研
究
所
等

の
主

催

で
行
わ
れ

た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
先
立

っ
て
、
同
年
三
月

に

「
ソ
連

に
お
け

る
所
有
権
」

を
テ
ー

マ
と
す

る
法
律

学
関
係

の
シ
ン
ポ

ジ
ゥ

ム
が
企
画
さ
れ
、
そ

こ
で
も

「
社
会
主
義
的
所
有

の
奇
形
化
」

の
克
服

の
道

が
問
題

と
な

っ
て

い
る
が
(目
-

噂
窪
0
8

蜜

田
臣

。
6記

・
6
6
6
"

竃
・」

0
8

・)
、

議

論

は

な

お

抽

象

的

な

レ
ヴ

ェ
ル
に

と

ど
ま

っ
て

お

り
、

伝

統

的

発

想

も

み
ら

れ

る
。

(
3

)

こ

の
法

令

の
紹

介

文

献

と

し

て

は
、

さ

し

あ

た

り
岡

田
進

「
経

済

メ
カ

ニ
ズ

ム

の

ペ

レ
ス
ト

ロ
イ

カ
」

(
ソ

ビ

エ
ト
研

究

所

編

『
ペ

レ
ス
ト

ロ
イ

カ
聴

一

九

八

七

年

)

を

あ

げ

て

お
く

。

法

律

の
全

訳

は

「
日

ソ
経

済

調

査

資

料

」

六

六

四
号

(
一
九

八

七

年
)

に
収

録
。

な

お

、
従

来

の
国

有

企

業

管

理

形

態

に

つ

い
て

は
藤

田
勇

『概

説

ソ

ビ

エ
ト

法
』

(東

京

大

学

出

版
会

、

一
九

八

六

年

)
第

二

章

第

一
節
、

第

二
節

を
参

照

さ

れ

た

い
。

(
4
)

こ

れ

ら

二

つ

の

モ
デ

ル
に

つ

い
て

詳

し

く

は
次

を

参

照

。

×
8
彊
2
0メ

8
=
o
o
越
暴

。
=
o
臼
F

。騎。
寓
各

塁

睾

。壱

o
器
寓
鵠
Ω

芒

o
α
詫

竃
配

寓
o
=
露
メ

ζ

'曽
一〇
。。
。。
曽

Ω
、マ

δ
◎Q
占
8
.

(5

)

「
個

人

的

勤

労

活

動

法

」

の
紹

介

文

献

と

し

て

は
酒

井

正
三

朗

噛
ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ
と

個

人

労

働

活

動

」

(前

掲

ソ

ビ

エ
ト

研

究

所

編

『
ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ
』

所

収

)

が
あ

る

。

な

お
、

従

来

の
制

度

に

つ
い
て

は
藤

田

・
前

掲
、

第

二
章

第

四

節

を

参

照

さ

れ

た

い
。

(6
)

}
九

八

七

年

二

月

五

H

の
「
社

会

給

食

協

同

組

合

貧
o
o
=
琶

碧
臣

o
Φ
貰
8
↓
国
窪
=
o
『
o
口
胃

臣

舘

)
」
、

「
生

活

サ

ー

ヴ

ィ

ス
協

同
組

合

貧
o
自

o
冨

↓
臣

瓢
o
診
亭
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畠

o
蓬

。
α
自
旨

臣
臣

=
δ

臣
8
昌
。
臣

国
)
」
、

「
大

衆

消

費

財

生

産

協

同

組

合

貧
o
o
口
琶

碧
臣

=
。
コ
で
。
=
田
。
泪
自
認

月
畠

招

自

臣
眉
。
連

。
「
o
目
o
ぞ

oα
蕊
雪

邑

」
の
創

設

に

か

ん
す

る

連

邦

政

府

の
各

決

定

、

同

年

九

月

一
〇

日

の

「
菓

子

・
バ

ン
製

品
製

造

協

同

組
合

(閑
o
o
=
琶
碧

臣

冒

ロ
『ゼ
呂

o
目
器

菖

栢

=
↓
芒
突
美

=
も

8
0
0
,

着

o
`
=
『
誤

欝
智
嘗

箏

」

の
創

設

に

か

ん
す

る

連

邦

政

府

決

定

。

(7

)

2

・
写

『
。
呂

臼
舘

』

。
掃
琵

=
彗

閑
。
自

・
B
長

=
裾

国
=
・
で
。。
弓

。
受

=
』

忘
泪

P

ち
。。
。。
・い
・悼
タ

(
8

)

〔
罫

ζ

碧

⑰
ヨ

碧

里

×

一
×

ゆ
8

8

δ

盛

鼠

開
皇

曾

℃
o
差

葦

閑
口
6
ρ

ζ

;

一〇
。。
。。
・
自

℃
」

S

(
9

)

9

』

.
て
巽

壽

・
o

唱
自

=

閑
。
。
器

冨

量

=

忌

§

ヨ

§

り
閑
。
ぎ

蚤

釜

。
ぞ

薗
臣

:

噂
。
舅

。
ω
契

。
轟

。

岩

。
盟
・
9

月
=
霧

8

亀

』

罷

泪
と

。
。。
。。
・
い
・悼
い
・

(
10
)

協
同
組
合
法

と
そ

の
草
案

に

つ
い
て
は

「
日

ソ
経
済

調
査
資
料
」
六
七
二
、
六
七
症
号

(
一
九
八
八
年

)
に
そ
れ
ぞ
れ
岡
本
武

.
西
岡
俊
哲
訳
、

山
本

理
人
訳
が
収

め
ら
れ
て

い
る
。

(
11
)

協

同
組
合

法
制
定

直
後

の
第

一
九
回
党
協
議
会

で
は
、
哨
社
会
主
義
的
法

治
国
家

」
の
原
則
と
し
て

「法
律

に
よ

っ
て
禁
止

さ
れ
て

い
な

い
こ
と
は
す

べ

て
許
さ
れ
て

い
る
」
と

い
う
原
則

が
確
認
さ
れ

た
が
、
協
同
組
合
法

の
こ
の
規
定

は

こ
れ
を
先
取
り
し

て

い
る
と

み
ら
れ
る
。
ζ
自
。
ヨ
彗
匡
×
一
×
ゆ
8
?

o
δ
り
=
o
邸
否
=
骨
硯
置
葦

ス
ロ
∩
ρ

。壱
・
ひ
P
・

(12
)

従
来

の

コ
ル
ホ
ー
ズ
所
有

の
性
格

に

つ
い
て
は
、
藤

田
勇

『
概
説

ソ
ビ

エ
ト
法
』
第

∴
章
第
三
節
参
照
。

(13
)

九
〇
年
六
月
六

口
の
改
正

で
は
、
①

一
定

の
業

種

に

つ
い
て

の
ラ
イ

セ

ン
ス
制
、
②

コ
ル
ホ
ー
ズ

が
農
業

の
優
越
的
形
態

で
あ
る
と

の
規
定
を
削
除

(三
、

三
三
条
)
、
③

協
同
組
合
活
動
に
た

い
す

る
国
家
機

関

の
監
督
権
強
化

二

〇
条
)
、
④

地
方

ソ
ビ

エ
ト
執
行
委
員
会

の
決
定

で
協
同
組

合
が
解
散
さ

せ
ら

れ
う

る

こ
と

(
一
五
条

)
、
⑤
定

款

に
定

め
る
目
的

に
適
合
的

で
な

い
活
動
禁
止

二

七
条
)
等

が
注
目
さ
れ
る
。

(
14
)

一
〇
月

一
六
H
改

正
は
、
①

人
民
代
議

員
ソ
ビ

エ
ト
が
協
同
組
合

の
販
売

す
る
基
本
的
消
費
商

品
、

サ
ー

ヴ
ィ

ス
に
限
界
価
格
水
準
を
設
け
る

こ
と
が

で
き
る
と

の
規
定
、
②

協
同
組
合

の
生
産
物

が
国

家
発
注

の
遂

行

の
た
め

の
契
約

に
よ
り
企
業

・
組
織
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ

る
場
合
な
ど

で
は
価
格

の
国

家
統
制

が
行

わ
れ
る
と

の
規
定

、
③

輸
入
商

品
を
取
得

し
た
協

同
組
合
は
同
種

の
商
品

に

つ
き
国

家
機
関

の
定

め
る
価
格
を
超
え
な

い
価
格

で
こ
れ
を
住

民

に
販
売
す

る
も

の
と
す
る
と

の
規
定

(
一
九
条

、
二
八
条

改
正
)
な
ど
を
内
容

と
す

る
も

の
。

一
〇
月

一
七
日

の

「
協
同
組
合

の
商
業

臼
買
付
け

活
動

の
調
整
な
ら
び

に
協
同
組
合

に
よ
り
住
民

・
組
織

に
対
し

て
実
現
さ
れ

る
商
品

(サ
ー

ヴ
ィ

ス
)

の
価
格

の
規
制

に
関
す

る
」
連
邦
最
高
会
議
決
定

は
、

①

投
機

・
不
当
利
得
規
制
、
②

買

い
占

め
と
結
び
付

い
た
商
業

11
買
付

・
仲
介
活
動
禁
止
、
③

価
格
規
制
、
④

検
察

・
警
察

・
税
務
機
関

の
任
務
な
ど
を

内
容

と
す

る
。

こ
れ
ら

は
、
最
高
会
議

で
審
議
中

で
あ

っ
た

「
社
会
主
義
企
業
法

(案
)
」
な

ど
を

め
ぐ
り
、
協
同
組
A
口
の
活
動

に
た

い
す

る
批
判
が
高

ま

っ
て

い
た
状
況

に
対
応
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し

て
、
協
同
組
合
発
展
擁
護
論
者

か
ら

は
協
同
組
合

つ
ぶ
し

の
根
拠

な
き
非
難

と
の
反
論
が

で
て
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幻

い
た
。

Q∩
Φ
ρ

O
o
o
℃
①
「
ロ
鉱
<
Φ
ρ

ピ
鋤
≦

帥
爵
伍

国
B
o
鉱
o
コ
ω・
7
肉
o
o陸O
O
≦

Z
Φ
芝
o。
鴇
一
㊤
◎。
P

Z
ρ

心
H

(15

)

一
九

二

…
年

七

月

五

日

の

人
民

委

員

会

議

布

告

「
最

高

国

民

経
済

会

議

の
管

轄

に
属

す

る
企

業

の
賃

貸

手
続

つ

い
て
」

に
も

と

づ
き

、

一
九

二
四

年

に

は
六

五

〇

〇

企

業

に

の

ぼ

っ
た
。

6
罫

〉
碗

黄

餌
趨

。自

で
蓋

↓
類
評

=
o
藁
℃
o
孕

切
.
エ
o
切
美

o
鵠

寓
↓

「
¢
o
塁

o
芦

ζ
.」
ε
戸

。弓

.
ミ
。一。。
.

(16
)

9
需
長

瓢
ぴ
愚

頴
o
碧

鴛

と

い
う

相

異

る

二

種

の
契

約

名

称

(賃

貸

借

契

約

と
請

負
契

約

)

を

結

合

し

た

こ

の
独
特

の
名

称

の
意

味

に

つ

い
て

は
、

次

を

参

照

。
δ

』

碧
冨
誠
・
=
突
。
ざ

妄

・
2
長
g
畠
o
歪

蓬

。
8
密
臣

。
3
=
陶
窟
着

ぴ
;

8
着

脚
窮
同
究
臣

。
『
。
説
蓬

長
g
詔
勲

0
8
0
同
突
8

『8
着

騨
窮
↓
国
。
畿
弓

脂
p

一ゆ8

曽
Z
。
・
鈎

O
↓
掌

い
い

鵠

6
』
.

(17
)

こ
れ

ら

の
法

令

は

「
日

ソ
経

済

調

査

資

料

」
六

八

四

、

六

八

九

号

(
一
九

八
九

年
)
、

六
九

七

号

(
一
九

九

〇
年

)
に
紹
介

さ

れ

て

い
る
。

な

お
、
国

有

企
業

賃
貸

制

の
研

究

文
献

と

し

て

、

と

り

あ

え
ず

田
中

雄

三

哨
ソ
連

に
お

け

る

賃

貸

企

業

制

」
、

経

済

研

究

、

四

一
巻

一
号

(
一
九

九

〇

年

)
を

あ

げ

て

お

く
。

(
18
)

〇
三
・
〉
速
琵

騨
-

均
窪
o
o
O
日
窪
碧

o
槌

o
ρ

り
否
国
o
竃
藁
騨
国
顔
田

誤

(以

下

り
叉

と
略

す

)」

ゆ
8
"
窯
o
』
タ

第

二
章

所
有
制
改
革

の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
ー
ー

そ
の
2

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
路
線
転
換
と
私
有
化
政
策

一

所
有

法
制
定
と
私
的
所
有

の
容

認

上
述

の
よ
う
な

「
社
会
主
義
所
有
形
態

の
多

様
化
」
路
線

が
転
調
を

み
せ
る

の
は
、
八
九
年

秋
か
ら
九

〇
年
春

に
か
け

て

の
時
期

で
あ

っ
て
、
そ

の
最
も
重
要
な

メ

ル
ク

マ
ー

ル
は
連
邦
所
有
法

(ω
輿
皐

6
6
0
哨
。
8
9
詔
。遷
8
同=
切
6
6
∩
聞
-

一
九
九
〇

∴
一丁

六
)

の
制
定
お
よ

び
こ
れ

に
続

く
各

共
和
国

の
所
有

法
制
定

で
あ
る
。

こ
こ
で
路
線
は

「
社
会
主
義

的
所
有
」
形
態

の
多
様
化

か
ら

「
所
有
」
形
態

の
多
様

化

へ
と
転
換
す

る
。
そ
れ

の
制
定

過
程

が
、
東

欧
諸
国

に
お
け
る
社
会
主
義
体
制

の
総
崩

れ
現
象

の
進
行

と
時

期
的

に
対
応
し

て

い
る

こ

と
は
、

い
う

ま

で
も
な

い
。

問
題

の
焦

点

は
、
社
会
主
義
規
定

の
排
除

と
私
的
所
有

の
容
認

に
あ

る
が
、

こ
れ
を
、

ま
ず
連
邦
所
有
法

の

成

立
過
程

に
即

し
て
見
て
お

こ
う
。

O

連
邦
所
有
法

の
制
定

過
程
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連
邦
所
有
法
制
定

過
程

の
直

接

の
起
点

は
、

八
九
年

五
月

二
五
日
-

六
月

九
日

の
第

一
回

ソ
連
邦
人
民
代
議
員
大
会

の
決
定

「
ソ
連
邦

の
内
外
政
策

の
基
本

方
向

に

つ
い
て
」

に
こ
れ
を

み
る

こ
と
が

で
き
る
。

そ

の
さ

い
、
所
有
法
制
定

の
当
初

の
モ
テ
ィ
ー

フ
は

「
社
会
主

義

的
所
有

」
諸
形
態

に
生
じ

た
諸
変
化
を
総
括
し
て
、
そ
れ

の

「
刷
新
」
を
方
向

づ
け

る
基
本
法
を
制
定
す

る
点

に
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

右

の
決
定

の
基
調

と
な

っ
た
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ

の
報
告

は
、
「
新

経
済

モ
デ

ル
」
へ
の
移
行

の
た
め

に

「
社
会
主
義
的
所
有
諸
関
係

の
ラ
デ
ィ

カ

ル
な
刷
新
」

(傍
点
箸

)
が
必
要

だ
と
鵠

し

な
魁

こ
の
報
告

に
沿

っ
て
大
会
決
定

に
は
、
連
邦
最
高
会
議

と
連
邦
政
府

に
、
葎

取

と
働
く
者

の
生
産
手

段
か
ら

の
疎
外

を
排
す

る
社
会
主
義
的
所
有

の
多
様
な

形
態

の
発
展
を
保

障
す
る
」

こ
と
、
具
体
的

に
は
、
国
家
所

有

と
自
治
体
所
有
、
協
同
組
合
所
有

、
賃
貸
原
理

に
も

と
つ
く
所
有
、
持
分

原
理
に
も

と
つ
く
所
有

(株
式
会
社
形
態
)、
個
入
勤
労
活
動

に

も
と
つ
く
所
有

、
各

種

の
混
合
所
有

形
態

の
発
展

と
そ
れ
ら

の

「
自
由

な
競
争

の
た
め

の
平
等
な
条
件
を

つ
く
り

だ
す
」

こ
と
、
を
委
任

す

る
と

の

頑

が
含
ま
勉

・

こ
の
決
定

の
内
容

は
、
さ
き

に
み
た

「
社
会

嚢

的
所
有

の
多
様
化
」
路
線

の
延
長

と
み
て
よ

い
.

右

の
人
民
代
議
員
大
会
決
定

に
よ
る
委
任

は
、

む
ろ

ん
連
邦

「
所
有

法
」
と

い
う
特
定

の
法
形
式

の
立
法
を
指
し

て
は

い
な

い

(同
決
定

に
は

「統

一
社
会
主
義
企
業
法
」
、
「
ア
レ
ン
ダ
法
」
な
ど
特
定
形
式

の
立
法
を
予
定
す
る
部
分
が
あ
る
)。

し
た
が

っ
て
、
論

理
的

に
は

[
民
事

立

法

の
基
本
原

則
」

の
改

正
と

い
う

形
式
も

可
能

で
あ

っ
た
。

い
ず

れ
に
し

て
も
憲
法
改
正
を
同
時

に
必
要

と
す

る
こ
と

は
当
然

で
あ

る
。

「
所
有
法
」
と

い
う
前
例

の
な

い
単
行
法
令
形
式

の
選
択

は
、
所
有

制
変
革

と

い
う

「
大
変
革
」
を
ア

ピ
ー

ル
す

る

こ
と
、
立
法

を
短
期
間

に
行
う

こ
と

(民
法
改
正
と
対
比
し
て
)、

を
狙

っ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。

さ
て
、
連
邦
所
有
法

草
案
起
草

は
ま
ず

政
府

の
手

で
行
わ
れ
、
政
府
案

と
し
て
九
月

に
は
最
高
会
議

に
提
出
さ
れ
、
最
高
会
議

の
立
法

.

適
法
性

・法

秩
序
問
題

委
員
会

と
経
済
改
革

問
題
委
員
会

(前
記
人
民
代
議
員
大
会
後
に
組
織
)
の
予
備
審
議

に
回
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
経
済

改
革

問
題
委
員
会
草
案

が
対
抗
案

と
し
て
提
出

さ
れ
て
両
案

の
調
整

が
行

わ
れ
る
。

こ
の
間

一
〇
月

二
日
に
本
会
議

で
ル
イ
シ

コ
フ
首
相

が

こ
の
草
案

に

つ
い
て

の
説

明
を
行

っ
て

い
る
。
そ

こ
で
は
、
法
案

の
出

発
点

が
、
「
社
会
主
義
的
社
会
的
所
有

は
・:
人
類

の
達
成

で
あ

る
」
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と

い
う

「
第

一
の
根
本

的
事

実
」
お
よ

び

「
人
間

に
よ
る
人
間

の
搾
取

に
も
と
つ
く
生
産
手

段

の
私
的
所
有

の
克
服
と
労
働
を
基
礎
と
す

る
個
人
的
所
有

の
形
成

」
と

い
う

「
第
二

の
根
本
的
事

実
」

の
確

認

に
あ
る

こ
と

が
強
調
さ
れ
た
。

む
ろ
ん

ル
イ
シ

コ
フ
は
、
法
案

の
狙

い
が

「
効
率
的
な
経
営

へ
の
企
業

と
市
民

の
経
済
的
関
心
を
高

め
る
」
こ
と
に
あ

り
、

そ

の
た
め
に

「
経
済

の

く脱
国
家
化
V
(冨
鴇
8
養
騨㌣

6↓雪
・臣
魯

と
真

の
多

ウ
ク
ラ
ー
ド
制

の
形
成

」
が
必
要

で
あ

る

こ
と
を
説

い
て

い
る
が
、
所
有
形
態

レ
ヴ

ェ
ル
で
は

「
人
間

に
よ
る
人
間

の
搾
取

を
排
す

る
社
会
主
義
的
社
会
的
所
有
諸

形
態
な
ら

び
に
市

民

の
所
有
諸
形
態

の
多
様
性
」

の
確
定

が
法
案

の
主
旨

で
あ

る
と
説
明

(
3

)

し

て

い
る
。

た
だ
の
ち

に
あ
ら

た
め
て
考
察
す

る
よ
う

に
、
前
記

ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
報
告
、
大
会
決
定
と
同
様

、
株
式
会
社
的
所
有

を
無
限

定

に
社
会
的

・
集

団
的

所
有

(ひ
い
て
は
社
会
主
義
的
所
有
)
の
諸
形
態

に
含

め
て

い
る
点

に
留
意

し

て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

所
有

法
第

一
次
草
案

は

一
〇
月

一
六

日
か
ら
第

一
読
会

の
審
議

に
入

る
が
、
こ
こ
で
は
、
経
済
改
革
問
題
委
貝
会
議
長

ボ
イ

コ
と
立
法

・

適

性
法

・法
秩
序
問
題
委
員
会
副
議
長

カ

ル
ム
ィ

コ
フ
が
法
案

の
説

明
を
行

っ
た
。

ボ
イ

コ
報
告

で
は
、
「
社
会
主
義

的
所
有
関
係

」

の
変

革

と

い
う
枠

は
変

わ
ら

な

い
が
、
そ

の

「
脱

官
僚
主
義

化

・脱
集
中
化

・脱
国

家
化
」

(国
権
主
義

の
克
服
)
が
強
調
さ
れ
た
ば

か
り

で
な
く
、

従
来

の

「
社
会
主
義
的
所
有

」
論

か
ら
み
て
論
争
的

問
題
提
起

が
含
ま
れ
て

い
た
。

そ

の
第

↓
は
、
「
社
会
主
義

的
所
有

」
の

一
形
態
と
し

て
位

置

づ
け
ら
れ

る

「
市

民

の
所
有
」
に
、
生
産
手
段
所
有

、
有
価
証
券
所
有

を

含

め
、

こ
れ
ら
を

「
勤
労
的

私
的
所
有
」
と
規
定
す

る
点
、
第

二
は
、
「
市

民

の
所
有
」
の
客
体

に

「
労
働
力
」
を
含
め

(経
済
改
革
問
題
委

員
会
案
-
ー
た
だ
し
上
程
草
案
で
は
削
除
)
、
労
働

力
処
分

の
自
由

を
認
め
る
と

い
う

問
題
、
そ
う
し

て
、
後
者

と
結

び

つ
い
て
、
す

べ
て
の

所
有

形
態

に
お

い
て

「
雇
用
労
働
」
を
認

め
る
と

い
う

問
題

の
提
起

(経
済
改
革
問
題
委
員
会
案
I
l
た
だ
し
上
程
草
案
で
は
削
除
)
、
第

三
は
、

国
有

企
業

の
労
働
集

団

に
当
該
企
業

の
買
取
権
を
認

め
る

(個
別
集
団
所
有

「
人
民
企
業
」
化
)
と

い
う

点

(前
記
大
会
決
定
に
よ
る
政
府

案
に
は
な
か

っ
た
)
、
最
後

に
、
土
地
お
よ
び
そ

の
他

の
天
然
資

源

の
所
有

を
め
ぐ
る
連
邦

・共
和
国

・
自
治
共
和
国

の
相
互
関
係

の
問
題

で

(4

)

あ

る

。
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所
有
法
第

一
次
草
案

を
め
ぐ
る
第

一
読
会

の
議
論
は
、

一
〇
月

一
六

日
と

一
七

日
に
行

わ
れ

た
。
そ

こ
で
の
最
大

の
論
点

は
、
当
然

の

こ
と
な

が
ら
私
的
所
有

の
容
認

の
是
非

に
か
か
わ
る
問
題

と
土
地
等

の
所
有
を

め
ぐ

る
連
邦

・
共
和
国
関
係

問
題

で
あ

っ
た
。
後
者
は
連

邦
制
問
題
と
不

可
分

の
問
題
な

の
で
、
本
稿

で
は
捨
象
す

る
。

法
案

に
は
私
的
所
有

と

い
う
概
念

は
用

い
ら
れ
て

い
な
か

っ
た
が
、

そ
れ
が
私
的
所
有

の
容
認
を
含

む
法
案

で
あ

る

こ
と
は
多
く

の
者

に
認
識
さ
れ

て

い
た
。

そ

の
点
を

鋭
く
指
摘

し
、

そ
れ
が

「
資
本
主
義

の
復

活
」

に
道

を
開
く

こ
と
を
警
戒
す
る
議

論
も
む
ろ
ん
あ

っ
た

が
、
し
か
し
、
私
的
所
有
擁
護
論

が
少
な
く
な

か

っ
た
。
そ

の
さ

い
留
意
す

べ
き
は
、
こ
の
段
階

で

の
私
的
所
有
擁

護
論
は
、
「
社
会
主
義
」

と

い
う
体
制

の
枠
内

で
こ
れ
が
容
認
さ
れ

る
、
と

い
う

論
法
を

と

っ
て

い
た
と

い
う

点
、
あ
る

い
は
、
「
勤
労
的
私
的
所
有
」
を
主

と
し

て

念

頭

に
お

い
て

い
た
と

い
う
点

で
あ

る
。
「
私
的
所
有

と

い
う

言
葉

を
恐
れ
る
必
要
は
な

い
」
、
と

い
う
主

張
は
そ
う
し

た
前

提

で
語

ら
れ

て

い
る
。
「
社
会
主
義
的
生
産
関
係

の
体
系

に
お
け

る
私
的
所
有

」
を
承
認
し

て
は
じ
め
て
、
実
際

に
協
同
組
合

の
基
礎
を

つ
く
る

こ
と
が

で
き
る

の
だ
と

い

っ
た
主
張
も
、
私
的
所
有
を
合
法
化
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
現

に
存
在

し
て

い
る

「
闇
経
済

で
の
私
的
所
有
」
を
有
効

に

　
ら

け

規
制

で
き
る

の
だ
と

い

っ
た
主
張
も
、

そ
う

し
た
文
脈

で
読

む

こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
同
時

に
、
す

で
に

「
混
合
経
済
」
体
制

へ
の
移

行
を
前
提

と
し
、
私
的
所
有
、
雇

用
労
働

を
人
類

の
達
成

と

み
る
議
論

も
絡

み
あ

っ
て
登
場

し
て

い
る
。
立
法

.
適
法
性

.
法
秩
序
委
員

会
議
長

ア

レ
ク

セ
!
イ

ェ
フ
は
、

こ
こ
で
は
、
「
社
会
主
義
社
会
」
を

「
全
人
類
的
価
値
」
と
し

て
語
り
、
所
有
法

は

「
こ
の
価
値

[社
会

主
義

の
価
値
]
、

こ
の
理
想

[社
会
主
義

の
理
想
]
に
厳
格

に
し

た
が
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述

べ
、
私
的
所
有

や
雇

用
に

つ
い
て
あ

(
6

)

ま
り

に
も
軽

々
な
論
議

が
行
わ
れ

て

い
る

の
を

「
憂
慮

」
し

て

い
る
。
し

か
し
ま

た

「
私
的
所
有

と
社
会
的

モ
メ

ン
ト
と
を
そ

の
中

に
吸

収
」
し

て

い
る
諸
形
態
を
評
価
す

る
微
妙
な
見
解
も
述

べ
て
お
り
、
同
時
期

の
別

の
論
文

で
は

「
所
有
」

と

い
う
も

の

一
般
を
人
類

の
達

成

と
し

て
擁
護
す

る
議
論
を
展
開

し
て

い
る

(後
述
)
。

こ
の
第

一
読
会

は
、

「
法
案

の
基
本
命
題
」
を
承
認
し
、

こ
れ
を

「全

人
民
討
議
」
の
た
め
に
公
表
す

る
こ
と
を
決
定
、
討
議

を
踏
ま
え
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て

そ

の
テ

ク

ス
ト

を

仕

上

げ

る

た

め

の
特

別

委

員

会

(ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
を
長

と
す

る
)
を

設

置

し

た
。

こ

の
委
員

会

が
用

意

し

た
テ

ク

ス
ト

は

=

月

一
四

日

に
最

高

会

議

の
審
議

に
付

さ

れ

て
可

決

・
公

表

さ

れ

る

の

で
あ

る

が
、

こ

の
第

二

次
草

案

は
、

第

一
次

草

案

に
重

要

な

変

更

を

加

え

て

い
た

。

そ

の

一
つ
は
、

九
条

三

項

の
追

加

、

つ
ま

り
第

一
次

草

案

成

立

過

程

で
落

ち

た

経
済

改

革

問

題

委

員

会
提

案

の
復

活

で
あ

る
。

九

条

三

項

は

つ
ぎ

の
よ
う

に
規
定

し

て

い
る
。

「
ソ
連

邦

の
市

民

は
、

自

己

の
生

産

的

・創

造

的

労

働

の
能

力

を

処
分

す

る
排

他

的

権

利

を

有

す

る
。
/

市

民

は

、

こ

の
権

利

を

、

独

立

に
、

ま

た

は

自

発

的

に
雇

用

労
働

関

係

(。
↓
き
厳
畠
§

弓
遙
畠
。
8

謁隅
邸
惹
)

に
入

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

行

使

す

る
。
」

こ
れ
を

第

一
次

草

案

の
ま

ま

の
五

条

(七
項
)

の
規
定

「
所
有

の
実

現

に
さ

い
し

て

は
、

ソ
連

邦

お

よ

び
連

邦

構

成

共
和

国

の
法

制

に
し

た

が

っ
て
協
定

に
よ

る

労

働

(壱
着

=。
8
ヨ
替

・護
嚢

)
の
充

用

が

認

め
ら

れ

る
」
l
l

・こ
れ

は
前

述

の

協

同
組

合

法

と

の
関

係

で
入

っ
た
も

の
と

み
ら

れ

る

が
、

協

同

組

合

に
お

け

る
雇

用

労

働

の
展

開

と

関

連

し

て
問

題

と
な

っ
て

い
た
ー
ー

と
あ

わ
せ
て
み
る
と
、
「
勤

労
的

私
的

所
有

」
の
枠
を
超
え

る
私
的
所
有
を
容
認
す

る
方
向

の
打
ち

だ
さ

れ
方
を

み
て
と
る

こ
と
が
で
き
る
。

も
う

一
つ
重
要
な
点

は
、

一
〇
条

に

「
市
民

が
勤
労
所
得

・
貯
蓄
お
よ

び
そ

の
他

法
律

の
規
定
す

る
根

拠
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

の
構
成

・

価
値

は
、
制
限
さ

れ
る

こ
と
が
な

い
」

と

の
規
定

が
盛
り

こ
ま
れ
た
点

で
あ

る
。

こ
れ
は
第

一
読
会

で
サ
プ
チ

ャ
ー
ク
が
提
案
し

た
も

の

で
、
私
有

財
産

の
蓄
積

の
奨
励
と

い
う
意
義

を
担

っ
て

い
る
。

テ
ク

ス
ト

の
説
明

は
ア

レ
ク

セ
ー
イ

ェ
フ
が
行

っ
た
。
第

一
読
会

で

の
審
議

に
も

と
つ
く
テ
ク

ス
ト

で
あ
り
、
全

人
民
討
議

に
か
け

る

草
案

と

い
う

こ
と

で
、
そ

こ
で
は
討
議

は
行
わ
れ
な
か

っ
た

が
、

ボ
イ

コ
が

「
雇
用
契
約

に
よ
る
労
働

」
と
資
本
主
義
的

「
雇
用
労
働

」

と
は
異
な

る
旨

の

コ
メ

ン
ト
を
行

い
、

ま
た
カ

ル
ム
ィ

コ
フ
は
、
委

員
会

に
よ
せ
ら
れ

た
学
術
機
関
等

か
ら

の
意
見
を
紹
介
す
る
中

で
、

多
く

の
疑
問

が
だ
さ
れ
た
点

と
し
て
五
条

七
項

の

「
雇
用
労
働
」
に
触

れ
、

一
定

の
制
限
を
加
え

る
必
要

は
み
と
め
る
が
、
農

民
経
営

(農

ハ
ア

ね

繁
期
の
人
手
不
足
)
を
考
慮

し

て
削
除

に
は
反
対

だ
と

の
見
解

を
述

べ
て

い
る
。

こ
の
第
二
草
案

は

一
一
月

一
八

日

の
イ
ズ

ベ

ス
チ

ア
紙

で
公
表

さ
れ

た
。
本
稿

の
問
題
関
心

か
ら

み
て
そ
れ

が
翌
年

三
月

に
成
立
す

る
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法
律

と
異
な
る
重
要
な
点

は
、
第

一
篇
総
則

の
第

一
条

が

「
ソ
連
邦

に
お
け

る
社
会
主
義
的

所
有

」
と
さ
れ
、
「
ソ
連
邦

の
社
会

n
経
済

シ

ス
テ

ム
の
基
礎
を
な
す

の
は
、
社
会
的
所
有

お
よ

び
ソ
ビ

エ
ト
市
民

の
個

人
的
所
有

の
多

様
な
形
態
を
と

っ
て
現
れ
る
、
社
会
主
義
的

所

有

で
あ

る
」
(
一
項
)、
「
国
家

は
社
会
主
義
的
所
有

の
増
大
を

は
か
り
、
そ

の
す

べ
て

の
種
類

.
形
態

の
発
展

の
平
等
な
条
件
を
保
障
す

る
」

(三
項
)
と
う

た

っ
て

い
る
点

で
あ

る
。

こ
の

「
社
会
主
義
」
規
定

が
法
律

成
立
時

に
は
消
え

る
。
し
か
し
同
時

に
、

さ
き

に
み
た
よ
う

に
、

そ

こ
に
は
私
的
所
有

と

い
う
概
念

は
伏
せ
た
ま
ま
私
人

に
生
産
手

段
所
有

と
有
価
証
券
所
有

11
資
産
所
得
を
認
め
、
雇
用
労
働
を
も
認

め

る
立
場

が
表

現
さ
れ
て
お
り
、

し
た
が

っ
て
、

「
個

人
的
所
有
」

と

「
私
的
所
有
」

と

の
伝
統
的
概
念
区
分
は
除
去

さ
れ
て
、
「
市
民

の
所

有

」
と

い
う
新

概
念

が
立

て
ら
れ

て

い
た
。
さ
ら

に
、
法
律

に
別
段

の
定

め
の
な

い
か
ぎ
り
個
人
も
株
式
会
社

に

「
参
加
」

で
き
る

こ
と

に
な
る
が

(
一
八
条
四
項
)
、
理
論

的
に
は
個

人
に
よ
る
株
式
会
社

設
立
も
排

除
さ
れ
て

い
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
法
案

は
、

「社

会
主
義
的

所
有

の
多
様

化
」
を
志
向
す

る
立
場
と
私
的
所
有

を
含

め
た

「
所
有

の
多
様
化
」
を
志
向
す

る
立
場
と

の
折
衷

と

い
う
性
格
を
も

っ
て

い

る
。

こ
の
法
案
を

め
ぐ

っ
て
両
者

の
立
場

の
議
論

が

「
体
制
選
択
論
」
的
様
相
を
も

っ
て
展
開

さ
れ
る

に

い
た

っ
た

の
は
、
当
然
と

い
え

よ
う
。

争
点

の
あ

り
よ
う

か
ら

い
え
ば
、
議
論

は
、
あ

る
論
者

が

「
私
的
所
有

は
悪
魔

か
霊
薬

か
」

と

い
う
タ
イ
ト

ル
で
論
評

し
た
よ
う
な

お

も
む
き
を
も

っ
て

匹
旭
・

〈
経
済
新
聞
〉
な

ど
で
は
私
的
所
有

導
入

へ
の
鋭

い
批
判

が
展
開
さ
れ

た
が
、
全
体

と
し

て
は

「
脱
イ
デ

オ

ロ
ギ

i
化

」
の
ス

ロ
ー

ガ

ン
の
も

と
に
私
的
所
有
を
容
認
す

る

ム
:

ド
が
高

ま

っ
て

い

っ
た
と
み
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、
従
来

の
国
家
所
有

の
「
独

占
」

に
た

い
す
る
批
判

の
裏

返
し

と

い
う

意
味
を
も

っ
て

い
た
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、

の
ち

に
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
。

こ
の
間
、

さ

ま

ざ
ま
な
世
論
調
査

が
発
表
さ

れ
る
が
、
あ

い
ま

い
な
形
な

が
ら
私
的
所
有
容
認
論

の
予
想
外

に
高

い
比
率
が
示

さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

別
掲
表

3
-
1
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
個

人
に
企
業

の
設
立
を
認

め
る

べ
き
か
、
と

い
う
設
問

に
た

い
し
、
賛
成
五
七
、
反
対
三

一
、
保

留

一

二
と

い
う
解
答

が
み
ら
れ
る
。
個

人
企
業

と

い
う

だ
け

で
は
自
家
営
業
も
含
ま

れ
る
が
、
過
半

数

が
私
的
所
有
賛
成

と

い
う

こ
と
に
な

る
。
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詔

同
じ

ア

ン
ケ
ー
ト

の
中

の

「
資
本
主
義

」

と

い
う

こ
と
ば
に
た

い
す

る

「
反
応
」

と

い
う
設
問

で
は
、
肯
定
的
三
四
、
否
定
的

三
八
、
保

留

二
八
と

い
う

回
答

で
あ
り
、

こ
れ
を
含

め

て
私
的
所
有
肯
定

過
半
数

と

い
う
数
字
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。
私
的
所
有

肯
定

が
過
半
数

と

い
う

デ
ー

タ
は
別
掲
表

3
-
2
で
も

し
め
さ
れ

て
い
る
。
も

っ
と
も

こ
れ

で
国

民

の
動
向

全
体
を
判
断
す
る

こ
と
は

で
き

な

い
し
、
こ
の
種

の
調
査

に
は
操
作
的
意

図

が
な

い
と
は

い
い
き
れ
な

い
。
別
掲
表

3
-
3
の
紹
介
者

コ
メ

ン
ト

は
そ

の
こ
と
を
暗
に
示
唆

し

て

い
る
。
け
ど
も
結

果
的

に
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
操
作

を
推
進

し
た
者
を
含

め
て
私
的
所
有
容
認
派

の
力

が
次
第

に
政
治
を
支
配
す
る

よ
う

に
な

っ
て
ゆ
く
。

八
九
年

一
二
月

の
第

二
回
連
邦

人
民
代
議
員
大
会

で
、
連
邦
政
府
首
相

ル
イ
シ

コ
フ
は
、
イ

ン
フ
ォ

ー

マ
ル
な
運

動

や

「
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
傾
向

の
」
専
門
家

・
学
者

・
実
務
家
グ

ル
ー
プ

か
ら
土
地
を
含

む
私
的
所
有

の
導

入
と
か
国
有
企
業
な

ど
の
広
範

な
非
国
有

化

(憲

暮

§

毒

琶

な
ど

の
提
案

が
あ
る

が
政
府

は
賛
成

し
え
な

い
、
と
述

べ
て

い
馳

・

藻

守

派
L
政
府

が

雇

王
派
L

の
圧
力
を
感

じ
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た

こ
と

の
表
現

で
あ

る
。

一
九
九
〇
年

二
月

か
ら
三
月

に
か
け

て

の
連
邦
最
高
会
議

は
、
所
有
法
草
案
公
表
後

=

月
二
八

日
に
草
案

に
た

い
す

る
意
見

・
提
案

を
整

理

.
検
討
す

る
た
め
に
設
置
さ
れ

た
特
別
委
員
会
と
そ

の
作
業
グ

ル
ー
プ
お
よ

び
立
法

・
適
法
性

・
法
秩
序
問
題
委
貝
会

が
と
り
ま

(
10

)

と
め
た
最
終
草
案

の
審
議

に
入

っ
た
。

こ

の
最
終
草
案

の
内
容

は
、
審
議

経
過
か
ら

み
て
、
三
月
六

日
に
可
決
さ
れ

た
法
律

に
よ

っ
て
判

断
し

て
よ

い
と
思

わ
れ
る
。

そ

こ
で
、
以
下
成
立
し
た
所
有

法

の
構
成

に
即
し
て
論

点
を

フ
ォ

ロ
ー
す

る

こ
と
に
し
た

い
・

⇔

連
邦
所
有
法

の
構
成

・
内
容

ω

ま
ず

「
所
有
法
」
と

い
う
名
称

で
あ

る
が
、
連
邦

法
と
共
和
国

立
法
と

の
関
係

を
考
慮

し

て

「
所
有

に
関
す

る
立
法

の
基
本
原
則
」

と
す

べ
し

と
の
意

見

が
あ

っ
た
が
、
所
有
法

と

い
う
名
称

に
決

ま

っ
た
。
全
体

の
構
成

は
、
第

二
次
草
案

と

ほ
ぼ
同
様

で
、
第

一
篇
総
則
、

第

二
篇
市
民

の
所
有

、
第
三
篇
集

団
所
有

、
第

四
篇
国
家
所
有

、
第

五
篇
合
弁
企
業

の
所
有
、
外
国

の
市
民

・
団
体

・
国
家

の
所
有
、
第

六
篇

所
有
権

の
保
証

・
保
護

の
六
篇
編
成

で
、
全

三
四
条

の

コ
ン
パ
ク
ト
な
法
律

で
ん
㌍
・
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④市場は以下の者の立場に とって

労働者 協同組合員 知識人 年金生活者

ベ ター16

不 変6

悪 化69

留 保9

り
Q

O
6

り
0

戸
0

貞
」

-
⊥

1
1

1
⊥

8

ハ
0

0
0

0
0

1
⊥

-
■

4

1
⊥

⑥ 市場 が もた らす といわれ る失業 につ いて

社会 に とって よいこ とだ

正常 だ

不正常 だ

悲劇 的だ

留保

4

∩
コ

7

[
」

亡
」

り
0

り
乙

り
ム

⑦市場経 済の下 で どこで働 きたいか

国営企業35

外 国 との合弁企業33

私的企業13

自営業13

協 同組合7

留保11

だ
O

r
D

つ
σ

ρ
0

8

い まの管 理 者

Zs

39

18

18

3-31989年11月 連邦 国家 労 働 委 員 会 ・全 ソ労働 組 合 中央 評 議 会 全 ソ世 論 調

査 セ ン ター に よ るア ン ケー ト調 査(ロ シア,ウ ク ラ イナ,ラ トヴ ィア,カ

ザ フ,ア ル メニ ア,ア ゼ ル バ イ ジャ ンの都 市 ・農 村 住 民1000人 以上)

数 字 は%出 典HeAenu,1989,No.52.(S.シ ピ リコの紹 介 記事)

私的所有合法化

私的大企業許容

雇用労働許容

土地 を農民所有に

儂 民に長期賃貸

賛 成

56

25

約50

go

15

反 対 ※

21

57

35'....

5

)

※ 私的所有 を生産手段所有 と解 した者は25%

※※ 賛成者 の うち30%は 数 の制 限 を望 む

なお紹介 者の評価 では市場経 済国に存在す るよ うな私的所有の支持者は25

-30%と み る。
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表3経 済改 革意 識 調 査 例

3-1

セ ン ター に よ る)

対 象 者992名,数 字 は%

① 言 葉 に対

(31}

1989年 末一 モス クワ市民のア ンケー ト調査(モ ス クワ政 治 ・社 会学研究

す る反応

社会主義

肯定的

否定的

留 保

共産主義

肯定的

否定的

留 保

資本主義

肯定的

否定的

留 保

②個人企業の

設立 ・所有

可 とすべ し

否 とすべ し

留保

出,典MoscowNews,1990.No.2

総 計 男 女[年 齢 別]20-?93〔 卜3940-4950-596⑪ 以上

¶
⊥

7
●

り
白

ρ
0

1
⊥

9
白

7
8

9
」

O

Q
U

り
0

3

4

0
0

0
0

0
0

り
0

9
自

5963

1916

2221

3439

2930

3731

3533

3540

3027

5158

2418

2524

3237

3233

3fi30

4534

3235

2331

586??7

1fi1312

262011

263755

252917

393428

363119

294357

352624

576154726fi564733

3129322026323650

12101488121717

3-21990.4.28-5.2一 モ ス ク ワ 市 民 の ア ン ケ ー ト調 査(モ ス ク ワ 政 治 ・社 会

学 研 究 セ ン ター に よ る)

対 象 者801名 数 字 は%出 典MoscowNews,1990 ,No.20.

① 国 は 企 業 の 私 的 所 有 を

必要 とす る

しない

留保

7
」

ー
ユ

9
轟

=
」

り
0

1
⊥

土地 の私 的所 有 を

79

13

8

② 西側の資本 が入 って くるこ とにつ いて

肯定

否定

留保

③ 市場経 済に

移行すべ きか

しか り58

い な26

留保16

n
U

O
O

ワ
ー

ワ
」

り
乙

市場 は万 人に豊か さ

を もたらす

33

58

9

市場 は創意 を

発揮 させ る

ss

23

11
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こ

こ
で

ま
ず

注

目
す

べ
き

は
、

第

二

次
草

案

の
第

一
条

「
ソ
連

邦

に

お
け

る
社

会

主
義

的

所

有

」

が
削

除

さ

れ

て

い
る
点

で
あ

る
。

こ

れ

の
削

除

の
代

わ

り

に
、

「
前

文

」
を

付

し

て
同
旨

の
内

容

を
盛

り

込

む

こ
と

が
政
府

側

か
ら

提

案

さ

れ

た

の

で
あ

ろ
う

。

だ

が
、

と

り

ま

と

め

の
委

員

会

で

は
、

そ

の
種

の
規

定

は

「
あ

ま
り

に
も

政
治

色

が
強

い

曾
。
自
↓
蕊
壱
畠
臣
。
)
」
と

い
う

の
で
反

対

が
多

く
、

前

文

は
対
案

と

し

て
欄

外

に
付

記

す

る

と

い
う

形

で
最

終

草

案

が

で
き

た

(立
法
等
委
員
会
議
長

カ

ル
ム
ィ

コ
フ
の
説
明
)
。

審

議

に
お

い
て
政
府

代

表

(ア

バ
ル
キ

ン
)

は
前

文

の
必

要

を

主

張

し

た

が
、

起

草

委

員

の

ボ
イ

コ
は

、

「
社

会

主

義

的

」

と

い

っ
た
規
定

を

「
法

律

的
構

成

」

で
示

す

こ

と

は

む

つ
か
し

い
、

と

い
う

論
法

で

こ
れ

に
反
対

し

て

い
る
。

「
私

的

所
有

」
と

い
う

概
念

に

つ

い
て
も

概

念

と

し

て

「
全

く

不

明
瞭

」
で

(
12

)

資

本

主
義

国

の
法
律

に

「
さ

え

」

存

在

し

な

い
も

の
、

と

立

法

等
委

員

会

議

長

は
説

明
し

て

い
る
。

こ
う

し

た

「
脱

政
治

化

」

の
論

調

や

「法

律

構

成

」
に
な

じ

ま

な

い
と

す

る
論

法

は
、

こ

の
段
階

で
総

じ

て

「
脱

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
化

」
と

い
う

新

し

い
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

が
優

位

し

て

き

て

い
た

状
況

を
表

現

し

て

い
る
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

前

文

の
要

・不

要

問
題

は
票

決

に
よ

っ
て
不

要

と
決

定

し

、

そ

れ

と

と
も

に
、

「
社

会

主
義

的

所

有

」

に
関

す

る
公

表

草

案

の
条

文

は

消

え

て

い

っ
た

の

で
あ

る
。

㈹

さ

て
、

所

有

権
法

の
内

容

を

所
有

形
態

別

に
類

型
化

し

て
規

定

す

る
方

式

は
、

こ
の
国

の

「
社
会

主

義

法

制

」

の
伝
統

に
属

す

る

の
で
あ

る

が
、

連

邦

所
有

法

の
後

に
相

次

い
で
制

定

さ

れ

た
各

共
和

国

所

有

法

は
、

の
ち

に
あ

ら

た

め

て
検
討

す

る
よ

う

に
、

こ

の
類

型

化

に

つ
い
て

そ

れ

ぞ

れ

独
自

の
観

点

を

う

ち

だ
し

て

い
る
。

連

邦

法

と
最

も
対

照

的
な

の
が

ロ
シ

ア
共

和

国

所
有

法

(九
〇

.
一
二

.
二
四
)

で
、
基

本

的

な

所
有

権

類

型
を

、

私
的

所

有

権

(市
民

の
所
有
権

法
人

の
所
有
権
)
、

社

会

団

体

の
所
有

権

、
国

家

.
自
治

体

の
所
有

権

に

分

類

し

て

い
る
。

以

下

連
邦

法

の
内

容

に

つ
き
主

な

論

点

を
検

討

し

て

お

こ
う

。

A

所

有

の
諸

類

型

の
う

ち

、

ま
ず

「市

民

の
所

有

(権
)
」
に

つ

い
て

み
よ
う

。

連

邦

法

は
、

こ
れ

と

「
勤

労

経

営

(周
凄
淵
。
国。
。
.
。
、国邸
。甲

旦

の
所

有

」
、

「
農

民

経

営

お
よ

び
個

人

副

業

経

営

の
所
有

」

と

を
区

別

し

て

い
る

が
、

ロ
シ

ア
、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

、

ベ
ラ

ル
:

シ
各

所

有

法

(後
述
)
は
そ

れ

ぞ

れ

「
市

民

の
所

有

権

」
、

「
個

体

的

所

有

」
、

「
私

的

所

有

」
と

い
う

概

念

で

そ

れ
ら

を

一
括

し

て

い
る
。

連
邦

所

有

法



(33)旧 ソ連におけ るペ レス トロ イカと所有制 改革

 

詔

の

い
う

「
勤

労

経

営

所
有

」

や

「
農

民

経

営

所
有

」

は
、

家

族

を
含

む

経
営

共

同

体

の
経

営

資

産

に

た

い
す

る
共

有

、

合
有

と

い
う

所

有

関

係

の
特

徴

に
注

目

す

る
も

の

で
あ

る

が

(八
、
九
条
)
、

こ

れ

ら

は
、

個

体

的

・
私

的

所
有

な

い
し

「市

民
」

的

所

有

に

一
括

で
き

る
性

格

の
も

の

で
あ

る
。

と

い
う

の

は
、

「
市

民

の
所
有

」

(六
ー

七
条
)
は
、
杜

会

的

生

産

参

加

に
よ

る
勤

労

所

得

の
み

で
な

く

、

自

己

経
営

か

ら

の
所

得

、
有

価

証

券

に
よ

る

所

得

、

企

業

等

へ
の
出

資

に

よ

る
利

益

分

配

を

形

成

源

と
し

、

所
有

客

体

に
は
消

費

財

の

ほ

か
、
有

価

証

券

、

勤

労

経

営

用

生

産

手

段

、

「
個

人
的

お
よ

び
そ

の
他

の
経

済

活

動

」
用

の
生

産

手

段
も

含

ま

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

な

お

、

土
地

に

つ

い
て

は
、
す

で

に
九

〇

年

二

月

二

八

日

の
新

土

地
法

(○
。ぎ
切
匡
ω契
畠
。
智
↓
・誹
。話
暫
∩
。δ
冨

∩
∩
"
=
8
§

=
げ長

℃8
望
9
美

。
器
≡

ε

に

よ

り

、

農

民

経

営

・
個

人

副
業

経
営

、

菜

園
、

住

宅

等

の
た

め

に

土
地

の

「
相

続

可
能

な
生

涯
占

有

曾
臭

蕊
器
臣
8

器
自
・漣
窒

。。
雪
琵
窪
馨
)
」

が
規

定

さ

れ

て

い
る

。

(
13

)

つ
ま
り
、
「
市

民

の
所
有
」

は
、
伝
統
的
所
有
形
態
規
定

に
お
け

る

「
個
人
的
所
有

」
と
は
範
疇
的

に
異
な

る
も

の
で
あ

っ
て
、
「
勤
労

的

私
的
所
有
」
を
含

み
、
さ
ら

に
は
資
本

・
利
潤

・
利

子
範
疇

を
経
済
的
内
容

と
す

る
所
有

形
態
を
も
含

み
う

る
も

の
と
な

っ
て

い
る

の

で
あ

っ
て
、
法
案
審
議
過
程

に
お

い
て
最
終
段
階

ま

で
論
議

の
対
象

に
な
り
、

ま
た
法
律
成
立
後
も
激
し

い
論
議

の
対
象

と
な

っ
て
ゆ
く

(
14

)

の
は
、

こ
の
こ
と
に
由
来
す
る
。
法
案
審
議

の
中

で

「
問
題

に
な

っ
て

い
る

の
は
勤
労
的
私
的
所
有

だ
け
な

の
だ
」

と

い
う
理
解

が
述

べ

ら

れ
た
が
、
本
質
的
争
点

は
む
し
ろ
そ
れ
を

こ
え

た
と

こ
ろ

に
あ

っ
た
。
右

の
理
解

は
、
有

価
証
券
所
有

(資
産
所
得
)
が

「
社
会
主
義

の

(15

)

も

と
で
は
勤
労
者

的
性
格
を
も

つ
」
と

の
理
解
と
隣
あ

わ
せ

に
な

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

所
有
法
第

一
条

四
項

は
、
「
所
有
者

は
、
彼

に
属
す

る
所
有
権

を
行
使
す

る
に
あ

た
り
、
連
邦
、
連
邦
共
和
国
、
自
治
共
和
国

の
法
令

の

定

め
る
条
件

で
、

か

つ
そ

の
範
囲
内

に
お

い
て
、
市

民
と
、
そ

の
労
働

の
利
用

に

つ
き
契
約
を
締
結
す

る
権
利
を
有
す

る
」

と
規
定

し

て

い
る
。
「
市

民

の
労
働

の
利
用
」
と

い
う

「
猫
か
ぶ
り
」
の
表
現
を
と

っ
て

い
る
が
、
雇

用
労
働

の
承
認
規
定

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
六
条

二

項
が
市
民

は

「
そ

の
生
産
的

・創
造
的
労
働
能
力

の
排
他
的
処
分
権
」
を
有

し
、
「
独
立
に
ま

た
は
労
働
契

約

に
も

と
つ

い
て

こ
の
権
利

を
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行
使
す

る
」

と
規
定
し

て

い
る

の
に
対
応
す

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
の
議
論

は
、
す

で
に
公
表
草
案
五
条

七
項
、
九
条
三
項

の
問
題

と
し
て

さ
き

に
触
れ

た
が
、
最
終
審
議

で
も
議
論

に
な

っ
た
。

立
法
等
委

貝
会
議
長

は
、
従
来

で
も
国

家

セ
ク
タ
ー
に
も
協
同
組
合

セ
ク
タ
ー
に

も
雇
用
労
働

は
あ

っ
た

の
で
あ

っ
て
、
な

に
も
新
し

い
も

の
で
は
な
く
、
重
要

な

こ
と
は
法
律

が
条
件

と
範
囲
を
定

め
る
と
し

て

い
る
点

(
博

)

に
あ

る

、

と

説

明

し

た

。

け

れ

ど

も

、

む

ろ

ん

問

題

は

「
労

働

契

約

」

な

い
し

「
雇

用

労

働

」

と

い
う

形

式

に

あ

る

の

で

は

な

か

っ
た

。

こ

の

「
労

働

契

約

」

が

ど

の
よ

う

な

所

有

・
領

有

関

係

の

媒

介

形

態

と

な

る

の

か

、

と

い
う

点

に

問

題

の
本

質

が

あ

っ
た

。

こ

の
観

点

か

ら

み

れ

ば

、

そ

れ

は

、

「
市

民

」
つ
ま

り

私

人

が

資

本

を

投

下

し

、

商

品

市

場

で

生

産

手

段

を

、

労

働

市

場

で

労

働

力

を

購

入

し

て

経

営

を

行

い
、
そ

れ

に

よ

っ

て
利

潤

を

取

得

す

る

こ

と

が

合

法

化

さ

れ

る

と

い
う

事

態

と

結

び

つ
け

て

捉

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

む

ろ

ん

そ

れ

は

私

人

が

結

合

し

て

会

社

経

営

を

行

う

場

合

に

も

あ

て

は

ま

る

。

B

そ

こ

で

、
会

社

所

有

諸

形

態

の

規

定

を

み

て

お

こ
う

。
所

有

法

は

、

一
四

条

で

〈
×
8

温

。
冨

o
臣

。
o
o
①
屋
o
自
ロ
o
謹
↓
畠

巷

=
日
o
自

・・
。
〉

の

所

有

を

規

定

し

、

一
五

条

で
株

式

会

社

の

所

有

を

規

定

し

て

い

る

。

一
四

条

の
漠

然

と

し

た

概

念

(
直

訳

す

れ

ば

「
経

済

的

社

団

・
組

合

」
)

は

、

一
九

二

二

年

民

法

典

に

お

け

る

「

日
O
臣

壌

日
0
。
畠

O

」

の

規

定

(趨

。
9
。
。
↓
。
田
ヨ

長
。
。
畠
。
.
8
牽

。
。
↓
8
巷
=
長
。
。部
P

月
。
畏
ヨ
据
8
甲

、。
o
臣

。、呂
。
1

容
=
監

吉

覇

臨
o
o
↓
o
鴇
欝

員
。
。記
ρ

↓
o
寄
ヨ

日
9
↓
国
o
。
o
弓
臣
遷
窪

ぎ

δ

o
田
臼
。
畠
o
臣
o
自
ぴ
δ
・
癸
長
o
器
要

o
o
o
ぴ
日
8
富
o
)
1

そ

れ

ぞ

れ
組

合

、

合
名

会

社
、

合

資

会

社

、

有

限

会

社

、

株

式

会

社

を

さ

す

)
と

一
四

条

に

お

い

て

そ

れ

が

法

人

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

(
二
二
年

民
法

の

「
組

合

」

は
法

人

で
な

い
)

お

よ

び

一
五

条

を

念

頭

に

お

い

て

読

む

か

ぎ

り

、

合

名

・
合

資

・
有

限

責

任

会

社

を

さ

す

も

の

と

解

し

え

た

。

の
ち

に
制

定

さ

れ

た

「
ソ
連

邦

お

よ

び

連

邦

構

成

共

和

国

の
民

事

立

法

の
基

本

原

則

6
畠
畠

匡
6
翼

昼

馬
岩

「。
ω契
畠

。
葛

器
き
。
目
田

∩
。
§

即
O
∩
勺
国

8
δ
冤
げ
誤

窟
臼
旨
旨
美

1

一
㊤
㊨
一
.
㎝
.
ω
一
)
、

は

、

〈

×
o
ω
強

自

器
臣

。
・
0
0
日
o
。
白

o
国
目
o
切
巷

=
長
o
自

。・
o
V

に

つ
き

、

合

名

会

社

、

合

資

会

社

(琴

託

吉

着
ぎ
・
↓
。
田
葛

馬

。
↓
巴

)
、

有

限

責

任

会

社

(。
曾

。。
語
。
。
。
『
冨
震

器
自

=
&

。
ヨ
①
同
。
島
・
臣

。
自
『
δ
)
、

追

加

責

任

会

社

(。
冒

§

国
。
。
宕

8
慧

§
2

-

(
17

)

蓬
息

9
器
↓自
需
臣
。自
げδ
T
-有

限
責

任
会
社

の

一
種
)
、

株

式

会

社

を

さ
す

も

の
と

し

て
具

体

的

に
規

定

し

て

い
る

二

九
条
)
。
所

有

法

一
四
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条

は
、

こ
の
う
ち
株
式
会
社
を

の
ぞ

い
た
も

の
と
い
う

こ
と

に
な
る
。

と

こ
ろ

で
、

一
四
条

三
項
は
、
企
業

・施
設

・組
織

・
国
家
機

関
と
な
ら

ん
で
、

「
法
律

に
別
段

の
定

め
な
き
か
ぎ
り
」
市

民
も
、
合
名

・

合
資

・
有
限
会
社

の

「
参
加
者

[出
資
者
ご

と
な
り
う

る
と
し
、

一
五
条

二
項
も
同
様

に
、

企
業

・
施
設

・
組
織

・
国
家
機

関
と
な
ら
ん

で
、
「
法
律

に
別
段

の
定

め
な
き

か
ぎ
り
」
当
該
企
業

の
従
業
員

お
よ

び
そ

れ
以
外

の
市
民
も
株
式
保
有
者

た
り
う

る
と
し

て

い
る
。

こ
こ

で
は
、
市

民
諸
個
人

が
投
資
家

と
な

り
う

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
結
合
し

た
私
的
出
資
者
、
株
主

(結
合
資
本
)
が
株
式
会
社

等
会

社
形
態
を

と
る
企
業

を
設
立
し
、

労
働
者

を
雇
用
し

て
経
営
を
行
う
可
能
性

が
排
除
さ
れ

て

い
る
わ
け

で
は
な

い
。

つ
ま
り
、

こ
こ
で
は
諸
個
人

が

他

人

の
労
働

で
生
産

さ
れ
た
剰
余
価
値

の

一
部
を
領
有
す

る
関
係

}
般

だ
け

で
な
く
、
彼

ら
が
直
接
他

人
労
働

の
使
用
者
、

労
資
関
係

の

当
事
者

と
な

る

こ
と
が
可
能

と
な

る
。

こ
の
こ
と
は
、

の
ち

に
制
定
さ
れ
る
株
式

会
社
法

や
企
業
法

で
明
確

に
な
る
。
所
有
法

一
条
六
項

は

「
い
か
な

る
所
有
形
態

の
利

用
も
、
働

く
者

の
生
産
手
段

か
ら

の
疎
外
お
よ
び
人
間

に
よ
る
人
間

の
搾
取

は
排
除
す

べ
き
で
あ

る
」
と

う

た

っ
て

い
る
。

そ

こ
に
鋭

い
矛
盾

が
は
ら
ま
れ

て

い
る

の
は
明
瞭

で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題

に
な

る

の
は
、
「
搾
取
」
概
念

や
有
価
証
券
所
有

の
性
格

の

「
見
直

し
」
論

で
あ

っ
て
、
搾
取
を

「
強
制
労
働
」
と
同

一
視

し

た
り
、
有
価
証
券
所
有

の

「
勤
労
的
性
格
」
を
説

い
た
り
す

る
見
解

が

こ
の
所
有

法

の
成
立
を
支
え

た
と
思
わ
れ
る
点

で
あ

る
。

こ
の

点

に

つ
い
て
は
の
ち

に
所
有
観

の
転
換

の
問
題
と
し
て
あ
ら
た

め
て
論

じ
る

こ
と
と
す

る
。

た
だ
、

と
り
あ
え
ず

こ
こ
で
指
摘

し
て
お
く

必
要

が
あ
る

の
は
、

こ
の
時
点

で
株

式
会
社
形
態
が
協

同
組

合
や
企
業
賃
貸
制

に
か
わ

っ
て
経
済
改
革

(企
業
経
営
形
態
改
革
)
の
中
心
的

地
位

に
お
し

だ
さ
れ

て
く

る
と

い
う
点

で
あ
る
。

そ

の
さ

い
、
従
業
員
持
株
制
な

ど
を
念
頭

に
お

い
て
、
株
式
会
社
を

「
社
会
主
義
的

」

集

団
的
所
有

形
態

と
し

て
捉
え
る
論

調

に
よ

っ
て
そ
れ
は
バ

ッ
ク
ア

ッ
プ

さ
れ

て

い
た
。
連
邦
所
有

法

が
こ
れ
を

「
集
団
的
所
有
」
と
し

て
規
定

し
た

の
は
、
そ
う

し
た
背
景

を
も

っ
て

い
る
。

だ
が
、
九

〇
年
末

に
成
立
す

る

ロ
シ
ア
共
和
国

所
有
法

で
は
、
そ
う
し

た
「
理
論
」

づ
け
は
お
そ
ら
く
不
要

に
な

っ
て
お
り
、
株
式
会
社
等

の
会
社
所
有

は
明
確

に

「
私
的
所
有

」

の

一
形
態
と
さ
れ
る
よ
う

に
な

る
の
で
あ
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る

。C

と

こ
ろ

で
、

「
集

団

的
所

有

8

自
突
↓蕊
=
窒

8
9
田
・差
。
自
ぴ
)
」
に

つ

い
て
、

連

邦

所
有

法

は
、

会
社

所

有

の
ほ

か
賃

貸

企

業

の
所

有

二

一
条
)
、

集

団

企

業

所

有

(
一
二
条
)
、

協

同

組

合

所

有

(
一
三
条
)
、

経

営

連

A
口
体

所
有

(
一
六
条
)
、

社
会

団
体

所

有

・基
金

二

七
条
)
、

宗

教

団

体

所

有

二

八
条

)
を

規

定

し

て

い
る
。

そ

の
う

ち

、

こ

こ

で

コ
メ

ン
ト

し

て
お

く

必
要

の
あ

る

の
は
、

集

団

企

業

所
有

で
あ

る
。

集

団

企
業

所

有

と

は

、

「
国

有

企

業

の
全

財

産

が
当

該

企

業

の
労

働
集

団

の
所

有

に
移

る

」
場

合

、

あ

る

い
は

こ

の
労

働

集

団

に
よ

っ
て

賃
借

財

産

の

「
買

取

り

」

が
行

わ

れ

る
場

合

に
形
成

さ

れ

る
も

の
で

、
生

産

手

段

・
生
産

物

.
収

入

が
集

団

の

「
共

同

財

産

(。
冒

・。
泪
。。同
9

莞
量

」
と

な

る

(
=

一条

一
項
)
と

同
時

に
、

そ

こ
で

は
構

成

員

の
財

産

的

寄

与

お
よ

び
労
働

寄

与

に
よ

る

「
持

分

(切閑員
旦

」
が
計

算

さ

れ

て
利

息

が
計

ヒ

さ

れ

、

「
労

働

関

係

」
終

了
時

に

は

こ
れ

に
相

当

す

る

額

が
支

払

わ

れ

る

(二
項
)
。

八
九

年

一
一
月

公
表

の
草

案

に
は
、

(
18

)

国

有

企

業

の
中

で
そ

の
利

潤

の

一
部

に
よ

っ
て
形
成

さ

れ

る

「
労

働

集

団

の
所

有

」

(
一
四
条
)
と

、

そ

れ

の

「
再

編

の
結

果

と
し

て
」
、

ま

た
賃

借

財

産

の

「
買

取

り

」

の
結

果

と

し

て
形

成

さ

れ

る

「
勤

労
者

ア

ソ

シ

エ
ー

シ

ョ

ン

(集
団
企
業
)
の
所
有

」

二

五
条
)
と

が

と
も

に

「
集

団

所

有

」
の
形
態

と

し

て

規
定

さ

れ

て

い
た

が
、

成

立

し

た
法

律

で

は
、

そ

の
う

ち

賃

借

財

産

の
買

取

り

の
結

果

が

「集

団
企

業

所

有

」

と
さ

れ
、

前

者

は
国

家

所

有

篇

に
移

さ

れ

て
、

国

有

企

業

の
純

利

益

は

「
労

働

集

団

の
処

分

」

の
も

と

に
お

か

れ
、

そ

の

一
部

が

「
労
働

集

団

員

の
所

有

」

と
な

っ
て
そ

の

「
出

資

分

」

を

な
す

と

の
規
定

(二
五
条
)

と

な

っ
た
。

こ
れ

に

つ

い
て

は
、

法
律

関

係

が
不

明

確

だ
と

の
批

判

が
審
議

過

程

で

で
た
。

た
し

か

に
、

「
労
働

集

団

の
所

有

に
移

る
」
と

は

ど

の
よ

う

な
方

法

に
よ

っ
て
な

の
か
、

「
共

同

財

産

」
と

【
持

分

」
と

の
関

係

は

ど
う

な

の
か

(価
値
的

に
持
分

に
分
割
さ
れ
る

の
は
共
同
財
産

の
全
部

(
19

L

か
)
な

ど
、

こ

こ
で

は
明

ら

か

で
な

い
。

ま

た
、

公
表

草

案

の

一
四
条

で

は
、

労

働

集

団

の
決
定

に
よ

っ
て
国

有

企

業

の
全

財

産

が

「
労

働

集

団

に
移

る

」
場

合

に

は
、

当

該

企
業

は

「
勤

労

者

ア

ソ

シ

エ
ー

シ

ョ

ン
」

に
再

編

さ

れ

る

か
、

株

式

会

社

そ

の
他

の
会
社

や
協

同

組

合

に
再

編

さ

れ

る

こ
と

が
想

定

さ

れ

て

い
た

が

(所
有
法

一
五
条

で
は
労
働
集
団

と
権
限
あ
る
国
家
機
関

と

の
共
同
決
定

に
よ

っ
て
株
式
会
社

に
再
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編

で
き
る
)、

制

定

さ

れ

た
法

津

が

「
労

働

集

団

の
所

有

に
移

る

」
場

合

と

い

っ
て

い
る

の

は
、

草

案

の

い
わ

ゆ

る

「
勤

労

者

ア

ソ

シ

エ
ー

シ

ョ

ン
」
化

の
場

合

に
限
定

さ

れ

る

の
だ

ろ
う

か
。

し

か
も

そ
う

し

た
場

合

の
企

業

財

産

の
所
有

権

移

転

が

も

し
無

償

で
あ

っ
た
と
す

る

と

(そ

の
主
張

は
か
な
り
強
か

っ
た
)、

賃

貸

企
業

の
場

合

は

「
買

取

り

」
と

い
う

形

態

が

と
ら

れ

る

こ
と

と

比
較

し

て
不

均

衡

と
な

る
。

ま

た
、
国

有

財

産

の
性

格

L
、

当

該

労

働

集

団

外

の
国

民

と

の
関

係

で
も

こ

の
問

題

が
生

じ

る

。

そ
う

し

た

点

が
不

明
確

で
あ

る
。

思

う

に
、
こ
れ

は
、
集

団

企

業

と

い
う

も

の

の
位

置

づ

け

に
関

す

る

十

分
な

コ

ン
セ

ン
サ

ス

の
不

在

に
起

因
す

る

も

の
と
考

え

ら

れ

る
。

国

有

・国

家
管

理

の
従
来

の
企

業
管

理
体

制

を

ラ

デ

ィ

カ

ル
に
改

革

す

る
必

要

が
あ

る

と

い
う

点

で

は
合

意

が
あ

っ
た

と

い

っ
て

よ

い
が
、

改

革

の
方

向

に

つ
い
て

は
、

お
お

ま

か

に

い

っ
て
、
①

国

家

所

有

そ

の
も

の
を

解

体

し

て
国

有

企

業

を

株

式

会

社

そ

の
他

の
会

社

な

い
し

r
加

、

協
同
組
合

に
改
編
す

る
、
②

国
家
所
有

(人
民
所
有
と
よ
ば
れ
る
)
を
労
働
集
団

の
自
・王
管
理
的
集

団
所
有
と
す

る

(「
人
民
企
業
化
」
)、
③

一
定
程
度
国

家
所
有

(人
民
所
有
)
は
維
持

す
る
が
、

そ

の
場
合
労
働
集
団

に
企
業

の

「
完
全
経
営
権
」
を
み
と
め
、
ま
た
企
業
財
産

に

つ

い
て
部
分
的

に
労
働
集
団
所
有
部
分
を

み
と
め
る
、
④

「
人
民
所
有

」
を
解
体
す

る
こ
と
な
く
、
国
有
企
業
を
労
働
集
団

が

m全
権
的

経

済
的
占
有
権

曾
9
ぎ
ヨ
宝
ぎ
・
×
8
聾
。田
・田
。。
窪
琵
窪
量

」
を
も

つ

「
人
民
的
自
主
管

理
企
業
」
と
労
働
集

団
が
企
業
財
産

の

「
経
営
管

理
権

へ
21

)

(岩
器
浮
↓
需
臣
。…

。需
筐
・こ

は
も

つ
が
国

家

管

理

が
維

持

さ

れ

る

「
人

民

的

国

営

企

業

」
と

の
両

形

態

の

「
人
民

企

業

」
と

す

る
、

と

い
う

諸

構

想

が
競

い
あ

っ
た
。
①

の
構
想

で

は

「集

団

企
業

所

有

」

は

一
時

的

に

の
み
容

認

さ

れ

る
も

の
と

な

る
し

、
③

、
④

の
構

想

で
は

程

度

の
差

は
あ

る

が

そ

れ

は
否

定

的

に

扱

わ

れ

る

こ
と

に

な

ろ
う

。

一
二
条

の
規

定

と

二

四
条

(後
述
)
、

二
五

条

の
規

定

を

セ

ッ
ト

に
し

て

考

え

て

み
る

と
、

こ
れ

ら
諸

構

想

の
妥

協

の
結

果

を

そ

れ

は
表

現

し

て

い
る

と
思

わ

れ

る

の
で
あ

る
。

そ
・7ー
し

て
、

=

一条

の

「
不

明
確

さ

」

も

そ

こ
に
由

来

す

る
も

の
と
考

え

ら

れ

る
。

D

最

後

に
、

国

家

的

所

有

(第
四
篇

)
に

つ

い
て
触

れ

て

お

こ
う

。

こ

こ
で

ま
ず

注

目

さ
れ

る

の

は
、

従

来

単

一
的

に

捉

え

ら

れ

て

き

た
国

家

所

有

が
、

連

邦

所

有

、

共
和

国

・
自

治

共

和
国

・
自

治

州

・
自

治

区

所

有

、

地
域

行

政

単

位

(自
治
体
)
所
有

、

と

し

て
分
節

的

に
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構

成

さ

れ

る

よ
う

に
な

っ
た
点

で
あ

る
。

こ

の
点

で
論

争

主

題

と

な

っ
た

の
は
、

こ
う

し

た

分
節

的
構

成

そ

の
も

の
で

は
な

く
、

土
地

お

よ

び
そ

の
他

の
自

然

資

源

を
中

心

と
す

る

財

産
客

体

の
共
和

国

等

へ
の
帰

属

の
仕

方

を

め
ぐ

る

問

題

で
あ

っ
た
。

た

だ
、

こ

の
点

は
、

連

邦

制

の
再

編

問
題

と
不

可

分

の
問

題

で
別

個

に
考
察

を

要

す

る

の

で
、

こ

こ

で
は

立
ち

入

ら

な

い
。

国

家

的

所

有

の
規

定

で
も

う

一
つ
の
新

し

い
点

は
、

国

有

企

業

財

産

に

つ

い
て

企
業

に

「
完

全

経

営

権

(.娼
餌
切。
、
。
隷
.
。
「。
.
。
、笛欧
。.国。、
.
。
,

「。
需
碧
ま

已

」
が
あ

た

え

ら

れ
、

そ

れ

を
所

有

権

に
準

ず

る
も

の
と
規

定

し

た

こ
と

(二
四
条
)
、

企

業

の
純

利

潤

に

つ

い
て

は

こ
れ
を

労
働

集

団

の

「
処

分

」
下

に
お

く

と

し

、

そ

の

一
部

は

「
労

働

集

団

員

」
の
持

分

的

所

有

と
す

る

と

い
う
制

度

を

導

入

し

た

こ
と

で
あ

る

(二
五

条
)。

こ
れ

に

つ
い
て

は
、
全

利

潤

の
労
働

集

団

所

有

へ
の
帰

属

を

明
確

に
す

べ
し

と
す

る
立

場

か

ら

の
提

案

が
あ

っ
た
が
、
そ

れ

は
受

け

い
れ
ら

れ

な

か

っ
た
。

な

お

、
国

家

機
関

の
財
産

に

つ

い
て

は
、

当

該

機

関

の
財

産
権

を

「業

務

的
管

理
権

」

と

い
う

企

業

財
産

権

に

つ

い
て
伝

統

的

に
用

い
ら
れ

て
き

た
概

念

で
示

し

て
お

り

、

財
産

行
為

上

の
自
律

性

が
強

化

さ

れ

た

(二
六
条
)
。

こ

の
所

有

法

が
成

立

し

た
直

後

、

連

邦

臨

時

人

民

代

議

員

大

会

で
連

邦

憲

法

の
経

済

体

制
条

項

(
]
○
～

一
三
条

)
の
改

正

が
行

わ

れ

る

が
、

こ

の
大

会

は
複

数

政
党

制

導

入

を
決

定

し

た
大

会

で
あ

っ
た

(
こ
れ
に
と
も

な
う
憲
法
改
正
)。

や

が

て
、

七
月

に

ソ
連

共

産

党

二
八

回

大

会

が
開
催

さ

れ

、

「
人
間

的

で
、

民

主

主
義

的

な

社

会
主

義

」

を

め
ざ

す

剛
綱

領

的

声

明

(壱
。
弓
、
≡

.
。
。
甲騨
邑切当
.臨
踏
。ご

が
採

択

さ

れ

た
。

そ

の
草

案

は

「
綱

領

草

案

」

と

し

て
す

で

に
二
月

に

公
表

さ

れ

て

い
た

が
、

所
有

法

の
最

終
草

案

の
報

告

で
副

首

相

ア

バ

ル
キ

ン
は
、

そ

(
22

)

れ

が
党

の
綱

領

草

案

と

コ
原

則

的

に
照

応

」
し

て

い
る

と

の

コ
メ

ン
ト

を

行

っ
た
。

二

八
回

党

大

会

の
綱

領

的
声

明

に

い
う

と

こ
ろ

の

「
多

様

な
所

有

形

態

」

の

「
自

由

な

競

争

」

と

い
う
路

線

は

、

具
体

的

に
は
上

述

の
よ
う

な

所
有

法

の
内

容

に
照
応

す

る
も

の

で
あ

っ
た

と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う

。

も

っ
と
も

、

党

の
綱

領

的

声

明

は

「
全

面

的
非

国

有

化

(司
o
明碧
田
窒

宕
轟
僅
o
=
碧
5
麟兵
當
)」

に

は
反

対

で
あ

る

と
断

っ
て

い
訪

・

た
だ
留
意
す

べ
き
は
・

こ
の
大
会

で
は
す

で
に
党
内
諸
政
派

が
形
成

さ
れ
て
お
り
、
久
し
毒

立
さ
れ
て
き

た
伝
統
を
破

っ
て
、
二

つ
の
政
派
、
「
〈
民
主

政
綱
V
連
絡
協
議
会
」

と

「
マ
ル
ク
ス
主
義

党
員
ク
ラ
ブ
連
合
」

と
が
そ
れ
ぞ
れ
綱
領

の
対
抗
草
案
を
提
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(
24

)

起
し

て

い
た
。
所
有

法

の
成

立
は
、

経
済
改
革
路
線

が

「
社
会
主
義
的
所
有
形
態

の
多
様
化
」
か
ら

「
所
有
形
態

の
多
様
化
」

へ
と
転
換

す

る
分
岐
点

で
あ

っ
た
が
、
当
然

の
こ
と
な

が
ら
そ
れ
は
ま
た

ペ
レ
ス
ト

ロ
イ

カ
に
お
け
る
政
治
闘
争

の
展
開

の
分
岐
点

に
位

置
す
る
も

の
で
も
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
以
降
、
事
態

は

「
市
場
経
済
」
、
「
混
合
経
済
」

へ
の
移
行

の
軌
道

を
進

む

こ
と
に
な
る
。

ω

共
和
国
所
有
法

と
企
業
法
制

連
邦
所
有
法

の
成
立
後
、
各

共
和
国

で
相
次

い
で
所
有
法

が
制
定
さ
れ
る

と
と
も

に
、
そ
れ
ら
に
み
あ

っ
た
企
業
法

の
制
定

が
お
こ
な

わ
れ
る
。

そ
れ
ら

は
、
連
邦

所
有
法

以
後

の
市
場
移
行
路
線

の
展
開

と

い
う
事
情

お
よ
び
各
共
和
国

の
主
権
宣

言

・
独
立
宣
言

に
と
も
な

う
若
干

の
政
策
上

の
相
違

の
あ
ら
わ
れ
と

い
う
事
情

の
た
め
、
連
邦
所
有

法

の
単

な
る
共
和
国
版
と

み
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ

こ
で
、

こ
れ
ら

に

つ
い
て
別
個

に
み
て
お
か
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

た
だ
、
多

分
に
共
通

し
た
内
容
を
も

つ
こ
と
も
事
実

で
あ
り
、
ま

た
本
稿

で

は
旧
ソ
連

に
お
け
る
全
体

と
し
て

の
体
制
転
換

の
過
程
を
検
討
す
る

の
が
目
的
な

の
で
、

こ
こ
で
は
、
上
述

の
連
邦
所
有

法

の
考
察
を
補

う

こ
と
を
主

眼
と
し

て
、

入
手
し
え

た
か
ぎ
り

で
の
若
干

の
共
和
国

の
所
有
法

お
よ
び
連
邦
と
共
和
国

の
企
業
法
を
簡
単

に
み
て
お
く

こ

と
に
し
た

い
。
な

お
、

こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
議
事
録

に
よ

っ
て
制
定
過

程

の
論
議
を

み
る
こ
と
は
ま
だ

で
き
な

い
。

ω

ロ
シ
ア
共
和
国

に
お

い
て
所
有
法

(ω
輿
呈

「
6
e
亀

。
8
0。詔
窺
=
。自
=

℃
∩
e
∩
3

が
制
定

さ
れ
る

の
は
九
〇
年

=

一月

二
四

日

(九

一
.
一
.
一
施
行
)

で
あ
る
が
、

そ
れ
は
す

で
に

「
市
場

へ
の
移
行
」

に
関
す

る

シ
ャ
タ
ー

リ

ン
計
画
そ

の
他

の
プ

ロ
グ
ラ

ム
が
論
議

さ
れ
、

連
邦
最
高
会
議

が
そ

の

「
基
本

方
向
」
を
承
認
し

た
後

で
あ

っ
た
。
連
邦

レ
ヴ

ェ
ル
で
は
承
認

に
到
ら
な
か

っ
た
シ

ャ
タ
ー
リ

ン
計
画
は
、

エ
リ

ツ
ィ

ン
を
議
長

と
す

る

ロ
シ
ア

の
最
高
会
議

で
は
支
持

さ
れ
て

い
た

(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
)。

そ
う
し

た
事
情

の
も
と

で
成
立
し
た
所
有
法

は
、
連
邦
法

で
は
避
け
ら
れ
て

い
た

「
私
的
所
有
権
」
概
念
を
明
確

に
打

ち
だ
す
も

の
と

な

っ
た
。
そ
れ
は
、

「
市
民

の
所
有
権
」

と

「
法
人

の
所
有
権
」

と
を
包
括
す

る
概
念
と
し

て
掲
げ

ら
れ
、
連
邦
法

で
は

「集

団
的
所
有

」

と
し
て
概
念
化
さ
れ

た
所
有

諸
形
態

(株
式
会
社
そ
の
他
の
会
社
、
協
同
組
合
、
集
団
企
業
、
企
業
連
合
体
等
の
所
有
)
は
こ
こ
で
は

「
私
的
所
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有

」

と
概

念

化

さ

れ

た
。

こ
れ

よ

り

前

に
制
定

さ

れ

た

エ
ス
ト

ニ
ア
所

有

法

二

九
九

〇

・
六

.
一
三
)

が
私

的

所
有

概

念

を
最

も

早

く

か

か
げ

な

が

ら

こ
れ
を

「
自

然

人

と

し

て

の
市

民
」
の
所

有

と

し

て
法

人
所
有

と
区

別

し

て
お

り

二

四
条
)
、

ベ
ラ

ル
ー

シ
所

有

法

二

九
九

〇

・
一
二

二

一
-
九

一
・
一
・
一
施
行
)
も

私

的

所
有

を

同

様

に
規
定

し

て

い
る

二

二
条
)

の

に
比

べ

て
、

ロ
シ

ア

で

は
私
的

所

有

概

念

が
包

括

的

な

も

の
と

し

て
押

し

だ

さ

れ

て

い
る
。

連

邦

法

制
定

過

程

の

「
脱

政

治
化

」

的

考
慮

と

比

べ
る

と

、

こ

こ
に

は

む
し

ろ
積

極

的

な

「
政
治

化

」

姿

勢

が

み
ら

れ

る

。

連

邦

と

ロ
シ
ア

と

の

「
法

律

戦
争

」

の
展

開

と

こ
れ

は
連

動

し

て

い
よ

う
。

こ
れ

に

た

い
し
、

ウ

ク

ラ

イ

ナ
所

有

法

二

兀
九

一
・
二

・
七
ー

九

一
・
四

・
一
五
施
行
)

の
制

定

は

こ
れ
よ

り

後

で
あ

る

が
、

そ

こ
に

は
私
的

所

有

概

念

は
な

く

、

〔
25

)

市

民

諸
個

人

の
所

有

は

「
個

体

的

所

有

(至
崔

窪
鍵
碧
臣
窒

8
9
↓
需
臣
。。H
呂
」

(第

三
編
)
と

概
念

化

さ

れ

て

い
る
。

な

お

、
九

一
年

五

月

制

定

の
連
邦

…
民
事

疏
法

の
基

本

原

則
」

で
も

「
市

民

の
所

有

権

」

と

「
法

入

の
所

有

権

」

と

い
う

分

類

を

用

い
て

お
り

、

私
的

所

有

概

念

を
用

い
て

い
な

い

(五

一
条
、
症

二
条

)。

と

こ
ろ

で
、

ロ
シ
ア
所

有

法

で
は
、
私
的

所
有

権

と

し

て

の
市

民

の
所

有

権

に

つ

い
て

は
、
「
市

民

の
所

有

は
、
生

産

へ
の
参

加

そ

の
他

自

己

の
労
働

能

力

の
処

分

に
よ

る
収

入

、

企

業

家

活

動

や
自

家

経
営

か
ら

の
収

入

、

信

用
機

関

、

株

式

そ

の
他

の
有

価

証

券

に
投

資

さ

れ

た
資

金

に
よ

る

収

人
、

相
統

そ

の
他

法

律

に
反

し

な

い
理
由

で

の
財
産

取

得

、

に
よ

っ
て
創

出

さ

れ
、

増

殖

さ
れ

る

」

(九
条
)
と
規

定

さ

れ
、

そ

の
客

体

に
は

土

地

や
財

産

総
体

と

し

て

の
企

業

も

含

ま

れ

、
数

量

・
価
値

に
制

限

は
な

い
と

さ
れ

る

(
一
〇
条
)
。

た

だ

し
、

土

地

に

つ
い
て

は
、

所
有

権

取
得

は
農

業

用

地

・
宅

地

な

ど

の
場

合

に
限

ら

れ

、

ま

た

土
地

改

革

法

(
ω舞
。エ
て
∩
e
∩
灯
。
り.=
。旨
.
盟
。鴎
ロ
。曾
。
窒

。
]

一
・
二
三
i

一
二

・
二
七
改
正
)

に
よ

れ

ば

、

所
有

面

積

の
制

限

が
あ

り

う

る
し

、

一
〇
年

(改
正

で
五
年
)
間

の
売

買

制

限

(国
家

へ
の
譲

渡

の
み
可
)
と

い
う

制

限

が
あ

る

(ウ

ク
ラ
イ
ナ
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
は
連
邦
法
と
同
じ
く
上
地

の
相
続
可
能

な
生
涯
占
有

ウ
ク
ラ
イ
ナ

は
の
ち

に

私
有
承
認
・
モ
ル
ド
ワ
・
ア
ル
メ

ニ
ア
三

ス
ー

一
ア
・
ー

ア

ニ
ア
は
土
地
物

・
連
邦
法

が
勤
労
讐

所
有

・餐

饗

所
有

と
し

て
規
定

し
て

い
る
特
別
類
型

は

こ
こ
に
は
な

い
。
他

の
共
和
国
所
有
法
も
同
様

で
あ

る
。

こ
の
点

は
、
そ
れ
ら

の
経
営
資
産
所
有

が
所
有
権
主
体

一 紬 酬■囲岨 圖山{L諸「剛 」[』
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た

る
諸

市

民

の
共
有

・
合
有

と

し

て
個

人

法

的

に
構

成

さ

れ

る
場

合

に
は

(
ロ
シ
ア
法

一
一
条
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
法

一
七
、

一
八
条
)
、

「
市

民

の

所

有

」

と
異

な

る
所

有

形
態

と

し

て
構

成

す

る
必

要

が
な

い
、

と

い
う

事
情

に
よ

る
も

の
で
あ

ろ

う

。

さ

て
、

市

民

の

「
自

己

の
労
働

能

力

の
処

分

」

と

い
う

点

に

つ

い
て

は
、

ロ
シ

ア
所

有

法

四
条

は

「
市

民

は
自

己

の
労
働

能

力

を
処

分

す

る
排
他

的
権

利

」

を

有

し

、

こ
れ

を

独

立

に
、
ま

た

は

「
契

約

に
も

と

つ

い
て
」
行

使

す

る
と

規
定

し

て

い
る

二

項
)。

こ

こ

の
と

こ

ろ

で
、
連

邦

法

制

定

過

程

で
論

議

の
的

と

な

っ
た
雇

用

労
働

問

題

が
絡

ん

で
く

る

の

は
、

い
う

ま

で
も

な

い
。

こ
れ

に

つ
い
て
同

所

有

法

は

、

「
所
有

者

は

、

企
業

活
動

…

…
を

行

う

さ

い
に
、

市

民

と

、

そ

の
労

働

の
使

用

に

つ
き
契

約

を
締

結

す

る
権

利

を

有

す

る
」
と
う

た

っ

て

い
る

(二
項
)
。

そ

の
さ

い
使

用
者

が

労
働

条

件

や
社

会

保

障

に

つ
い
て
法

の
定

め

る

と

こ
ろ

に
従

わ
な

け

れ

ば
な

ら

な

い

の
は

い
う

ま

で
も

な

い
が
、

連
邦

法

の
よ
う

に
雇

用
労

働

利

用

の

「
範

囲

」

に

つ
い
て
法

が
制

限

を

加

え

る

こ
と

は
予

定

さ

れ

て

い
な

い
点

に
留

意
す

べ
き

で
あ

る
。

な

お
、

被

雇

用
者

が
企

業

に
出

資

し

、

そ

の
額

に
応

じ

て
利

潤

の

一
部

を
取

得

す

る

「
従

業

員
資

本

参

加

」

制

が
規
定

さ

(27

>

れ

て

お
り

(四
条

二
項
、

二
条
六
項
)
、

こ
れ

が
雇

用
契

約

の

一
種

と
し

て

の

「
コ

ン
ト

ラ

ク
ト

言

鵠
壱
輿
ご

」
と

し

て
論

じ

ら

れ

て

い
る
。

な

お

、

所
有

権

の
実

現

過
程

に

お
け

る
雇

用

労

働

利

用

に

つ

い
て

は
、

エ
ス
ト

ニ
ア
所

有

法

(
一
七
条
)
、

ベ
ラ

ル
ー

シ
所

有

法

(五
条

-
法

の
定

め
る
範
囲
)
、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

所
有

法

(五
条

)
が

い
ず

れ

も

こ
れ

を

認

め

て

い
る

。

な

お
、

の
ち

に
述

べ

る
連

邦

・共

和
国

の
企

業
法

は

す

べ

て
雇

用
労

働

を
前

提

と
し

て

い
る
。

連

邦

所

有

法

が
集

団

的

所
有

と

い
う

概

念

の
も

と

に
包

括

し

て

い
る
所
有

諸

形

態

を

ロ
シ
ア
所

有

法

で

は

私
的

所
有

の

一
類

型

と

し

て

の

「
法

人

の
所
有

」

と

し

て
規

定

し

て

い
る

こ
と
、

に

つ

い
て

は
す

で

に
述

べ
た
。

エ

ス
ト

ニ
ア
所

有

法

も

同
様

で
あ

る

が

、

こ

こ
に

は

集

団

企

業

所
有

の
規
定

が
な
く

、

会

社

形

態

も

そ

れ

と
し

て
類

型

化

さ

れ

て

い
な

い
。

こ
れ

に

た

い
し

て
、

ベ
ラ

ル
ー

シ
と

ウ

ク

ラ
イ

ナ

の
所

有
法

は
、

連

邦

所

有

法

と
同

様

な

形

で
集

団

的

所
有

諸

形

態

の
規
定

を

お

い
て

い
る
。

こ

の
う

ち

、

連

邦

法

の
成

立

過

程

で
議

論

に

な

っ
た
集

団

企

業

の
規

定

を

検

討

し

て

み
よ

う

。
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ロ
シ

ア
所

有

法

で

は
、

「
法

人

の
所

有

」

の
規
定

(
一
四
条

)
で
法

人

の
種

類

を

列
挙

す

る
中

で
集

団

企

業

が
あ
げ

ら

れ

て

い
る

に
と

ど

ま

り
、

集

団

企

業

そ
れ

自

体

の
規
定

は
お

い
て

い
な

い
。

た

だ
、

「
企
業

財

産

へ
の
従

業

員

の
出

資

」

(
一
五
条
)
の
規

定

の
中

で

「
集

団

企

業

・
賃

貸

企

業

・
協

同

組

合

企

業

の
所

有

す

る

財

産

に
お

い
て
は
、

そ

の
す

べ
て

の
従

業

員

の
持

分

(・・釜
程
)

が
確
定

さ

れ

る
」

と
し

て

集

団

企

業
財

産

の
全

部

ま

た

は

一
部

が
持

分

的

共

同

所
有

で
あ

る

こ
と

が

示
唆

さ

れ

て

い
る
。

と

い

っ
て
も
、

そ
う

し

た
集

団

企
業

の
所

有

が

「
私

的
所

有

」
と
し

て
概

念

さ

れ

る

こ
と

に
変

り

は

な

い
。

ベ
ラ

ル
ー

シ
所

有

法

は
第

七
章

で
集

団

企

業

所

有

を

規
定

し

て

い
る

が
、

内

容

は
連

邦

法

と

ほ

ぼ
同
様

で
あ

る

。

ウ

ク

ラ
イ

ナ

所

有

法

は

二
三
条

で
集

団

企

業
所

有

の
客

体

を

規

定

し

て

い
る
。

そ

れ

に
よ

る
と
、

生
産

物

・
収

入

・
そ

の
他

の
合

法

的

に
取
得

し

た

財
産

が
集

団

企

業

所

有

と
な

る

と
さ

れ

て

お

り
、

賃

貸

企

業

の
場

合

と
異

な

ら
な

い
。

財

産

総
体

と

し

て

の
企

業

そ

の
も

の
が
所
有

権

客

体

で
あ

る

と

は
規

定

さ

れ

て

い
な

い
。

そ

の
理

由

は
不

明

で
あ

る

。
従

業

員

の
出

資

分

の
規

定

は
連

邦
法

と

同
様

で
あ

る
。

株

式

会

社

所
有

に

つ

い
て
も
、

ロ
シ
ア

所

有

法

に

は

そ

れ
自

体

の
規

定

は

な

い

(所
有
法
成

立

の
翌
日
政
府

決
定

で
株
式

会
社
規
程

が
で

る
)
。
ベ
ラ

ル
ー

シ
所

有

法

と

ウ

ク

ラ

イ

ナ
所

有

法

は
そ

れ

ぞ

れ
株

式

会

社

所

有

の
規

定

を

お

い
て

い
る
。
国

有

企
業

の
株

式

会

社

へ
の
改

組

の
規
定

(労
働
集

団
と
権

限
あ

る
国
家
機
関

の
決
定
、
企
業

の
全
財
産
価
値

相
当

の
株
式

の
買
取
り
)
は
連

邦

法

と

同
様

で
あ

り
、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

法

が
企

業

・
施

設

・
組

織

、

当

該

企

業

の
従

業

貝

と

と

も

に

一
般

市

民
も

株

式

保

有
者

と

な

り
う

る

と
規

定

し

て

い
る

の
も

(二
五
条

)

連

邦

法

と
同

じ

で
あ

る

。

ベ
ラ

ル
ー

シ
法

は
株

式

保
有

者

た
り
う

る

自

然

人

・
法

人
を

株

式

会

社

の
定

款

に
委

ね

て

い
る

(三

二
条
)。

最

後

に
、
国

家

的

所
有

に

つ

い
て

み
る

と
、

ロ
シ

ア

と

エ
ス
ト

ニ
ア

の
所

有

法

は
、
連

邦

法

と
異

な

り
、
国

家

的

所

有

(前
者

で
は
連
邦

.

共
和
国

.
自
治

州

・
自
治
区

・
ク
ラ
イ

・
州

の
所
有

、
後
者

で
は
共
和
国
所
有

)

と
自

治

体
所

有

(蓬

臨
=員
臨
、碧
.工
俘出
。。
o。↓
関。=
=
。
。.
.)
を

概
念

的

に
区

別

し

て

い
る

こ
と
、
こ
れ

に

た

い
し
、
ベ
ラ

ル
ー

シ

と

ウ

ク
ラ

イ

ナ

の
所
有

法

は
自

治

体

所

有

(閑。
竃
蓬

=
舘
.躍
騎呂
。。
㎝。月閣.冨
国
。
。.ぴ)
を

、

連

邦

法

と
同
様

に
、
国

家

的

所

有

に
包

摂

さ
れ

る
種

概

念

と
し

て
規
定

し

て

い
る

の
が
目

に

つ
く
。

国

有

企

業

言

シ
ア

で
は
国
有

.
自
治
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体
所
有
企
業
)
の
財
産

に

つ
い
て
企
業

が
完

全
経
営
権

を
も

つ
点
、
国
家
施
設

(
ロ
シ
ア
で
は
自
治
体
施
設
も
)
の
財
産

に

つ
い
て
当
該
施
設

が
業
務
的
管

理
権
を
も

つ
と

い
う
構
成
は
連
邦
法
と
か
わ
ら
な

い
。
な

お
、
九

一
年
五
月

の
連
邦

「
民
事
立
法

の
基
本
原
則
」

で
は
、

こ

れ
ら

の
権
利

が
特
殊
な

「
物
権
」
と
規
定

さ
れ

て

い
た

(四
九
条
)。
各
共
和
国

の
新

民
法
典

が

こ
れ
を

ど
う

あ

つ
か
う

か
注
目
し

た

い
。

ロ
シ
ア
所
有
法

に
は
国
有
企
業

に
お
け
る

「
労
働
集
団
員

の
所
有
」
に
関
す

る
規
定

(利
潤
の

一
部
を
労
働
集
団
貝
の
持
分
と
す
る
)
は
な

い

が
、

ベ
ラ

ル
1

シ
法

(四
七
-
四
八
条
)
お
よ
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
法

(三
八
条
)
に
は
そ

の
規
定

が
あ

る
。

以
上
み
た
よ
う

に
、
各

共
和
国

は
、
連
邦
所
有
法
を

ベ
ー

ス
と
し

て
資
産
所
得

∴
雇
用
労
働
利
用
を
含

む
私
的
所
有
容
認
路
線
を
進
む

の
で
あ

る
が
、
そ

の
推

進

の
仕
方

は

一
様

で
は
な

か

っ
た
。
そ
れ
は
、
連
邦
所
有
法
成

立
過
程

に
お
け
る
諸

見
解

と
諸
勢
力

(未
定
形
な
)

の
対
抗

の
構
図

が
共
和
国

レ
ヴ

ェ
ル
で
は
異
な

っ
た
模
様

で
存

在
し

て

い
た

こ
と
を
示
す

で
あ
ろ
う

。

②

さ
て
、
所
有
法

の
成

立
で
敷
居
を
跨
ぐ

こ
と
に
な

っ
た

「
所

有
形
態

の
多
様
化
」
路
線

は
、
所
有
法

そ

の
も

の
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
は

な

お
抽
象
的

に
し
か
示
さ
れ
て

い
な

か

っ
た
が
、
「
市
場

へ
の
移
行
」
政
策

の
展
開

に
と
も
な

っ
て
そ

の
内
容

を
具
体
的

に
開
示
す

る
よ
う

に
な
り
、
や
が
て

「
私
有
化

」
法
制

に
行
き

つ
く
。

だ
が
そ

の
前

に
、

一
連

の
企
業
法
制

に
そ
れ

が
示
さ
れ
て
ゆ
く

の
を
、
所
有
者

の
雇

用
労
働
利
用
と
労
働
集
団

の
位
置

づ
け
と

い
う
限
ら
れ
た
視
点

で
み
て
お

こ
う
。

こ
れ
ら

は
、
所
有
法

と
ほ
ぼ
同
時

に
制
定

さ
れ
て

い
る

の
で
あ

る
が

(時
間
差

の
あ
る
場
合
に
も
政
策
展
開
上
有
意
味
で
な

い
と
み
ら
れ
る
)
、
企
業
法

と

い
う

側
面
か
ら

そ
れ
な
り

に
所
有
法

を
補
う

も

の
が
示
さ
れ
て

い
る
。

九
〇
年
六
月

四
日
成
立

の
連
邦
企
業
法

(ω婁
皇

∩
∩
∩
て
。
召
昌
起
蕾
罠
ε

は
、
二
八
回
党
大
会

で

「
市
場

へ
の
移
行
」
路
線

が
確
定
す

る

直
前

の
も

の
で
あ
り
、
所
有
法

の
規
定
す

る
所
有
諸

形
態

に
対
応
す

る
企
業
諸
形
態

(二
条
)
の
組
織

と
活
動

の

一
般
的
な
法
的
原
則
を
規

定

し

た
も

の
で
あ

る
。
そ

こ
で
は

「
企
業
」

と

い
う

も

の
が

「
労
働
集
団

に
よ
る
財
産
利

用

に
も

と
づ
き
」
経
済
活
動
を
行
う

と

こ
ろ

の

「
法
人

と
し

て
の
権
利

を
も

っ
た
独
立

の
経
営
主
体
」
と
概
念
化

さ
れ

て
お
り

二

条
)
、
ま

た
所
有

形
態

に
か
か
わ
り
な
く

「
経
済
計
算
制
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原

理

」

で
活

動

す

る

と
規
定

す

る
な

ど

(前

同
)
、

一
見

「
集

団

所

有

企

業

」

モ
デ

ル

の
企

業

法

か
と

思

わ

せ
る
規

定

か

ら

は
じ

ま

っ
て

い

る

の

で
あ

る

が
、

し

か

し
、

こ

の
労

働

集

団

は
、

所
有

者

で

は
な

く
、

所

有

者

と

の
雇

用

契

約

に
よ

っ
て
労
働

す

る
者

の
集

団

で
あ

り

、

あ

る

い
は
そ

の
よ
う

な

形
態

が
広

く
想

定

さ

れ

て

い
て
、
し

た

が

っ
て
、
「
労

働
集

団

の
自

主

管

理

と
自

己

の
財
産

の
経
済

的

利

用

に
関

す

る
所

有

者

の
権

利

と

の
結

合

」
が

「
企

業

管

理

の
原

則
」

な

の
だ

(
一
四
条
)
と

い
う

論

理

と
な

っ
て

い
る

。

た

だ
、

こ

こ
で

は

「
労

働

集

団

の
自

主

管

理

」
が

な

お
強

調

さ

れ

、

労

働

集

団

の
権

利

の
実

現

の
諸

形
態

に
注

意

が
払

わ

れ

て

い
る

二

五
-

一
六
条
)
。

そ

の
直

後

に
政

府

決
定

と

し

て
制

定

さ

れ

た

「
株

式

会

社

・有

限

責

任

会

社

規

程
」

魯

自
。
蓉

票
.
。
②
薗閑
属
鵠
。
=昌
=
げ閣×
。
α
日
。。咽
。、薗メ
臨
。
9

。。↓
切騨
×
。
。
門噂
麟
=
国̀
。
==
,

&

。
畠
臼
。窃
。臣
。
。3
δ
1

一
几
九
〇

・
六

二

九

)
で

は
、

株

式

会

社

(市

民

・
法
人

が
設
立
者

た
り
う

る
)

の
監
査

機

関

へ
の
労

働
集

団
代

表

の
参

加

が
規
定

さ

れ

て

い
る

(丘
四
、
五

し
条
)
。

そ

の
こ
翌

年

に
な

っ
て
連

邦

レ
ヴ

ェ
ル
で

は

「
ソ
連

邦

に
お

け

る
市

民

の
企

業

家

活

動

の

一
般

原

則

に
関

す

る
法

律

」
(ω輿
皇

∩
∩
∩
「
。
②
。
か
月
農

匡
雲
監
娑

暑
・量
宴
差
葦

器
き
。畠
僧
臼
婁

智
臣

∩
∩
0
3
1

一
九
九

一
.四

.二
)
が
で

る

が
、

こ

こ
で

は
雇

川

労

働

を

用

い
る

に
せ

よ

用

い
な

い
に

せ
よ

、

白

己

(法
入
を
含
む
)

の
名

に

お

い
て
、

自

己

の
危

険
負

担

.
財
産

的

責

任

に

お

い
て
行

わ

れ

る

「
利

潤

ま

た

は
個

人

所

得

取
得

の
た

め

」
の
自

立
的

活

動

(
一
条

)
と

し

て

の

「
企
業

家

活

動

」
に
お

い
て
労
働

集

団

(雇

用
労
働

に
よ
る
場
合
)

と

い
う

も

の

が

ど
う

位

麗

づ
け

ら

れ

る

か

は

ま

っ
た
く

問

題

外

と
な

っ
て

い
る
。

ロ
シ
ア
共

和

国

の

「
企

業

お
よ

び
企

業

家

活

動

に
関

す

る

法
律

」
(ω
巽
。
=
て
6
e
∩
℃
:

罵
皆
腰
国目
蓋
x
=
弓
琵
弓
鵠
=
至

㊤↓2
『臭
自

泪
窒
↓2
げ=
。
。甲

国)1

一
九

九
〇

・
一
一
∵

二
五
)

は
、

「
企

業

」

と
し

て
登

録

さ

れ

る

の
は

コ
雇
用
労

働

を

用

い
て
行

わ

れ

る
企
業

家

活
動

」

で
あ

る

こ
と

を

明
記

し

て
お

り

(二
条
)
、

ま

た
合

名

・
合

資

・
有

限

責

任

・
株

式

会

社

と

い
う

会

社

形
態

の
企

業

が

「
市

民

」

つ
ま

り
私

人

に
よ

っ
て
設

立

さ

れ
う

る

こ
と

も

明
ら

か
と

さ

れ

て

い
る

冗

-

一
二
条

)。

こ
れ

ら

の
企

業

の
所

有

者

は
「
直

接

ま

た

は
所
有

者

に
よ

っ
て
授

権

さ
れ

た

機

関

を

つ
う

じ

て
」
企

業
管

理

を

行

う

へ三
〇
条
)
。

労

働

契

約

に
も

と

つ

い
て

企

業

で
働

く

「
労

働

集

団

」
は
、

労

働

協

約

締

結
権

、

π
定

款

に
し

た

が

っ
て

」

「
自
主

管

理
上

の
諸

問
題

」

を

審

議

・
決
定

す

る
権

利

を

与

え

ら
れ

る

も

の
と

し

て
位

置

づ
け

ら

れ

て

い
る

(国
有

.
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自
治

体
有

企
業

の
場
合

に
は
、
労
働
集
団
は
設
立
者

と
と
も

に
定
款
変
更

・
企
業
長
任

用
条
件
等

に

つ
い
て
審
議

・
承
認
ま
た
は
決
定
を
行
う
権
利
を

与

え
ら
れ
る
i

三

二
条
)
。
こ

の
法

律

と
同

時

に
政

府

決

定

と
し

て
制

定

さ

れ

た
「
株

式

会

社

規

程
魯

2
。
禿

臣
。
。
a
輿
長
。
器
℃
臣

×
。
曾

。覇
琴

メ
)1

一
九
九

〇

・
一
二

・
二
五
)

に

は
、

労

働
集

団

の
位

置

づ

け

は
な

い
。

ベ

ラ

ル
ー

シ
共

和

国

企

業

法

二

九
九
〇

・
一
一
∵

一
四
)
、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

共

和

国

企

業

法

二

九
九

一
∴
一∵

二
七
)

は
、

と
も

に
連

邦

企

業

法

と
同

じ
く

、

「
労
働

集

団

の
権

利

・
利

益

と
企

業

財

産

所
有

者

の
権

利

・
利

益

と

の
結

合

」

(
ベ
ラ

ル
ー
シ
法

四
三
条
)
、

「
所
有

者

の
権

利

と
労

働

集

団

自

主

管

理

原

則

と

の
結

合

」

(ウ

ク
ラ
イ
ナ
法

一
四
条

)
を

企
業

管

理

の
原

則

と
規

定

し

て
お

り

、

ロ
シ

ア
企

業

法

と

対

比

し

て
労

働

集

団

の
地

位

に
よ

り
多

く

の
考
慮

を

払

っ
て

い
る

と

い

っ
て
よ

い
。

ベ

ラ

ル
ー

シ
法

も
当

然

の

こ
と

な

が

ら

「
私

的

所
有

に
も

と

つ
く

企

業

」

を

企

業

形

態

の

一
つ
と

し

て

い
る

の

で
あ

る

が
、

こ
れ

と
国

有

企

業

・
集

団

企

業

と

の
管

理
形

態

の
相

違

は

明
確

に
さ

れ

て

い
な

い
。

し

た

が

っ
て
、
例

え

ば

所
有

者

代

表

と
労

働

集

団

代

表

と

の
同

数

原

則

に
よ

る

「
企
業

評
議

会

」

の
構

成

と

い

っ
た
組

織

形
態

(五

一
条
)
が
私

企

業

に
も
適

用

さ

れ

る

と
解

さ

れ
う

る
。

と
す

る
と

、

そ
れ

は
特

徴

的

な

立
場

を

示
す

も

の
と

い
え
よ

う

。

ウ

ク

ラ

イ

ナ

法

で

は
、

労

働
集

団

の
地
位

、

そ

の
自
主

管

理

に

つ
き

、

「
労
働

力

雇

用

の
権

利

を
も

つ
企

業

[私

的

企

業

]
」

(二
条
)
と
国

有

企

業

お

よ

び
国

家

・
地

方

自

治
体

が

財

産
価

値

の
五

〇
%

以

上

を

所

有

す

る
企

業

と
を

区

別

し

て
お

り

、
前

者

に

つ
い

て
は

ロ
シ

ア
法

と
同
様

な
規

定

を

し

て

い
る

(
一
五
条
)
。

こ
う

し

て
、

そ

れ

ぞ

れ

の
法

律

の

ニ

ュ
ア

ン

ス

の
相

違

を

捨
象

し

て

い
え

ば

、

履

用

労

働

を

用

い
る

私
企

業

の
展

開

の
法

的

基
礎

は

一

層

明
確

に
な

り

、

そ

こ
で
労

働

契

約

に
も

と

つ

い
て
就

業

す

る
労

働

集

団

の
企

業

管

理

上

の
地
位

は
、

次
第

に
消

極

的

に

と
り

あ

つ
か
わ

れ

る

よ
う

に
な

っ
て
ゆ
く

。

45

二

所
有
観
の
転
換
と
私
有
化
路
線
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と

こ
ろ

で
、

こ
う

し
た
雇
用
労
働
を
と
も
な
う

私
的
所
有

の
容
認
傾
向

を
め
ぐ

っ
て
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
激

し

い
論
争

が
展
開

さ

れ

た
。
そ

の
中

で
所
有
観

の
転
換

が
顕
現
し
、
私
的
所
有

肯
定

の
思

潮
が
主
導
的
な
も

の
と
な

っ
て
ゆ
く
。
連
邦
所
有
法
案

の
審
議

過
程

で
は
、
前

述

の
よ
う

に
私
的
所
有

は

「
霊
薬
」

か

「
悪
魔

」
か
と

い
う
論
争

が
か
ま
び
す
し
く
紙
上
を
賑
わ

せ
て

い
た
の
で
あ

る
が
、
所

有
法
成
立
後

の
段

階

で
は
私
的
所
有
復
活

に
た

い
す

る
批

判

で
は
な
く
、

む
し
ろ
、

一
私
的
所
有

ア

レ
ル
ギ
ー
」
の
鎮
静
化
、
私
的
所
有

に

た

い
す

る

「
過
剰

な
イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
批
判
」

の
批
判
、
さ
ら

に
は
私
的
所
有

の
積
極
的
擁
護
論

が
優
勢

と
な

っ
て
く

る
。

む
ろ

ん
そ
れ

に

は
そ
れ
な
り

の
現

実
的
背
景

が
あ

る
わ
け

で
あ

る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
所
有

観

に
収
敏
さ
れ
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
転
換

に
支
え
ら
れ

つ
つ
、

私
有
化
政
策

が
展

開
さ
れ

て
ゆ
く

の
で
あ

る
。

O

所
有
観

の
転
換

激
し

い
論
争

の

一
方

の
当
事
者

は
も

ち
ろ
ん
私
的
所
有

・
私
有
化
批
判
論
者

で
あ

り
、

そ

の
議
論
も
重
要

で
は
あ

る
が
、
そ

の
論
旨

は

お
お
む
ね
こ
れ
ま

で

の
体
制

に
お
け
る
支

配
的
な
理
論

の
展
開

で
あ
り
、
紹
介

の
労
を
省

き
た

い
。

こ
こ
で
は
こ
の
従
来

の
支
配
的
所
有

観

の
転
換

の
過
程

に

つ
い
て

い
く

つ
か

の
論
点
を
指
摘
し

て
お
く
。

第

一
に
留
意
す

べ
き

は
、
所
有

に
か
ん
す

る
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
転
換

は
、
具
体
的

所
有

形
態

を

「
超
え

た
」
所
有

一
般

に
か
ん
す

る
観
念

の
転
換

に

つ
つ
ま
れ

て

(そ
う
し
た
姿
態
を
と

っ
て
)
進
行
し

た
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
れ

の
代
表
例

は
、

一
九
八
九
年

一
〇
月
に

〈
プ

ラ
ウ
ダ
〉

(
ソ
連
共
産
党
機
関
紙
)
に
掲
載

さ
れ
た

の
ち

の
憲
法
監
督
委
員
会
議
長

(
ス
ヴ

ェ
ル
ド

ロ
フ
ス
ク
法
科
大
学
教
授
)
ア

レ
ク
セ
ー
イ

(
28

)

エ
フ

の
論

文

に

み

る

こ
と

が

で
き

る
。

念

の
た

め

に

い

っ
て

お
け

ば
、

彼

は
し

ば

ら

く
前

ま

で
高

名

な

マ
ル
ク

ス
け

レ
ー

ニ
ン
主
義

法

理

論
家

で
あ

っ
た
。

こ

の
論

文

で
彼

は

、

所
有

、

商

品
生

産

、

法

、

道

徳

な

ど
を

「
全

人

類

的
価

値

」

を

も

つ

「
文

明

化

の
制

度

」

と

み
、

「
所

有

と
所
有

者

、
商

品

生

産

と
利

潤

、

〈
超

階

級
的

v
モ
ラ

ル
と
道

徳
律

に

つ

い
て

の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

過

剰

の
見
解

を
拒

否

」
し

て
、

「
そ

れ

ら

の
全

人
類

的

な

、

〈
文

明

化

さ

れ

た
〉

ポ

テ

ン
シ

ャ

ル
を

全

面

的

に
開

示
す

る

」

必
要

を

力

説

し

て

い
る
。

所

有

に

つ

い
て

い
え

ば
、
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搾
取
な

ど
の
否
定

的
な
面
を

と
り

の
ぞ
け

ば
、
財
産

に
た

い
す

る
責
任

な
ど

「
所
有

の
負
荷
」
の
効
果
も
あ

り
、
「
高
度

の
生
産
性
を
も

つ

経
営

の
基
礎

.
軸
心
」

と
し

て
全

人
類
的
価
値
を

発
揮
す

る
、

と

い
う

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
は

「
人
間
的

で
民
主
主
義
的
な
社
会
主
義
」

が
前
提

と
な

っ
て

い
る

の
で
、
「
杜
会
主
義
社
会

の
す

べ
て

の
働
き
手
、
す

べ
て

の
勤
労
者

を
生
産
手

段

の
所
有
関
係

に
直
接
的

に
包
含
す

る
こ
と
」

が
主
張
さ
れ
、
国

有
企
業

の

「脱
国

家
化
」
、
賃
貸
企
業

・
協
同
組

合
化
な
ど

の
政
策

が
支
持
さ
れ

て

い
る
が
、
所
有
形
態

の

い

か
ん
を
問
わ
ず

、
お
よ
そ

「
財
産
を
所
有
す

る
」

と

い
う
制
度

一
般

に

「
全

人
類
的
価
値
」

が
あ

る
と
説

い
て
い
る
点

が
ポ
イ

ン
ト

で
あ

る
。

ア

レ
ク

セ
ー
イ

ェ
フ
は

マ
ル
ク

ス
、

エ
ン
ゲ

ル
ス
さ
え
引
照
し

て

い
る
が
、

マ
ル
ク

ス
の
所
有

観
と
は
断
絶
し

て

い
る
こ
と
は
明
瞭

で
あ

る
。
ち
な

み
に
、
「
全

人
類
的
価
値
」
の
思
想

が
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
共
産
党
書
記

長

の
提
唱
す

る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

い
う

ま
で
も

な

い
。

ア

レ
ク

セ
ー
イ

ェ
フ
は
こ
の
論
文

で
私
的

所
有

を
直
接
擁
護
す

る
形
は
と
ら
な

か

っ
た
。
し

か
し
、

の
ち
に

の
べ
る

「市

場

へ
の

移
行

」
計
画
、
す
な

わ
ち
私
有
化
計
画

の
立
案
者

シ
ャ
タ
ー

リ

ン

・
グ

ル
ー
プ

が
所
有

の
権
利
を
市
民

の

「
人
権
」

と
し

て
う

た

っ
て

い

る

の
は
、
所
有

の
全
人
類
的
価
値
論

に
も
と

つ

い
て
秘

、
あ

る
歴
史
家

が

〈
イ
ズ

ベ
ス
チ
ア
〉

(政
府
機
関
紙
)
の
論
文

で

「
私
的
所
有
制

度

」
を
、
「
人
類
文

明
最
大

の
獲
得
物
」

で

「
そ

の
欠
如

は
社
会

の
経
済
的

・
社
会
的

・
精
神
的
衰
退
を
も

た
ら
す
」
と
賛
美

し
て

い
る
の

　　

　

は
、

そ

の

エ
ス
カ

レ
i
ト

し
た
表

現

で
あ

る
。

第

二

に
留
意
す

べ
き
点

は
、
す

で
に
ア

レ
ク

セ
ー
イ

ェ
フ
の
議
論

に
も

で
て

い
る
点

で
あ

る
が
、

「
所
有
」

(私
的
所
有
)
の
経
済
的
効

果

が

「
市

場
」
の
経
済
的
効
果

と
直
結
し

た
形
で
主
張

さ
れ
、

こ
れ
が
所
有
観
転
換

の
て

こ
と
な

っ
た
と

み
ら
れ
る
点

で
あ

る
・
「
私
的
所
有

原
理

の
全
面
的
承
認
」

が
市

場
経
済

へ
の
移
行

の
条
件

で
あ

る

(
ロ
シ
ア
最
高
会
議
副
議
長

ハ
ズ
ブ
ラ

ー
ト
フ
)
、
市
場
と

い
う

「
健
全
な
経

済
」
の
基
礎
は
私
有
化
で
あ
る

(企
蓬

盟
食

ブ
ー

三

と
い
っ
た
表

は
九
・
年
夏
に
は
少
な
く
な
い
硬

こ
こ
で
は
連
邦
最
高
会

議

経
済

改
革

問
題
委

貝
会

所
有

問

題
小
委

員
会

議

長

ボ
イ

コ
の
議

論

を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。
彼
は
、
八
九
年
秋

の
論
文

で
は
・
全
人

民
的

所
有

の

「
実
現

形
態

.
方

法

の
民
主

化

」

と

い
う

方
向

で

「
社

会
主
義
的
所
有

の
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ

カ
」
を
論
じ
、
勤
労
的

私
的
所
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ハ　

ワ

有

は
承
認
す

る
が

「
叢

者
的

私
的
所
有

」
は
承
認
し
三

と
主
張
し

て

い
た

の
で
あ
る
が
、

(
万

朋
の
連
邦
人
民
代
講

貝
大
A
ム
で
の
発
言

は
前
述
)
、
九
〇
年

三
月

の
所
有
法
成

立

の
最
終
段
階

で
は
次

の
よ
う

な
主

張
を
行
う

に

い
た

っ
て

い
る
。

生
産
手
段

の
所
有

は

「
そ

れ
に
よ

っ
て

の
み
、
生
物
学
的

に
は
誰

に
も
必
要

で
な

い
も

の
を
生
産
し
、
蓄
積
す

る

こ
と
が
可
能

で
あ
る

よ
う

な
特
殊
な
形
態

」
と
し

て
歴
史
的

に
発
生

し
た
。
所
有
者

と

い
う
も

の
は

「生
産
手
段

の
蓄
積

.
保
守

.
不
断

の
更
新

と

い
う
重

い

義

務
」
を
負

っ
て
お
り
、
経
済

取
引

に
お

い
て
自
己

の
全

財
産

を
も

っ
て
他

人

に
た

い
す

る
責

任
を
果

た
す

リ

ス
ク
を
負

っ
て

い
る

(労
働

者

の
働
く
場
所
を
与
え

る
の
も
所
有
者

な

の
だ
、
と

い
　
主
張
も

ほ

の
め
か
し
て

い
る
)
.

こ

の
よ

、つ
な
霧

と
責

任

を
負

っ
て

い
る
以

上

、
「
所

有

に
た

い
す

る
、

そ

れ

を

取
引

に
投

ず

る

こ
と

に

た

い
す

る

支

払

い
」

を

も

と

め

て
不

当

な

こ
と

が
あ

う

つ
か
、

と

い
、つ
の
で
あ

る
.

し

か
し
・
や
は
り
搾

取
と

い
う

問
題

に
は
気

を

つ
か

っ
て

い
て
、
雇

用
労
働
者

の
剰
余
労
働

の

蔀

で
も
取
得
す

る
¥
芝

は
搾
取
を
意
味
す

る

の
か

P
」
・
そ
う

で
は

な

い
、
と

み

る

の

で
あ

る
。
こ

こ

で

は
論

者

は
脱

国

有

化

は
資

本
主

義

化

で
は

な

い
と

い
う

立

場

を

と

っ
て

い
る

の

で
・

雇

用
労

働

の

一
定

の
制

限

や
従

業

員
持

株

制

に
よ

る

「
労
働

者

の
所

有

者

化

」
な

ど

も
主

張

し

て

い
る

の
で
あ

る

が
、
、

所
有

者

の

蓄

積

機
能

の
強

調

に
よ

っ
て

資

産
所

得

を

正

当

化
す

る
議

論

に
注

目

し

た

い
。

こ

こ

で
も

ま

だ

マ
ル
ク

ス
が
引

き

合

い
に
だ

さ

れ

た
り

し

て

い
る

が
、

典

型

的

な
資

本

家

の
論

理

が
借

用

さ
れ

て

い
る
。

第

三

に
重

要

な
所

有

観
転

換

の
ポ

イ

ン
ト

に
な

る

の
は
、

つ
ぎ

の
点

で
あ

る
。

上
記

の
ボ
イ

コ
の
見

解

に

み
ら

れ

る
よ

う

に
、

雇

用
労

働
を
と
も
な
う

所
有

鰹

営
形
態
を
容
認
し

つ
つ

葎

取
」

は
否
定
す

る
と
す

れ
ば
、
所
有
形
態

か
ら

葎

取
L
関
係

を
切
り
は
な
し
、

資

本

11
賃

労

働

関

係

か

ら

そ

れ
を

切

り

は

な
す

必

要

が
あ

る
。

そ

の
た

め

に

は
、

「
搾
取

」

概

念

の
転

換

を

は
か

ら

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

資
本

11
賃

労

働

関

係

が
あ

れ

ば
必

ず

搾

取

が
あ

る

の
か
、

と

い
う

「
問
題

」

を

め

ぐ

る
議

論

は
そ
う

し

た
含

み
を
も

っ
て

い
た
。

そ
う

し

て
・
養

本
主
義

に
は
搾
取

は
な

い
が
、
社
会
主
義

に
は
そ
れ

が
あ

る
」

と

い

っ
た
極
論

は
別
と
し

て
も
、

「
今
日
わ
が
国

に
お
け

る
搾
取

度

は
す

べ
て
の
工
業
国
中
最
高

で
難

・
」
と

い

っ
た

ナ芝

が
袋

的
な
労
働
法
学
者

に
よ

っ
て
主
張

さ
れ
る
よ
、つ
に
な
る
.

こ
の
問
題

で
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の
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
転

換

の
過

程

を
率

直

な

表

現

で
語

っ
て

い
る

の
は
、

ソ
連

共
産

党

機

関

誌

〈
コ
ム

ニ
ス
ト
〉

に
掲

載

さ
れ

た

「
搾

取
1

い
ま

そ

れ

を

い
か

に
解

す

る

か

」

と
題

す

る
論

文

で
あ

る
。

そ

れ

に
よ

れ

ば
、

搾

取

に

つ
い
て

の

「
伝

統

的

規

定

」

(
マ
ル
ク

ス
主
義
的

規
定

)
は
、

個

人
資

本

家

が
典

型
的

で
あ

っ
た

一
九

世
紀

前

半

ま

で

は

正

し

か

っ
た

が
、

現

代

に
は
妥

当

し

な

い
、

と

い
う

。

こ

の
議

論

に
よ

れ
ば

、

資

本

主
義

企

業

の
利

潤

で
も

、

蓄

積

に

ま

わ
す

部

分

、

政

府

に
支

払

う

部

分

お

よ

び
資

本

家

の
経

営

労

働

の
報

酬

と

し

て
彼

ら

が
取

得

す

る
部

分

な

ど

は
搾

取

に
当

ら

な

い
。
利

子
生

み
資

本

の
利

子

に
も

必

要

経

費

補

墳
ハの
意

味

が
あ

る

の
で
搾

取

に
帰

す

る

わ

け

に

は

い
か
な

い
。

そ

こ

で
、

搾

取

と

は
な

に

か
を

詰

め

て

ゆ
く

と

ど
う

な

る

の

か
。

こ

の
論

文

に
よ

る
と

、

搾

取

と

は
、

労

働

力

の
価

値

以

F

し

か
支

払

い
が

な

さ

れ
な

い
場

合

、

労
働

者

に
自

由

時

間

が
な

く

て
教

育

を

受

け

ら

れ
な

い
…場
合

、

性

別

、

民

族

的

帰

属

に
よ

る
差

別

の
あ

る

ば

あ

い
に

い
え

る

の
だ
、

と

い
う

こ
と

に

な

る
。

つ

ま

る

と

こ
ろ

搾

取

と

は

不

当

な

利

得

だ
と

い
う

こ
と

に
な

る

の

で
あ

っ
て
、
[
搾

取

は

な

ん

ら

か

の
特

定

の
所

有

形

態

と
結

び

つ
く

も

の
で

は

な

い
」

と

い
う

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

と

い
う

こ
と

に
な

れ

ば

、

所
有

法

で

「
搾

取

を
排

す

」

と

い

っ
て
も

、

そ

れ

は
資

本

家

的

所

(35

)

有

関

係

を

排
す

る

こ
と

を

意

味
す

る

の

で
は

な

い
こ
と

に
な

る
。

シ

ャ
ー

タ

リ

ン
に

い
わ

せ
れ

ば
、

そ

ん
な

「
古

く

さ

い
ド
グ

マ
」

と

は

へ
36

>

縁

を

切

る

べ
き

だ

、

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。

最

後

に
指

摘

し

て

お

き

た

い
の
は
、

前

記

〈
コ
ム

ニ
ス
ト

V
論

文

の
論
者

が
述

べ

て

い
る
よ
う

に
、

「
株
式

会

社

は
搾

取

の
克

服

形

態

で

[r
37

>

あ

る
と

い
う
確
信
」

が
広

が

っ
て

い
っ
た
と

い
う
点

で
あ

る
。

だ
か
ら
、
資
本
主
義
諸
国

で
は
か
な
り
前

か
ら

「
基
本
的
生
産
手
段
は
全

38

・

国

民
的
所
有

に
移
行
し

て
お
り
、
国

民
的
株
式
会
社

の
体
系
を
通
じ

て
国
家
装
置

に
よ

っ
て
管
理
さ
れ

て
」

い
る
、

と

い

っ
た
見
解

が
登

場

し
て
も
不
思
議

で
は
な

か

っ
た
。
株
式
会
社

に

つ
い
て
は
も

っ
と
慎
重
な
議
論
も
あ

る

こ
と

は

い
う

ま

で
も
な

い
。
し

か
し

こ
こ
で
重

視
し

た

い
の
は
、

こ
れ
を
無
条
件

に

「
集
団
所
有
」
形
態

と
す

る
見
解

が
支
配
的

に
な

る

こ
と

で
あ

っ
て
、
社
会
主
義
所
有

の
形
態

の
多

様
化

と

い
う
路
線

の
構
想

に
も
早
く

か
ら
株
式
会
社
形
態

が
そ

の
有
力
な

一
形
態

(「集
団
所
有
」
形
態
)
と
し
て
含

ま
れ
て

い
た
。
株
式
会
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社

は

や

が

て

「
搾

取

な
き

」

私
企

業

と
し

て
観

念

さ

れ
、

つ
い
で

「
搾

取

」

概

念

そ

の
も

の

が

「
陳
腐

」
化

さ

れ

て
、

私
有

化

の
中

心

的

形

態

と

さ
れ

て

ゆ
く

で
あ

ろ

う

。

と

こ
ろ

で
、

上

述

の
よ

う

な
所

有

観

の
転

換

に

は
、

そ
れ

な

り

の
社

会

的

・
政

治

的

背

景

が
あ

る
。

し

か

し

こ
れ

に

つ

い
て

は
筆

者

に

(
39

)

ま

だ
十

分

な

分

析

が

用
意

さ

れ

て

い
な

い
。

こ

こ
で

は
、

別

な

と

こ
ろ

で
書

い
た

こ
と

の
繰

り

返

し

に
な

る

が
、

検

討
す

べ
き

二
、

三

の

論

点

を

指

摘

す

る

に

と

ど

め

た

い
。

所

有

観

転

換

に

は
、

一
般

的

に

は

む
ろ

ん

「
社

会

主

義

」

(
つ
ま
り

「
ソ
ビ

エ
ト
型
社
会

11
政
治
体
制
」
)

の
矛
盾

の
意

識

化

と

い
う

問

題

、

そ

し

て
、

こ

の
意

識

化

の
在

り
方

そ

の
も

の
を

規

定

す

る
矛

盾

の
構

造

と

い
う

問

題

が
あ

る
。

こ

の
点

の
追

求

は

ソ
連

史

全

体

の
検

討

に
及

ぶ
。

し

か

し
、

こ

こ
で
指

摘

し

た

い

の
は
、

限

定

さ

れ

た
視

点

か

ら

の
論

点

、

つ
ま

り

、
前

ペ

レ

ス

ト

ロ
イ

カ
期

に

お
け

る
所

有

観

転

換

の
社

会

的

土
壌

と

い
う

観

点

か

ら

の
論

点

指

摘

で
あ

る
。

そ

の
第

一
は
、

一
九

六

〇

年
代

以

降

、

不

徹

底

な

が

ら
試

行

さ

れ

た
経

済

改

革

、

利

害

動

機

刺

激

型

の
経
済

政

策

と
結

び

つ

い
て

い
わ

「
40

)

ゆ

る

「
官

僚

的
市

場

関

係

」

の
複

雑

な

シ

ス
テ

ム
が

独
特

の

「
慣

習
法

」
を

生

み

だ
し

つ

つ
展

開

し

て
き

て

い
た

、

と

い
う

問

題

で
あ

る
。

そ

の
中

で
、

党

目
国

家
官

僚

の
特

権

(命
令

・処

分
権
)

の

「
私
有

」

化

と
そ

れ

ら

の
相

互

的

「
交

換
関

係

」
も

展

開

す

る
。

そ

れ

は
、

ス

(
41

)

タ
i
-ー

ン
時
代

の
特

殊

「
動
貝

型
」

の
指

令
的

経
済
管

理
構
造

(「権
威
主
義
的
・動
貝
的
社
会
主
義
」
)
と
は
異
な
る
も

の
で
、
官
僚
機
構
内

部

の
横

の

「
取
引
」
関
係

に
よ

っ
て
支

え
ら
れ
て

い
る
国
家
管

理
形
態

で
あ

る
。

こ
う
し

た
構
造

は
、
表

の
計
画
経
済

の
裏

側
に

「
闇
経

済
」
を
は
び

こ
ら

せ
る
こ
と

に
な
り
、

両
者

の
癒
着
構
造
を
生

み
だ
す
。

こ
う

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
態

で
利
害
追
究
型
行

動
圏
に
参
入
し

た
官
僚
集
団

は
、
機

構

の
内

外
に
私
的

人
脈
を
は
り
め
ぐ

ら
す

こ
と
に
な
り

(
コ
ネ
集
団
)
、

「
影

の
権
力
」
を
成
長
さ

せ
た
。

そ

こ
か
ら
個

別
的

u
グ

ル
ー
プ

的
利
益
追

究
型

の
行

動
様
式

の
遊
域
拡
大

志
向
、
官
僚
主
導

型

の
市
場
経
済

へ
の
政
策
志
向

が
生
じ

た
こ
と
は
理
解

に

難
く
な

い
。

「
行
政
的

・指
令
的
」
管

理
方
式

の
内
部

で
、

そ

の
不
合

理
性

の
裏

返
し
と
し

て
生
成
し
、
表

の
管

理
方
式
を
神
話

化
し
て

い

っ
た

こ
の
現
象

は
、

ペ

レ
ス
ト

ロ
イ

カ
前

に
お
け
る
社
会
的

諸
勢
力

の
配

置
を
考

え
る
場
合
き
わ

め
て
重
要

な
意
味
を
も

っ
て

い
る
。
私
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的
所
有

容
認
と
私
有
化
路
線

が
共
産
党

一
党
支
配
体
制

の
も
と

で
生
じ

た
過
程
は
、
そ

の
分
析
な
し

に
は
解
明

で
き
な

い
。

第
二
は
、

こ
の

一
党
支
配

の
政
治
構
造

に

つ
い
て
い
え
ば
、

か

つ
て

の
各

級
党
書
記
局

の
峻
厳
な

一
元
的
支
配

が
崩

れ
て
、
各
行
政
部

門

の
国
家
官
僚
制

(党
機
構
と
癒
着
し
た
)
の
独
自
権
力

が
成

長
す

る
。
あ

る
論
者

の
指
摘

に
よ
れ

ば
、
党

の

「
政
治
指
導

部
」
と

「
党
と

国
家

の
職
業
的
な
管

理
機
構
」

(「
官
僚
主
義
化
さ
れ
た
管
理
機
構
」
)
と

の
関
係

が
、
後
者

の
前
者

へ
の

「
無
条
件

の
従
属
」
か
ら

の
離
脱

に

〔
42

}

よ

っ
て
、

「
組

織

的

な

二

重

権

力

と

い
う

性

格

」
を

帯

び

る

に

い
た

っ
た

と

い
う

.

こ

の
事

情

を

先

に

の
べ

た
変

化

と
重

ね
合

わ

せ

て

み
て

お

く

必
要

が
あ

る
。

そ
う

し

て

み

る

と
、

「
マ
ル
ク

ス

ーー

レ
ー

ニ
ン
主

義

」
の

一
元

的

支

配

と

い
う

点

に

つ

い
て

も
内

部

的

変

容

が
進
行

し

て

い
た

で
あ

ろ

う

こ
と

が
推

測

さ

れ

る
。

硬

直

化

し

た
教

義

へ
の
外

面

的

忠

誠

強

要

は
内

面

的

な

脱

思

想

を

と

も
な

う

の
で
あ

る

が
、

そ

れ

は
単

純

な

脱

思

想

に

と

ど
ま

ら

ず

、

さ
ま

ざ

ま

な

思

想

潮

流

に
よ

る
代

置

を

と
も

な

う

。

こ

の
場

合

ノ

メ

ン
ク

ラ
ト

ゥ
ー

ラ
層

に
お

い

て

は
、

教
条

化

さ

れ

た

「
社

会

主
義

」

へ
の
外

面

的

忠

誠

と
内

面

的

世

界

と

の
分

裂

、

人

格

的

二

重

化

が
特

徴

的

構

造

と

な

る
。

そ
う

だ

と
す

れ

ば

、

一
枚

岩

の
思

想

集

団

と
し

て

の
党

と

は
す

で

に
神

話
化

し

た

存

在

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

し

た

が

っ
て
、
党

の
内

部

で

は
多

次

元

的

分
解

が
進

行

し

て

い
た

と
考

え

ら

れ

る
。

こ
れ

に
加

え

て
、

教

条

体

系

そ

の
も

の

が
現
実

の
変

貌

に
応

じ

て
折

衷

主

義

の
増

幅

に

み
ま

わ

れ

、
教

条

と

し

て

の
内
的

一
貫
性

を

失

い

つ

つ
あ

っ
た

面

も

考
慮

す

べ
き

で
あ

ろ

う

。
こ
れ

を
前

提

と

し

て
考

え

る
と

、

ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ

政
策

を

支

持
す

る
改

革

志

向

に
は

さ

ま

ざ

ま

の
潮

流

が

存

在

し

て

い
た

の

で
あ

っ
て
、

川
社
会

主

義

の
刷

新

」
と

い
う

形

態

を

と

っ
た
改

革

ス

ロ
ー

ガ

ン
も

「
同

床

異

夢

」

的

性
格

を

も

っ
て

い
た

と

み
ら

れ

る

の

で
あ

る
。

共
産

党

書

記

長

ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
自

身

ハ娼

、

が
八
九
年
末

に
は
社
会

民
主

主
義

と
境
を

へ
だ
て
る

こ
と

は
な
く
な
り
、
彼

の
依
頼

で

「市
場

へ
の
移
行
」
プ

ラ

ン
策
定

の
中
心

と
な

っ

(
44

)

た
シ

ャ
タ
ー

リ

ン
は
、
共
産

党
中
央
委

員
会

メ

ン
バ
ー

で
あ
り
な
が
ら

マ
ル
ク

ス
主
義

か
ら
離

れ
る

こ
と
久
し

か

っ
た

の
で
あ

る
。

⇔

私
有
化
路
線

の
展
開

ω

上
述

の
過
程

で
私
有
化
路
線

が
形
成

さ
れ

て
ゆ
く

の
で
あ

る

が
、
九

一
年

か
ら
九

二
年

に
か
け

て
法
制

化
を

て

こ
と
す

る
本

格
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的

・
全
般
的
私
有
化

が
は
じ
ま
る
以
前

に
、
国
有

企
業

の
個
別

的
私
有
化

が
進
行
し

て

い
た

こ
と

に
触

れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

国
有
企
業

の
個
別
的

私
有
化

に
は
、
そ
れ

の
協

同
組
合
企
業
化

あ
る

い
は
賃
貸
企
業
化
を
前

提
と
し
て
、
賃
借

人
集
団

日
労
働
集

団
が

こ

戸
45

∀

れ
を
買
取

っ
て
株
式
会
社

と
す

る
、
あ

る

い
は
協
同
組
合
を
株

式
会
社
化
す
る
と

い
う
方
法

、
ま
た
個

々
の
大
企
業

に

つ
い
て
は
直
接

に

政
府
決
定

で
株
式
会
社
化
す

る
と

い
う
形
態
、

小
企
業

に

つ
い
て
は
労
働
集

団

の
買
取
り

に
よ
る
有

限
会
社
化

と

い
う
方
法
、
な
ど
が
と

ら
れ
た
。

「
46

・

政
府

決

定

に

よ

る
株

式

会

社

化

の
例

と

し

て

は

、
よ

く

知

ら

れ

て

い
る

よ
う

に

因
睾

〉
ω

の
例

が
あ

る
。
天
寒

〉
ω
は
、
従

業
員

約

一
四

万

人
、

一
八

工
場

2

..一工
場

と

い
う
記
述
も
あ

る
)
を

包

括

す

る
連

邦

直

轄

の
大

型

貨

物

白

動

車

生

産

合

同

で
あ

る

が
、

一
九

九

〇

年

六

月

、

先

に

の

べ
た
連

邦

企

業
法

と
株

式

会
社

・
有

限
責

任

会
社

規

程

の

で
た

直

後
、

六

月

三

〇

日

の
連

邦

政

府

決

定

に
よ

っ
て
、
定

款

資

本

四

七
億

ル
ー

ブ

リ

の
株

式

会

社

に
改

組

さ

れ

た
。

第

一
次
株

式

発

行

で
は

、

発

行
株

式
総

数

二

株

一
〇
〇

ル
ー
ブ
リ
)
の
う

ち

、
政

府

保

有

二

五

・
五

%
、

労

働

集

団

保

有

二

五

・
五
%

、

計

五

一
%

を

の
ぞ

く

部

分

が
公
開

さ

れ

て
市

民

・
法

人

の
引

受

け

を

期
待

す

る

と

い
う

計

画

で
あ

っ
た

が
、

実
際

に
は
、

ソ
連
国

有

財
産

フ

ォ

ン
ド

が

三

七
%

、

タ

タ

ー

ル
ス
タ

ン
国

有

財

産

管

理

委

員

会

が

一
三

%
、

各

種

の
企

業

・組

織

(約

一
、

二
〇
〇
)
が

四
五

%

、

労

働

集

団

員

天

七
、
O
O
O
人
)
五

%

、

と

い
う

保

有

構

成

と
な

り

、

一
般

市

民

、
外

国

市

民

・

法

人

の
株

式
取

得

は

な

か

っ
た

(当
初

は

一
〇
%
を

予
定
)
。

当

初

は
労

働

集

団

評

議

会

代

表

を

つ
う

じ

て

労
働

集

団

が
理

事

会

に
参

加

し

、

三

分

の

一
の
票

決
権

を
与

え

ら

れ

る

r
定

で
あ

っ
た

が

(二
五

・
五
%
保
有

を
前
提
)
、

実
際

に

ど
う

な

っ
た

か

は

わ

か
ら

な

い
。

こ

の
間

、
前

記

企

業
法

、

株

式

会
社

・
有

限
責

任

会
社

規

程

の
ほ

か

に
、
連

邦

レ
ヴ

ェ
ル

で
は
最

高

会

議

決
定

「
ソ
連

に

お
け

る
規

制

さ

れ

た

市

場

経
済

へ
の
移
行

の
構

想

(否
告
①暑
琶

に

つ

い
て
」

に

も

と

つ
く

政
府

決
定

「
小

規
模

企

業

の
創

設

・
発

展

に
関
す

る
施

策

」

〔
47

)

(九
〇

・
八

・
八
)、

同

じ

く

政

府
決

定

「
地

方

工
業

・
商

業

の
私

有

化

・
脱
国

有

化

の
原

則

」

二

九
九

〇

・
一
〇

・
二
五
)
、

「
銀

行

お

よ

び

銀

行

業

に
関
す

る
法

律

」

(九

〇

・
一
二

二

こ

、

「
投

資

活

動

立
法

の
基

本

原

則

」

(九
〇

・
一
二

∴

○
)、

「
レ

ニ
ン
グ

ラ

!

ド
市

お

よ

び



(53)旧ソ連におけ るペ レス トロイカ と所有制 改革53

レ

ニ
ン
グ

ラ

ー

ド

州

に

お

け

る
国

有

企
業

の
株

式

会

社

そ

の
他

の
所
有

形

態

の
企

業

へ
の
改
組

に

つ

い
て
」

(九
〇

・
一
二

・
一
〇
)
な

ど

の

関

連

立

法

、

ま

た

ロ
シ

ア
共

和

国

レ
ヴ

ェ
ル
で

は
、

モ

ス
ク

ワ
市

ソ

ビ

エ
ト
幹

部
会

決

定

「
地
方

工

業

・
商

業

・
生

活

サ

ー

ヴ

ィ

ス
企
業

の
私

有

化

・
脱

国

有

化

の
原

則

に

つ

い
て
」

(九
〇

・
一
〇

・
二
五
)
、
政

府

決
定

「
ロ
シ
ア

共
和

国

領

域
内

に

お
け

る
国

有

企
業

の
株

式

会

社

化

に

つ

い
て
」

(九
〇

・
一
二

・
五
)
な

ど

の
関

連

立

法

が
現

れ

、

さ

ら

に
連

邦

政
府

の
商

業

省

・
財

務

省

関

係

の
研

究

所

な

ど

が
作

成

し

た
「
脱
国

有

化

の
諸

問

題

に

つ

い
て

の
地

方

人

民

代

議

貝

ソ

ビ

エ
ト

へ
の
勧

告

」

(九
〇
年
九

月
)
が
発

表

さ

れ

た
り

し

て
、

個
別

的

私
有

化

を
促

進
す

る

こ
と

に
な

る

。

そ

う

し

て
、

こ

の
流

れ

が
九

一
年

に

は
全

面

的

私

有

化

立

法

に

つ
な

が

っ
て
ゆ

く

の

で
あ

る
。

連

邦

国

家

統

計

委

員
会

の

一
九

九

〇

年
度

統

計

報

告

で

み

る

と
、

工

業

部

門

の
賃

貸

企

業

約

二
四

、

O

O

O

(杜
会
給
食

・
生
活
サ
ー
ヴ

ィ

ス
企
業

で
数
万
)
、
協

同

組

合

企

業

約

二

六

〇
、

○

○

○

(う

ち
八

〇
%

は
国
有
企
業

に
付
設
さ
れ
た
も

の
)
、
農

民

経

営

四

〇

、
六

〇
〇

、
株

式

会

社

一
、

二
〇

〇

以
上

、

合

弁

企

業

約

三
、

○

○

○

、

商

業

銀

行

・
協

同

組

合

銀

行

一
、

四

〇

〇

、

私

営

の
小
売

商

店

・
飲

食
店

・
生

活

サ

ー

ヴ

ィ

ス
企

業

約

四
三

、

二

〇

〇

(全
体

の
三
-

五
%

)
と

い
う

数

字

が

示

さ
れ

て

お
り

、

所
有

多

様

化

の
端

緒

的

状

況

が
う

か

が
わ

れ

る
。

な

お
、

国

有

企

業

の

「
商

事

化

(否
歪

芒
長
碧
δ
碧
量

」
を

示
す

コ
ン

ツ

ェ
ル

ン
、

ア

ソ

シ

エ
ー

シ

ョ

ン
、

コ
ン
ソ

シ
ウ

ム
等

の
企

(
48

)

業

連

合

組

織

が
約

一
、

八

〇

〇

と
な

っ
て

い
る
。

②

さ

て
、

一
九

九

〇

年

七

月

ニ

ー1

か
ら

一
三

日

に

か
け

て
開

催

さ

れ

た

ソ
連

共

産
党

第

二
八

回

大
会

は
、

さ
き

に
触

れ
た

よ
う

に
、

所
有

・
経
営

形

態

の
多
様

性

、

す

べ

て

の
所

有

・
経

営

形

態

の
同
権

と
自

由

な

企

業

家
活

動

、

そ

れ

ら

の
あ

い
だ

の
自

由

な

競
争

{8
で串

=
畠
臣
=p
。。自
蕊
霧
9
.啓
。..)
を

基

礎

と
す

る
市

場

経

済

へ
の
移

行

路

線

を

「
綱

領

的

声

明
」

と

し

て
採

択

し

た
。

二
月

の

「
綱
領

草

案

」

で
は

「
計

画

的

11
市

場
的

経

済

」

と

さ

れ

て

い
た

の

が
、

こ

こ
で

は

「
規
制

さ

れ

る
市

場

」

ま

た

は

た

ん

に

「
市

場

」

と

よ

ば

れ

る
よ

う

に

な

っ
て

い
る
。

こ
う

し

て
、
市

場

移

行

路

線

が

支

配

党

の
綱

領

的

路

線

と
な

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

さ
し

あ

た
り

は

「
共

産

党
支

配

の
も

と

で

の
」
私
有

化

が

一
般

的

政
策

と

な

る

(た
だ
し

「全

面
的
非
国
有
化

」
は
否
定

)。

こ

こ

で
留

意

す

べ
き

は
、

「
市

場

へ
の
移
行

」
政

策

そ
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れ
自
体

は
、
す

で
に
例

え
ば

こ
の
年

の
五
月

の
連
邦
最
高
会
議

で
、

政
府
提
出

の

「
国

の
経
済
状
態

と
規
制

さ
れ
る
市
場
経
済

へ
の
移
行

(
49

)

の
構
想

に

つ
い
て
」

な
る
改
革
プ

ロ
グ

ラ

ム
案
を

め
ぐ

っ
て
議
論

さ
れ

て

い
る
。

だ
が
、

そ

こ
で
は
私
有

化

・
脱
国
有
化
政
策

が
問
題
と

(
50

)

な

っ
て

い
た

わ
け

で
は

な

い
。

こ

こ

で
問

題

と

な

る

の
は

私
有

化

・
脱
国

有

化

を

「
市

場

へ
の
移

行

の
礎

石

」

と

す

る
路

線

の
公

定

で
あ

る
。

二

八

回

大
会

に
注

目

す

る

の

は
そ

の

た
め

で
あ

る

。

二

八

回

党

大

会

後

、

市

場

移

行
プ

ロ
グ

ラ

ム

の
策

定

が

は
じ

ま

る

。

ま

ず

、

連
邦

大

統

領

ゴ

ル
バ

チ

ョ

フ
と

ロ
シ
ア

共
和

国

最

高

会

議

議

長

エ
リ

ツ
ィ

ン
の
共

同

の
決

定

に
よ

っ
て
組

織

さ

れ

た
作

業

グ

ル
:

プ

、

す

な

わ

ち

い
わ

ゆ

る

シ

ャ
タ
ー

リ

ン

・
グ

ル
ー
プ

の
作

成

し

た

「
市

場

へ
の
移

行

"
コ

ン
セ
プ

ト

と
プ

ロ
グ

ラ

ム

9

。℃
。×
。泪
廼

『巽

《
憂
。
琵
・召
蕾

国
弓
。
「℃
㊤
竃
ζ
帥
)
」
が
八

月

二

二

日

に
大

統
領

に
提

出

さ

〔
51

)

れ

た

。

こ

れ

は

シ

ャ
タ

ー

リ

ン

・
プ

ロ
グ

ラ

ム

と

も

「
ゴ

ル

バ

チ

ョ

フ

ーー

エ
リ

ツ

ィ

ン

・
プ

ロ
グ

ラ

ム
」

と

も

呼

ば

れ

る

。

そ

こ

で

は

、

市
場
経
済

へ
の
移
行

の
プ

ロ
グ

ラ

ム
が
、

「
所
有

に
た

い
す

る
人

の
権

利
」

(「各
人
の
手
中

に
あ
る
所
有
-

そ
れ
は
社
会

の
安
定

の
保
証
で

み
群

」
)
、

「
経
済

活

動

に
た

い
す

る
市

民

の
権

利

」
、

「
消
費

選

択

の
自

由

と

公

正

な
価

格

に

た

い
す

る
市

民

の
権

利

」
、
「
所

得

増

大

と

社
会

的

保

証

に

た

い
す

る
市

民

の
権

利

」
、

「
経

済

活

動

の
自

由

に

た

い
す

る

企
業

の
権

利

」

と

い

っ
た
市

民

の
権

利

の
実

現

プ

ロ
グ

ラ

ム
と

し

て

理
念

化

さ

れ
、

そ

の
理

念

の
下

で
、

①

経
済

主

体

の
最

大

限

の
自

由

と
国

家

の
不

介

入

、

経
済

活

動

の
最

重

要

刺

激

要

因

と

し

て

の
競

争

、

自

由

な

価
格

形
成

、
②

労

働

力
市

場

、

資

本
市

場

等
市

場

関

係

拡

大

と

経
済

の
対

外

開

放

性

、

③

社
会

的

保

護
等

が
改

革

目

的

と
し

て
う

た
わ

れ

、

そ
う

し

た
目

的

で

の

「市

場

へ
の
移

行

」

の
た

め

の
脱

国
有

化

・
私
有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム
が
以

下

の
よ
う

な

「
五

〇

〇

日
計

画

」

(
一
兀
九

〇

・
一

一
・
一
i

九
一
∵

三

・
一
四
)

と

し

て
提

示

さ

れ

た
。

A

最

初

の

一
〇

〇

日
l
1
1
①

九

〇

年

の
年

末

ま

で

に
五

〇
-

六

〇

の
国

有

大

企
業

を
株

式
会

社

化

、
②

一
定

類

型

の
国

有

住

宅

・
宅

地

、

自

動

車

・
建

物

・
設

備

等

の

一
部

を

市

民

に
売

却

、

③

小

規

模

商

業

・
サ

ー

ヴ

ィ

ス
企

業

の
私
有

化

、
④

土

地

改
革

　
コ
ル
ホ
ー

ズ

.

ソ

フ
ホ

…

ズ

の
土
地

を

コ
ル
ホ

ー

ズ
員

、

ソ

フ
ホ

ー

ズ
労

働

者

の
分

与

地

の
総

体

と
宣

言

し

、

彼

ら

に
分

与

地

と
財

産
持

分
を

持

っ
て
自
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由

に
離
脱
す

る
権
利
を
保
障
す

る
。
B

一
〇

〇
～
二
五
〇

日
l
I

①

大
規
模
国
有

企
業

の
株
式
会
社
化
を

一
〇
〇
〇
i

一
五
〇
〇
企
業

と
し
、
株
式

の
売
却
を
促
進
、
②
小
規
模
国
有
企
業

(生
産

・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
)
の
五
〇
%
を
私
有
化

(各
種

の
形
態
)
、
③

土
地
改
革

の
第

一

段
階
を
終
了
。

C

二
五
〇

ー
四
〇
〇

日
-l
l
①

工
業

の
固
定

資
産

の
三
〇
1

四
〇
%

、
建
設

・
自
動
車
運
輸

の
五
〇
%
ま

で
、
商
業

・

サ
ー

ヴ
ィ

ス
業

で
は
六
〇
%
以
L
を
株
式

会
社
化
ま
た
は
売
却

し
、
あ
る

い
は
賃
貸
企

業
と
す

る
と
す

る
。
②
生
産
物

・
サ
ー
ヴ

ィ
ス
の

七
〇
1

八
〇
%

に

つ
き
価
格
統
制

を
撤
廃
す

る
。
D

四
〇
〇

～
五
〇
〇
日
ー
-⊥
①
国
有
企
業

の
株
式
会
杜
化
ま
た
は
売
却

・
賃
貸
を
工

業

で
は
七
〇
%

以
L

に
、
建
設

・
自
動
車
運
輸

・
卸
売

・
小
売
商
業

・
サ
ー
ヴ
ィ

ス
業

で
は
八
〇
1

九
〇
%
以
上

と
す

る
。
②
国

家
保
有

株

の
自
然
人

・
法

人

へ
の
売
却
、
な
お
③

私
的
農

民
経
営
創
出

は
近
未
来

に

一
五
-

一
八
万
戸

と
測
定
。

こ
の

「
急
進
的
」

で

「
シ

ョ
ッ
ク
療
法
的

」
と
評

さ
れ
る

「
五

〇
〇
日
計
画
」

は
、

ロ
シ
ア
共
和
国
最
高
会
議

で
は
九
月

=

日
に
承

認
さ
れ
た
が
、
連
邦

レ
ヴ

ェ
ル
で
は
政
府

の
厳
し

い
抵
抗

で
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
は

こ
れ
を
通
す

こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
。
さ
き

に
触

れ
た
よ

う

に
、
政
府

の
市
場
移
行

プ

ロ
グ

ラ

ム
は
す

で
に
前
記

五
月

の
最
高
会
議

に
提
出

さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
手
直
し
を
要
求
さ
れ
て

(六
二

三
最
高
会
議
決
定
)
、
政
府

と
し
て
は
そ

の
準
備
を
し

て

い
た
。

一
一
月

の
最
高

会
議

で

の
副
首
相

ア
バ

ル
キ

ン
の
報
告

で
み
る
か
ぎ
り

で

は
、

そ

こ
に
は

「
市
場

へ
の
移
行

の
条
件
」

と
し

て
脱
国
有
化

の
構
想

が
示
さ
れ

て

い
る
。
そ

の
方
向

は
、
労
働
集
団

に
よ
る
事
後

の
買

取
り
を
含

む
賃
貸
企
業

の
発
展
、
株
式
会
社

の
創
設
、
強
力
な
協
同
組
合
運
動
、
私
企
業
や
農

民
経
営

の
形
成

へ
の
着

手
、
住
宅

の
私
有

化
な

ど
で
あ

る
が
、
多
様

な
所
有

形
態
を
発
展
さ

せ
る
に
あ

た
り

「
極
端

か
ら
極
端

に
、

つ
ま
り
、

経
済

の
全
面
的
国
家
化

か
ら
国
家

セ

ク
タ
ー

の
全
面
的
除
去

へ
と
走

っ
て
は
な
ら
な

い
。
近

い
将
来

に
と
ど
ま
ら
ず

、
そ

の
先

の
見

通
し

で
も
、
国
家

セ
ク
タ
ー
は
経
済

の

一

〔
53

」

連

の
キ
イ

領

域

を
包

摂

す

る

で
あ

ろ
う

」

と

い
う

立

場

が
強

調

さ

れ

て

い
る

。

し

か

も

、
当

面

緊

要

な

の
は
商

品

の
供

給
、

貨
幣

所

得

の

規

制

お

よ

び
価

格

シ

ス
テ

ム

の
改

革

で
、

そ

れ

を

ま

ず

先

行

さ

す

べ
き

だ
と

い
う

立

場

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

政
府

が

シ

ャ
タ
ー

リ

ン

案

に
強

く

抵
抗

す

る

の

は
当

然

で
あ

っ
た
。
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い
ず

れ

に
し

て

も
、

こ

の
両

者

の
調

整

・
妥

協

の
道

が
探

ら

れ

る
。

そ

の
た

め

に
組

織

さ

れ

た
調

整
委

員

会

(ア
ガ

ン
ベ
ギ

ャ
ン
を
長
と

す

る
)

は
.、

シ

ャ
タ

!

リ

ン
・
グ

ル
ー

プ

計

画

を

ベ
ー

ス
と

し

た

(「五
〇
〇

日
」
的
発
想

の
)
大
統

領

案
を

準

備

し

た
が
、

結

局
九

月

二
四

日

の
最

高

会

議

決

定

に
よ

り
、

こ
れ

ら
三

案

を
基

礎

と
す

る
統

一
プ

ロ
グ

ラ

ム
案

の
作

成

の
組

織

を

大
統

領

に
委

任

、

そ

の
結

果

で
き

あ

が

っ
た

「
国

民

経

済
安

定

化

と
市

場

経

済

へ
の
移

行

の
基

本

方

向

6
。=
8
歪

。
=
雪
膨
雪
①臣
頴
自
&
讐
蕊
琶
票

=
巷
。儲

。『。
×
8
強
。↓器

=
器
℃
窪
,

呂

閑
で
ぴ田
。
歪
。
邸
輿
。
ぎ
ζ
美
。
)」
が

一
〇

月

一
六

日
大

統
領

に
よ

っ
て
最

高

会

議

に

提
案

さ

れ
、
最
高

会

議

は

一
〇

月

一
九

日

に
そ

れ
を

承

認

す

る

こ
と

に

な

っ
た
。

さ

て
、

こ

の

「
国

民

経
済

安

定

化

と
市

場

経
済

へ
の
移

行

の
基

本

方

向

」

は
、

シ

ャ
タ

ー

リ

ン
計

画

と

は

か
な

り

趣

の
異

な

る
も

の
と

な

っ
た
が
、

①

「
市

場

へ
の
移

行

の

オ

ル
タ

ナ

テ

ィ

ヴ

は

な

い
」

(そ
れ

は

「
社
会
主
義

の
選
択
と
は
矛
盾

し
な

い
」
と
す

る
)
、

「全

世

界

の
経

験

は
、
市

場

経

済

の
生

命

力

と
有

効
性

を

証

明

し

た
」
、

「
社

会

全

体

の
人
道

的

方

向

性

と
統

一
し

た

市

場

の
み

が
、

…

財

貨

の
公

正
な

配

分

、
市

民

の
社

会

的

権

利

と
保

証

、

自

由

と

民
主

主

義

の
強

化

を
保

障

で
き

る
」

と

い
う

前

提

で
、

②

「
市

民

の
自

由

な

経

済

活

動

の
保

障

」
、

「
自
由

な
商

品

生

産
者

」

の
競
争

、

そ

の
た

め

の

「
私
有

化

」
・
「
脱

国

有

化

」

の
実

現

を

か
か

げ

て

い
る
。

同

時

に
、
③

全

ソ
連

的

統

一
市

場

が

「
主

権

諸

共

和
国

」

の
統

合

の
基

礎

で
あ

る

こ
と

が

強
調

さ

れ
、

ま

た
④

マ
ク

ロ
経

済

政
策

的

な
国

家

的

規

制

と
市

民

の
社

会

的

保

証

が
強

調

さ

れ

て

い
る
。

市

場

経

済

へ
の
移

行

の
段

階

規
定

は
、

こ

こ
で

は
抽

象

的

に
し

か
行

わ

れ

て

い
な

い
。

第

一
段

階

で

は

「非

常

措

置

プ

ロ
グ

ラ

ム
」

(財

政

・
通
貨

・
価
格
政
策

と
対
外
経
済
安
定

化
)
を

実

現

し

つ

つ
脱

国
有

化

・
私
有

化

、

土
地

改

革

を

進

め

る
、
第

二
段

階

で

は
厳

し

い
財

政
的

抑

制

の
下

で
次

第

に
市

場

価

格
制

に
移

行

(固
定
価
格

を
%

以
上
残
す
)
、

脱

国
有

化

の
規

模

を
拡

大

し
、

小

規

模

企
業

の
私
有

化

を

行

い
、

市

場

の
イ

ン
フ

ラ

ス
ト

ラ

ク
チ

ュ
ア

ー

を

発

展

さ

せ

る
。

第

三

段

階

は

「市

場

の
形
成

」

段

階

で
、

住

宅
市

場
、

労

働

市

場

、

通

貨
市

場

を

含

め

て
市

場

関

係

を

拡

大

し

、

現

代

的

銀

行

シ

ス
テ

ム

の
形

成

、

ル
ー

ブ

リ

交
換

性

の
実

現

を

図

る
。
第

四

段
階

は

「
安

定

化

期

の
完
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了
」

段
階

で
、

競

争

的

市

場

環

境

形

成

、

非

独
占

化

と
脱

国

有

化

・
私
有

化

の
顕

著

な

推

進

を

図

る
、

と

い

っ
た
段

階

設

定

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

脱

国

有

化

.
私
有

化

政
策

で
あ

る

が
、

こ

の

「
基

本

方

向
」

で
は
、

「
私

有

化

と

は
、

私
的

所

有

へ
の
移

行

の

み
を

必
ず

し

も

意

味

せ
ず

、

国
有

財

産

を

さ

ま

ざ

ま

な

条

件

で
集

団

、

協

同

組

合

、

株
式

会
社

、

外

国
商

社

、

私

人

に
譲

渡

ま

た

は
売

却

す

る

こ
と

に

よ

る

所
有

者

交

替

の
よ

り

広

い
過

程

を

さ
す

」

と

さ

れ

、
脱

国

有

化

と

の
概
念

的

区

別

は

ほ

と

ん

ど
認

め
ら

れ

な

い
。

こ
れ

ら

の
概

念

の

使

用

の
初

期

的

状
況

を

そ

れ

は

示
し

て

い
よ
う

。

「
所
有

形

態

の
改

造

を

と

も

な
う

脱
国

有

化

」

は

、
共

和

国

・
地

域
、

生

産

領

域

、

企
業

規

模

、

フ
ォ

ン
ド

状

態

そ

の
他

各

種

の
フ

ァ

ク

タ
ー

に
応

じ

て

さ

ま
ざ

ま
な

方

法

で
実

現

さ

れ

る

と

い
う

方

法
的

指

針

が

一
般

的

に
示

さ

れ

、

そ

れ

が
長

期

の
過

程

と
な

る
と

い
う

展

望

が
示

さ

れ

て

い
る
。

土

地

改
革

に

つ

い
て

は
、

土

地

私
有

化

に
き

わ

め

て
慎
重

な
態

度

が

表

明

さ

れ

て
お

り

、

土

地

所
有

の
問

題

は

人

民

の
意

志
表

示

に
よ

っ
て
決
定

さ

れ

る

、

効
率

の
悪

い

コ
ル
ホ
ー

ズ

、

ソ

フ
ホ
ー

ズ

は
、

そ

の
土

地

の
全

部

ま

た

は

一
部

を

協

同

組
合

・
賃

借

人

・
農

民

経
営

・
工
業

企

業

そ

の
他

の
企

業

に
供

与

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
改

造

す

る

、

コ
ル
ホ
ー

ズ

の
協

同

組

合

的

性

格

を

復

活

す

る
、

な

ど

の
政

策

が

示

さ

れ

て

い
る

が
、

こ

こ
で

は
省

略

す

る
。

こ

の
連
邦

最

高

会

議

の
決

定

に
も

と

づ
き

、

九

一
年

二
月

は
じ

め

に

「
所

有

の
脱
国

家

化

と

企

業

の
私
有

化

に
関

す

る

ソ
連

邦

お

よ

び

連

邦

共
和

国

の
立

法

の
基
本

原

則

(9
¥
畠
z
ω舞
呈
。
程
冨
誹
禽
騨
㊤
6
∩
∩
剛
=
8
§

距

×
瀦
9
巻
均
棊

。
犀
ω『8
養
昌
自
雪
窪
臣

8
曾
記
⑳臣
9
望

鼠
暑
甲

国拶、
=
、騨月
国
.
コ
冨
皆
唱
国
国祠
課
瞭
と

草

案

が
完

成

す

る

の

で
あ

る

が
、

こ

の
時

点

で
各

共
和

国

の
私
有

化

法

、

脱

国

有

化

・
私
有

化
法

が
登

場

し

て

く

る
。

九

一
年

二
月

の
段

階

で

ソ
連

共

産

党

中

央

委

員

A
苧

中

央

統

制

委

貝

会

合

同

総

会

声

明

は

、

「
脱

国

有

化

」

を
前

提

と
し

な

が
ら

こ

れ

に

天

民
的
性
格

を
付
与
し
、
所
有

の
圧
倒
的
部
分
を
労
働
集
団

の
手

に
引
き
渡
す
L
と

い
う
課
題
を

か
か
げ
艇

・

こ
れ

が
事
態

の

進
行

を
主
導
す

る

こ
と

に
は
な
ら
な
か

っ
た
。
七
月

に
成
立
す

る
連
邦
法

「
企
業

の
脱
国
有

化

・
私
有

化

の
基
本
原
則
」

は
以
下

に
み
る

よ

う

に
、

そ
う

し

た
路

線

に
冷

つ
も

の
で

は

な

い
.

こ

の
間

、

O

E
C

D

の
私
有

化

法

案

鑑

疋

・
輪

が
行

わ

れ

て

い
る
・

》
」
う

し

て
全

般
的
私
有
化

の
法
的
基
礎

が
形
成

さ
れ
は
じ

め
る
。
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塁

=
〉
,
智

《
ω
①
美
p

`
弩

=
塁

§

自

⑰
=
§

目
げ
語

麺

詔

塁

養

国
。
↓
窒

。
暮

§

ω
国
§

国
国
ヒ

。
。
」
」
ド

す

)

9

』

司
。
篁

§

超

喜

。
崔

隻

碧

・
冤
§

畠

∩
∩
∩
男

9

。
=
。
「冒
』

↓
6̀
二

・
こ

。
。。
。
・
§

』

い
・

(10
)

第

二

次

草

案

公

表

後

に
新

た

に
リ

ト

ア

ニ
ア
案

、

連

邦

最

高

会
議

環
境

問
題

・
資

源

合

理
的

利

用
問

題

委

貝

会
案

な

ど

の
対

案

が
提

出

さ

れ

た
。

こ

の

う

ち

リ

ト

ア

ニ
ア
案

は
主

と

し

て
連

邦

・
共

和

国

間

お

よ

び
共

和

国

相
互

間

の
所

有

関

係

に

か

ん
す

る
も

の
で
あ

る
。

環

境

問
題

等

委

員

会

案

に

つ
い
て

は

つ
ぎ

の
点

が
注

目

さ

れ

る
.

一
つ
は
、

所

有

者

の
所

有

権

行

使

に

お
け

る
環

境

保

全

義

務

規
定

(六
条

)
、

第

二

は

、

「
個

人

的

所
有

」
と

[
私
的

所

有

」

と
を

「
個

体

的

所

有

」

の
こ

形

態

と
し

て
区

別

し

て

規

定

し

て

い
る

点

(
一
六

、

一
七

条

)
、

第

三

は
、

労

働

集

団

所
有

に

つ

い
て

「
団
体

所

有

(開
。
冒
コ
。
冒
,

鴛
臣

=
舘

8
曾
↓
零
臣

。
自
ぴ
と

と

い
う

性
格

規
定

を
与

え
、

そ

の
主

体

は
労

働

集

団

全

体

で
あ

っ
て
そ

の
代

表

機

関

で

は
な

い
と
し

て

い
る
点

(
一
三

条

)

で
あ

る

。

両

案

は

∩
畠

臼
桑
舘

唱
o
o
。
苺

沖

一
㊤
。。
Φ
」

一
.
い。
ド

に
発

表

さ

れ

て

い
る

。

(11

)

こ

の
法

律

の
全

訳

(大

江

泰

一
郎

訳
)

は
法

律

時

報

六

二
巻

八

号

に
掲

載

さ

れ

て

い
る
。

(
12

)

∩
ζ
・
↓
噂
o
↓
『
論
8
8
=
出
切
6

∩
∩
∩
男

O
↓
o国
o
『や

o
↓
ò
メ

`
四
〇
↓
『
一.
o
・『P

O
P

O
い
・
4
脚
o
目
ず
P

。祠
マ

♪

宝
-ひ
い
・

(
13
)

「
個

人

的

所

有

A望

圭

窒

。
。
0
自
麗
畢

。
6
↓
『
i

嵩
「・・曾

腎
7
島

匡
。qo
三
=
ヨ
)
.」

概
念

に

つ

い
て

は
藤

田
勇

『近

代

の

所

有

観

と

現

代

の
所

有

問

題

』

(
日
本

評

論

社

、

一
九

八

瓦

年

)
、

]
・五
五

、真
以

下

、

二
三

四

頁

以

下

、

同

『概

説

ソ

ビ

エ
ト
法

』

(東

京

大

学

出

版

会

、

一
九

八

六
年

)
、

二

〇

六
頁

以

下
を

参

照

。

(14
)

∩
竃
.
↓
で
o
日
堅

8
8
=
国
切
6

∩
6
∩
ア

∩
↓
o
=
o
門
ワ

o
円
`
o↓
・
`
騨
。
周
『
〕
・
。
司
℃
・
り
い
・

(
垢
)

6
乙
`
祠
陣
竃

崇
ρ

よ
騨
O
↓
『
一沼
O↓
や

○◎
ひ
・

(聡

)

∩
ヨ
匿
-『艶
≦
羨
ρ

」窪
O
祠
『
伊

O
明
で
■
お
ーい
騨
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(
17
)

↓
九

二

二
年

民
法

典

三

一
八

条

で
は
、

こ
れ
を

有

限

責

任

会

杜

の
中

で
規
定

し

て

い

る
。

(
18
)

一
九

八
九

年

一
〇
月

段
階

で

の
ボ
イ

コ

の
論

説

(〉
・
団
o
斧

ρ

¢ロ
鎚
澆

詫
貫
ー

↓
量

o
x
8

聖

卸

り
容
ぎ

垂

』。
桑
露

門き
臼
騨
」

O
。。
O
Z
P

轟
ど

に

よ
れ

ば

、

政

府

案

に

は
労

働

集

団

所

有

と

い
う

概

念

は
な

か

っ
た

と
さ

れ

て

い
る

、

(19
)

注

(
憩
)

で
触

れ

た
よ

う

に
、

労

働
集

団

所
有

を

団

体

所

有

と
す

る
見

解

も

あ

っ
た

、

「
共

同

財
産

o
ゆ
長
8

き

亀
o
圭

需

」

と

い
う

用
語

は
共

同

の
財
貨

と

い
う

ほ

ど

の
意

味

で
、

民

法

上

の
概

念
構

成

と

は
別

次

.兀
の
用
語

で
あ

る
。

民

法

上

の
概

念

と
し

て

は

o
㎝
長
盛

8
a
。
畠
。
圭

o
臼
『

(共

同
所

有

)
概

念

が

あ

る

が

、

こ
れ

は

、

二
。
コ
。
脚餌
頴
。
。
9
↓
・。Φ
工
国
需

↓
げ
と

。
。
・ロ
ヨ
o。
呵
=
器

。
o
α
。畠
。
差

o
。
崔

(
ほ

ぼ

共

有

、
合

有

に
相

当

す

る
)
に
区

分

さ

れ

て

い
る

。

な

お
、

従

来

の

「
コ
ル

ホ
ー

ズ

所
有

」

は
、

初

期

に

は
合

有

的

性

格

を

も

っ
て

い
た
が

、

の
ち

に

は

潜

在

的

持

分

を

一
切

含

ま
な

い
団

体

所
有

と

な

っ
て

い
た
・

な

お
、

「
経

済

と

生

活

」

誌

の
記

事

に
よ

る

と

、

「
経

済

的

実

験

の
枠

内

で
」

買

取

り

に
よ

り
集

団

所

有

制

に

移
行

し

た
あ

る
企

業

で
は
、

持

分

的

共

同

所

有

と
な

る

の
は

フ
オ

ン
ド

の

バ

ラ

ン
ス
価

値

の
三

〇

%

以

.ト

で
、
そ

れ

以
外

の
財

産

は

不

可

分

共
同

所

有

と

さ

れ

る
、
と

い
う

決
定

を

し

て

い
る
・
6
ζ

.

切
げ環
蜜
=
騨⑰
=

o
ぴ
♂
O泪
=
=
o
出
=
巴

切
り
叉
甲
隔O
ゆ
戸

Z
o
.
N
ひ
唱

(20
)

∩
琴

ゆ
目
。
℃
ゆ
コ
6。
。。
=
頴
切
∩

6
∩
∩
押

∩
↓
・
=
o
召
・
。
目
⑰̀
↓
・
轟
。
↓
『
鯉
。
壱

・
ま

㌔
碧
亭

い
.
。弓

』

8
邑
日
瀦
↓
霜

8
8
§

国
∩

6
0
∩
戸

6
同
窪
o
ヨ
』

凄
臼
曽
轟
。
亭

い
も
弓

,

い
〒
ご
阜

(
21
)

こ
れ
は

ロ
シ
ア
連
邦
量

ロ同
会
議

の

「
ロ
シ
ア
.
コ
ム

ニ
ス
ト
」
派
が

の
ち
に

(九

一
年
五
月
)
同
最
高
会
議

に
提
出
し
た

「
所
有

の
脱
国
家
化
」

(私
有

化
排

除
)
法
案

に
お

い
て

「
人
民
企
業
」

の
二

つ
の
タ
イ
プ

と
し

て
規
定
し
た
構
想

で
あ

っ
て
、
所
有
法
制
定

過
程
の
構
想
と
や
や
時

期

の
ず
れ

が
あ

る

が
、
九

一
年
三
月
前

に
お

い
て
も
あ
り
え

た
構
想
と
し

て
お
く
。
∩
罫

田突
窪

"
6
臼
6
て
・・。
麗
鴇
8
葦
巷
。↓
雪
窪
薫

8
0
自
究
垂
。
。
望

閣
℃
O
e
6
「
・.
魯

唱
9
図祠
-

「℃
冤
笥
鵠
Z

=
四
で
O
泪
謝
匡
図
泪
⑰調
団
↓
騨
↓
O
切
い.宍
9
≦
≦
冤
謹
隅
O祠
匡

て
O
O6
国
糠
」
.

(22
)

∩
罫

司
稀
↓
田

8
8
=
鵠
ゆ
∩

∩
∩
∩
「
'
6
↓
o
=
o
「や

o
囲
o
メ

`
ゆ
o↓
7
ア
o↓
℃
幽
い
ひ
.

(23
)

∩
竃
・
困

「冤
竃
臣

=
o
竃
堵
暮

羅
o
ぞ
帥
↓
ヨ

o突
o
竃
冤
8

犀
器
』
き

ヨ
罫

閣
℃
o
「
冨
竃
竃
=
o
o
ω銘

雪
o
エ
=
o
閑
国
6
P

口
忌
目
均
騨
」

$

一.刈
」
い
・

(
24
)

こ
れ

ら

の
政

治

綱
領

、
す

な

わ

ち

「
人
間

的

で

民
主

主

義

的

な
社

会

主

義

を

め

ざ
し

て
」

(民
益

政
綱

派

)
お

よ

び

「
ソ
連

共

産

党

に
お

け

る

マ
ル
ク

ス

主

義

的

政

綱

」

(
マ
ル
ク

ス
主

義

党

員

ク

ラ

ブ

連

合

)

は

、

「
世

界

政

治

」
、

　
几

瓦

O
年

八

一

一
号

、

八

一
三

号

に
訳
出

さ

れ

て

い
る
・

(
25
)

こ

の
概

念

に

つ

い
て

は
、

注

(
13
)

を

参

照

。

通

常

ヨ
島
乱
9

①
一一Φ
。。
団
凝
①
コ
百

白

は

O
①
冨
α
ロ
一ド
ゴ
①
ω
図
蒔
①
コ
ε
ヨ

と

℃
ユ
く
讐
①
楓
①
簿
¢
ヨ

と

の
双

方

を

含

む

概

念

と
解

さ

れ

る

が
、
O
Φ
笏
α
巳
凶o
ゴ
①
ω
尊噂
置
Φ
艮

¢
ヨ

(建

重

藷

8
曾
ヨ
窪
ぎ

自
こ

と

同
義

的

に
用

い
ら

れ

る

こ
と
も

あ

る
。
内

容

上

は
前

者

の
意

味

に

解

さ

れ

る

が
、

手

も

と

に

ロ
シ
ア

語

テ
キ

ス

ト

し

か
な

い
の

で
、

詮

索

は
控

え

て

お

く

。
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(
26
)

ロ
シ
ア
連
邦

の
土
地
改

革
法
は
、
農

民
経
営

、
個
人
副
業
経
営
、
菜
園
、
畜
産

そ

の
他
農
業
生
産

と
結

び

つ
い
た
目
的

の
た
め
に

(改

正
で
は
個
人
企

業
活
動

の
た
め

の
建

設
敷

地
、
住
宅

・
別
荘

・
車
庫

用
地
も
)

ロ
シ
ア
連
邦
市
民

が
上
地
を
所
有

す

る
こ
と
を
認
め
る
と
と
も

に

(四
条

)
、

土
地

の
処
分

に

つ
い
て
は
、
所
有
権

取
得
後

一
〇
年
間
は
国
家

に
た

い
す
る
売

却
以
外

の
売

買
は
認
め
ず
、

一
〇
年

経
過
後
土
地
売
買
問
題

は
人
民
代
議
員
大
会

で
の

多
数
決
ま
た
は
国

民
投
票

で
決
定
さ
れ
る

(改

正
で
は
、
所
有
権
取
得
後
五
年
間

は
そ
れ
ぞ
れ

の
地
方

ソ
ビ

エ
ト

に
た

い
し
て

の
み
売
却

が
み
と
め
ら
れ
、

そ
れ
以
後
は

ソ
ビ

エ
ト

の
監
督

の
も
と

に
土
地
取
引

が
認

め
ら
れ
る
、
と
す
る
)
と
規
定
し

て

い
る

(九
条
)
。

こ
の
法
律

に

つ
い
て
は
小
原
剛
に
よ
る
紹

介

が
あ

る

(「
日

ソ
経
済

調
査
資
料
」
、

一
九
九

一
年
七
月
号
所
収
)
。

(27
V

6
竃
.
内
o
胃
℃
輿
目
閑
輿

曾

で
蓬

目
旭
話
畠
o
『
o
宕

「o
国
o
唱
P

団
蕊
=
・。
国
密
美
=
」
O
O
N
Z
。
.
S

そ

こ
で
は
、

〈
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
〉
は
、
雇
用
関
係
に
あ
る
者

が
、

労
働

に
た

い
す

る
報
酬

を
受
け
取

る
だ
け

で
な

く
、
出
資
ま
た
は
経
営
寄
与

に

つ
い
て
利
潤
分
配
を
受
け

る
関
係
を
指
す

も

の
で
、
「
労
務
提
供
者

お
よ
び

業
務
遂
行
者

の
労
働
上

の
利
益

だ
け

で
な
く
財
産
上

の
利
益
を
も
保
障
す

る
、
特
殊
な
条
件
を
も

っ
た
労
働
契
約
」

と
さ
れ
て

い
る
。

(
28

)

2

・
○

∩

〉
自

禿

。
p

o
曾

・
轟
窪

。
窪

。
。
蚕

⑰
扁

臣

§

薫

。
。
長

碧

器

芦

ξ

器

葛

」

o
。。
o
・一
ρ
ρ

(
29

)

2

』

。
"
粟

呂

ご

匡
美

零

閑
。
国
唇

琵

=
慧

弓

。
弓

睾

ζ
僻

ζ

。
。
閑
・・
P

6

β

。
↓
マ

い
・

(
30

)

∩

ヨ
畳
〉

.
剛〈
国
閃
戸

員

O
門
騨
=
国
H

昌
=

=
卑
O
祠
=
笛

閨
O
噂
O
O
↓
℃
O
邸
開
冤
69・
国

ω
国
O
O
月
=
炉

一
〇
◎
Q
・q
」
ρ

(
31

)

∩
ヨ
。
℃
0
8

惹

舗
一
。
着

o
瀦

=
笥

。
月

鵠

写

≡

o
界

=
ω
器

。
明
塁

」

0
8

・。。
」
幽

(
ハ
ズ

ブ

ラ

ー

ト

フ

の

イ

ン

タ

ビ

ュ
ー

発

苫

)
一
=

』

葦

塁

・
ス
舞

℃
き

濡

蔓

冨

門
o
。
着

書

o
-

同
国
0
=
=
冤
甲Q

O
O
⑰
O
↓
閃
0
謂
甑
O
O
↓
F

国
国
図
0
6
↓
牒
弟

一〇
ゆ
○
.◎◎
痴
P

(
32

)

∩
ζ
.
〉
』

。
葵

ρ

野

琶

窪

黛

1

↓
量

。
×
8

養

望

り
否

=
。
美

器

。
轟

凶
冨

鴇
鎚

」

O
。。
O
∵
Z
9

命

(
33

)

∩
竃

・
〉

曜
ゆ
O
殴
閑
ρ

O

罵
貰

O
O
↓
騨
O

O
O
O
O
↓
国
O
=
誠
O
O
↓
拝

=

ω
国
O
O
司
臨
芦

一〇
66

U
」

■

〔
34

)

9

.
○

〉
』

脚
窪

β

ζ

蕊

=
。
8

国
・
婆

。
『
。

弓

着

畠

。
8

・
噂
鎧

」
o
。
国
。
藁

。
。
§

養

音

。
話

:

弓

雷

。
」

o
o
ρ

z
p

8

。
弓

・
い
o
・

(
53

)

6
竃

・
「
・
`
=
O
冒
=
閑
O
炉

り
閑
O
=
昌
冤
騨
月
餌
爆
コ
憩

閑
陶
只

O
O

↓
O
コ
0
℃
げ

コ
O
鵠
=
竃
陶
目
F

開

O
竃
=

冤
=
=
O
↓
.
剛0
0
⇔
・
Z

ρ

=

書
O
目
ロ
・
刈
ω
心

ひ
・

(
36

)

-『
℃
着

」

$

ρ
O
」
い
'
掲

載

の

シ

ャ

タ

ー

リ

ン

の

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

を

参

照

。

(
37
)

ξ

9

莫
畠

受

歪

』
詔
目
葺

。
↓
ワ

ジ

(38
)

尊・
・
∩
壱

。
罠
臣

曽
ぎ

彙

窒

8
0
。韓

臣

。
。刈
匡

=
臣

馨

塁

自

=
婁

。
↓
窒

・
匿

巴
魯

の
国
⑰自
蓋

」
o
o
o
・露

p

(39

)

藤

田
勇

「
ペ

レ

ス
ト

ロ
イ

カ
、

そ

の
変

質

・崩

壊

と

ロ
シ

ア
革

命

」

(神

奈

川
大

学

評

論

叢

書

『国

家

の
変

容

』

(御

茶

の
水

書

房

、

一
九
几

二
年

)
、

八

ご
.頁
以

下

参

照

。
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(
40
)

∩
竃
.
即

=
麟
諌
昌
蜜
醤
F

・。
げ一。
∈
ゆ
頴
=
=
。
。翻
。泪
鵠
蕗

舞

塞

8
長

婁

田
鐸

口
。
「℃
藁

琶

9

量

塁

ざ

ζ
。
書

拶
w
竃

汀

嗣
呈

い
n
。「
婁

ρ

団
喜

。
閑
冨

望

舞

愚

で
.
扁誕
。
閑
・
エ
「
」

O
O
一り
P
ひ
・

こ

の
論
者

は

、

し

O
I

八

〇

年

代

に

は

「
指

令

経

済

」

な

る
も

の

は
事

実

上

存

在

し

な

か

っ
た

と
さ

え

指

摘

し

て

い
る
・

璽

こ
の
用
語
に

つ
い
て
は
、
ク
一フ
・ン
ビ
リ

矢

江
泰

郎

襲

)
蒔

路

に
立

つ
ペ

レ
条

・
イ

カ
』

曾

本
評
論
社
、

充

九
〇
年
)
・
二
八

頁
以
下
参

照
・

(
42
)

前

同
、

三

四
頁

参

照

。
'

(
43

)

∩
ζ

「

E

餌
〆
謝
窪
ω
琶

畠

・
↓
ヨ

。
睾

0
8

『

碧

開

=
=
箇

葛

。
。
註

。
容

数
聖

善

壱

騨
葺

寵
`
=

嵜

8

↓
蓋

」

O
O
「
=

」
。。
.

(
44

)

∩
罫

O

E

鏑

磐

董

繭
..い
8

富

息

、.
鵠
碧

蜜
ヨ

o
聖

=

茎
8

邸

叉
蕊

=
芦

=
「

お
£

.い

.固

』

.8

・

委

国
有
企
業

が
協
同
組
A
・
形
態
を
欝

占
…
と
し
、
賃
貸
形
態
を
も
利
川
し
な
が
ら
株
式
会
祉

に
移
行
し

た
例

と
し
て
は
・

モ
ス
ク
ワ
扇
風
機

工
場

の
例

が

あ
る
.
同

工
場

の
労
働
集

団

(五

三

△

の
う
ち

の
二
〇
〇
名
は
、

充

八
九
年

七
月

百

に
協
同
組
合
を
組
轡

て
連
邦
家
具

製
造

垂

省

の
管
轄

々

ら
離

脱
し
た
が

残

余

の
者

は

こ
の
協
同
組
へ
・
と
の
雇
用
契
約

に
よ
り
従
蕎

と
し

て
と
ど
ま
ゑ

、
そ

の
さ

い
企
業
財
産

に

つ
き
買
取
り
権

を
も

つ
賃

貸
借

(ア

ヒ

、
ダ
)
契
約
を
締
結

し
た
。

こ
れ

は

い
わ
ゆ
る
暮

企
業

で
は
守

、
協
同
組
合
法

に
よ
る
協
同
組
合

で
あ
る
・
そ

の
豫

」
の
企
業
財
産
を

レ

ラ

グ
ラ
1
ド

の
大
国
有

企
業

の
馨

等

に
よ
り
買
取

る
と
と
も
に
、
そ

の
価
値

を
株
式

に
分
割

し
、
墾

員

お
よ
び
組
合
員
外

の
従
苦

が
株
主

と

な

る

(約
三
〇
〇
名
)
形

で

秣

式

の
四
分

の
　…一は
配
当
金

引
き
当
て
に
よ

る
取
得

と

い
う
形
)
株
式
会
社

に
転
換
す

る
.

2

毒

ー

」
澤

p
;

茎

.貰

ξ

薗
国
国
↓
。鵠
『
。↓
ロ
。
国
国
『
愚

・。
。。
目
=
国
開
・
§

・
z
ρ
累

の
各
報
道
。
記
述
内
容

に
差

が
あ

る
の
で
、
上
記
は
か
な
ら
ず
し
も
正
確
な
も

の
で
は
な

い
・

な

お
、

ア

レ
ン
ダ
企
業

が
株
式
会
社

に
移
行
し

た
例
と
し

て
は
、

ヤ

夏

ラ

フ
ス
キ
あ

生
産
合
同

「
赤

い
ト
月
」

の
例

が
紹
介

さ
れ
て

い
る
が
ご

」
の

場

合

買

取

り

と

株

式

会

社

へ

の

転

換

の

過

程

が

重

畳

的

に

な

っ

て

い

る

。

6
罫

〉
百

峯

圏
。

出
コ
。
自

雷

。
葦

"
国
冨

9

↓
薫

L

O
O
醐
」
齢。。
.

(
46

)

以

下

の

紹

介

記

事

に

よ

る

。

り
崇

」

0
8

"
Z
o
.
P
O
」

O
O
一
.
Z
o
瞳
ω
。。
"
鵠
冨

8

↓
冨

」

O
O
鳳
・。。
甲一
メ

¢

O
P
い
b
ド

充

九

犀

七
月

の
連
邦
脱
田
有
化

.
私
有
化
法

茨

章
参
興

の
制
定
以
降
、
脱
国
有
化

・
私
有
化
政
策

の
実
現
を

百

的
と
し
て
」
連
邦
国
民
経

済
管
理
委
貝
会
決
定

に
よ
り
連
邦

藁

省
管
轄

の
企
業

組
織

が
株
式
会
社
化

さ
れ
る
過
程
が
み
ら
れ

る
.

石
油
工
業
省
管
轄
下
象

・
組
織
を

↑

ス

と
す

る
株
式
会
焚

ゆ
.
揖
謹
。
国
.
・
国
窒

・
。
℃
踏
。
冒
・
篇
鼠
・
ス

×
垂

奮

v

、
自
動
享

難

機
械
製
作

工
業
省
管

撃

の
企
業

組
織

を

↑

ス
と
す
る
株
式
合

同

纈̂
開
舞
=
。
鵠
。
℃
謁
需

。
。
♂
。
掴
騎
=
。悶
誕
。
ス

〉
・巨
§

・曇

婁

ー

・
摺

曇

〉

な
ど
が
そ

の
例

で
あ
る
.
た
だ
、
こ
れ
は
連
邦
解
体
過
程

へ
の
対
応

と

い
う
側
面

を

も
ち
、
別
個

の
分
析
を

必
要

と
す

る
.
∩
竃

・
ξ

童

尋

7§

垂

膝
塁

曼

」
澤

Z
ρ

い
P
$

聖

こ

こ
で

示

規
模
傘

L
と

い
・つ
の
は
、

艘

的

に
は
、
従
欝

数
爆

で
以
下

の
も

の
を

さ
す
・

藁

建

設
分
野

-

二
。
。
以

ド
・
科
学

科
学

サ
ー

ヴ
ィ

ス
ー

一
〇
〇
以
下
、
そ

の
他

の
生
産
分
野
-

五

〇
以
ド
、
非
生
産
領

域
!

二
症
以
下
、
小
売
商
業
1
よ

五
以
下
。
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(
48

)

9

し

垂

呈

暮

8

亀

三

。
8

「̀

Q
美

」

。
。
r
z
ρ

い
・

ロ

じ

(
49

)

9

・
卑

謬

美

。
三

侵

碧

ア

o
ご

至

。
勇

8

蚕

§

。
蓉

=
匿

。
司
冒
鋤
=
げ
一
国

国
。
国
篇
。
口
眉
国
=

口
。
℃
。
客
。
泪
魯

開

℃
。
蔓

旨
国
厚

。
ζ
。
=

唱
『
一国
。
鵡
=
。
国

り
開
。
=
。
霞
国
民
。
.

ξ

臣
起

』

0
8

.い

.P
い
.

(
50
)

一
九

九

一
年

六
月

一
五

日

の
脱
国

有

化

・
私
有

化

問

題
協

議

会

で

の
ゴ

ル
バ

チ

ョ
フ
発

ゴ、口
。

O
罫

O
閑
。
国
。
竃
国
閑
薗
騙
渓
国
ωコ
『
」

O
O
♂
2
。
・
P
ひ
・

(51

)

こ
の
プ

ロ
グ

ラ

ム

の
作

成

過

程

に

つ
い

て

は

、

注

(
44

)

の

シ

ャ
タ

ー

リ

ン
の
回
想

に

詳

し

い
。

(52

)

口
§

蓉

宴

琶

夷
ざ

ζ
`
ち
8
・
。
弓

・
い
・

(
53

)

員
・
〉
曾

塁

(簑

§

ソ
o

§

閑
醒

・。
翼

冨

曼

=
。
喜

。
国
。
遷

ご

臣

。
農

。
ぎ

垂

。
篁

器
・
り
受
」

§

・
z
。
・
轟
p

な
お
、
本
稿

の
脱
稿
後

に
市
場

へ
の
移
行
計
画
を

め
ぐ

る

「
プ

ロ
グ

ラ

ム
戦
争
」
を
詳
述
し
た
ア
バ

ル
キ

ン

(岡

田
進
訳
)

『失
わ
れ

た
チ

ャ

ン
ス
』

(新

評
論
、

一
九
瓦
二
年
)

に
接

し
た
。

過
程

の
記

述

に

つ
い
て
は
同
書
を
も
参

照
し

て
補
正
す
る
必
要

が
あ
る
。

蓼

。
↓
。
甕

.董

。
垂

同
・
己

摺
墨

尋

↓
=
二

罷

葛
も

。
言

再

な

お
四
月

の
ソ
連
共
産
党
中
央

委
員
八
総

会

で
の
パ
ヴ

・
フ
墾

口
で
は
、
国
有
企
業

の

株

式

会

社

化

の
さ

い
に
、

大

中

規

模

企

業

に

つ

い
て

は
株
式

の

「
大

き

な

部

分

は
、

な

お

長

期

に

わ

た
り

国

家

の
手
中

に
残

さ

れ

る
」

の

で
あ

っ
て

、

私

人

の
手

に
移

る

の

で

は
な

い
、

と
説

明
さ

れ

て

い
る
。

∩
審

切
'
=
臣
コ
o
炉

O

目
自

o
崇
o
葦

国
閑
。
弓

臣
⑰
謹
遷
↓
笛
×
目『
一国
。
損
四
り開
。
国
。
竃
国
胃
=
国
ω
開
唱
類
ω
類
。
騨
・
踏
℃
m
国泪
貸
・

一$

一・轟
b
ひ
・

(
55
)

9

』

醤

§

拷

月
暴

臣

膏

。
。
↓
躍
美
」

ゆ
。
♂
z
ρ

い
・

第
三
章

私
有
化
路
線
の
法
制
化

E62}

一

私
有
化

の
方
法
を

め
ぐ
る
議
論

前
述

の

「
市
場

へ
の
移
行
」
路
線
、
し

た
が

っ
て
ま

た
私
有
化

路
線

の
確
定

は
、

む
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま

の
論
議

を
よ

び
お
こ
し
た
。

私
有

化
法
制

の
内

容

の
検
討

に
先

立
ち
、

こ
の
点

に

つ
い
て
若
干

の
整
理
を
試

み
て
お
き
た

い
。

ま
ず
論
議

の
性
格

に

つ
い
て
で
あ
る

が
、
九

〇
年
三
月

の

「
所
有
法

」
を
め
ぐ

る
所
有
論
争

が
、
私
的
所
有

の
見
直

し
論
と
そ
れ

の
批
判
と

い
う
構
図

の
そ
れ

で
あ

っ
た
と
す
れ

ば
、
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い
ま
や
議
論

は
、
国
家
的
所
有

.
国
春

理

シ

ろ

三

を
積
極

的
に
解
体

し
、
国
有

財
産
を
私
的
所
有

な

い
し
非
国
家
的
所
有

に
転
換

さ

せ

る

「
脱

国
有

化

.
私
有

化

」

と

い
・つ
政
策

路

線

を

め
ぐ

る
も

の
と
な

る

と

い
う

事

態

の
急

展
開

が
注

目

さ

れ

る
・

む

ろ

ん
・

そ

の
さ

い

こ
の
路
線

の
正
当
浩

体
も

問
題

と
な

っ
た
.

こ
れ
を

「
資
奎

譲

制

の
強
制

的
復

活
」
、
「
経
済
的
去

・
に
お
け

る
反
革
命

ク
畜

タ

⊥

と
批
判
す

る
議
論
、
私
有

化
を
排
し
、
私
有

化
法
案

に

「
脱
国
有
化
法
案
」
を
醤

す

る
襲

な

ど
が

こ
れ

に
含
ま
れ
る
・
し
か

し
・

全
体

と
し

て
繋

の
主

流
は
、

こ
の
路
線

を

「
市
場

へ
の
移
行
」

の
不
可
欠

の
条

件

と
し

て
承
認
し
た

う

え
で

の
・
そ

の
実
行
方
法
を
め

ぐ

っ
て
の
議
論

で
あ

っ
た
。

「
脱
国
有
化

.
私
有

化
」

の
方
法
を
め
ぐ
る
議
論

に
は
、

そ

の
大
枠

な

い
し
原
則

に
か
か
わ
る
議
論

と
具
体
的
な
方
法
に
か
か
わ
る
議

論
と
か
あ
る
.
た
と
え
ば
、
ポ
ポ
フ
の

麗

署

化
に
お
け
る
二
つ
の
ア
ブ
7

チ
L
訟畑
、
す
な
わ
ち
・
署

企
業
の
鐘

鳶

が
私
有

化
さ
れ
た
大
独
占
企
業
の

薪

所
有
者
L
に
お
さ
ま
っ
て
ゆ
-

菅

僚
的

奮
暮

目量

L
な
道
と
、
す
べ
て
の
市
民
が
全
国
有
財
産

に
つ

き
平
等
な
分
前
を
無
償
で
取
得
す
る

罠

圭

誇

L
な
道
と
を
醤

し
、
後
者
を
主
張
す

る
立
農

・
大
枠
に
か
ん
す
る
藷

の
袋

的

な
も

の
で
あ
る
.
し

か
し
そ
れ

は
、
具
体
的
方
法

の

レ
ヴ

ェ
ル
で
の
有
償
買
取
方
式

か
無
償
分
割
方
式

か
の
議
論

に
も
通
じ

て

い
る
・

そ

こ
で
、
以
下

で
は
、

の
ち

に
私
有
化

法

の
内
容
を
検
討
す

る
さ

い
の
前
提

と

い
う
意
味

で
、
具

体
的
方
法

に
即
し

て
論
点
を
整
理
し

て

お
き
た

い
.

と

い

っ
て
も
、
目
　
体
的
方
法
を

め
ぐ

る
議
論

に
は
、
資
本
主
藷

国

や
中
東

欧
旧
社
会
義

諸
国

の
私
有
化

の
経
験

と
の
対

比

で
細

か

い
論
占
蝋
に
わ

た
る
も

の
が
当
然

に
あ
る
.
し
か
し
本
稿

は
、
所
有
製

革
を
体
制
転
換
問
題

と
し

て
み
る

こ
と
を
、王
眼
と
し
て

い
る

の
で
、
論
占
整

理
も
、
国
家
的
所
有

が
決
定
的
地
位
を
占

め
る
経
済
体
制

の
も

と
で
全
般
的

私
有
化

・
脱
男

化
を
行
う

さ

い
に
特

殊

に

問
題

と
さ

れ

る

二
、

三

の
点

を

中

心

と
す

る

こ
と

に
な

る

・

ω

笙

は
、
無
償

分
割
方
式

か
、
有
償

買
聖

、冗
却
芳

式

か
と

い
う
問
題

で
あ

る
.

こ
こ
に
は
、

正
当
性

問
題

と
経
済
効
率
問
題
お

よ
び
実
現
可
能
性
問
題

が
絡

ん
で

い
る
.
国
家
的
所
有

が

「
本
来
」
は

「
全
人
民
的
所
有
」
で
あ

る

の
だ
と
す
れ
ば

(そ
れ
が

「
歪
曲
」
さ
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れ
て

い
た

の
で
脱
国
有
化

.
私
有

化
が
必
要

だ
と

い
う

こ
と

に
な

っ
た

の
だ
が
)
、

所

有

者

た

る

「
人

民

」

(個
別
的

に
は

「
市
民
」
)

が
所

有

財

産

を

頁

取
る
L

と

い
う

の
は
道

理

に
A
・
わ
な

い
.

と
す

れ
ば
、
無
募

割

が
当
然

だ
と

い
、っ
嬉

に
な

る
.

こ
れ
は
、
資
奎

藷

国

に

お
け

る
国
有
企
業

(主
権
者
た
る
国
民
の
財
産
)
の
私
有

化

の
さ

い
に
も
あ
り
う

る
議
論

で
あ

る
が
、
国
民

に
た

い
す

る
政
策
決
定

の
正
当

性

の
説
得

と

い
う
点

で
問
題

の
重
要
性

に
決
定
的

と
も

い
う

べ
き
相
違

が
あ

る

こ
と
は
、
縷
説

を
要

し
な

い
で
あ
ろ
う

。
し
た
が

っ
て
、

全
面
的

で
あ

れ
部
分
的

で
あ

れ
無

償
引
渡
し
を
否
定
す

る

こ
と
は
で
き
な

い
.
だ
が
、
具
体
的

に
は
、
誰

に
ど
の
よ
、つ
に
引
き
渡
す

の
か
、

と

い
う
問
題

が
あ

る
・
現

に
私
有

化
対
象
と
な
る
そ
れ
ぞ
れ

の
企
業

で
働

い
て

い
る
労
働
集
団

が
取
得
者

と
な
れ
ば
、
労
働
者

が
「
主
人
」

に
な
る
と

い
う
観
点

か
ら

は
望
ま

し

い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
企
業
と

い
っ
て
も
価
値
的

に
は
さ
ま
ざ
ま

の
相
違

が
あ
り
、
現

に
就
業
し

て

い
る
企
業

の
財
産

を
そ

の
ま
ま
そ

こ
の
従
業
貝

に
無
償

で
譲
渡
す

る
と

い
う

の
で
は
不

公
平

に
な
る
。

つ
い
で
、

企
業

で
働

い
て

い
る

の
で
は
な

い

「
人
民
」
層

は
そ

の
さ

い
疎
外

さ
れ
る

こ
と

に
な

る
。

ま
た
、

か

っ
て
は
当
該
企
業

で
働

い
て

い
た
年
金
生
活
者
も
疎
外
さ

れ
る

こ
と
に
な

る
・

こ
う

し
た
各

種

の
不
公
平
を
完

全

に
と
り
除
く
た
め

に
は
、
全
国
有
財
産
価
値
を
人

[
数

で
除
し
、
均
等
持

分
に
分

割
し

て
こ
れ
を
有
価
証
券

化
し
、
全
国
民

に
分
配
す

る
と

い
う

方
式

が
考

え
ら
れ
る
。

し

か
し
・
そ
う
し

た
国
有

財
魔

「均
等

ば
ら
ま
き
」
方
式

で
は
、
脱
国
有

化

・
私
有

化

の
目
的

で
あ

る
国
民
経
済
再

建
、
市
場
経
済

へ

の
移
行

に
は
何

の
役

に
も
立

た
ず

、
膨
大
な
私
有

化
経
費

が
負

担
と
な

る
だ
け

で
あ

る
、

と

い
う
議
論

が
当
然

に
で
て
く
る
。

私
有
化

に

よ
る
国
庫
収

入
が
財
政
危
機
乗

り
き
り

に
不
可
欠

だ
と

の
政
策
的
前
提

も
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
そ
れ

は
無
視

は
で
き
な

い
に
し

て
も
、

政
策
担
当
者

が
受
け
入
れ
る

こ
と

の
で
き
な

い
も

の
で
あ

っ
た
。
ま

た
、
「
均
等

ば
ら
ま
き
」
で
全
国
民

が
な

に
が
し
か

の
分
前
を
受
け
取

っ
た
と
し

て
も
・
そ

れ
が
有

効
な
営
業
資
産

と
な
り
う

る
程

の
額

で
な

い
こ
と
も

明
ら

か
で
あ
り
、
瞬
時

に
し

て
消
費
さ
れ
る
可
能
姓
も

　
ら

ぬ

少

な

く
な

い
。
つ
ま

り

、
非
国

家

的

・私

的

企

業

の
創

出

に

つ
な

が
る

可
能

性

が

少

な

い
。
そ
う

し

た
議

論

が
優

位

に
た

つ
こ
と

に
な

っ
た
。

し

た

が

っ
て
、

有

償

買

取

(売
却
)
方
式

と

無

償
分

割

方

式

と

の
バ

ラ

ン

ス

の
と
り

か

た

が
探

究

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

有

償

買

取

(売

,
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却
)
方
式
を

と
り
な

が
ら
、
取
得
資
金

と
し

て
す

べ
て

の
市
民

に

一
定

額

の

「
私
有

化
証
券

」
を
与
え

る
と

い
う
方
法
、
私
有
化

対
象
企
業

の
従
業

貝

(元
従
業
員
を
含
む
)
に
定
款
資
本

の

一
定
%

の
無
償
取
得
を

み
と
め
る
方
法
等
が
各

共
和
国

で
と
ら
れ

て
ゆ
く

の
で
あ

る
。

②

第

二

の
問
題

は
、
脱
国
有
化

・
私
有
化
対
象
企
業

の
労
働
集

団

の
地
位

に
関
す

る
問
題

で
あ
る
。
国
有
企
業

の
脱
国
有
化

・
私
有

化

が

ス
ム
ー
ズ

に
実
行
さ
れ

る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
企
業

の
労
働
集

団

の
同
意

の
調
達

が
重
要
な
意
味
を
も

つ
。

と
く

に

一
九
八
七

年
国
有

企
業
法
以
降

は
、
企
業
管
理

に
お
け
る
労
働
集

団
自
主
管

理
が
制
度

的
に
は

ビ
ル
ト

・
イ

ン
さ
れ

て
お
り
、

そ

の
地
位

が
高

め
ら

れ

て

い
る
。

そ
う

し

て
、
国
家

的
所
有

の
解
体

は
、
労
働
す

る
者

が
所
有

か
ら

「
疎
外
」
さ
れ

て

い
る
旧
来

の
シ
ス
テ

ム
の
抜
本
的
改
革

と

い
う
大
義

の
も
と

に
進

め
ら
れ
よ
う

と
し
て

い
る
。
闇
経
済

の
資
本
家

の
侵
入

は
排
除
す

る
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
後
者

と
関
連
し
て
、

へ
　

げ

国
有
企
業
労
働
集
団

は
私
有
化
反
対
勢
力

の
拠
点

づ
く
り

の
場

と
目
さ
れ

て

匹
た
。

し

た
が

っ
て
、
脱
国
有
化

.
私
有
化

に
よ

っ
て
当
該
企
業

の
所
有
権
者

が
誰

に
な
る
か
と

い
う
私
有
化

の
形
態

そ

の
も

の
に

つ
い
て
そ

の
決
定

に
労
働
集
団
を
参
加
さ

せ
る
問
題
、
労
働
集

団
所
有
と
な
ら
な

い
場
合

、
例

え
ば
株
式
会
社

と
な

る
場
合

に
労
働
集
団

に

一
定

程

度

の
株

式
保
有

を
保
障
す

る
問
題
、
所
有
者
交
替

に
さ

い
し

て
の
就
業
保
障

や
従
来

の
労
働

協
約
上

の
諸
権
利

の
保
障

の
問
題
な
ど
が
考

慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し

こ
れ
ら

の
問
題
は
、
美
辞
麗
句

で
包

み
う

る
構
想

説
明

の
段
階

よ
り
も
、
私
有

化
法
制

の
成

立

と
そ
の
施
行

の
過
程

で
個
別
具
体
的
な
争
点
を

め
ぐ

っ
て
争
わ
れ

て
行
く

こ
と
に
な

る
で
あ

ろ
う
。

た
と
え
ば
、
株
式
会
社
化

の
さ

い

労
働
集
団

に
支
配
株

(例
え
ば
議
決
権

の
あ
る
普
通
株
二
五
%
)
を
無

償
譲
渡
す

べ
き
だ
と

い
う
労
働
組
合
、
労
働
集

団
同
盟
等

の
主
張
と

こ

れ
を
否
定

す

る
政
府
側

の
政
策

と

の
対
立
は
、

所
有

・
経
営
形
態

の
選
択

と
も
か
か
わ

っ
て
鋭

い
争
点

と
な
親
・

㈹

第

三

の
問
題
は
、
国

家
的
所
有

・
管

理
に
代
置
さ
れ
る
所
有

・
経
営

諸
形
態

の
う
ち
、

ど
の
よ
う

な
形
態

を
主
導
的
形
態

と
し

て

構

想
す

る

の
か
、
ま
た
国
家
的

所
有

の
解
体

は
ど

の
程
度
行

わ
れ
る
べ
き

か
、
逆

に

い
え
ば
、
私
的

セ
ク
タ
ー
に
ど
れ
だ
け

の
比
重

を
与

え
る

べ
き

か
、

と

い
う

問
題

で
あ
る
。

「
所
有

形
態

の
多

様
化
」
と

い
う

の
が
公
式
路
線

で
あ
り
、
し

か
も
そ

こ
で
は
す

べ
て
の
所
有
形
態
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の

「平

等

の
地
位

」

が

強

調

さ

れ

た
。

け

れ

ど
も

、

そ

の

一
つ
で
あ

る
国

家

的

所

有

は
、

事

実

と

し

て
独
占

的

地
位

を

も

っ
て

い
る
。

し

た

が

っ
て

こ
れ

(特
定
所
有

形
態
)
の
解

体

が
政

策

的

に
遂

行

さ
れ

る

わ

け

で
あ

る
。
と

い
う

こ
と

は
、

そ

の
結

果

と

し

て
何

ら

か

の
所
有

.

経

営

形

態

が
主

導

的

な

も

の
と
な

る
と

の
構

想

、

し

た

が

っ
て
ま

た

社

会

的

セ
ク

タ
ー

と

私
的

セ
ク

タ
ー

と

の
比
重

に
関

す

る
構

想

が
予

定

さ

れ
な

け

れ

ば
な

ら

な

い
。

だ

か
ら

議

論

は
自

ず

か
ら

体

制

論

的

性

格

を

も

つ
の
で

あ

る
。

集

団

所

有

(人
民
企
業
)
を
主

導

的

な

も

の

と
す

る

か
あ

る

い
は
株

式

会

社

(公
開
株
式

会
社
)
を

主

導

的

な

も

の
と
す

る

か

が
両
極

と

な

り
、

後

者

が
優

位

す

る
方
向

で
議

論

は
展

開

さ

れ

る

が

(前
者

は

「
収
益

の
賃
金
化

」
と

い
う

欠
陥
を
も

つ
と

の
理
由

で
消
極
的

に
み
ら
れ

る

こ
と
が
多

か

っ
た
)
、

そ
れ

を
前

提

と

し

て
、
中

間
段
階
的

に
企
業
賃
貸
制
を
軸

と
す

る
構

想
も
提
起
荒

や

た
だ
、

こ
の
議
論
も
ま

た
、
実
嵜

能
性

問
題
、

と
-

に
市
場

イ

ン
フ
ラ

ス
ト

ラ

ク
チ

ャ
ー

形

成

の
諸

条

件

と

か
ら

む

。

と
同
時

に
、

産
業

部

門

別
、

企
業

の
規

模

別

に
、

ま

た
地

域

別

に
も

異

な

る
設
定

が
可
能

　
　

り

か

つ
必
要

と

さ

れ

る
。

し

た

が

っ
て
、

論

議

の
行

程

は

ジ
グ

ザ

グ

の
過

程

を

た

ど
る

こ
と

に
な

る
。

ω

最
後

に
、

中

東

欧

諸

国

や

バ

ル
ト
三

国

で

は
国

有

化

前

の
旧
所

有

者

の
所
有

権

復

活

が

み
と

め
ら

れ
、

そ

の
法

制

化

が
進

む

の
で

あ

る

が
、

バ

ル
ト

三
国

を

の
ぞ

く

旧

ソ
連
諸

国

で

は

、

こ
れ

は

ほ

と

ん

ど
議

論

の
対
象

と
な

る

こ
と

な
く

否

認

さ
れ

た
。

歴

史

的

に

そ

れ

が
も

は

や
不

可
能

で
あ

る

こ

と

が
前

提

と

な

っ
て

い
た

と

い

っ
て

よ

い
で
あ

ろ
う

。

(66)

二

私

有

化

・
脱

国

有

化

法

制

上

記

の
よ
う

な
方

法

論

議

の
中

で
私

有

化

・脱
国

有

化

の
立
法

が

行

わ

れ

て

ゆ
く

の
で
あ

る

が
、

以

下

そ

の
内

容

の
検
討

に

移

り

た

い
。

ま
ず

は
じ

め

に
、
こ

こ

で
検
討

の
対

象

と

さ

れ

る

私
有

化

法

の
う

ち
略

記

を

用

い
る
も

の
を

あ

げ

て
お

く

(国
名

は
変
動
も
あ
り
略
記
す

る
)。

な

お
、

ソ
連

邦

お
よ

び

ロ
シ
ア

連
邦

以
外

の
国

の
法

令

は

ロ
シ
ア
語

テ

ク

ス
ト

に
よ

っ
て

い
る
。

ω
契
O
瓢
∩
O
O
℃
0
0
0
0
=
O
ロ。
=
『簾

=
盤

碧
㊤
×
℃
9。
ω『
O
o
冤
員
巷
o
↓
国
員
o
=
自

国
口
鳴
笛

卑
明
寓
ω9。
員
=
国
口
唱
o泪
口
℃
蕾
員
国
邸

(
一
九
九

一
.七

.
一

企
業

の
脱
国
有
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化

.
私
有
化

の
基
本

原
則

に
関
す

る
ソ
連
邦

の
法
律

連
邦
脱
国
有
化

・
私
有

化
法
ま

た
は
連
邦
法
と
略

す
)

ω
助
閑
。
エ
需

e
亀

。
口
℃
類
§

§

麺

『
。
暑

碧

↓
§

=
翼

量

蜜
臣

長

§

量

×
§

書

鵠
量

邸
。・
零

e
亀

二

九
九

丁

七

三

⊥

九

九

二

.
六

.
五
改

正

ロ
シ
ア
連
邦

に
お
け

る
国
有

・自
治
体
有

企
業

の
私
有
化

に
関

す

る
法
律

ロ
シ
ア
私
有

化
法
ま

た
は

ロ
シ
ア
法

と
略
す
)

ω
餌
閑
。
=
<
閑"
-。国
鵠
『
一
。
瓢
℃
§

↓
§

壽

装

養

・
§

§

惹

蓄

。寓
翼

§

習

量

藍

二

九
九
二

・三

∴

国
有

企
業
財
産

の
私
有
化

に

関

す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
法
律

ウ
ク
ラ
イ

ナ
私
有
化
法

ま
た
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
法

と
略
す
)

ω
薗
図
。
=
秀

亀

。
噂
薗
ω
門。
。
旨

㊤
唱
。
§

。
嵩
国
国
雪

琶

§

醤

§

艮

6
亀

二

九
九

丁

六

三

ニ

カ
ザ

フ
共
和
国

に
お
け
る
脱
国
有
化

・
私

有

化

に
関

す

る

カ
ザ

フ
共

和

国

の
法
律

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

と

略

す

)

ω
拶
禦
。
臨
噌
o
。
=
巻

嫡
寓
閑
麟

<
ω
α
o
円
国
。
↓
薗
踏
。
唱
欝

『
8

着

ゆ
窮

↓
豊

o
臣

国
国
起

国
ロロ
弩

5

琵

§

(
一
九

九

一
・

一
一

・
↓
九

ウ

ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
共

和
国

の

脱

国

有

化

.
私

有

化

に
関

す

る
法

律

ウ

ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法

と
略

す

)

ω
瑚
閑
。
=
℃
§

巻
員
翻
閑
寓
『
署

蕾

。
量

署

§

餐

『
。
書

巷
§

。臣

畏

召

督

冨

鵠
目
=
篭

§

蒼

垂

門
署

田

(
一
九
九

丁

八

.
九

グ

ル

ジ
ア
共
和
国

の
国
有
企
業

の
私
有
化
に
関
す
る
グ
ル
ジ
ア
共
和
国

の
法
律

グ

ル
ジ
ア
法
と
略
す
)

ω
驕9
閑
。
=

剛
o
。
口
旨

均
臨
閑
…

o
認
員
o
器

o
趨

器

⇔
憲

ω
貰

§

(
一
九

九

一
・
七

・
四

私
有

化

に
関

す

る

モ

ル
ド

ワ
共

和

国

の
法
律

ー

モ

ル
ド

ワ
法

と
略

す

V

◎
6
躍
。
国
ぴ剛
調
唱
=
尊ロ
国
↓
霞
ω費

類
鵠
唱。
"
08
圏

員
藁

国
〉
唱
竃
窪
蕾

(
一
九
九

一
・
二

・
=
ニ

ア

ル
メ

ニ
ア
共
和
国

に
お
け
る
私
有
化

の
基
本
原
則

〔ア

ル

メ

ニ
ァ
共
和
国
閣
僚
会
議

の
決
定
〕

ア

ル
メ

ニ
ア
法

と
略
す
)

こ
れ

ら

の
法

令

を

以

下

便

宜

上

「
私
有

化

法

」

と

総

称

す

る
。

こ
れ

ら

の
法

令

に

は
、

私
有

化

・
脱

国

有

化

対

象

を

国
有

企

業

に
限

定

し

て

い
る

も

の
と
国

有

財

産

一
般

を

対
象

と
し

て

い
る

も

の
と

が
あ

る

が
、

こ

こ

で

は
問

題
を

国

有

企

業

に
限

定

す

る
。
国

有

企
業

と

い

う

場

合

、

財
産

総

体

を

さ
す

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
が
、

企
業

の
独

立
構

成

単

位

(生
産
部
門
、
職
場
)

の
財

産
総

体

も

私

有

化

・
脱

国

有

化

の
対

象

と
な

る
。

以
下

で

は

こ
れ
ら

を

「
企

業

」

と
よ

ぶ

こ
と

に
す

る
。
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O

概
念

私
有

化
法

に
は
、
前
記

一
覧

に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、

「
脱
国
有
化

・私
有
化
法

」
と
し
て
制
定

さ
れ
て

い
る
も

の
と
、
端

的
に

「
私
有
化

法
」

と
し
て
製

さ
れ

て

い
る
も

の
と
が
あ
る
.
晶削
記

一
覧

の
か
ぎ
り

で
は
共
和
国
別

に
分
類

さ
れ
る
譲

)
し

か
し

「
私
有

化
法
」
形
式

を

と

る

ロ
シ

ア
連

邦

で
も

九

〇

年

一
〇

月
l
l

九

一
年

一
月

段

階

で

は
、
た

と
え

ば

モ

ス
ク

ワ
市

の
諸
決

定

に

み
ら

れ

る
よ
う

に
、
「
脱
国

有

化

」

概

念

も

用

い
ら

れ

て

い
た

こ
と

に
留

意

す

る
必

要

が
あ

る
。

そ

こ
で
、

ま
ず

「
脱

国
有

化

」
、

「
私
有

化

」

と

い
う

概

念

が
法

令

に

お

い
て
ど

の
よ

う

に
規
定

さ

れ

て

い
る
か

を

み

て
お

か

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

連

邦

法

(
一
条

)

に
よ

れ

ば
、

脱

国

有

化

(9
・『。
。着
巷
。島
器
遷
ε

と
は
、

国

有

企
業

を

「集

団

企
業

お
よ

び
株
式

会

社

そ

の
他

の
国

家

の
所

有

に
属

さ
な

い
企

業

、

な

ら

び

に
賃

貸

企

業

に
改

組

す

る

こ
と
」
を

さ

し

、

私

有

化

(弓
臣
碧
.
、節員
.
国)
と

は
、
国

有

企

業

お
よ

び
国

家

の
保

有

す

る
株

式

会

社

そ

の
他

の
会

社

の
株

式

(持

分
出
資

)
を

「
市

民

お

よ

び
市

民

の
設

立
す

る
法

人

が

そ

の
所
有

と
す

る
」
こ
と

を
意

味

す

る

と

し

て

い
る
。

同
様

の
形

式

を

と

る
カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

(
一
条
)

は

、
草

案

(九

一
・
四

∴

八
公
表
)

で
は
脱

国

有

化

を

「
国
有

企

業

を

賃

貸

に
も

と

つ

い
て
活

動
す

る

企

業

、
集

団

所
有

お

よ

び
市

民

の
所

有

に
も

と

つ

く
企

業

に
改

組

し

、

経

済
管

理
機

能

お

よ

び
そ

れ

に
対

応

す

る
権

限

を

国

家

が
企

業

レ
ヴ

ェ
ル
に
委

譲

す

る

こ
と
」

と
し

、

私
有

化

を

「市

民

お

よ

び

法

入

(そ

の
財
産

が
国
家

の
所
有

と
な

っ
て

い
な

い
)
が
国

家

か
ら

企

業

、

生

産

フ

ォ

ン
ド

の
統

一
財

産

総
体

ま

た

は

国
有

株

式

会

社

の
株

式

、

文

化

ー-
生

活

財

、

国

有

住
宅

施

設

を

取

得
す

る

こ
と

」

と

規
定

し

て

い
た

が
、
成

立
時

に
簡

略
化

さ

れ
、

脱

国

有

化

に

つ
い
て

は

「
国

有

企

業

を
改

組

し
、

経

済

管

理
機

能

お
よ

び
そ

れ

に
対

応
す

る
権

限

を

直

接

の
経

営
主

体

に
委

譲
す

る

こ
と

」

と

規

定
、

私
有

化

に

つ
い
て

は

「
市

民

お

よ

び
法

人

が
国

家

か

ら
国

家

所

有

の
客

体

ま

た

は
国

有

株

式

会

社

の
株

式

を

取

得

す

る

こ
と
」

を

い
う

と
規
定

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

他

方

、

ロ
シ
ア

私
有

化

法

(
一
条

)
は
、

私
有

化

と

は

「
市

民

お

よ

び
株

式

会

社

(そ

の
他

の
会
社

、
。国
四唱
属
日
。。司
ロ。
)
に
よ

る
国

家

お

よ

び

び
人

民

代
議

貝

地

方

ソ

ビ

エ
ト

か

ら

の
、

以

下

の
物

の
私

的

所
有

へ
の
取
得

を

い
う

」
と
し

て
、
企

業

、
企

業

の
独

立
構

成

単

位

、
物

的

.
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ω

非

物

的

資

産

、

国

家

・
地

方

ソ

ビ

エ
ト

が
会

社

・
公

団
等

の
資

本

中

に
有

す

る
持

分

(株
式
等
)

を
列

挙

し

て

い
る

(九
二

・
六

・
五
改

正
で

(
11

)

文
章
構
成
を
変
更
)
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
私
有

化
法

二

条
)
で
は
、
私
有
化
と
は

「
全
国
家

所
有
、

共
和
国

(ク
リ
ミ
ア
共
和
国
)
所
有

お
よ

び
自

治
体
所
有

に
属
す

る
財
産
を
自
然
人

お
よ

び
非
国
家
法

人
に
譲

渡
す

る

こ
と
」

を

い
う

と
さ
れ
て

い
る
。

そ

の
他

の
私
有
化
法
も
大
体
同

様

で
あ

る
が
、

モ

ル
ド

ワ
法

二

条
)
は

「
譲
渡

の
過
程
」
と
し

て
の
私
有
化

と

「
そ

の
結
果
」
と
し

て
の
権
利

・義
務
関
係

の
変
動
を
あ

わ

せ
て
規
定
す

る
形

を
と

っ
て
お
り
、
ア

ル
メ

ニ
ア
法

二

条
)
で
は
譲
渡

が
有

償
、

一
部
有
償
、
無

償

と

い
う

形
態
を

と
る

こ
と
を
規
定

し
て

い
る
。

こ
れ
は
、
他

の
法
令

で
は
私
有
化

の
方
法
と
し

て
別

に
規
定
す
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
通
じ

て
問

題
と
な

る

の
は
、
脱
国
有
化

と
私
有

化
と

の
区

別
と
関
連

で
あ
る
。
国
有

企
業

が
賃
貸
企
業
ま

た
は
金

株
式
政
府

保
有

の
閉
鎖
株
式

会
社

に
改
組
さ
れ

る
場
合

に
か
ぎ

っ
て

い
え
ば
、

そ
れ
は

「
脱
国
家

化
」

と

い
う
意

味
と
な

る
。
ま

た
、
集

団
所
有
企

業
や
協
同
組
合

に
改
組

さ
れ

る
場
合

に
は

「
脱
国
有
化
」

で
は
あ

る
が

「
私
有
化
」

で
は
な

い
と

い
う

こ
と
も

で
き

る
。

し
か
し
、

そ
れ

が
私
法
人
株
式
会

社
ま

た
は

「市

民

の
所
有

に
も

と
つ
く
企
業
」

に
改
組

さ
れ

る
場
合

は

「
私
有
化
」

と
な
る
。
し

か
も
、
賃
貸
企
業

は

賃
借

人
集

団

の
買

取
り

に
よ

っ
て
株
式
会

社

に
転
換
さ
れ
う

る
し
、
政
府
保
有

株

は
売
却

に
よ
り

「
私
有
化
」

の
対
象

と
な

る
。

し
た
が

っ
て
、

両
概
念

は
交
錯

し

て
お
り
、
そ

の
区

別
は
流
動
的

で
あ

る
。
そ
れ

に
も
か

か
わ
ら
ず

麗
り『8
養
9。℃
爲
b・
詫
霞

o
と

い
う
概
念

が
連
邦

法
制
定
時
あ

る

い
は
連
邦
崩
壊
時

ま
で
有
力

な
も

の
と
し

て
登

場
し
て

い
た
の
は
、
国
家
的
所
有

体
制
解

体
を
め
ぐ

っ
て
路
線

の
対
抗

が

あ
り
、
非

国
家
的
な
社
会
的
所
有
形
態

の
展
開

に
期
待

を
も

つ
路
線
を
表

現
す

る
た
め
、
ま
た
は
私
有

化

に
た

い
す

る
抵
抗
を
緩
和
す

る

た

め
に
、
国
有

.
国

家
管
理
解
体

が
た
だ
ち

に
私
有
化
を
意
味
す

る

の
で
は
な

い
こ
と
を
示
す

こ
の
概
念

を
有
効

と
み
る
考
え
方

が
、
連

邦
中

央
と

い
く

つ
か

の
共
和
国

の
政
策
当
局

に
強

か

っ
た

こ
と
を
示
し

て

い
る
と
思

わ
れ
る
。
逆

に

い
え
ば
、

こ
の
概
念

を
と
ら
な
か

っ

た
諸

共
和
国

の
政
策
当

局
に
は
、

そ
う

し
た
考
慮

を
必
要

と
み
る
判
断

が
な

か

っ
た
と

い
え

る

の
で
あ

る
。

⇔

私
有
化

の
客
体



"
神奈川法学第28巻 第1i'1(70}

私

有

化

の
客

体

に

つ

い
て

は
、

ま
ず

ソ
連

邦

レ
ヴ

ェ
ル

で
は
連

邦

所

有

企

業

、

共
和

国

所
有

企
業

、

両
者

の
共

同

管

轄

企

業

等

の
区

分

が
必

要

で
あ

り
、

各

共

和

国

内

部

で
も
国

有

、

自
治

体

有

の
区

分

が
必
要

で
あ

っ
た
。

前

者

に

つ

い
て
は
、

九

一
年

八

月

ク
ー

デ

タ

ー

以

後

の
各

共

和
国

の
急

速

な

独

立

決

定

と

い
う

政

治

過

程

と
関

連

し

て
、

独

立

共

和

国

間

で

の
事

実

上

の
分

割

過

程

と
な

っ
た
面

が
多

い
。

後
者

は
、

ロ
シ

ア
連

邦

に

つ

い
て

い
え

ば
、

「国

家

所

有

の
連

邦

所
有

、

連

邦

構

成

共

和
国

.
ク

ラ
イ

.
州

.
自

治

州

.
自
治

区

、

モ

ス
ク

ワ
市

・

サ

ン
ク
ト

.
ペ
テ

ル
ブ

ル
グ

市

の
国

家

所

有

お
よ

び
自

治

体

所
有

へ
の
区

分

に
関

す

る

法

律

」

(
一
九
九

一
.
一
二

∴

一七
)

で
規
定

さ

れ

て

い
る
・

し

か

し
、

い
ず

れ

に
し

て
も

こ

の
問

題

は
連

邦

制

問

題

と

か

か
わ

っ
て
独

自

の
分

析

を
必

要

と
す

る
。

こ
こ

で
は

所
有

制

改

革

を

体
制

転

換

問

題

と
し

て
考

察

す

る

の
が
主

眼

な

の
で
、

そ

れ

に

は
立

ち

入

ら

な

い

こ
と

に
し

た

い
。

体

制

転

換

問

題

と

い
う

観

占
…で

み

る
場

合

、

私
有

化

客

体

の
規

定

で
重

要

な

の
は
、

ど

の
程

度

国

有

セ
ク
タ

ー

の
解

体

を

進

め
、

ど

の

程
度

私
的

経
済

セ
ク

タ

ー

を
創

出

す

る

の
か

と

い
う

政

策

的

観

点

が

そ

こ

に

ど

の
よ
う

に
盛

り

込

ま

れ

て

い
る

か

い
な

い
か

に
あ

る
。

こ

の
点

で
・

連
邦

法

(四
条
)
や

ウ

ク

ラ
イ

ナ

、

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
、

グ

ル
ジ

ア
、

モ

ル
ド

ワ
な

ど

の
私

有

化

法

で
は
、

全

経
済

部

門

の
国
有

.

自

治

体

有

の
企

業

の
私

有

化

を

前

提

と
し

た
う

え

で
、

国

防

、

環

境

保

全

、

教

育

・
文

化

施

設

保

護

、
国

民

の
健

康

保

全

ま

た

は
国

民

へ

の
公

共
サ

ー

ヴ

ィ

ス

の
保

障

お

よ

び
国

家

独
占

の
必
要

と

い

っ
た
観

点

か

ら

の
私
有

化

除

外

規

定

が
設

け

ら

れ

て

い
る

が

(ウ
ク
ラ
イ
ナ
法

五
条

二
項

が
最

も
詳
し

い
が
、
そ

こ
で
は
国
有

財
産

一
般

が
対
象

と
な

っ
て

い
る

こ
と

に
留
意

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
)
、

こ
れ

ら

は
経

済

体

制

の

性

格

規
定

(資
本
主
義

、
社
会
主

義
)
に

と

っ
て
有

意

味

な

も

の
で

は
な

い
。

ロ
シ

ア
私

有

化

法

に

は

こ

の
点

で
別

段

の
規

定

は
な

い
。

ウ

ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法

で

は

土
地

や

文

化

財

の
除

外

は
規

定

し

て

い
る

が
、

企

業

に

つ
い
て

は
最

高

会

議

の
決
定

に
制

限

範

囲

が
委

ね
ら

れ

て

い
る

(四
条

)。

い
ず

れ

に
し

て

も

、
全

体

と

し

て
社

会

化

セ
ク

タ

ー

を
国

民

経
済

の
中

核

部

分

と

し

て
確

保

し

よ
う

と

い
う

政

策

意

図

は

存

在

し

な

い
・

し

た

が

っ
て
、

「
国

家

独
占

」
の
必

要

と

い
う

観

点

か

ら
宇

宙

産

業

な

ど

若

干

の
国

有

企
業

が

の

こ

っ
た
と

し

て
も

、

最

終

的

に

は
私

的

セ
ク
タ

1

が
支

配

的

地

位

を

占

め

る
経

済

構

造

へ
の
転

換

が
意

図

さ

れ

て

い
る

の

は

明
瞭

で
あ

る
。
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と

こ
ろ

で
、

こ

の
転

換

の
具

体

的

過

程

は
、

私
有

化

国

家

プ

ロ
グ

ラ

ム

で
規

定

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

連

邦

レ
ヴ

ェ
ル
で

は
そ

れ

が
成

立

し

な

か

っ
た

の

で
、

共

和

国

レ
ヴ

ェ
ル

の
そ

れ

に

つ
い
て
検

討

し

て

お

こ
う

。

国

家

プ

ロ
グ

ラ

ム
を

最

も

早

く

策
定

し

た

の
は

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
で
、

コ

九

九

一
-

九

二
年

度

(第

一
段
階
)
カ
ザ

フ
共

和
国

に
お
け

る

国

家

所

有

の
脱

国

有

化

・
私

有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム
」
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ξ
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詠
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帥
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『戸
(〒
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富
旦
-

九

一
・
六

∴

モ

)
は

連

邦

や

ロ
シ

ア

の
私
有

化

法

制

定

以

前

に
策

定

さ

れ

て

い
る
。

そ

こ
で

は

、

私
有

化

が

「
小

私
有

化

」

(
a
商
業

・
杜
会
給
食

・
生
活
サ
ー
ヴ

ィ

ス
、
公
営
企
業
、
b
小
規
模

の
工
業

・
建
設

・
自
動
車
輸
送

.
農
業
等

の

企
業
)
と

「
大

私
有

化

」

(上
記
b

の
中
大
企
業
、
銀
行

・保
険
企
業
)
に
区

分

さ

れ

て

お
り

、

九

一
i

九

二

年

と

い
う

第

一
段

階

で
は

小

私
有

化

(そ

の
う

ち

の
a
)
に

つ
い
て

は
三

〇
ー

六

〇

%

の
私

有

化

の
実

現

が
見

込

ま

れ

、

大

私
有

化

に

つ

い
て
は

そ

の
開

始

が
予
定

さ

れ

て

い

る
。

そ

の
主

要

形
態

は
株

式

会

社

で
あ

る
。

な

お

、

こ

の
第

一
段

階

に
お

い
て
私
有

化

さ

れ

な

い
も

の
と

し

て
、

国

民
教
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貝
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エ
ネ
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国
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鉄
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財
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兵

器
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発
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薬

剤

.
タ

バ

コ

・
ア

ル

コ
ー

ル
飲
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等

の
製

造

企

業

、
若

干

の
商

業

企

業

が

列
挙

さ

れ

て

い
る
。

ロ
シ
ア
連

邦

で

は
、

九

一
年

一
二
月

大

統

領

令

に

よ

っ
て

「
ロ
シ
ア
連

邦

に

お
け

る

一
九

九

二
年

度

国

有
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自

治
体

有

企

業

私

有

化

プ

・
グ

ラ

ム
基
本
規
程
」

(
。
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§
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℃
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.
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下

「
プ

ロ
グ
ラ

ム
基
本
規
程
」
と
略
す
)

が
承

認

さ

れ

た

が

、

そ

の
後

か
な

り

手

直

し

さ

れ

た

「
ロ
シ
ア
連

邦

に

お
け

る

一
九

九

二
年

度

国

有

・
自

治

体
有

企

業

私
有

化
国

家

プ

ロ
グ

ラ
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」
(門
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。
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巷
円
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九
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・
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・
一
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以
下

「国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
」

と

略
す

)
が
最

聞同
会

議

に
よ

っ
て
承

認

さ

れ

て

い
る
。

後
者

に
よ

れ

ば

、

私

有

化

対
象

た
る

企

業

が
、

①

ロ
シ

ア
連

邦

・連

邦

構

成

共

和

国

政

府

の
決

定

に
よ

っ
て

の
み
私

有

化

さ
れ

る
も

の
、

②

園

有

財

産

管

理
国

家

委

員

会

の
決

定

に
よ

っ
て

の
み
私

有

化

さ

れ

る
も

の
、
③

地

方
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付 表2に は地域 内の民族e行 政単位 を除外 してあ る。なお,こ の他,全 地域 で未完成建
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表4
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※付表1は 連 邦構 成民族共和 国別,付 表3は 自治州 ・自治区別 の同種 の 予定指標。この

設物 の40%以 上の私有化 が義務 づけ られてい る。
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表51992年 度モスクワ市所有企業の私有化予定表
(1992・2・4モ ス クワ 市政 府 決定 付 表1)

四半期別 年度末私有化
業 種 企業総数

IIIIIIN計 企 業 の 比 率

地方工業 531812674381.1

貨物 自動車運輪 56148994071.4

旅客輸送 845201274452.4

ホテル連合 28-10672382.1

商業(含 卸売) 5700194014801522-494286.7

土木技術 660-181718538.0

生 活 サ ー ヴ ィ ス 4465742×5142209-4465100.0

社会給食 23407009003404002340100.0

建設 3002726--5327.7

果実野菜経営(含 卸売) 40418418329-39297.4

食品工業 4135561946.3

出版印刷業 1703040202011064.7

スポー ツ委 員会 所属 191-一 一 一15.3

工業資材補給 43313116337fi.7

文化委員会所属 6--6-一 一6100.0

〈サ ユ ー ズペ チ ャー チ〉 11--1100.0

建築委員会所属 ].4-一 一一121428.6

商業省卸売組織所属

卸売商業合同 17(期 間は国家財産委員会と協議)17100.0

冷凍施設 g(同 且=)9100.0

総計 144133664423041944811259587.0

※付表中,1992年 に私有化 しない業種および個別計画によるものは省略。業種表示が企

業群の組織形態またはモスクワ市における管轄機関名でなされている場合 も業種の判

別できる場合はそれを略記 してある。

有 い 私 会 府 有 ム 化 が た 小 分 有 し が ④ て 的

化 え 有 の ・ 化 にL'概 私 類 化 て 義 一 の 私
が よ 化 決 国Lよ 対 九 念 有 さ が ⑤ 務 九 み 有

化
プ

ロ
グ
ラ

ム
に
よ

っ

私
有
化

さ
れ
る
も

の
、

九
二
年
度

に
は
私
有
化

づ
け
ら
れ
る
も

の
、
そ

一
九
九

二
年
度

に
は
私

禁
止

さ
れ
る
も

の
、

に

れ
て

い
る
。

こ
こ
で
は

化
、

大
私
有
化

と

い
っ

は
用

い
ら
れ
て

い
な

い

二
年
度

「義
務
的
私
有

象

と
地
方
的
プ

ロ
グ

ラ

る
も

の
が
ほ
ぼ

「
小
私

の
対
象

に
相
当
し
、
政

有

財
産
管
理
国
家
委
員

定

に
よ

る
も

の
が

「
大

」
対
象

に
相
当
す

る
と

う
。
九

二
年
度

に
は
私

禁
じ
ら
れ
る
国
有
財
産
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。
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δ
腰
長
=
器
o
呂
げE
曇

召
2
宕
窮
冒
・湊
隻

=
窟
智

う
§
霞
箕

竃
自
蝕

趨
蕊
留
国
蜀
長
5

九

二

∴
「
・
六
)
を

制

定

し
、

そ

の
対

象

と

し

て
地
方

工
業

、
軽

工
業

、

建

設

、

個

々

の
運

輸

企

業

、
商

業

、

社

会

給

食

、

生

活

サ
ー

ヴ

ィ

ス
、

公

営

企

業

、

修

理
企

業

な

ど
を

挙

げ

て

い
る
。

い
ず

れ

に
し

て
も

こ
の
種

の
分

類

は

私

有

化

の
手

順

・
手

続

き

に
関

す

る

も

の
で
あ

っ
て
、

一
般

に
経

済

活

動

に

つ

い
て

は
私
有

化
制

限
領

域

は

と

く

に
設

け

ら

れ

て

い
な

い
と

い

っ
て
よ

い
。

別

掲

表

4

、

5

は
、

六

月

の

ロ
シ

ア
連

邦

「
私
有

化

国

家

プ

ロ
グ

ラ

ム
」

の
付

表

と

し

て

公

表

さ

れ

た

一
九

几

二

年

度

私

有

化

予
定

指

標

お

よ

び

二
月

段

階

で

の

モ

ス
ク

ワ
市

の
私

有

化

予

定

指

標

で
あ

る

が
、

こ
れ

ら

は
全

体

と

し

て

い
わ

ば

「
小

私
有

化

」

の
カ

テ

ゴ

り
ー

に
属

す

る
も

の
で
、

「
大

私
有

化

」
に

つ

い
て

は

こ

の
種

の
指

標

は

掲
げ

ら

れ

な

か

っ
た

(「
大
私
有
化
」
の
展
開
政

策
が
七
月

段
階

で
登
場
す

る

こ
と
に

つ
い
て
は

「
む
す

び
に
か
え

て
」
を

み
よ
)
。

ω

国

有

企

業

の

「
買

主

」

(所
有
権
取
得
者
)

各

私
有

化

法

は

、

ほ

ぼ
共
通

し

て

私
有

化

(脱
国
有
化
)
対

象

た

る
企

業

財

産

の

「
買

主

」

(
一
部
無
償
譲
渡

の
場

合

の
譲
受
人
を
含

む
)
に

つ
き

、
各

共
和

国

の
市

民

、
法

人

(連
邦
法

の
場
合

は
連
邦
市
民

・
法

人
)
、

無

国

籍

者

、

外

国

の
市

民

・
法

人

お

よ

び
私

有

化

企

業

の
労
働

集

団

メ

ン
バ
ー

を

あ

げ

て

い
る
。

こ

の
う

ち
、

私
有

化

を

め
ぐ

る
議

論

と
関

連

し

て
制

限

を

加

え

ら

れ

、

ま

た

は
特

典

・
優
先

権

を

あ

た

え

ら

れ

る

も

の

に

つ

い
て

み

て
お

き

た

い
。

ま

ず
市

民

で
あ

る

が
、

私
有

化

論
議

で
提

起

さ

れ

て

い
た
闇

経
済

の
成

り
金

に
国

有

企

業

が

「奪

取

」

さ

れ

る

と

い
う

意

見

が

ど

の
よ

う

に
考
慮

さ

れ

た
か

が

問

題

と

な

る
。

全

市

民

に
た

い
す

る

一
定

額

の
国

有

財

産

取

得

資

金

の
平

等

な

配

分

や

私
有

化

対

象

企

業

の
労
働

集

団

に

た

い
す

る
特
典

・
優
先

権

の
付
ケ

も

こ

の
点

で

の
対
策

と

み

て
よ

い
が
、

こ
れ

ら

に

つ

い
て

は
後

に
述

べ
る
。

そ

れ
以

外

の
点

で
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は
、
連
邦
法

は

一
定
額
を
超

え
る
支
払

に

つ
い
て
は
所
得
源

の
申
告
書

の
提
示
を
求
め
る
規
定

を
お
き
、
闇
経
済

で
蓄
積

さ
れ
た
資
金
を

チ

ェ
ッ
ク
す

る
意

図
を
示
し

て

い
た

(六
条
)
。
共
和
国
私
有
化
法

で
は
こ
の
種

の
制

限
は

み
ら
れ
な

い
。

た
だ
、

ロ
シ
ア
連
邦

の
私
有

化

「
国
家
プ

ロ
ク
ラ

ム
」
で
は
、
出
資
金

が
法
定

の
最
低
賃
金
月
額
を
五
〇
〇

ル
ー
ブ
リ
超

え
る
場
合

に
は
国
税
査
察
局

の
証

明
書

を
提
示
す

る

こ
と
を
義
務

づ
け

て

い
る

(
一
一
条
)
。

法

人
に

つ
い
て
は
、
そ

の
資
産

が
国
有

で
あ

る
法
人

が
除

か
れ
る

の
は
当
然

で
あ
る
が
、

そ

の
さ

い
、

ロ
シ
ア
私
有
化
法

お
よ
び
グ

ル

ジ
ア
私
有
化
法

で
は
、
国
家
持
分

が
二
五
%
を
超
え

る
法
人

は
買
主

た
り
え
な

い
旨
が
と
く

に
規
定

さ
れ
て
お
り

(
ロ
シ
ア
法
九
条
、
グ
ル

ジ
ア
法
六
条
三
)
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
小
私
有

化
法

で
は
、
国
家
所
有

の
持
分

の
あ
る
法
人

が
そ

の
設
立
者

に
加

わ

っ
て

い
る
法
人
は
買
主

と
な
り

え
な

い
と
規
定

さ
れ
て

い
る

(五
条
)
。

外
国
市
民

・
法
人
、

つ
ま
り
外
国
投
資
家

に

つ
い
て
は
、

連
邦
法

は

こ
れ

に

=
疋
の
枠
を

は
め
る
立
場
を
と

っ
て

い
た
が

(六
条
)
、
各

共
和
国

私
有
化
法

で
は
そ
う

し
た
立
場

は
明
示

さ
れ
て

い
な

い
。
特
別
法
、
例

え
ば

ロ
シ
ア
連
邦

の
外
資
法

(ω
巽
皇

剛
∩
e
亀

。
o
讐
8
↓
犀

養
匡
×
塁
需
3
国
塁
x
脚
聞
O
⇔
6
"
)
i
ー

一
九
九

一
・
七

・
四
)

で
は
支
払

い
手

段
に

つ
い
て
の
規
定

は
あ

る
が

(三
五
、
三
七
条
)
、
対
象

に

つ
い

て
の
特
別

の
制

限
規
定

は
な

い
。
「
プ

ロ
ク
ラ

ム
基
本
規
程
」

で
は
、
外
国
投
資
家

の
私
有
化
参
加

は
、
商
業

・社
会
給
食

等

の
企
業

に

つ

い
て
は
新
規
投
資

競
争

入
札

と

い
う
方
法

に
限
定

さ
れ
、
大
規
模
企
業
、
有
価
証
券
流
通
と
結

び

つ
く
保
険

・
仲
介
営
業
を
行
う
企
業
等

に

つ
い
て
は
政
府

決
定

に
よ
り
、

a
全
面
禁
止
、
b
定
款
資
本

に
占

め
る
資
本
比

の
上
限
設
定

、

c
国
有

財
産
国
家
委
員
会
が
特
定

問
題

で
の
決
定
権

を
保
障
す

る
株
式

を
留
保
、
d
特
許

方
式

(燃
料

1ー
エ
ネ

ル
ギ
ー
関
係
企
業
等
で
は
こ
の
形
態
が
義
務
的
)
、

の
う

ち

の

い
ず

れ
か

の
制

限
が
設
け

ら
れ
、
ま

た

一
〇
〇

〇
万

ド

ル
以
上

の
価
値

を
も

つ
物
件
ま

た
は
株
式
会
社

の
議

決
権

の
五
〇
%
以
上
を
保
障

す
る
株
式

の
取
得

に

つ
い
て
は
連
邦
政
府
機
関

(経
済
・財
務
省
外
国
投
資
委
貝
会
)
の
事
前

の
同
意
を
条
件
と
す

る
、
と

い

っ
た
規
制

が
予
定
さ
れ
た

(朕
)。

し
か
し
、

そ

の
後
外
国

の
資
本
援
助

へ
の
要
請

が
強
ま

り
、

「国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
」
で
は
規
制

が
お
お

い
に
緩
和
さ
れ
た
。
す

な
わ
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ち
、
燃
料

目

エ
ネ

ル
ギ
ー
複
A
口
体
企
業
、
鉱

石

・
宝

石

・
放
射

性
物
資

の
採
掘

・
加

工
企
業
等

に

つ
い
て
は
そ

の
私
有
化

へ
の
参

加

に

ロ

シ
ア
連
邦
政
府

.
共
和

国
政
府

の
許

可
が
必
要

と
さ
れ
、
商

業

・
社
会
給
食

・
生
活
サ
ー
ヴ

ィ
ス
企
業
等

に

つ
い
て
は
そ

の
私
有

化

へ
の

参

加

に
地
方

ゾ

ビ

エ
ト

の
決
定

が
必
要

と
さ
れ
る
な
ど
、

一
般
的

な
手
続
規
制

に
と
ど
ま
る

こ
と
に
な

っ
て

い
る

(八

.
一
)
・

最
後

に
私
有
化
企
業

の
労
働
集
団

で
あ

る
が
、

こ
れ

の
国
有
企
業

・
国
有

財
産
取
得

に

つ
い
て
は
、
私
有
化
論
議

の
焦
点
と
な

っ
て

い

た
経
緯

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
特
典
」
が
設
け

ら
れ

て
い
る
。

こ
の
点

は
独
立

の
問
題
と
し

て
あ

ら
た
め
て
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
し

た

い
・

た
だ
、

こ
こ
で
述

べ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
「
労
働
集
団
」
は
、

一
般
的

な
意

味

で
は
八
七
年
国
有
企
業
法
や
労
働
法

(
ロ
シ

ア
連
邦
労
働
法
典
X
V
-
A
章
ー

一
九
八
八

.
二

.
五
新
設
)

の
規
定
す

る
企
業

の
従
業

貝
総
体

ロ
自
主

管

理
主
体
を

さ
し
、
企
業
労
働
集
団
総

会

お
よ

び
同
評
議
会

(。。
国
。.
も
着
。
国。
.。
尻。
自
興
罠
墨

に
よ

っ
て
代
表

さ
れ
る

の
で
あ

る
が
、
私
有
化

の
さ

い
に
は

「
買
主
」
と
し

て
独
自

に
組
織
化
さ
れ
る
、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

ロ
シ
ア
私
有
化
法

=
二
条

の
例

で

い
え

ば
、
労
働
集

団

の
私
有

化
申
請
は
、
構
成
員

の
半
数

以
上

の
署
名

を
要
し
、
「
社
団

目
。
国
巷
国
昼
8
冨
。

(株
式
会
社
)
の
設

立

の
企
図

」
に
関
す

る
申
請
と
み
な
さ
れ
る

(九
二
年
六
月
の
改
正
で
は
・

労
働
集
団
総
会
で
過
半
数

の
私
有
化
決
議
あ
る
場
合
は
総
会
で
授
権
さ
れ
た
者
が
申
請
の
署
名
人
と
な
る
)
。
同
法
二
四
条

で
は
、
労
働
集
団

が
入

札

.
競
売

に
よ

っ
て
企
業

を
取
得
す
る
場
合

に
は
、
三
分

の

一
以
上

の
構
成
貝

に
よ

っ
て
社
団

(株
式
会
社
)
が
設
立
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら

な

い
(改
正
で
は
、
社
団
を
設
立
す
る
か
、
あ
る
い
は
合
同
行
為
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
)、
と
規
定

さ
れ

て

い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
私
有

化

法

に
よ
れ
ば
、
従
業

貝

の
過
半
数

の
参

加
す

る
総
会

の
決
定

に
も

と
づ
き
合
同
行
為

に
よ

っ
て

「
購
買
者
集

団
」

が
組
織
さ
れ
る
と

い

う
形

を
と
る

(八
条
)
。

カ
ザ

フ
ス
タ

ン
法
も

労
働
集

団
を

「集

団
的
買
主

」
と
し

て
規
定
し
、
労
働
集
団
総
会

の
定

め
る
定
款

で
そ

の
内

部
関
係
を
規
制
す

る
も

の
と
し

て
い
る

(
一
〇
条
)
。

四

私
有
化
企
業

の

「
売
主
」

(所
有
権
行
使
主
体
)
お
よ

び
私
有

化
実
施
機
関

私
有

化

に
お
け
る

「
士牢
王
」

(
}
部
無
償
譲
渡

の
場
合

の
譲
渡
主
体
を
含
む
)
お
よ

び
私
有
化
実
施
機

関

に

つ
い
て
は
、
私
有
化
客
体

の
問



㎎神奈川法学第28巻 第1号(78)

題

と
同

様

に
、

連

邦

(旧
ソ
連
、

ロ
シ
ア
連

邦
)、

連

邦

構

成

共

和

国

、

地

方
自

治

体

間

の
所

有

区

分
を

前

提

と
す

る
。

し

た

が

っ
て
、

旧
連

邦
法

は
連
邦
所
有

財
産

に

つ
い
て
の
み
こ
れ
を
規
定

し

て
お
り
、
共
和
国
法

は
各

共
和
国

財
産
、

共
和
国
構
成
主
権
単
位
財
産

自
治
体

財

産

に

つ

い
て

こ
れ

を

規

定

し

て

い
る
。

そ

の
さ

い
、

旧
連

邦

存

続

中

に
制

定

さ

れ

た
私

有

化

法

で
共

和
国

領

内

の
旧
連

邦

財

産

の
売

主

に

つ

い
て
規

定

を

お

い
た

の
は

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

の
み

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

連

邦

法

(七
条
)

に
よ

れ

ば
、

私
有

化

(脱
国
有

化
)

の
総

括

的

実
施

機

関

は
、

ソ
連

邦

国

有

財

産

フ

ォ

ン
ド

喜
。
舌

.。
亨

醤
巷
自
器
臣
。
『。
奎

養

。。島
麟
∩
。
δ
冨

6
∩
ヤ

以
下

連
邦

フ
ォ

ン
ド
と
略
す

)

で
あ

る
。

こ
れ

に
関

す

る

規

程
(口
。均
。
受
面=
鵠
。
。
O
。
δ
口.。。曾
。缶
卑

ε
i

l

九

一
.
八

・
一
〇
)

に
よ

れ

ば
、

そ

れ

は
、

「
連

邦

所

有

に
属

す

る
財

産

に

つ
い
て
国

家

の
利

益

を

代
表

す

る
権

限

を

も

つ
」

二

条
)

機

関

で
あ

っ
て

(内
閣
付
属

大
統
領

と
最
高
会
議

に
責
任
)
、

連

邦

所

有

の
株

式

の
保

有

者

、

連

邦

賃

貸

企

業

の
賃

貸

人

、

国

有

財
産

売

却

の
さ

い
に

は
そ

の
売

主

と
し

て
現

れ

る
、

つ
ま

り

、

私
有

化

過

程

に
お
け

る
国

家

所

有

権

の
行

使

主

体

た

る
機

関

と

さ

れ
、

私
有

化
プ

ロ

ク

ラ

ム
策

定

、

そ

の
実
施

の
組

織

を

任

務

と

し

た
。

連

邦

フ

ォ

ン
ド

は

、

そ

の
機

能

を

果

た
す

た

め

に
地

域

出

張

所

、
部

門
別

.
地

域

別

財
産

フ

ォ

ン
ド

(株
式
会
社
原

理
)
、
仲

介

会

社

、
げ
o
集

コ
ぴq
o
餌
ヨ
冨

身

そ

の
他

フ

ォ

ン
ド

の
機
能

遂

行

に
必
要

な

会

社

を

組

織

す

る

と

と
も

に
、

個

々
の
財

産

の
私

有

化

実
施

の
た

め

の
委

員

会

(脱
国
有
化

.私
有
化
委
員
会
閑
。
竃
国
8
=
笛
口
o
冨
ω
『o
。葦

巷
自
雪
o
臣

δ

国
暮

蕊

釦
罠
ω
貰

箪

国
)
を

組

織

し

、

こ
れ

が
客

体

の
確

定

、

財

産

目

録

作

成

、

資

産

評
価

等

の
実

務

を

担
当

す

る
も

の
と

さ
れ

た
。

こ

の
委

員

会

は
、

連

邦

フ

ォ

ン
ド
代

表

、

対

象

企
業

の
管

理
部

・
労

働
集

団

・
労

働

組

合

代

表

、

財

務
機

関

・
銀

行

・
地
方

権

力

機

関

代

表

お

よ

び

そ

の
他

の
専

門

家

に
よ

っ
て
構

成

さ

れ

る
も

の
と

さ

れ

た
。

ロ
シ

ア
私
有

化

法

で

は
、

こ
れ

と

や

や
異

な

る
構

造

が
規

定

さ

れ

て

い
る
。

そ

こ
で

は
、

最

高
会

議

に
よ

っ
て
設

置

さ

れ

か

つ
こ
れ

に

従

属

す

る

ロ

シ

ア

連

邦

財

産

フ

ォ

ン

ド

(
そ

の
規

程

口
。
8

蓉

臣

・
。
ぎ

8
愚

。
否

ヨ

臼
。
長

。
合
。泪
。
う
自

『
=
。
.
。
=
蓬

葺
。。
咽
苗
鎚
ー

]
九

九

一

.
七

∴
一
一)

が
連
邦

財

産

の
占
有

・
使

用

・
処

分

権

者

、

つ
ま

り
国

有

財

産

の
売

主

で
あ

り

、

連
邦

構

成

共

和

国

、

ク
ラ

イ

.
州

.
自

治

区

.
地

区

.
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四

市

(地
区
轟

市
を
の
ぞ

)
に

フ
ォ

ン
ド
理
事
会
直
轄

の
地
方
支
部
を
お
ー

(六
条
、
規
程
三
蓋

条
).
各
共
和
国
そ

の
他

の
民
族
構
成
単

位

に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
袋

制
機
関

に
よ

っ
て
設
置
さ
れ
る

「
財
産

フ
ォ

ン
ド
」
が
設
け

ら
れ
る

(七
条
)
.

こ
の
私
有
化
過
程

に
お
け

る
企

業

の

薩

的
所
有
権
煮

国
有
企
業

の
株
式
ム
ム
社
化
の
さ
い
の
株
式
会
社
設
立
者
、
株
式
保
有
者
)
と
し

て

の

「
フ
ォ

ン
ド
」
震

と
は
別

に
・

私
有
化

翼

施
機
関
L
と
し

て
政
府
機
関

で
あ

る

・
シ
ア
連
邦
国
有

財
産
管
理
国

家
委

貝
会

費

惹

鷲
↓
ー

蚤

。
≦

亀

8

亀

=
。
葦

望
。
誕
国
δ

.8
望
貢
騨
"
.
。
国6
踏
調
げ
蒙

ξ

日
。
自
国
。
竃

i

ー

財
産

管

理
国

家

委

員

会

と
略

す
)
が

組

織

さ

れ

、

連

邦

構

成

共

和

国

、

ク

ラ

イ

・
州

.
自

治

区

.

モ

ス

ク

ワ

.
レ

ニ

ン
グ

ラ

ー

ド

(サ

ン
ク
ト

.
ペ

テ

ル
ブ

ル
グ

)
、

人

口

一
〇

〇

万

以

上

の
そ

の
他

の

都

市

に

代

表

部

を

お

く

と

い
う

形

を

と

っ
て

い
る

(四
条
)
.

こ

の
ほ
か
各
共
和
国

、
2

ブ
イ
、
州
等

に
は
そ
れ
ぞ
れ
財
馨

理
委

員
会

が
組
織
さ
れ

る
・
そ
う

し
て
・
財
馨

理

国
家

委
員
会

(財
暮

理
委
臭

、
)
が
私
有
化
プ

・
グ
ラ

ム
案

お
よ
び
私
有
化
関
連
法
案

の
作
成
、
プ

・
グ
ラ

ム
実
現

の
羅

と
監
督

を
行

う

と

と

も

に
、

個

別

の
私
有

化

客

体

に

つ
い
て

は
私

有

化

委

員

会

(否
董

8
蓋

ぎ

弓
鵠
碧
器
即長
属
弓
錯
趨
蓋
屋
凶)
を

組

織

し

て
私
有

化

の
具

体
的
過
程
を
担
当

せ
し

め
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ

る

(四
、
五
条
)
.

こ
の
二
轟

構

は
、

や
が
て
議
会
美

統
領
府

.
政
府

と
の
経
済
政

策
を

め
ぐ
る
対
立
と
関
連

し

て
あ

る
種

の
混
乱

を
も
た
ら
す

原
因

と
な
紹
。

以
上

の
よ
う
な
、
「
フ
ォ

ン
ド
」
機
構

(売
主
11
実
施
機
関
)
と
個
別

私
有
化
委
貫
会

と

い
う

旧
連
邦
法

の
規
定
す

る
機
構

と
・
「
フ
ォ

ン

ド
」
機
構

(売
主
-
議
会
直
属
)
プ

ラ

ス

「
国
有

財
産
管

理
国

家
委
貝
会

」

(実
施
機
関
-
政
府
直
属
)
と
個
別

の
私
有
化

委
貝
会

と

い
う

ロ
シ

ァ
私
有
化
法

の
規
定
す

る
機

構
は
、

お
お
ま

か
に
み
て
各
共
和
国
法

の
私
有
化
実
施
機
関
規
定

の
モ
デ

ル
と
な

っ
て
い

る
・

す

な

わ
ち

、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

法

は

ヲ

ォ

ン
ド
L
機

醤

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
有

財
産

フ
ォ
ン
ド
と
そ

の
幾

欝

、

ク
リ
ミ
ア
共
和
国
国
有

財
産

フ

ォ

ン
ド
、
行
政
地
域
単
位
国
有

財
産

フ
ォ
ン
ド
)
と

個

別

の
私
有

化

委

員

会

と

い
う

構

成

(七
条

)
、

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

(七
条
・

一
三
条
)
・

モ

ル
ド

ワ
法

(七
条
、
八
条
)
は
そ
れ
ぞ
れ
共
和
国
国
有
財
産
管

理
国
家
育

A
妻

い
し
共
和
国
私
有

化
国

家
委
貝
会

お
よ

び
そ

の
地
方
機
関

(自
治
体
所
有

に
つ
い
て
は
地
言

藻

関
)
と
個
別

の
私
有

化
蓄

会

、
ア

ル
メ

ニ
ア
法

三

先

)
で
は
閣
僚
会
議
付
属

の
私
有
化

.処
分
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委
員
会

(個
別
私
有
化
貧

会
は
不
明
)
と

い
・つ
蔑

で
あ

る
.

こ
れ
に
た

い
し
、
グ

ル
ジ
ア
法

(四
、
六
条
)
で
は
空

と
し
て
は
最
高

会

議

の
設
置
す
る
共
和
国
国
有
財
産

フ
ォ

ン
ド
お
よ

び
そ

の
地
繁

部

(
フ
ォ
ン
ド
は
粟

↑

ス
で
活
動
す
る
国
営
財
務
ムム
社
と
さ
れ
る
)
、
自

治
共
和
国

.
自
治
体
財
産

に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

の
財
産

フ
ォ
ン
ド
と

い
う
機
構

と
、
私
有

化

の

「指
機

関
」

と
し

て
の
政
府
驚

た

る
国
有

財
産
管

理
委
員
会

(自
治
共
和
国

に
対
応
機
関
)
、
そ

の
地
方
出
張
所

と

い
う
機
構

と

の
二
重
構
造
を
規
定

し
て

い
る
。
た
だ
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ

の
国
有

財
産

フ
ォ

ン
ド

お
よ

び

モ
ル
ド

ワ
の
私
有

化
国
家
委
員
会
は
議

会

に
直
属

し
、

カ
ザ

フ
ス
タ

ン
の
国
有

財
馨

理
委
員
会

は
大
統
領
直
属

で
議

会

に
は
報
告
霧

を
号

に
と
ど
ま
る

萎

員
ム窺

程
)
、
と

い
う
点
、
ま

た
グ

ル
ジ
ア

の
国
有
財
産

フ
ォ

ン
ド
は
議

会

が
馨

す

る
が
政
府

に
服
属
す

る
も

の
と
さ
れ
て

い
る
点

、
さ
ら

に
ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法

(八
条
)
で
は
脱
国
有
化

.
私
有
化

の
決
定
者
、

い
わ

ゆ

る

「
国

家

所

有

客

体

の
処

分

者

」

と
し

て
政

府

と

地

方

ソ

ビ

エ
ト
執

行

委

員

会

を
規

定

す

る

に

と

ど
ま

っ
て

い
る
点

な

ど
、

単

純

に
二

つ
の

モ
デ

ル

に
分
け

る

こ
と

は

で

き

な

い
。

㈲

私
有

化

の
形

態

・
方
法

私

有

化

.
脱

国

有

化

に

は
、
国

家

的

所

有

を

い
か
な

る

形

態

の
所
有

に
転
換

さ

せ
る

か

と

い
・つ
問

題

と

い
か
な

る
方

法

で

そ

れ
を

行
、つ

か

と

い
う

問
題

と

が

含

ま

れ

る

が
、

私

有

化

法

に

は
、

両

者

を

含

め

て

「
形

態

」
と

し

て

い
る
も

の

(旧
連
邦
法
)
と
、

後
者

に
重

点

を

お

い
て

「
方

法

」
と

し

て

い
る
も

の

(
ロ
シ
ア
法
)
と

が
あ

り
、

こ

こ

に
は
、

す

で

に
み

た
よ

う

な

脱
国

有

化

概
念

を

用

い
る

か

い
な

か

の
相

違

が
絡

ん

で

い
る
。

旧

連
邦

法

は
、

国

有

企
業

の
脱
国

有

化

・
私

有

化

の

「
形

態

」

と
し

て
以

下

の
も

の
を

挙

げ

て

い
た

(
=

条
-

一
五
条
)
。

A

国
有

企

業

を

以

下

の
所
有

・
経

営

形
態

に
改

組

A
-
a
賃

貸

企

業

、

A

-
b

集

団

企

業

、

A

-
c
株

式

会

社

(そ

の
他

の
会
社
)
、

A

-
d

協

同

組

A
口

B

A

-
a
賃

貸

企

業

の
賃

借

人

(法
人

・
自
然
人
)

に
よ

る
そ

の
買

取

り

(国
.一閑
《頴
)
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C

法

人

.
市

民

に
よ
る
株
式
会
社

(そ
の
他

の
会
社
)

の
国
家
保
有
株
式

(出
資
持
分
)
の
取
得

D

国

有

財

産

の
競

争

入
札

(閉
畠
越
窮
)
・
競

売

(貴

辱
。
巴

に
よ

る
売

却

こ
れ
を

一
応

の
基

準

と
し

て

み

る

と
、

脱

国

有

化

・
私
有

化

法

と

い
う

形
式

を

と

る
私

有

化

法

で

は
、

ほ

ぼ

こ
れ

と
同

様

の
諸

形
態

が

規

定

さ

れ

て

い
る

(た
だ
し
ガ
ザ

フ
ス
タ

ン
、
ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法

に
は
A
-
d

は
な
く
、
カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

に
は
利
権
譲

渡
形
態

貧
。
蒼
。8
藷
)

の

規
定

が
あ
る
)。

そ

れ

に

た

い
し

て
、

端

的

に
私

有

化

法

と
し

て
制

定

さ

れ

て

い
る

も

の

で
は

、

B
、

C
、

D

(
ロ
シ
ア
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
)
ま

た

は

C
、

D

(グ

ル
ジ
ア
)
の

み

が
私
有

化

の

「
方

法

」

と
し

て
規

定

さ
れ

て

い
る

(た
だ
し
グ

ル
ジ
ア
法

で
は

「
形
態
」
)。

す

で
に
指

摘

し

た
よ

う

に
、
脱

国

有

化

諸

形

態

は
、

た

だ
ち

に
私

的

所

有

に
転

化

す

る

の
で
な

い
と
し

て
も

、
そ

の
道

は

つ
ね

に
開

か
れ

て
お

り

(賃
貸
企

業

の
売
却
、
集
団
企
業

の
株
式
会
祉
化
、
国
家
保
有
株

式

の
売
却
等
)
、

旧
連

邦

法

に

お
け

る
株

式

会

社

へ
の
改
組

規

定

(
一
四
条
)
も

じ

つ
は

株
式

売

却

と

い
う

私
有

化

の
側

面

に
か

か

わ

っ
て

い
る
。

し

た

が

っ
て
、

私
有

化

の
実
施

政

策

上

の
問

題

と

し

て

は
A
l

D

諸

形
態

全

体

が
問

題

と

な

る

が
、

私
有

化

の
方

法

(形
態
)
の
側

面

に
限

定

し

て

い
え

ば
、

問

題

と
な

る

の
は

結

局

B

、

C
、

D
形

態

と

い
う

こ
と

に

な

ろ
う

。
こ

こ
で

は
ま

ず

、

私

有

化

の
方

法

.
形

態

の
う

ち

株
式

会

社

化

と

入

札

・
競
売

に
よ

る
売

却

に

つ

い
て
、

ロ
シ
ア

私
有

化

法

を

中

心

に

み

て

お
く

こ
と

に
し

よ
う

。

賃

貸

企

業

の
買
取

り

に

つ
い
て

は
す

で

に
所

有

法

制

定

に

つ

い
て
検

討

し

た
と

こ
ろ

で
述

べ

た

の

で
、

こ

こ

で
は
省

略

す

る
。

ω

株

式

会

社

化

私

有

化

の
方

法

と

い
う

観

点

で

み

れ

ば
、

株
式

会

社

化

は

「
公
開

株

式

会

社

の
株

式

の
取

得

」

(
ロ
シ
ア
法
二
二
条
〉
と

い
う

面

で

と
ら

え

ら

れ

る

こ

と

に
な

る

が
、

そ

の
前

提

と
し

て
、
国

有

企

業

の
株
式

会

社

へ
の
改
組

が
行

わ

れ
、

そ

の
所

有

者

が
株

式

の
売

手

と
し

て
登

場

し

て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

ロ
シ

ア
私
有

化

法

の
前

記

規
定

も

株

式

会

社

設

立

の
規

定

か
ら

は
じ

ま

っ
て

い
る
。

こ
れ
を

、

一
九

九

二
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年

一
月

二

九

日

の

ロ
シ
ア

連
邦

大
統

領

令

付

属

諸

規

定

の

一
つ
で
あ

る

「
国

有

・
自

治

体
有

企

業

の
公
開

株

式

会

社

へ
の
改

組

に
関

す

る

臨

時

規

程

」
㊧
瀦
馨

臣
。・
ぎ
き
蓉

圭
。
。
弓
8
α
彊
8
図塁
美

召
2
宕
℃
。↓
需
臣
匡
x
臨
蓬

葭
長
目
碧
臣
げ藁
弓
・僧
醤
曽
蚤

国
。
↓
閑う
7剛↓
ゲ嗣。
西
閑長
。
=。
o
=
7口。
。
α
,

日
。自
量

を

含

め

て

み

る

こ
と

に
す

る
。

ロ
シ

ア
私

有

化

法

二

二
条

お

よ

び
上
記

「
臨
時

規

程

」

に
よ

れ

ば
、

株

式

会

社

へ
の
改

組

の
決

定

、

そ

の
設

立

は
、

ロ
シ
ア

連

邦
国

有

財

産

管

理

国

家

委

員

会

お
よ

び
共

和
国

、

ク

ラ

イ

、

州

等

の
財

産

管

理

委

員

会

に
よ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

の

レ
ヴ

ェ
ル

の
私
有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム

に

し

た

が

っ
て
行

わ

れ

る
。

企

業

法

に
よ

る
設

立
登

録

の
と

き

か
ら
株

式

会

社

は
上

級
管

理
機

関

へ
の
従

属

を
解

か

れ
、

当

該

企

業

の
財

産

は
株

式

会

社

の

バ
ラ

ン
ス
に
移

さ

れ

る
。
設

立

登

録

後

、
国

有

財

産
国

家

管

理
委

員

会

は
、
設

立

者
権

と

発

行
株

式

総

体

を
前

記

の
「
フ

ォ

ン
ド

」
機

構

に
引

き

渡
す

。

最

初

の
株

主

総

会

は
、

設

立

登

録

の
口

か
ら

一
ニ

カ
月

以

内

に
開

催

さ

れ

る
。

こ
の
間

「
フ

ォ

ン
ド
」

は

株

式

会

社

の
取
締

役

会

の
機

能

を

果

し
、

国

家

所
属

株

式

の
保

有

者

つ
ま
り

株

式

の
売

手

と

な

る
。
株

式

の
売

却

に
あ

た

っ
て

は
、

設
立

後

一
カ
月

の
あ

い
だ

に
企
業

の
労

働
集

団

の
株

式

取
得

上

の
諸

特

典

が

ま
ず

保

障

さ

れ
な

け

れ

ば
な

ち

な

い
。

こ
れ

に

つ

い
て

は
私
有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム
と

の
関

係

で
説

明

が
煩
雑

と
な

る

の

で

の
ち

に
ま

と

め

て
述

べ
る

こ
と

に
す

る
。

こ
れ

を

の
ぞ

く
株

式

は
、

そ

の

一
〇
%

が

競

売

に
よ

っ
て
売

却

さ

れ
、

の

こ
り

が
有

価

証

券
市

場

で
売

却

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

②

入

札

・
競

売

に

よ

る
私

有

化

ロ
シ
ア

私
有

化

法

で
は
、

二
〇
1

二

一
条

、

二
三

条

で
入

札

・
競

売

に
よ

る
国
有

財
産

取

得

が
規

定

さ

れ

て

い
る

が
、

一
九

九

二

年

一

月

二

九

日

の
前

記

大

統

領

令
付

属

規

程

と

し

て

「
ロ
シ

ア
連

邦

に

お
け

る
入

札

に
よ

る
国

有

・
自
治

体

有

企

業

の
私
有

化

に
関

す

る
臨

時

規

程

」
(切
窟
蓬

塁
。
・
国
自
。
蓉

歪
・
。
ぞ
臣
碧
蕊
髭
票

『。。醤
巷
。周器
臣

げ藁

国
蓬

圭
長
=
碧
臣
げ誤

弓
錯
慧
蓋
月
苺

。・
弔
e

口
。
閑。
国
閑壱
。S
、

「
ロ
シ

ア
連

邦

に

お
け

る
競

売

に
よ

る
国

有

・
自

治

体
有

企

業

の
私
有

化

に
関

す

る
臨

時

規

程
」

(皆

。蓬
臣
9

翻自

。蓉

霞
ゆ
。
=
冒
臣
舘
蕊
貰
国
瞠
.。
。話
巷
。↓国。
=
謂げ一×

国
塁

国
暑
蓉
碧
臣
隻

弓
呂
弓
国
国↓
§

国
男
⇔

霧

昌
琵
国
畠
。)
が

で
て

い
る
。

入

札

と
競

売

は

と
も

に

「
自

然

人

ま

た

は
法

人

が
国

家

お

よ

び
地

方
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ソ

ビ

エ
ト

か
ら
私
有
化
客
体
を
私
的
所
有

と
し

て
取
得
す

る

こ
と
」

で
あ
る
が
、

入
札
は

「
私
有
化
客
体

に

つ
い
て
特
定

の
条
件
を
満
た

す

こ
と
が
買
主

に
要
求
さ
れ
る
場
合
」
、
競
売

は
そ
う
し

た
条

件

が
な

い
場

合

で
、

と
も

に
最
高
価
格
提

示
者

が
落
札
者

.競
落
人
と
な

る

が
、
前
者

に
お

い
て
は
特
定
条
件
充
足

が
前
提

と
な
る

爾

規
程

一
-
三
)
。
こ
こ
に
特
定
条
件

と
は
、
個

々
の
生
産
物

の
生
産
継
続
・

一
定

数

の
従
業
員

の
雇
用
、
社
会
保
障

の
継
続

な

ど

の
条
件

を
さ
す

。
客
体

に
は
企
業

・
[
場
、
建
物

・
施
設
、
物
的

・
非
物
的
資
産

一
定

数

の
株
式
等

が
含

ま
れ

る
。

入
札

.
競
売

に
よ
る
売
却

の
決
定

は
国
有
財
産
管
理
委
貝
会
機
構

が
行
う

が
、
売

主

は

「
フ
ォ

ン
ド
」
機
構

で
あ

る
。
入
札

の
場
合

に

は
売
主

.
国
有
財
産
管

理
委
員
会

.
財
務
機
関
等

の
代
表

で
構
成
さ
れ
る
常

設

の
入
札
委
貝
会

書

顕
着
。臣
翼

。
姦

8
蓋
)

が
組
織

さ
れ
・

落
札
者

の
判
定

を
含

む
入
札
手
続

き
を
担

当
す

る
が
、
競
売

の
場

合
に
は
士窄
王
が
競
売

人

(喫
餐
ぎ
薫
。ご

を
雇
用
し
て
実
施
す

る
・
も

っ

と
も
、
特
定
範
囲

の
申

込
者

を
予
定
す

る

「
非

公
開
申

込

↓。摺
琶

」
形
式

の
競
売

(大
企
業
の
売
却
な
ど
の
と
き
に
用

い
ら
れ
る
)
の
場
合

に

は
、
国
有
財
産
管

理
委
員
会

の
組
織
す

る
常
設

の
競
売
委
貝
会

(器
着
・窟
窒

否
薫
。畠
こ

が
設
け
ら
れ

る

(競
売
臨
時
規
程
四
⊥

二
)・
落
札

者

.
競
落
人

の
決
定
後
、
士写
王
と

の
あ

い
だ
で
売

買
契

約
が
締
結
さ
れ
、
契
約
登
録

の
と
き
に
所
有
権

は
移
転
す
る
・

㈹

私
有
化
プ

ロ
グ
ラ

ム
に
お
け

る
諸

形
態

ロ
シ
ア
連
邦

の

一
九
九

二
年
度
私
有
化

「
国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
」

に
よ

る
と
、

「
九
九

二
年
度

に
は
禁

止
さ
れ
る
私
有
化
方
法

と
し
て
・

a
閉
鎖
株
式
会
社
化
、
b
国
有
企
業
を
構
成
部
分
と
す

る

コ
ン
ツ

ェ
ル

ン
、

ア

ソ
シ

エ
:

シ

ョ
ン
、

ソ

ユ
ー

ス

(企
業
連
合
)
を
基
盤

と
す

る
株

式
会
社

設
立
、

c
国
有

企
業
合

同

.国
家
機
関

に
よ

る
企
業

(あ
ら
ゆ
る
形
態
の
)
の
設
立
、

が
規
定

さ
れ
て

い
る

(五
ー

一
)
。
「
私
有

化
プ

ロ
グ

ラ

ム
基
本
規

程
」
で
は
非
商

業
的
人
札
や
賃
借

人

に
買
取
権

を
付

与
す

る
ア

レ
ン
ダ

(賃
貸
借
)
が
禁
止
さ
れ
る
方
法

と
さ
れ

て

い
た
が
、
批
判

が
多

く
、

「国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
」
で
は
こ
の
禁
止

は

の
ぞ
か
れ

て

い
る
。

こ
こ
で

一
九
九

二
年
度

の
私
有
化
方
法

と
し
て
規

定

さ
れ

て

い
る

の
は
、

a
公
開
株
式
会
社

の
株
式
売

却
、
b
競
売

に
よ
る
企
業
売
却

、

c
商
業
的

入
札

に
よ
る
企
業
売
却
、

d
清
算
企
業
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株 式 会 社 化

50%

50%

10%

90

8U%

競 売 ・競 争 入札

50%

50%

yo/

1()%

2{)

軽1業 ・食 品工業

建 設 ・建 設資材 ・自動 車輸送

小売 ・社会給 食 ・生活サ ーヴ ィス

卸売 り

その他 の経済諸部 門

の
財

産

の
買

取

り

、

e
賃

貸

企

業

の
買

取

り

で
あ

る

(五
ー

三
)
。

そ

れ

ら

の
比
率

は

明
ら

か

で
な

い
が
、

公
開

株

式

会

社

化

が
最

重

点

の
よ
う

で
あ

る
。

「基

本

規

程

」

で
は

私
有

化

形

態

別

比
率

は
上

掲

の
よ
う

に
な

っ
て

い
た
。

カ

ザ

フ

ス
タ

ン
の

「
脱
国

有

化

・
私
有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム

一
九

九

一
-

一
九

九

二

年

」

で
は
、

脱

国

有

化

.
私
有

化
法

に
規
定

さ
れ

て

い
る

賃

貸

企

業

・
集

団

企
業

へ
の
改
組

の
プ

ロ
グ

ラ

ム
は
な

く

、

競
売

、

入

札
、

株

式

会

社

化

の
み
と

な

っ
て

い
る
。

そ

れ

ら

の
比

率

は
明

ら

か

で
な

い
。

九

二
年

五
月

の
私

有

化

促
進

措

置

に
閑

す

る
大

統

領

令

で

は
、

公
開

株

式

会

社

化

を

基

本

形

態

と
す

る

と
さ

れ

て
お

り

、

ロ
シ
ア
連

邦

の
政
策

に
接

近

し

て

い
る

と

ρ
13

)

み
ら

れ

る
。

こ
れ

に
た

い
し

て
、

ベ
ラ

ル
ー

シ

の

一
九

九

二
年

度

経

済

脱

国

家

化

・
私

有

化
プ

ロ
グ

ラ

ム
で

は
、

買

取

予
定

賃

貸

企

業

化

が
六

四

%

、
集

団

企

業

へ
の
改

組

が

一
九

%

、
株

式

会

社

化

は

一
五

%

、

入

札

に
よ

る
売

却

は
二

%

　
ね

ロ

と
な

っ
て

い
て
、

当

面

脱

国

有

化

形

態

に
重

点

を

お

い
て

い
る

よ
う

に
思

わ

れ

る
。

㈲

私
有

化

の
実
施

手

続

き

私
有

化

の
実
施

手
続

き

で

は
、

各

私
有

化

法

は

だ

い
た

い
に

お

い
て
同

一
で
あ

る
。

そ
れ

は
、

私

有

化
国

家

プ

ロ
グ

ラ

ム

の
策

定

を
前

提

と
す

る

。
私
有

化

の
発

議

な

い
し

申

請

は
、
前

述

の
売

主

ま

た

は

私
有

化

実

施

機

関

(「
フ

ォ

ン
ド
」
機
構

ま
た
は
国
有
財
産
管
理
国
家
委

員
会
機

構
)、
買

手

と

し

て

の
私
有

化
企

業

の
労

働

集

団

、
市

民
、
法

人

に
よ

っ
て
行

わ

れ

る
。

旧
連

邦

法

九

条

で

は
企

業

管

理

機
関

で
あ

る
企

業

評
議

会

が
発
議

主

体

に
含

ま

れ

て

い
た

が
、
他

の
法

令

に
は

そ

れ

は

な

い
。

労

働

集

団

11
従

業

員

が
申

請

す

る

場

合

に
は
特

殊

の
組

織

形

態

を

と

る

こ
と

に

つ

い
て

は
す

で

に
述

べ
た

(
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
私
有
化
法

に
即
し

て
)。

ロ
シ

ア
私
有

化

法

の
場

合

に

は
、
企

業

の
指

導

者

、

関

連

企

業

、

銀

行

、

国

家
権

力

・
行

政

諸

機

関

が
発
議

主

体

に
含

ま

れ

て

い
る

二

一一.条
)
。

私
有
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化

申

請

は
、

そ

の
審

議

.
決

定

機

関

で
あ

る

私

有

化

実
施

機

関

(
ロ
シ
ア

の
場
合

に
は
国
有

財
産
管

理
国
家
委

員
会
機
構
)

に

た

い
し

て
な

さ

れ

る
。

私
有

化

申

請

が
却

下

さ

れ

る

の
は
、

申

請
者

が
買

主

資

格

を

欠

く
場

合

と
法

令

お

よ

び
私

有

化

国

家

.
地
方

プ

ロ
グ

ラ

ム
に
よ

っ

て
当

該

企
業

の
私
有

化

が
制

限

.
禁

止

さ

れ

て

い
る
場

合

な

ど

で
あ

る

が
、

こ
れ

に
関

す

る
争

い
は
裁

判

所

な

い
し
仲

裁

裁

判

所

で
解

決

さ

れ

る

(ウ
ク
ラ
イ
ナ
法
三
〇
条
、
カ
ザ

フ
ス
タ

ン
法
二
八
条

、
グ

ル
ジ
ア
法
八
条
、
モ

ル
ド

ワ
法
八
、
九
条

ー

ロ
シ
ア
私
有
化
法

に
は
特

に
こ
の
点

の
規
定
は
な

い
が
同
様

の
も

の
と
解
す

る
)
。

決
定

さ

れ

た
場

合

に

は
当

該

企

業

に

つ

い
て

私
有

化

委

員

会

(否
藁

8
藷

ぎ

ゼ
臣
碧
δ
餌
長
国
弓
・碧
冨
曽
量

が
設
け

ら

れ

る
・

こ
れ

は
・

ロ
シ

ア
私

有

化

法

で

い
え

ば
、

私

有

化

実
施

機

関

代

表

、

企

業

所

在

地

の
地

方

ソ

ビ

エ
ト

代

表

、

財

務

機

関

職

員
、

企

業

管

理

部

お
よ

び

労
働

集

団

評
議

会

代

表

(改
正

で
は
労
働
集
団

)

に
よ

っ
て
構

成

さ

れ

、

専

門
家

の
参

加

を
求

め
う

る

(改

正

で
は
反
独
占

.
新

経
済
構
造
支

援
国
家
委
員
会
代
表
を
含

め
る
)
。
私
有

化

委

員

会

は

、
私
有

化

プ

ラ

ン
を

作

成

し
、

こ
れ

を

地

方

ソ

ビ

エ
ト

お
よ

び
労

働

集

団

に
提

示

、
賛

同

を

求

め

る
。

賛

同

が
え

ら

れ

な

い
と
き

は
代

替

プ

ラ

ン
を

提

示
す

る

が
、

最

終

決

定

は
、

労

働

集

団

の
異

議

に

つ
い
て

は
地

方

ソ

ビ

エ

ト

が
、
後

者

の
異

議

に

つ
い
て

は
国

有

財

産

管

理
国

家

委

員

会

が

お

こ
な

う

二

四
条

)。

私

有

化

プ

ラ

ン
に

は
、
私

有

化

の
方

法

・
期

間

・

企

業

改
組

方

式

、
私
有

化

客

体

の
当

初

価

格

、
株
式

会

社

等

の
定

款

資
本

額

、
支

払

形
態

な

ど

が

も

り

こ
ま

れ

る
。

こ
れ

に
も

と

つ

い
て
・

財

産

目

録

作

成

等

「
私
有

化

準

備

」
が

は

じ

ま

る

の
で
あ

る
。

な

お

、

ロ
シ
ア

私
有

化

法

に
お
け

る

実
施

手

続

き

の
詳

細

は
、

「
ロ
シ

ア
連

邦

に

お
け

る
国
有

.
自

治

体

有

企

業

私
有

化

申

請

の
提

出

・
登

録

・
審

理

受

理

手

続

き

臨

時

規

程

」

お

よ

び

「
私
有

化

委

員

会

の
活

動

に

関

す

る
臨
時

規

程
」
、

「
私
有

化

客

体

の
価

値

評

価
方

法

に
関

す

る
臨

時

指

示

」
(切
窟
§

差
8

署
8
蓉

臣
・
。
顕
。
噂
趨
器

冒
富
葺

各

。
で
釜

2
蓋

=

類
噂
国
寓
凶↓国
凶
閑
冒m
8
署

祠
冨
=
=
δ
冨
頴・。図
=
国
螢
=欝

切薗↓
寓
ω餌煽
国
δ

『。
。責
騨剛。
↓切⑰
臣
。
『p

蓬

霞
養
・
鶏
臣
。
『。

漏
噂
・皆

冨
頴謡
詰

"
β

切
需
§

臣
。
雪

8
舞

。臣
①
。

「
拶
O
。
↓
。

開
。
竃
=
8

=
諏

頴
。

ぞ

騙
国
拶
祠
国
り
鋤
娼
鵠
鵠
"
ロ騨
窟

竃
o
畿
罵
ぴ
剛o

=
窩

o
富

`
o
。
蚕

o
壊

き

臣

属
凶

岩

o
需

美

0

9

0
寓
竃
8

屋

o
軌
♂
o
宥

o
国

遷

臣

碧

蕊

貨

塁

1

い

ず

れ

も

九

二
年

一
月
二
九

日
大
統
領
令

付
属

規
程
)

で
規

定

さ

れ

て

い
る
。
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私
有

化

に

お
け

る

所
有

権

移

転
確

定

手

続

き

こ

こ
で
最

終

手

続

き

と
し

て

の
所
有

権

移

転

手

続

き

に

つ

い
て
触

れ

て

お

こ
う

。

旧
連

邦

法

に

は
、

こ
れ

に

つ
い
て

の
特

段

の
規

定

が

お

か
れ

て

お
ら
ず

、

一
六

条

で
脱
国

有

化

・
私
有

化

の

「条

件

」

規
定

と

し

て
権

利

・
義

務

継

承
関

係

が
規

定

さ

れ

て

い
る

に

と

ど
ま

る
。

ロ
シ

ア
私

有

化

法

(
ニ
ヤ

⊥

二
〇
条

)
は

、

私
有

化

契

約

(。泪
。均
閑
餌)
の
定

式

化

、

売

主

、

買
主

の
権

利

・義

務

、

契

約

無

効

な

ど
を

規

定

し

て

い
る
。

こ
れ

に
よ

る

と
、

私
有

化
手

続

き
完

了
後

売

手

(国
有
財
産

フ
ォ

ン
ド
)

と
買

手

(取
得
者
)
と

の
間

で
売

買

契

約

が
締

結

さ

れ

、

所

定

の
手
続

き

に
よ

る
契

約
登

録

の
と
き

に
所

有

権

が

移
転

す

る
。

登
録

さ

れ

た

売

買

契

約

が
所

有

権

の
証

明
文

書

と
な

る
。
も

と
も

と
私
有

化

法

は

、
売

主

か

ら

買
主

へ
の
所
有

権

証

書

(。
胴鵠凛
。呵。、
.。、
国。
。
。。
⑰
。、・,。エ
エ
。
。甲

三
の
引

渡

し

と

い
う

形
式

を

定

め

て

い
た

の
で
あ

る

が
、

上

記

の
よ

う

に
改

正

さ

れ

た

(九
二

.
六

.
五
)。

グ

ル
ジ

ア
法

(二
〇
条
)
も

ほ

ぼ
同

様

で
あ

る

。

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

(二
七
条
)
、

ウ

ズ

ベ

キ

ス
タ

ン
法

(
一
六
条

)
で
は
所

有

権

証

書

交

付

形

式

を

と

り
、

モ

ル
ド

ワ
法

2

八
条
)
は

私
有

化

客

体
取

得

証

明
書

形

式

を

と

っ
て

い
て
、

そ
れ

ら

の
受

領

の

と
き

か
ら
国

有

企

業

の
権

利

.義

務

の
承

継

者

と
な

る
。

ウ

ク

ラ

イ

ナ
法

は
所

有

権

移

転

手

続

き

を

特

別

法

に
ゆ
ず

っ
て

い
る

が
、

小

私
有

化
法

(二
四
、
二
五
条

)
は
、

競
売

に

つ
い

て
は
競

落

判
定

人

(謡
長
罠
8
巳

の
槌
打

ち

の
時

、

入

札

に

つ

い
て
は

入

札

委

員

会

の
落

札
者

決

定

会

議
議

事

録

署
名

の
と
き

、

買

取

り

の
場

合

は
、

私

有

化

機

関

の
買

取

り

決
定

の
と

き

か

ら

所
有

権

が
移

転

し
、

国尽
王
と
士箔
王
機

関

と

の
売

買

契

約

書

作

成

、

地
方

ソ

ビ

エ
ト

へ
の
登

録

が
行

わ

れ

る

こ
と
を

規

定

し

て

い
る

。

い
ず

れ

の
私
有

化
法

も

、
売

買
契

約

の
内

容

、
契

約

無

効

ま

た

は
契

約
解

除
、

紛

争

の
解

決

手

続

き

な

ど

を
規

定

し

て

い
る

が
、

省

略

す

る

。

囚

私
有

化

企

業

取
得

資

金

お
よ

び
支

払

方

法

私

有

化

を

め
ぐ

る
最

大

の
問
題

の

一
つ
が
有

償

・
無

償

問

題

で
あ

り
、

そ

れ

が
両

者

の

「
結

合

」

と

い
う

形

で
解

決

さ

れ

る

こ
と

に

な

っ
た
点

に

つ

い
て

は
す

で

に
述

べ
た

。

私
有

化

企

業

取
得

資
金

お

よ

び
支

払

方

法

に
関

す

る
特

別

の
制
度

は

こ
れ

と
関

連

す

る
。
有

償

の
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さ

い
の
私
有
化

収
入

の
使
途

と

い
う
問
題
も

こ
れ
と
関
連
し

て

い
る
。

私
有
化
企
業
財
産

の
取
得
資
余

に

つ
い
て
は
、
旧
連
邦

法
を
は
じ
め
各

私
有
化
法

は

一
般

に
、
A
市
民

・
法
人
が
合
法
的

に
取
得

し
た

任
意

の
資
金
、
外

国
投
資
家

の
資
金

、
B
労
働
集

団
に
よ
る
取
得

の
場
合

の
特
例
、

C
部
分
的
無

償
私
有
化

の
方
法

(市
民

へ
の
支
払

い
手

段
の
交
付
)を
規
定

し
て

い
る
。
と
く

に
検
討
す

べ
き
は
B
と
C

で
あ

る
が
、
B

に

つ
い
て
は
次
項

で
述

べ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
C

に

つ
い

て

み
て
お
く
。

ロ
シ

ア
私

有

化

法

=

条

に
も

と

づ
き

、

一
九

九

一
年

七

月

三

日

に

「
ロ
シ

ア

・
ソ
ビ

エ
ト

連

邦

社

会
主

義

共
和

国

に

お
け

る
記

名

私

有

化

勘

定

証
書

.
私

有

化

持

分

に
関

す

る
法

律

」

(
ω巽
畠

「
6
e
6
で
。
o
蒙

窪
臣

×
翻
唱
蕊
碧
蕊
聲
ぎ
臣
匡
×
。函
冨
メ
壽

鳶
避
娑

国
勺
6
e
6
℃
)

が

で

た
。

そ

れ

に

よ

れ

ば
、

「
私
有

化

勘

定

証

書

(弓
臣
碧
蕊
麟長

。
讐
愚

2
・↓
(杢
巽

琶

)
」
と

は
、

「
そ

の
保

有

者

の
、
無

償

で
配

分

さ

れ

る
国

有

・

自

治
体

有

財

産

の
分
前

(泪
。知
・
)
に

た

い
す

る
権

利

、

お
よ

び

ロ
シ

ア
共

和
国

私
有

化
法

に
し

た

が

っ
て

私
有

化

持

分

(弓
爵
碧
蕊
長
。
臣
愚

切民、
貰
)
を

利

用
す

る
権

利

、

に

つ

い
て

の
国

家

証
書

」
と

さ

れ

た

(
一
条

)。

こ

こ

に

い
う

「
私
有

化

持

分

」

の
保
有

者

は
、

基

本

的

に

は
・

各

年

度

の
私
有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム
確

定

時

に

ロ
シ

ア

共
和

国

に
住

所

を

も

つ
共

和

国

市

民

(国
外

居
住
者

は
本
国

へ
移
住
す

る
と
き
に
取
得
)
で

あ

る

が
、
持

分
額

が
同

プ

ロ
グ

ラ

ム
に

よ

っ
て
確

定

さ

れ

、

そ
れ

が
、

共
和

国

貯

蓄
銀

行

に
開

設

さ

れ

る
各

保
有

権

者

(地
方
行
政
機
関

の

作
成
す

る
名
簿

に
よ

る
)

の

「
私
有

化

勘

定

(。、。、
)
」

に
算

入

さ

れ

、

こ
れ
を

記

載

し

た

「
証
書

貧
距
養

ε

」

が
交

付

さ

れ

る
。

交
付

は
・

私

有

化

財

産

取
得

者

の
申

請

に
よ

っ
て
行

わ

れ

る
。

私
有

化

客

体

へ国
有

・
自
治

体
有
企
業

、
株
式
、
出
資
持
分
、
そ

の
他

の
国
有

・
自
治
体
有

財
産
を
含
む
)
の
取

得

の
た

め

の
支

払

は
、

こ

の
証
書

化

さ

れ

た
持

分

額

の
範

囲

内

で
、

非

現
金

換

算

方

法

で
行

わ
れ

る
。
持

分

は
貨

幣

形

態

で
は
交

付

さ

れ
ず

、

ま

た
利

息

は

つ
か
な

い
。

無

償

配

分

の
主
旨

か
ら

し

て

、

こ

の
支

払

形
態

で
取

得

財

産

の
五

〇
%

以

上

が
支

払

わ

れ

た

と

き

は
別

段

の
規

定

な

き

か
ぎ

り

三

年

間

は
譲

渡

で
き

な

い
。

こ

の
形

態

で
取

得

さ

れ

た
有

価

証

券

に

は
そ

の
記

載

が
な

さ

れ

る

か

ら

、

銀

行

.
取

引

所

で

の
売

買

は

防

ぎ

う

る
。

相

続

は
可

能

で
あ

る
、

と
さ

れ

た
。
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と

こ
ろ

で
・

私
有

化
勘
定

に
起
算

さ
れ
る
額

は
年
度
私
有
化
国
家
プ

ロ
グ
ラ

ム
で
規
定

さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て

い
た
が

(四
条
)、
九

二

年
度
国
家
プ

。
グ
ラ

ム
で
は

こ
れ
を
規
定
す

る

こ
と
が

で
き
ず
、
九
三
空

月

百

ま

で
に
準
備
を
完

了
す

る
こ
と

に
な

っ
て

い
た
.
と

こ
ろ
が
・
九

二
年
八
月

一
四

日
に

「
ロ
シ
ア
連
邦

に
お
け
る
私
有
化
小

切
手
制

の
実
施

に
関
す

る
」
大
統
領
令

お
よ

び
こ
れ

に
よ

っ
て
承

認
さ
れ
た

「
私
有
化
小

切
手
規

程

魯

塁

・誓
・
:

§

壽

婁

量

匡
×
晶①豊

」
が

で
て
、

こ
ち
ら

の
方

が

δ

月

百

か
ら
実
施

さ
れ
る

こ
と

に
な

る

の

で
あ

る
・

こ
れ

に
よ

る

と

、

「
私

有

化

小

切

手

」
は
、

国

家

所
有

に
属
す

る

私
有

化

客

体

の
取

得

に

の

み
利

用

さ
れ

る
国

家

有

価

証

券

で

(自
治
体
所
有

に
属

す
る
私
有
化
客
体

に
は
利
用
出
来
な

い
)
、

九

二

年
度

発
行

の
も

の

(た
だ
し
九
三
年
度

以
降

に

つ
い
て
の

コ
メ

ン
ト
は
何
も
な
い
)
は
額
面
廼

○
、
○
○
○

ル
ー
ブ

リ
、
有

効
期
間

は
九
二
年

三

月

百

よ
り
九
三
年

一
二
月
三

百

ま

で
と
さ
れ
、

ロ
シ
ア
連
邦
市
民
す

べ
て

に

一
人

一
証
券
交
付

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

注
目
す

べ
き
は
、

こ
れ
は
た
だ
ち

に
無
制

限
に
売
買

で
き
る
も

の

と
さ
れ
・

し
た
が

っ
て
・
市

場
価
格

が
形
成
さ
れ
る
と
と
も

に
、
私
有
化
過
程

で
少
数
者

の
手
中

に
集
中
さ
れ
る
可
能
性

が
あ

る
こ
と

で

あ
る
・
九

一
年
七
月

の

「
記
名
私
有
化
勘
定
証
書

」
法
以
前

に
、
す

べ
て

の
市

民
に
額
面
価

一
〇
〇
〇

ル
ー
ブ

リ

の

「記
名
決
済
小
切
手

(奎

・
臣
。
着

薗2
・臣
匡
詠
器
閑)
」

七
券

を

交

付

す

る

こ
と
を

骨

子

と
す

る

法

案

「
ロ
シ
ア
共

和

国

市

民

に

た

い
す

る
国

有

財

産

取
得

の
た

め

の

支

払

手

段

の
供

与

に
関

す

る
法
律

」
案

が
用
意

さ

れ

た

こ
と

が
あ

る

が

(
こ
れ
は
相
続

の
み
可
)
、

ほ

ぼ

こ
れ
を

引

き

継

ぐ
も

の
と
な

っ
て

い

る

と

い
え

よ
う

・

た

だ
・

こ

の
間

に
イ

ン
フ

レ
は

激

し

く

昂
進

し

て

お

り
、

一
〇

、

○

○

○

ル
ー

ブ

リ

と

い
う

金

額

は

「
婦

人
靴

一
足

」

と

椰

楡

さ

れ

る

よ
う

に

「
私
有

化

企

業

取

得

資

金

」

と
称

す

る

に
は

あ

ま

り

に
も

些

少

で
あ

る
。

こ
れ

を

「
陳

腐

な

シ

ャ
ボ

ン
玉

」
、

「
社

会
的
公
正
あ
そ

び
」
と
す

る
痛
烈
な
批

判

の
で
る
ゆ
え
ん
で
難

.

こ
の
製

の
実
施

過
程

に

つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
し

た

い
.

ウ

ク

ラ

イ

ナ

私

有

化

法

(
二

二
条

、

二
四

条

)
に

も

と

つ

く

「
私

有

化

証

書

(弓

田
舘
=
、
9
娼
鵠
。
=
=
.
嗣。
9
竃
臼
.=
)
に

関

す

る

法

律

」

(
一
九

九

二

.

三

・
六
)

で

は

・

「
私

有

化

証

書

」

(私

有

化

法

、

小

私

有

化

法

で
は

暑
臣

碧
蕊
薗
長

。
臣
鴇

。
。
噂
祠
=
合
臨
閑
餌
↓
げ
一
と
も

い
う

)

と

は

、

「
そ

の
所

持

者

が

、

私

有

化

過

程

に

お

い

て
、

国

有

企

業

の
財

産

、

国

有

住

宅

フ

ォ

ン
ド

、

土

地

フ

ォ

ン
ド

の
持

分

を

無

償

で

取

得

す

る

権

利

を

証

明

す

る

と
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こ
ろ

の
特

種

の
国

家
有

価

証

券

」
で
あ

り

(
一
条

V、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

居

住

の
ウ

ク

ラ
イ

ナ

市

民

(私
有
化
プ

ロ
グ
ラ

ム
の
規
定
す

る
期
間

に
在
外

勤

務
す

る
、
ま
た

一
時
国
外
滞
在
す

る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
市
民
、
同
プ

ロ
グ
ラ

ム
規
定

の
期
間

に
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
移
住
す

る
者
を
含

む
)
に
交

付

さ

れ

る
。

ウ

ク

ラ
イ

ナ

国

立
銀

行

が
発

行

し

、

貯

蓄

銀

行

が
地

方

ソ

ビ

エ
ト
作

成

の
名

簿

に
よ
り

交

付

す

る
記

名

証

券

で
あ

る
。

売

買

・
譲

渡

は
無

効

、

配

当

.
利

息

は

な

く

、

決
済

・
担

保

に

は
使

え

な

い
が
、
相

続

は

で
き

る

(二
条
)
。
各

年

度

の
発

行

総
額

は
、

当

該

年
度

に
無

償

で

私

有

化

さ

れ

る
客

体

の
価

値

に
等

し

い
と

さ

れ

る

が

(四
条
)、

私
有

化

法

で

は
、

第

一
次
無

償

私
有

化

は

私
有

化

財

産

の
四

〇
%

以

内

と

さ

れ

て

い
る

(二
二
条

)。

な

お
、

私
有

化

財

産

取

得

に
あ

た

り
五

〇

%

以

上

を

こ

の
証
書

で
支

払

っ
た

と
き

は
、
当

該

財
産

は
ウ

ク
ラ

イ

ナ

の
国

民
通

貨
導

入
前

に

は
売

買

.
譲

渡

で
き

な

い
と

さ

れ

て

い
る

。

な

お
、

小

私
有

化

法

に

よ

れ

ば
、

私

有

化
証

券

に

よ

っ
て

の
み
取

得

で
き

る
財

産

も

あ

り

う

る

(六
条
)
。

カ
ザ

フ

ス
タ

ン

の
私
有

化

法

二

五
ー

一
六
条
)、

お
よ

び
私
有

化

国

家
プ

ロ
グ

ラ

ム

(
W
)

で

も
同

種

の
証
券

(ク
ー
ポ

ン
)
が
規

定

さ

れ

て

い
る

が
、

「
カ
ザ

フ

ス
タ

ン
共

和

国

に

お
け

る
国

家

所
有

私
有

化

の
ク

ー

ポ

ン
制

メ

カ

ニ
ズ

ム

(越
言
塁
匡
離
器
蕎
圭
ω乙

に
関

す

る
規

程

」

二

九
九

一
.
九

.
一
三
)

に
よ

れ

ば
、

{
私
有

化

ク

ー

ポ

ン

(暑
冨
僧
罠
冨
長
。臣
馬

運
8
臣

)
」

は
、

「
共
和

国

の
物

的

富

の
創

造

に
寄

与

し

た
労

働

に

た

い
す

る
住

民

へ
の
補

償

手

段

」

(
一
条

)
で
あ

る

と
意

味

づ
け

ら

れ

て

い
る
。

こ
れ

に
対

応

し

て
、

そ

れ

は

カ
ザ

フ

ス
タ

ン

共

和

国

市

民

で

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
に
常

住

し

か

つ
労
働

経

歴

を
有

す

る
者

に
交

付

さ

れ
、

一
人

あ

た

り

の
ク
ー

ポ

ン
額

は

労
働

経

歴

に
比
例

し

て
決

め
ら

れ

る

(三
、

五
条
)
。

労

働

歴

一
年

に

つ
き

四
〇

〇

ク
ー

ポ

ン

(
一
ク
ー
ポ

ン
ー-

一
ル
ー
ブ

リ
)
と

い
う

の
が

一
般

的

基

準

で
あ

る

。

し

か
し

、

未
成

年

の
子
供

の
あ

る
親

、

就

学

中

の
者

、

一
六
才

未

満

の
孤

児

、

五

人

以

上

の
八

才

未

満

の
子
を

育

児

中

の
婦

人

に

は

一
定

額

の
ク

ー

ポ

ン
が
あ

た

え
ら

れ

る
。

一
九

九

一
f

九

二
年
度

で

は
ク

ー

ポ

ン
は

住

宅

・
農

業

用

財
産

そ

の
他

の
国

有

財
産

の
私
有

化

の
た

め

に

用

い
ら
れ

る

こ
と

に
な

っ
て

お
り

、
規

程

の
内

容

か
ら

み

る
と

住

宅

取

得

が
主

と

し

て
想
定

さ

れ

て

い
る
よ

う

で
あ

る

(国
家
プ

ロ
グ

ラ
ム
で
は
、
ク
ー
ポ

ン
の
額

の
規
定

が

一
人
あ

た
り

一
八

㎡
の
住
宅
取
得
相

当
額
と
さ
れ
て

い
た
)
。
ク

ー
ポ

ン
は
貯
蓄

銀

行

の
特

別

預
金

と
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い
う

形

で
与

え

ら

れ

る

が

、

こ
れ

に
は
利

息

は

つ
か

な

い
。

相

続

は
可

能

で
あ

る
。

モ

ル
ド

ワ
私
有

化
法

(
一
二
条
)
も

特

殊

な

「
国

家

有

価

証
券

」

と

し

て

「
人

民

財
産

引

換

券

6
。
出
.一
出口
「
。
員
エ
。
.。
泪
。。↓
。
鵠、
=
箇)
」

と

い
う

記

名

証

券

1ー

ボ
ー

ナ

の
交

付

を

規
定

し

て

い
る
。

こ

こ

で

の
特
徴

は

、

こ
れ

が

a
す

べ
て

の
市

民

に
交

付

さ

れ

る
も

の
と
、

b

労

働

経
歴

に
応

じ

て
交

付

さ

れ

る
も

の

(軍
勤
務

・就

学

・
不
当

弾
圧
期
間

が
含

ま
れ
る
)

と

の
二
種

類

に
分

け

ら

れ

て

い
る

点

で
あ

る

(身
体
障

害
者

.

低
所
得
家
族
等

に
は
特
典

が
あ

る
)
。
な

お
、
ボ
ー

ナ

は
近

親

者

以

外

に

は
譲

渡

で
き
ず

、
ま

た

ボ
ー

ナ

に
よ

り
取

得

し

た
株

式

を

含

む
財

産

は
二

年

間
譲

渡

で
き

な

い
。

ω

私
有

化

に
お

け

る

労

働

集

団

の
地
位

さ

て
、

こ
れ

ま

で
そ

の
都

度

説

明

を

留
保

し

て
き

た

労
働

集

団

の
地
位

に

つ

い
て
、

こ

こ
で
ま

と

め

て

み

て
お
き

た

い
。

こ

の
問

題

が

私
有

化

政
策

の
実

現

に

と

っ
て
も

つ
意

味

に

つ

い
て

は
、

す

で

に
述

べ

た
。

こ
れ

は
、

い
わ

ゆ

る

「
全

人

民

的

所
有

」

の
私
有

化

を

正
当

化

す

る

根
拠

と
関

連

す

る

問
題

で
あ

る

と

と
も

に
、

す

べ

て

の
市

民

(共
和
国

に
よ

っ
て
は
労
働
歴
あ
る
す

べ
て

の
市
民
)
に

た

い
す

る
私
有

化

証

券

の
付
与

と

は

異

な

り
、

私

有

化

企

業

の
現

在

の
従

業

員

を

私

有

化

過

程

に
動

員
す

る
方
法

と

し

て

の
意

味

を

も

っ
て

い
る
。

し

た

が

っ
て
、

旧

連
邦

法

、

ウ

ク

ラ

イ

ナ

法
、

モ

ル
ド

ワ
法

な

ど
私

有

化

の

「
基

本

原

則

」

規

定

を

お

い
て

い
る
も

の
は

い
ず

れ
も

、

そ

の
基

本

原

則

の

一
つ
と
し

て
、

「
脱
国

有

化

・
私

有

化

の
形

態

選

択

お
よ

び
手

続

き

決

定

に

つ

い
て

の
企

業

労

働

集

団

の
優

先

権

」

(連
邦
法
三

条
)
、
「
私
有

化

さ

れ

る
企

業

の
労
働

集

団

貝

に
国

有

財

産

取

得

の
特

典

を

与

え

る

こ
と

」
(ウ
ク
ラ
イ
ナ
法
二
条
)
、
「
私
有

化

客

体

の
労
働

集

団

の
意

見

の
考
慮

」

(
モ
ル
ド
ワ
法

二
条
)
と

い

っ
た
原

則

を
う

た

っ
て

い
る
。

こ
う

し

た

一
般

原

則

規
定

を

も

た
な

い
私
有

化

法

で
も
、
問

題

の
位

置

づ
け

に

異
な

る

と

こ
ろ

は
な

い
。

私
有

化

法

で
は

、

私
有

化

過

程

に
お
け

る
労

働

集

団

の
位

置

を

三

つ
の
面

で
規

定

し

て

い
る
。

第

一
は
、

当

該

企

業

の
私
有

化

の
決

定

過

程

へ
の
労

働
集

団

の
参

加

、

第

二

は
、

国

有

財
産

取

得

に

お
け

る
労

働

集

団

の
特

典

、

第

三

は
、

私
有

化

に

と
も

な
う

社
会

的

保

護

の
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面

で
あ

る
。

ω

そ

の
う

ち

の
決
定

過

程

へ
の
参

加

の
面

、

す

な

わ

ち

、

労
働

集

団

に
よ

る

発
議

・申

請

(旧
連
邦
法
九
条
、

ロ
シ
ア
法

一
三
条
、
ウ

ク
ラ

イ
ナ
法

一
二
条
、
カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

一
二
条
、
ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法
八
条
、
グ

ル
ジ
ア
法
八
条
)
、
個

別

企

業

私
有

化

実
施

機

関

と
し

て

の
私
有

化

委

員

会

へ
の
代

表

参

加

お

よ

び
私
有

化

方
法

決
定

・
私
有

化

プ

ラ

ン
作

成

の
さ

い
の
労

働

集

団

の
意

見

の
考

慮

(旧
連
邦
法

一
〇
条
・

ロ
シ

ア
法

一
四
条
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
法

一
三
ー

一
四
条
、

カ
ザ

フ
ス
タ

ン
法

一
三
条

、
ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法

九
条
、
グ

ル
ジ
ア
法
八
条
)
な

ど

に

つ
い
て

は

私
有

化

実
施

機

関

・
実

施

手

続

き

の
と

こ
ろ

で
述

べ
た

と

お
り

で
あ

る

。

②

第

二

の
国

有

財

産

取

得

に

お
け

る
労

働
集

団

の
特
典

に

つ
い
て

は

や

や
詳

し

く

述

べ
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

な

お
、

こ
こ

に
労

働
集

団

と

い
う

の
は
、

私
有

化

企

業

の
現
従

業

員

だ

け

で
な

く
、

当

該

企

業

に

一
定

年

数

以

上

(例
え
ば

ロ
シ
ア
連
邦

の
九

二
年
度
国

家
プ

ロ
グ

ラ

ム
で
は
男

子

一
〇
年
、
女

子
六

.五
年

以
上
)
勤

務

し

て

い
た
年
金

生

活
者

、
当
該

企

業

に
復

職

の
権

利

を

も

つ
者

を
含

む

の
が
普

通

で
あ

る
。

A

株

式

会
社

化

の
さ

い

の
株

式

取

得

お
よ

び

入
札

・
競
売

で

の
特
典

旧

連
邦

法

は
、

株

式

会

社

化

の
さ

い

の
労

働

集

団

の
株

式

取
得

に

お

け

る
優

先

権

(六
条

)、

総

額

が
企

業

財

産

の
評
価

価

格

の
三

〇

%

を

こ
え

な

い
範

囲

で

の
特
典

価

格

で

の
労
働

集

団

へ
の
譲

渡

(経
営
改
善
義

務
を
引
き
受

け
る
場
合

は
さ
ら
に

一
〇
%
割
引
)
を

規
定

し

て

い

た

(二
〇
条

)。

こ

こ
に

は
、

優

先

取

得

権

ま

た

は
第

一
順

位

取
得

権

と

優

遇
条

件

(無
償

割
引
価
格
、
分
割

支
払
)
に
よ

る
取
得

権

と

の

二

つ
が
含

ま

れ

て

い
る
。

前

者

は

、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

法

(二
四
条
ー

二
五
条
)
、

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

(二
五
条

)、

ウ

ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法

(二
〇
条
)

な

ど

で
も

規
定

さ

れ

て

い
る

が
、

ロ
シ

ア
法

な

ど

に

は
規

定

さ

れ

て

い
な

い
。

し

か
し
、

実

状

と
し

て

は
、

そ

れ

は
、

労
働

集

団

に

と

っ

て

は

、

後
者

の
保

障

が
あ

っ
て

は

じ

め

て
有

意

味

な

も

の
と

な

る

の

で
あ

り

、

ま

た
後

者

は
第

一
次

的

に
充

足

さ

れ

る

手
続

き

に
な

る

の

で
あ

る

か

ら
、

現

在

の
と

こ
ろ

と
く

に
区

別

し

て
論

じ

る

必

要

は
な

い
と
思

わ

れ

る
。

そ

こ
で

こ

こ
で

は

「
特

典

(導
『o
垂

)
」
と

い
う

概

念

の
も

と

で
両

者

を

一
括

し

て
扱

う

こ
と

に
す

る

が

、

重
点

は
後

者

に

お

か
れ

る
。
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ロ
シ
ア
連
邦

で
は
、

私
有
化
法

で
労
働
集
団

の
特
典
を
規
定

し

た
の
ち
、

「
私
有

化
プ

ロ
グ
ラ

ム
基
本
規

程
」
で
旦
ハ体
化

し
た
が
、
そ

の

後

「
私
有
化
国
家
プ

ロ
グ
ラ

ム
」

で
修

正
が
行

わ
れ
て
お
り
、
目
下

の
時

点

で
は
国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
に
し

た
が

っ
て
私
有
化

が
実
施
さ
れ

つ
つ
あ
る

の
で
あ

る

が
、

こ
れ
を
順
次

み

て
お
く

こ
と
に
す

る
。

ロ
シ
ア
私
有

化
法

(二
二
条
-
二
四
条
)
は
、
①

公
開
株
式
会

社

の
株
式
取
得

に
お
け

る
労
働
集

団

の
特
典

に

つ
き
、
額
面
価
格

の
三
〇

%

引
き

(労
働
集
団
に
提
供
さ
れ
る
株
式
総
額
は
私
有
化
プ

ロ
グ
ラ

ム
で
設
定
)
、
三
年
間

の
分
割
払

い

(第

一
回
に
二
〇
%
以
上
払
込
)
と

い
う

特
典
条
件
を

こ
の
条
件

で
取
得
し

た
株
式

は
三
年
間
譲
渡

で
き
な

い

、
②

入
札

・
競
売

に
よ

る
国
有

.
自
治
体
有
財
産

の
取
得

の
さ

い
は
三
年

の
分
割

払

い

(第

一
回
払
込
三
〇
%
以
L
)
と

い
う
特
典

条
件
を
規
定

し
、
さ
ら
に
③
私
有
化
国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
に
よ

っ
て

企
業
財
産

の

一
部

の
無
償

譲
渡
な
ど

の
追

加
特
典

が
設
定

さ
れ
う

る
、

と
し

て

い
た
。

一
九
九

二
年

一
月

の

「
几

二
年
度
私
有
化
プ

ロ
グ
ラ

ム
基
本

規
程
」

(w
)
は
、
株
式
会
社
化

の
さ

い
の
労
働
集
団

の
特
典

を
次

の
よ
う

に
規
定
す

る

こ
と
に
な
る
。
①
株
式
会
社
定
款
資
本

の
二
五
%
相
当

の
記
名
優
先
株

議

決
権
な
し
)
を
従
業
員

に
無
償
譲
渡
す

る

檀

し

一
人
当
た
り
最
低
賃
金
月
額

の
二
〇
ヵ
月
分
を

こ
え
ず
)
、
②
定
款
資
本

の

一
〇
%
以
内

で
普
通
株
を
額
而
価
格

の
三
〇
%
割
引
、
一
年

の
分
割

払

い
-l
l

第

一
次

払
込
二
〇
%

以
上

で
譲
渡
す

る
(但
し

一
人
あ
た
り
最
低
賃
金
月
額
の
六
ヵ
月
分
を

こ
え
ず
)
、
③

組
織
さ
れ

た
有
価
証

券
市
場

で
国
家
保

有

・
地
方

ソ
ビ

エ
ト
保
有

の
株
式
会
社

の
株
式

を
売
却
す

る
場
合

は
、
売
却

に
よ
る
資
金

の

一
〇
%
は
従
業
員

の
私
有

化

個
人

口
座

(霞
毒
匡
。
自
局
臣
。
。晶。↓騨)
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
、
④

私
有

化
企
業

の
管

理
職

に
は
、
契
約
条
件

に
よ
り
、
設
立
株
式
会
社

の

定
款
資
本

の
五
%

以
内

の
株
式

を
額
面
価
格

で
取
得
す
る
権

利
を
与
え
る

(役
員

の
自
社
株
取
得
権
)
、
⑤

国
有

.自
治
体
有
企
業

は
、
純
利

潤

か
ら
、
従
業

員

の
私
有

化
個
人

口
座

を
開
設
す

る
私
有
化
基
金

(弓
臣
碧
蕊
榿
。
鵠
国
げ愚
合
。
、ど

を
設
け

る

(九
二
年
度
は
純
利
潤
の

一
〇
%

以
内
、
従
業
貝

一
人
当
た
り
最
低
賃
金
月
額
の

一
〇
ヵ
月
分
を

こ
え
ず
)
。

な
お
、
競
売

・
入
札

に
よ

る
売
却

の
場
合

に
は
、
従
業

員

の
三
分

の

一
以
上

を
結
合
す

る
社
団

に
は
売
却
価
格

の
三
〇
%
割
引
、

一
年
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詔

の
分
割
払

い

(第

一
回
払
込
三
〇
%
以
L
)
と

い
う
特
典
を
付
与
す

る

こ
と
と
し
、
買
手

と
な
ら

ぬ
従

業
貝
に
は
企
業

の
売
却
価
格

の

一
〇

%

が
支
払
わ
れ
る

(
一
人
当
た
り
最
低
賃
金
月
額

の
六
ヵ
月
分
を

こ
え
ず
)
と

い
う
規
定

が
設
け
ら
れ
た
・

こ

の

「
基
本
規
程
」
は
、
私
有
化
法

に
よ
り
、
日坂
高
会
議

の
承
認
を
要
す

る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
審
議

の
過
程

で
労
働
集
団

の
地
位

の

一
層

の
強
化

の
要
求

が
高

ま
り
、
無
償
譲
渡
株
を
議
決
権

あ
る
普
通
株

と
す

る
要
求
、
ま

た
は
労
働
集

団
が
普
通
株

の
五

一
%
ま

で
を
非

公
開
募
集

で
取
得

で
き

る
よ
う

に
せ
よ
、
と

い
っ
た
要
求

が
提
起

さ
郷

・

こ
う
し

た
状
況

の
も
と

で
、
六
月
に
最
高
会
議

の
承
認
を
え

た

「
国
家
プ

ロ
グ
ラ

ム
」

(五
ー
四
)
で
は
、
株
式
会
社
化
を
公
開
株
式
会

社

に
限

る
こ
と
を
前
提

と
し

な
が
ら
、
労
働
集
団

の
特
典

に

つ
い
て
は
三

つ
の
方
法
を
規
定
し

て
労
働
集

団

の
選
択

に
ゆ
だ
ね
る

こ
と
と

し

た

(そ
の
さ

い
労
働
集
団

の
中

に
あ
ら
た
に
九
二
年

万

百

以
降
人
暴

理
で
解
雇
さ
れ
失
業
者
と
し
て
登
録

さ
れ
て
い
る
者
を
含
め
て
い

る

)
。方

法

1

①

労
働
集
団
員
全
体

に
定
款
資
本

の
二
五
%
相
当

の
記
名
優
先
株
を
無
償

で
譲
渡
す

る

(総
額
が

一
人
当
た

り
法
定
最
低
賃
金

月
額

の
こ
〇
ヵ
月
分
を
こ
え
ず
)
。
②
定

款
資
本

の

一
〇
%
ま

で

の
普

通
株

(総
額
が

一
入
当
た
り
法
定
最
低
賃
金
月
額
の
六
ヵ

月
分
を
こ
え
ず
)

を
額

面
価
格

の
三
〇
%
割
引
、
三
年

の
分
割

払

い

(第

一
回
払
込

一
五
%
以
↓

で
譲
渡
す

る
。
③
管

理
職

に
は
、
彼
ら

と

の
契
約
条
件

に

も
と

づ
き
、
定

款
資
本

の
五
%

ま

で
の
並
臼
通
株

の
取
得
権

を
与

え
る

(
一
人
当
た
り
法
定
最
低
賃
金
月
額
の
二
〇
〇
〇

カ
月
分
を
こ
え
ず
)・

方

法

11

①
労
働
集
団
員
全
体

に
定
款
資
本

の
五

一
%

ま

で
の
普
通
株

の
取
得
権
を
与
え

る
。
無
償

譲
渡
は
な

い
。
②

企
業
管

理
部

の

提
議

に
も

と
づ
き
、
労
働
集

団

の
同
意

を
え

て
、
国
有
財
馨

理
委
員
会

が
、
当
該
企
業

と
塑

の
技
術
的
複
合
体

に
属
す

る
企
業

の
従

業
員
個

々
人

に
、
当
該
企
業

の
従
業
員
間

で

の
非

公
開
株
式
申
込

に
参

加
す

る
権
利
を
与

え
る
。
但
し
①
②

の
取
得
株
式
総
額

は
定
款
資

本

の
五

一
%

を
超

え
て
は
な

ら
な

い
。

方
法

m

(従
業
員
数
二
〇
〇
人
以
L
、
固
定
資
魔

バ
ラ
ン
ス
価
値

一
〇
〇
ー
五
〇
〇
〇
万
ル
ー
ブ
リ
の
企
業
に
の
み
適
坦

①

労
働
集
団
グ

ル
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ー
プ

が
当
該
企
業

の
私
有

化
プ
ラ

ン
の
遂

行
、
破
産

の
防
止

に
責
任
を
負

い
、

こ
れ

に
か
ん
す

る
契
約

(期
間
は

一
年
以
内
)
が
労
働
集
団

総
会

の
合
意
を
え

て

い
る
場
合

に
は
、

こ
の
グ

ル
ー
プ

に
、
定
款
資
本

の
二
〇
%
相
当

の
並
日
通
株

の
取
得
権

が
与
え
ら
れ
、
契

約
期
間
中

は

「
フ
ォ
ン
ド
」
機
関

に
属
す

る
議
決
権
株

の
二
〇
%

の
議

決
権

が
委
譲

さ
れ
る
。
契
約

で
定

め
ら
れ
る
、

こ
の
グ

ル
ー
プ
員

の
自
己
所

有

に
属
す

る
財
産

に
よ
る
責
任
限
度

は
、
法
定
最
低

賃
金

月
額

の
二
〇
〇
ヵ
月
分
を
下
ま
わ
ら
な

い
も

の
と
す

る
。
②
全
従
業
員

(上
記
グ

ル
ー
プ
貝
を
含
む
)
に
定
款

資
本

の
二
〇
%
相
当

の
並
日
通
株

(総
額
が

一
人
当
た
り
法
定
最
低
賃
金
月
額

の
二
〇
ヵ
月
分
を
こ
え
ず
)
を
三
〇
%

割
引
、
三
年
分
割

払

い

(第

一
次
払
込

一
五
%
以
ヒ
)
で
売
却
す

る
。

こ
れ
ら
三
方
法

の
う

ち
、

H
、

m
の
選
択

に
は
労
働
集
団
総
会

決
定
ま

た
は
署
名

に
よ
る
承
認

(%
多
数
決
)
を
要
し
、
そ
れ
が
な

い
と

き

に
は
方
法

1
が
適

用
さ
れ
る
。
な

お
、

こ
れ
ら
三
方
法

に
共
通
す
る
も

の
と
し

て

つ
ぎ

の
こ
と
が
規
定

さ
れ
て

い
る
。
①

株
式
売
却

に

よ

る
資
金

の

一
〇
%

(労
働
集
団
員
に
売
却
さ
れ
る
も
の
を
除
く
)
が
私
有

化
個
人
勘
定

に
繰

り
入
れ
ら

れ
る
。
②
無
償
譲
渡
株

(方
法
1
の

場
合
)
の
配
分

お
よ

び
株
式
売
却
資
金

の
配
分

・
私
有
化
個
人
勘
定

へ
の
繰
り
入
れ
は
、
労
働
集
団
総
会

の
決
定

に
よ

っ
て
行

わ
れ
る
。
③

特
典

の
枠
内

で
の
従
業
員

へ
の
株
式
売

却

は
非

公
開
申

込
で
行

わ
れ
る
。
④

取
得
さ
れ
ま
た
は
無
償

で
譲
渡
さ

れ
た
株
式

の
売
却

に
つ
い

て
は

こ
れ
を
制
限

し
な

い
。

こ
れ
を

み
る
と
、
労
働
集
団

が
株
式
会
社
化
さ
れ

た
企
業

で
支
配
的
発
言
権
を
も

ち
う

る

こ
と
に
な
る

の
は
11
、
m
の
場

A
口
で
あ

る
が
、

い
ず
れ
も
株

式
取
得

が
有
償

で
あ
る
か
ぎ
り
、
小
企
業

の
場
合

は
と
も
か
く
、
中

大
企
業

で
は
実
現

の
可
能
性

は
う
す

い
。
現
実

の
選
択

は
圧
倒
的

に
方
法

1
に
傾
斜
す
る

で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、

「国
家
プ

ロ
グ

ラ

ム
」
策
定
者

側
は
労
働
集
団

に
供
与
す
る
特
典

の
拡
大
を

強
調
し
て

い
る
け

れ
乙
耀

結
局

は
・
従
業
員
持
株
制

に
よ
る
労
働
集
団

の
私
有
化
参
加
誘
導
政
策

の
強
化

と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
.

競
売

.
入
札

に
よ

る
国
有
財
産
取
得

に

つ
い
て
は
、
従
業
員

の
三
分

の

一
以
上

が
社
団

(株
式
会
社
)
を
形
成
す

る
場
合

に

こ
れ

に
参
加

で
き

る

の
で
あ

る
が
、

こ
の
場
合

は
売
買
価
格

の
三
〇
%
割
引
、
三
年
間

の
分
割
払

い

(第

一
次
払
込
二
五
%
以
上
)
の
特
典

が
与
え
ら
れ
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る
。

こ
の
集

団

に
属

さ
な

い
従
業
員

は
、
競
売

の
さ

い
に
は
売

買
価
格

の
三
〇
%

ま
で

(
一
人
当
た
り
法
定
最
低
賃
金
月
額
の
二
〇
ヵ
月
分
を

こ
え
ず
)
、
入
札

の
さ

い
に
は
売
買
価
格

の
二
〇
%
ま

で

(
一
人
当
た
り
法
定
最
低
賃
金
月
額

一
五
ヵ
月
分
を
こ
え
ず
)
を
受
取

る
も

の
と
さ
れ

る

(「国
家
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
五
-
五
、
五
-
六
)
。

上
述
と

の
比
較

で
他

の
私
有
化
法

に

つ
い
て
み
て
お

こ
う
。

ま
ず

、
さ
き

に
触

れ
た
よ
う

に
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
法
、

カ
ザ

フ
ス
タ

ン
法
、

ウ
ズ

ベ
キ

ス
タ

ン
法

で
は
、
国
有
企
業
私
有
化

の
さ

い
の
労

働
集

団

の
優
先

取
得
権

が
規
定

さ
れ

て

い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
法

の
場

合
は
、
株
式
会
社
化

の
さ

い
の
株
式
取
得

に

つ
い
て
は
私
有
化
証
券

額

の
枠
内
で
私
有
化
証
券

に
よ
り
、
ま
た
は
半

額
私
有
化
証
券

・
半
額
自
己
資
金

に
よ
り
と

い
う

こ
と
で
あ

る
が
、
割
引

・
分
割
払

い
の

規
定

は
な

い
。

カ
ザ

フ
ス
タ

ン
法

(二
五
条
)
で
は
、

一
般

に
労
働
集

団

は
私
有
化
委

員
会

の
提
案
す

る
条
件

で

の
第

一
順
位
企
業
買
取
権

と
取
得

財
産

の
価
値

の
三
〇
%
1

五
〇
%

(後
者
は
野
算
制
企
業
な
ど
)
割
引

の
特
典

が
与

え
ら
れ
、
株
式
会
社

へ
の
改
組

の
さ

い
に
は
株

式
総
数

の
二
〇
%
ま

で
に

つ
き
第

一
順
位
取
得
権
、
額
面
価
格

の
三
〇
%
割

引
と

い
う
特
典

が
与

え
ら
れ

る
。
な
お
、
カ
ザ

フ
ス
タ

ン
の

一
九
九

二
年
五
月
大
統
領
令

に
よ
る
と
、
労
働
集
団

に
株
式

の
二
五
%

を
私
有
化
証
券

目
ク
ー
ポ

ン
で
(
一
五
%
は
普
通
株
、
一
〇
%
は
優
先

株
)
譲
渡
、
の
こ
り

の
七
五
%

の
株
式

の
う

ち
五
%

は
従
業
員
、

一
〇
%

は
市
民

と
企
業
、

一
〇
%

は
外
国
株
主

に
売
却
し
、
五
〇
%

は
国

(18

)

家

(国
有
財
産
管
理
国
家

委
員
会
)

が
保

有

す

る

と

い
う

プ

ロ
グ

ラ

ム

の
よ

う

で
あ

る
。

ロ
シ
ア
連

邦

の

「国

家

プ

ロ
グ

ラ

ム
」
で

は
、

特

典

条

件

で
取
得

し

た
株

式

も

無

制

限

に
譲

渡

で
き

る

こ
と

に
な

っ
た

が

(私
有
化
法

の

時
点

で
は
三
年
間
譲
渡
禁
止
)
、

ウ

ク

ラ
イ

ナ

、

カ

ザ

フ

ス
タ

ン
の
私

有

化

法

で
は

こ
れ

に

つ
い
て

一
定

期

間

(カ
ザ

フ
ス
タ

ン
で
は
二
年
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
は
自
国
通
貨
施
行
ま

で
)
譲

渡

が
禁

止

さ

れ

て

い
る
。

グ

ル
ジ

ア
法

も

こ

の
点

同
様

で
あ

る

(二
年
間
)。

入

札

・競

売

の
さ

い
の
労

働

集

団

(買
主

と
し

て
組
織
さ
れ
た
グ

ル
ー
プ
)

の
特
典

・
優
先

条

件

に

つ
い
て

は
、

ウ

ク
ラ

イ

ナ
法

(二
五
条
)

は
優

先

買
取

権

、

三

年

以

内

の
分

割

払

い

(第

一
次
払
込
三
〇
%
以
上
)
、

グ

ル
ジ

ア
法

(
一
八
条
)
は
優

先

買

取

権

、

二

年

以
内

の
分

割

払
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い

(第

一
次
払
込
五
〇
%

以
上
)
を

規

定

し

て

い
る
。

カ
ザ

フ

ス
タ

ン
法

は
優

先

買

取
権

と

三

〇
%
ー
五

〇
%

割

引

価

格

と

い
う

規

定

と

な

る
も

の
と
思

わ

れ

る

(二
五
条

)。

B

取

得

財

源

上

の
特
典

上

記

の
諸

特
典

に
加

え

て
、

労

働

集

団

に
は
国

有

企

業

取

得

の
財

源

に

つ

い
て

、

ま

た
経

営

が
持

続

す

る

場
合

に

は
付

随

的

物

件

の
取

得

な

い
し

利

用

に

つ

い
て

の
、

次

の
よ
う

な
特

典

が
供

与

さ

れ

る
。

旧

連

邦

法

二

八
-

二
〇
条
)
で
は
、

労

働

集

団

が
企

業

財

産

を

取
得

す

る
場

合

、

企

業

利

潤

の
う

ち

労
働

集

団

所

有

に
属

す

る
部

分

を

財

源

と

し
う

る

と

と

も

に
、
そ

の
磨

損

が

七

〇
%

を

こ
え

る
財

産

の
労
働

集

団

へ
の
無

償

譲

渡

、
企

業

を

取
得

し

た
労

働

集

団

へ
の
生

産

・

社
会

イ

ン
フ
ラ

ス
ト

ラ

ク
チ

ャ
ー

の
個

々

の
客

体

の
無

償

譲

渡

ま

た

は
無

償

使

用

供

与

を

規
定

し

て

い
た
。

こ
う

し

た
規

定

は
各

共

和
国

私
有

化

法

な

い
し

私
有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム

(付
属

諸
規
定
を
含

む
)

に
も

見

ら

れ

る
。

ロ
シ

ア
連

邦

私

有

化

法

一

一
条

に
も

と

つ
く

「
一
九

九

二
年

度

私

有

化

に
さ

い
し

て

の
国

有

・
自

治

体

有

企

業

の
経
済

刺

激

フ

ォ

ン
ド

お

よ

び
利

潤

の
利

用
手

続

に
関

す

る
臨

時

規
定

(ロ⇔
篤
器

臣
。
・
5
岩
壽
霞
。
。
=
。
冨
捜
・
§
・
。
自
ω。
畢
塁
壽

一ゆ
露

『』
冨

暑
冨
碧
5
貰
遷

。窟
碧
↓
。・

臼
o
養
o
国
り閑o
=
o
竃
国
6̀。閑。
「o
自
臨竃
着
壱

8
臣
蕾

=
=
冨
α
『醐最

『o
o冤
髭
肩
↓
器
塁
匡
×
国
竃
葦
鵠
長
目
雪
臣
『曳
弓
。皆
冒
国
自
臨

ー

一
九
九

二
・
一
・
二
九
)

は
、

労

働

集

団

総

会

決

定

に
も

と

づ
き

、
企

業

の
経
済

刺

激

フ
ォ

ン
ド

残
余

額

の
五

〇
%

以
内

(お
よ
び
九
二
年
度
純
益

の

一
〇
%
以
内
ー
前
述
)
を

従

業

員

個

人
勘

定

開

設

の
私
有

化

基

金

に
繰

り

入

れ

る

こ
と

が

で
き

る

と

し
、

私

有

化

法

二

四
条

は

、

入

札

・
競

売

の
さ

い
社
団

に
結

合

(
19

>

し

た
従

業

員

に
そ

の
数

に
比

例

し

て
経

済

刺

激

フ
ォ

ン
ド
中

の
残
余

額

を
利

用

す

る
権

利

を
与

え

て

お

り
、
ま

た
、

二

五
条

は
、

株

式

会

社

化

の
さ

い
、
従

業

員

は
、
私
有

化

計

画

に
し

た

が

っ
て
企
業

の
定

款

資

本

中

の
持

分

と

し

て
従

業

員

株

式

取

得

フ

ォ

ン
ド

(曾

黄

契
長

?

.
寓
鳴
。
・。騨
.
国国
℃
即α
。↓
寓
国
緊
。
。
暑
.泪
口娼
=
凶↓
国
邸
)
が
形

成

さ

れ

て

い
る
場

合

(定

款
資
本

の

一
〇
%
以
内
)
に

は
、

そ

れ

に
よ

っ
て
株

式

を

取
得

す

る
権

利

を

も

つ
と
規

定

し

て

い
る
。
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私
有
化

に
さ

い
し

て
の
労
働
集

団

に
よ
る
企
業
繕

刺
激

フ
ォ
ン
ド
残
余
額
利
用

は
、
カ
ザ

フ
ス
タ

ン
法

三

五
条
)
、
グ

を

ン
ア
塗

七
条
)
に
も
見
ら
れ
る
・

旧
連
邦
法

が
予
定

し
て

い
た
企
業

の
生
産

・社
会
イ

ン
ヨ

フ
ス
上

フ
ク
チ

ャ
あ

無
償
薩

は
、

カ
ザ

フ
ス
タ

ン

法

に

し

か

み

ら

れ

な

い

(
二

五
条

、

九

一

・
六

・
二
七

私

有

化

プ

ロ
グ

ラ

ム
)
。

問
題

は
・

こ
れ
藷

特
典

が
ど
の
よ
う

に
実
現
さ
れ
る
か
、

そ
れ
が
私
有
化

の
内
実
、
労
働
集
団

の
所
有
関
係

へ
の
参

入

に
と

っ
て
ど

の
よ
う

な
現
実
的
意

味
を
も

つ
か
に
あ

る
.

天

民
的

私
有
化

L
と

い
う
政
讐

局

の
説
得
用
韮
叩
が
ど

こ
ま
で

虚

偽
的
L
な
も

の
と
な

る

か

の
問
題

で
も
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
私
有
化
過

程

の
諸
帰
結

の
分
析
を
ま

た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈹
私
有
化
過
程

に
お
け

る
労
働
集
団

の
地
位

と

い
・つ
問
題

に
は
、
国
有
企
業

の
労
働
集
団

の
新
所
薯

と

の
労
働
関
係
お
よ
び
整
理
解

雇
・
就
業
斡
旋

と

い
っ
た
問
題

が
含

ま
れ
る
.
多
あ

私
有
化
法

で
は

こ
れ
が

「
社
会
的
保
証

。。
員
国
き

エ
・一。
.僧
唱
螢
誠
月
寓
国

」
と

い
、つ
概
念

で
処
理

さ
れ
て

い
る
・
旧
連
邦
法

は

(三

条
)
、
「
社
会

問
題
」
と

い
う
表
現

で
上
述

の
諸
盤

ハと

藷

窺

定

し
て

い
る
が
、
そ

こ
で
は
、

後
者

の
部
分
を

の
ぞ
く
と
・
脱
国
有
化

・
私
有
化
と
関
連
し

て
鐘

解
雇

さ
れ
る
労
働
集
団

メ

ン
。↑

は
、
企
業
財
肇

の
持
分
を
取
得

す

る
権
利
を
も

つ
こ
と
・
ま

た
・
改
組
時

点

で
法
律

に
よ
り
従
業
員

に
保
障

さ
れ

て

い
る
権
利

は
す

べ
て
保
障

さ
れ
る

}」
と
、
整
理
対
象

者

の
就
業

そ

の
他

の
社
会
的
保
証

は
就
業
法

に
よ

る
ワ
」
と
が
規
定

さ
れ
て

い
た
.
被
整
理
従
業

員

の
就
業
斡
旋
を
就
業
法

に
ゆ
だ
ね
て

い

る

の
は
私
有
化

法

に
共
通
し
て
る

(ウ
ク
ラ
イ
ナ
法
で
は
就
業
法
と
企
業
法
-

1
二
六
条
)
。

従
業
員

の
労
働
法
上

の
権
利
保
障

に

つ
い
て
は
、

・
シ
ア
私
有
化
法

三

六
条
)
は
、
買
主

に
よ
最

得
さ
れ
た
企
業

.ム
ム
社

は
、
私
有

化
以
前

の
労
働
協
約

上

の
霧

を
引
き
継
ぐ

と
と
も

に
、
半
年
以
内

に
労
働
集

団
と
新
規

の
協
約
を
繕

す

る
霧

を
負
、つ
と
し
て

い
る
.

こ
れ
は
他

の
共
和
国

私
有

化
法

で
も
同
様

で
あ

る

(た
だ
し
グ

ル
ジ
ア
法
で
は
新
規
労
働
協
約
籍

は
三
カ
月
以
内
-

充

条
)
.

カ
ザ

フ
ス

タ

ン
法

三

九
条
)
は
・
私
有
化

の
さ

い
の
蟹

雇
に

つ
き
、

「
労
働
法

の
規
定
す

る
根
拠
」
に
よ

っ
て

の
み
認

め
ら
れ
る
と

の
規
定
を

と
く

に
お

い
て

い
る
が
・
新

所
有
者

と
の
労
働
関
係

が
さ
し
あ

た
り
現
行
労
働
法
制

に
し
た
が

.
葎

せ
ら

る
べ
き

こ
と
は
他

の
私
有

化
法

で
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も

同
様

で
あ

る
。

T

)

∩
竃
.
・。
,
{
⑰唱
閑
。
閃。
眉
・
`
同
。
口
唱
。
=
ω切
。
油
=
↓
噌
"
婁

ー

・霧

奮

ξ

・
薯

§

・
導

§

ー

臨
誓

婁

崔

:

。
α
§

=
=
…

b

蓉

。
。
ヨ

9

峯

へ2
)

前

止早
注

藝

参

照

.

こ

の

ロ
・ン
ア

.
コ

ム

貢

五

早
案

の
も

と

と

な

っ
て

い
る

と

思

わ
れ

る

の

は
、

ク

ラ

シ

ビ
リ
・

チ

ェ
ル

〒

ヴ

ェ
ツ
ら

が

「
経

済
と
生
活
」
誌
に
発
表
し
た
装

翼

団
的
岩

i
私
有
化
に
た
い
す
る
対
案

天̂
・
…
・塁

署

:

奮

・躍ー

自
げ蓄

量

薯

§

壽

婁

=
ご

で
あ
る
・

り
受

」

O
O
r

Z
ρ

P
隔
.

(
3

)

∩
≦

「
』

。
=
畠

』

H
£

§

具

ζ

・」

。
β

。
壱

・
刈
-
=
・

(4
)

。,
Φ
Φ
』

凶量

罪

・
℃
憎
ぎ

爵

酔葺

Ω
帥
『
。
§

島

霧

る

客
h。
「
費

§

㌔

.
b・
㎝
・

(
5
)

涜

几

奪

六
旦

吾

に
ゴ

ル
バ
チ

ョ
フ
の
灌

で
お

こ
な

わ
れ
た
脱
国
有
化

・
私
有
化
問
題
鍛

会

で

の
笙

副
首
相

シ
チ

ェ
ル
バ
↓

フ
報
告

お
よ
ひ
蓼

加
者
の
誉

は
、
私
有
化

の
方
法
を
め
ぐ
る
論
議

の
中
で
の
論
占
{を
概
観
す
る
の
に
便
利
で
あ

る
.
9

雷

「暑

奮

ー

。
=
=
馨

　

冨
量

節

り
美
」

O
O
♂

Z
。
』

少

P
刈
.

(6
)

三

で
は
、
労
働
集
団
評
藁

ム
の
横
断
組
攣

全
人
民
所
藻

馨

員
会

の
動
き
を
念
頭
に
お
い
て

い
る
・
た
だ
そ
う
し
た
動
き
に
か
ん
す
る
情
報
は

少

な

い

。

6
罫

`
ス

=
o

㎝
o
写

①
。
。

毎

茜

胃

国
罠

景

。
丼

=
冨

8

≡

炉

這
O
一

■刈
」
.

ヱ

国
有
財
産
管
理
国

套

臭

ム
聲

チ

ェ
バ
イ

ス
と

・
シ
ア
労
働
組
合

・
労
働
集
団
同
盟
袋

と

の
懇
談

に
か
ん
す
る
報
道

書

§

量

.

.
N

暉ぎ

ま

た

〉
.
`
団
α
m
邸
。
、
員
騨
℃
。
ロ
四
国
。
。
ぴ
。
目
国
。=
用
。
。↓
げ
=
。
。潤
。
旨
ゆ
。
呵
編
⑰旨
。
閾
。
閑
窪
x
8
塁

・
ζ

ω
図§

三

。。
D

・豪

を
参
照
.
チ

ェ
バ
イ

あ

論
説

で
は
・
労
働
集

団

に
支
配
株
を
無
縫

渡
す

る
こ
と
に
反
対
す

る
理
由
を

い
-

つ
か
あ
げ

て

い
る
が
、
労
働
集

団

の
構
賢

に
は
所
有

.
管
理
責
任
を
負
う

こ
と
を
好
ま
な

署

が
四
。
%
位
お
り
、
し
た

が

っ
て
集
団

に
企
業
家
的

地
位
を
押
し

つ
け
る

の
は
正
し
差

い
、

と

い
う
判
断
を
示
し
て

い
る

の
が
皆

さ
れ
る
・
労

働
集

団
所
有

の
企
業

で
は
利
益

の

寳

金
化
L

が
生
じ

る
と

い
・つ
反
対
理
由

と
並
ん
で
、
彼
ら
自
身

が
あ
ま

り
そ
れ
を
望

ん
で

い
な

い
・
と

い
う

の
が
有

力
姦

由
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
}

"
唱
陶
閾。
℃
竃
拶
=

・
ω
薗
幽
①ζ
薯

§

葺

量

・ー

舌

げ孚

8
ぎ

・墨

套

≒

一。
。
P
ご

・

も
同
様

の
轟

を

の

べ

て

い
る
。

判

断

の
当

否

は

別

と
し

て
、

実

態

の

「
面

を

と
ら

え

て

い
る

こ
と

は
確

か

で
あ

ろ

う
・

(8
)

.

充

空

年
六
月
に
有

力
な
法
律
学
者

と
霧

家
代
奈

行

っ
た
フ
ォ
上

フ
ム
で
ア

レ
ン
ダ
を
経
過
段
階

と
す

べ
き
だ
と

い
う
見
解

が
ク

。
i
ズ
ア

ッ

フ
さ
れ

て
い
る
.

2

ズ
量

塁

ω婁

〒

喜

・
善

書

る

蓉

。
。
隔ン

ρ

M
ひ
.
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す

)

こ
れ
、b
の
問
題

の
ほ
か
、
私
有

化

の
テ

ン
ポ
、
順
序

(中

小
企
業
を
先

に
す

べ
き

か
大
企
業
も
平
行
し
て
進

め
る

べ
き

か
、
不
良

企
業
を
先

に
す

べ
き

か
優
良
企
業

を
先

に
す

べ
き

か
)

の
問
題
な

ど
も
当
然
論
点

と
な

っ
た
。

(辺

例
え
ば

兀

九
〇
隻

o
月
二
吾

の
モ
ス
ク
ワ
市

ソ
ビ
エ
轟

部
会
決
定

「地
方
工
業

・
商
業

サ
ー
ヴ
ィ
ス
領
繁

業

の
私
有
化

.
脱
国
有
化

の

原
則

に

つ
い
て
」
、

充

些

年

百

二
六
日
の
モ
ス
ク

ワ
市

ソ
ビ

エ
ト
執
行
委

員
会

決
定

「
モ
ス
ク

ワ
市

ソ
ビ

エ
ト

の
市
有
財
産
お
よ

び
オ
ク
チ

ャ
ブ

リ

ス
†

地
区
領
域

の
商
業

.
社
会

給
食

.
生
活

サ
ー

ヴ
ィ

ス
企
業

の
脱
国
有

化

の
実
施

に

つ
い
て
」

で
は
脱
国
有
化

(で
§

・
醤

"
・
舅

①
豊

と

い
、つ
概

念
が
用

い
ら
れ
て

い
る
。

(
11
)

企
業

の
物
的

.
非
物
的
資
産

の
取
得

に

つ
い
て
は
、
清
算
企
業
だ
け

で
な
く
操
業
中

の
企
業

の
そ
れ
も
含
ま
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
点
、
国
家
が
所
有
す

る
株
式
会
社
等

の
資
本
中

の
持
分

の
規
定

の
と

こ
ろ
に
合

弁
企
業
、
商
業
銀
行

が
加
え

ら
れ

た
点
が
主

た
る
改
正

で
あ

る
・

奪

麦

ク
ワ
市
に
お
け
る

充

些

年
九
月

一六
H
市
ソ
ビ

エ
羨

定
に
よ
る
私
有
化
手
続
規
程
(訓
・塁

窒

・
§

葺

§

駕¢・謹

婁

暮

書

量

甲

。国
翻
げ嗣x
臨
蓬

臨
=
景
誕
目
碧

げ
=
ぴ
凶メ
目
瀦
員
=
冒
=
識同
需
陳
=
隅
蓬

貫
。。↓
国
凶

・
国
鋤
x
。
操
凶
岳
=
×
。呂
脚
8
曹

↓
国o
臣

o
。
罠

「・
ζ
o
。
臣
7
閣)

に
よ

れ

ば

、

私
有

化

実

施

機

関

は
、

ロ
シ
ア

量

、同
会

議

に
従

属

す

る

フ

ォ

ン
ド

機

構

の

モ

ク

ス
ワ
市

機

関

、

モ

ス
ク

ワ
市

政

府

の
構

成

部

分

で
あ

る
市

財

産

管

理

委

貝
会

・

こ
の
財

産

管

理

委

員
会

の

構
成
部
分
と
し
て
の
部
門
別
常
設
私
有
化
委
員
会

蓉

垂

・量

=
§

国
ー

謹

畢

そ
し
て
個
別
私
有
化
企
業
毎

の
私
有
化
委
員
会

と
い
う
構
成
と
な

り

、

ロ
シ

ア
連
邦

全

体

の
そ

れ

に

く

ら

べ
て

一
段

階

複

雑

に

な

っ
て

い
る

。

し

か

も

、

一
九

九

二

年

　
月

一
二

日

の
大

統

領

令

「
モ

ス
ク

ワ
市

の
市

有

企

業

.
組

織

の
私
有

化

促

進

規

程

」

に

よ

っ
て

、

市

財

産

管

理

委

員

会

に

フ

ォ

ン
ド
機

関

の
権

利

が
移

さ
れ

、

フ
ォ

ン
ド

機

関

は
処

分

権

を
失

っ
て
監

督
機

能

に
限

定

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た
.

し

か
し

、

.
」
れ

が

ロ
シ

ァ
私
有

化

法

に
反

す

る

こ

と

は

明

ら

か

で
、

大

統

領

令

の
違

憲

性

が
憲

法

裁

判

で
問

題

と

さ

れ

る

こ

と

に
な

り

、

手

続

き
的

混

乱

を

生

ぜ

し

め

た
。

(13
)

6
罫

困
き
畏
8
塁

轟

重
墨
雪

自
℃
雷

碧
5
碧

臨
δ

・
=
ω
国8
↓
藷

曝
一〇〇
ド
い
・い
層

(14
)

∩
罫

=
讐

田
↓
蕊
實

藷

;

口
『
肖↓
'
弓

o
O
津
ヨ
匡
.
6
自

o↓
臭
窒

⑦
2
0
等
8
蓋
」

O
O
P
い
」
8

(
15
)

こ

の
問

題

に

つ
い
て

は
、

さ

し

あ

た
り

次

を

参

照

。

∩
罫

切
騨
罵
湧
O
匡
"
ス
o
「通
巴

X
O
署
≦

∩
図
o
詞
顕

o
噌
=

脚
『謹
『で
器
H
鵠
寓
o
↓
寓
嵩
×
冥
o
国
o
竃
鵠
開
9口

"
り
美
電
附$

N

Z
ρ

い
QQ
"
自
櫛
唱
鵠
$

嵩
需
邑
日
畠
斜

ロロ
m
冤
編
o
唱
国
O
目
"
瓢
0
自
国
寓
↓

O
留
O
a
O
均
ざ

=
唱
帥
ロロ均
帥
'
階$

ド
O
.い
∴
切
.
∩
0
』
δ
国
=
芦

↓
瀦
↓
『
凶
=
O
コ
『嵩
開
斜

鵠
ω
国
OO
↓
国
芦

一〇
〇
悼
・O
.P
P

(
16
)

注

(7

)

の
文

献

お

よ

び

つ
ぎ

を

参

照
。

叩

討

麗
8

P

Ω
δ
写
;

琶

類
審
望
日
琵

葦

襲

o
竃
弓

o
≦

8

=
窃
8
ζ
o
蓉

具

∩
〇
四臼
桑
窒

「
0
6自

貯
」

8
ド
ひ

・い
・

童

ζ
』

四
=
。
頃
櫛
・
=
・
ξ

瓢
×
。
自
『
閑
。
』

噂
類
国
㌍
壽

臨
論
"
国↓
。
罷

婁

"
舞

輿

」

。β

Z
・

・
軍

が
紹

介

し

て

い
る

〉
』

蒼

浮

の
説

明
を

参

照
・



100

(
18
)

注

(13
)

の
記

事

を

参

照

。

(p
)

「
繕

刺
激

フ
ォ
ン
ド

曾̂

重

り
胃
・
=
・
ー

ー

『
:

量

暑

・
甕

量

」

と
は
、

ぞ

お
お
ま

か
に

い
え
ば
、
国
有
企
業

の
利

潤
か
ら
国
庫

.上
級
管

理
機
関

へ
の
各

種
支
払
お
よ

び
借
入
金

の
利
息

支
払
を

の
ぞ

い
た
部
分

で
、

こ
れ
に

つ
い
て
企
業

が
処
分
権
を

み
と
め
ら

れ
る
も

の
.
八
七
年
国
有

企
業

法
以
前

か
ら
あ

る
制
度

で
あ

る
が
・
八
七
年
国
有

企
業
法

で
は

「
経
済
計
算
制
所
得

×̂
8
罷

・目
蚤

岩

.
。
島

概
念

に
包
摂

さ
れ
て
お
り
、
そ

の
構
造

も

以
前

の
そ
れ
と
は
異

な

っ
て

い
る
・
「
経
済
刺
激

フ
ォ

ン
ド
」

の
利
用

に

つ
い
て
は
、
労
働
集
団
諜

会

が
決
定
権

を
持

っ
て

い
る
.
第

一
章
注

(3
)

の
文
献
お
よ
び
藤

田

『
概
説

ソ
ビ

エ
ト
法
』

一
三
五

頁
以
F
参
照
。

神奈川法学第28巻 第1号(loo)

む
す
び
に
か
え
て

私
有
化
政
策

は
・

ソ
連
共
産
党

が
支
配
政
党
と
し

て
権

力
中
枢
を
掌
握
し

て

い
る
時
期

に
形
成
さ
れ
、

ソ
連
邦
崩
壊

.
共
産
党
解
体

後

に
政
治

の
実
権

を
掌
握
し

た

・
シ
ア
連
邦
等

の
政
権

に
よ

っ
て
推
進

さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ

る
が
、

私
有

化
と

い
、つ
過
程

は
も

と

よ
り
先
例

の
な

い
複
雑
な
過

程

で
あ

る
。
革
命
期

の
全
般
的
国
有

化
も
複
雑

か

つ
激
烈
な
過
程

で
あ

っ
た
が
、
管
理

.
行
政

シ
ス
テ

ム
の

形
成
を
も

っ
て

一
応
形

の
整
う
国
有

化
と
く
ら

べ
て
、

で
き
あ

が

っ
た
国
有
経
済

シ

ス
テ

ム
を

い
わ
ば
自
然
成
長
的
経
済

シ

ス
テ

ム
に
転

換

さ
せ
る
私
有
化

の

「
実
施

」
過

程
は
、

こ
と

が
ら

の
性
格
上
は
る
か
に
長

期
的

な
過
程

で
あ

り
、
そ

の
端
緒

に
あ

る
現
時
点

で
は
、
そ

の
公
的

政
策
決
定

の
あ
り
よ
う

を
み
と
ど
け
う

る
に
と
ど
ま
る
。
し

か
も
そ

の
公
的
政
策
も
当

面
な
お
多
分

に
不

安
定

で
あ

る
。

な

に
よ
り
も
ま
ず

・
私
有
化

の
法
制
的
前
提

が
流

動
的

で
あ

る
。
筆
者

が
所
有
制
改
革

に

つ
い
て
中
間
的
整
理

が
必
要

だ
と
考
え
た

の

は
・
私
有
化
路
線

が
確
定
し
、
私
有
化
法

の
成
立
を

み
た
九

一
年
夏

の
段
階

で
あ

る
が
、
そ

の
後
八
月
政
変

と

一
二
月
異
変

に
よ
り
数

カ

月

の
混
乱
期

が
生
じ
た
・
連
邦
崩
壊
後
、
す

で
に
み
た
よ
う

に
、

ロ
シ
ア
連
邦

で
は

一
九
九

一
年
末
、
九

二
年

は
じ

め
に
大
統
領
令

に
よ

っ
て

一
九
九

二
年
度

私
有

化
プ

ロ
グ

ラ

ム
が
策
定

さ
れ
、
私
有

化
実
施

細
則

に
あ
た
る
諸
法
令

が
制
定
さ
れ

た
る

に

い
た
る

の
で
あ

る
が
、

私
有
化
プ

ロ
グ

ラ

ム
は
、
私
有

化
法
上

の
確
定
要

件

で
あ
る
議
会

(最
高
会
議
)
の
承
認
を
う

る
ま
で
に
半
年
を
要

し
、
六
月

に

い
た

っ
て
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よ
う

や
く
議
会

決
定

に
よ
り
法
的
確
定
を

み
た
.
し

か
も
そ

の
さ

い
私
有

化
法

の
改
正

が
行
わ
れ
て

い
る
.
地
域

レ
ヴ

ェ
ル
で

い
え
ば
、

モ

ス
ク
ワ
市

の
私
有

化
促
進

に
か
ん
す

る
大
統

領
令

が

「
フ
ォ

ン
ド
」
系
機
関

と

「
財
巻

理
貧

会
」
系
機
関

と

の
権
限
摩
擦
を
生
ぜ

し
め
た
例

に
も

み
ら
れ
る
よ
瀧

、
さ
ま
ざ
ま

の
実
施

上

の
法
制
的

混
乱
が
あ

る
.
個

別
企
業

レ
ヴ

ェ
ル
で
は
、
あ
る
企
業

の
私
有
化
委

員

会

の
労
働
集

団
袋

は
・

同
企
業

の
九

二
年

一
月

に
開
始

さ
れ

た
私
有
化
手
続
き

が
、
手
続
き
細
則

の
度
薯

る
変
更

の
た
め

に
、
申

請
時
点

か
ら

で
も
五

カ
月
を
経

て
な

お
何

の
効

果
も
あ
げ

て

い
な

い
こ
と
を
詳

細
に
墾

q
し

て

い
る
.
ま
た
、
官
僚
的
恣
意
性

に
よ
る
私

有
化

の
結
果

の
法
的
委

定
性
も
揺

さ
れ

て

凌

.

こ
れ
ら

に

つ
い
て
は
、
よ
り

一
般
的

に
は
、
私
有
化

の

「
過
溜

織
化
」
、
遍

度

の
集

中
化
」
・
冒

僚

的
L
私
有
化
手
続

き
、
市
場
経
済

の

「
計
画
的
建
設
」
と

い
う

パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
が
指
摘

さ
れ
て

い
る
.

私
有
化

は
市
場
経
済

へ
の
移
行

の
条
件
と
さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
が
、
実

は
私
的
企
業

の
正
常

な
活

動
は
市
場

の
存
在
を
条
件

と
す

る
.

商

品

●
栗

・
鶴

市
場

と
そ

の
運
行
を
担
保
す

る
法
技
術
体
系

の
整
備
な
し

に
は
私
的
企
業

は
存
続
出
来
な

い
.

三

に
本
来
的
な

パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
が
あ
る
・
例

え
ば
、
私
有
化

の

;

の
ポ
三

与

あ

る
私
有
化
企
業

の
資
馨

価

に

つ
い
て

い
え
ば
、
当
初

魂

義

の

的

と
な

っ
て

い
た
よ
う

に
・
「
市
場

以
前

に
、
市
場
な

し
で
」
資
産

の
蛋

な
評
価
が

で
き
な

い
と

い
・つ
問
題

が
指
摘
さ
れ
て

い
る
.
如

つ

る

に
・
昂
進
す

る
イ

ン
フ

レ
状
況

の
も
と
で
は
不
断

の
再
評
価

が
必
讐

さ
れ

で

る
で
あ
ろ
う
.

そ

こ
に
は
さ
ま
ざ
ま

の
不

筆

の
生

じ

る
可
能
性
も
大
き

い
・
そ
れ

に
・
そ
も

そ
も
萩

有
化
霧

」
、

つ
ま
り
有
償
取
得

の
場
A
・
は
支
払
能

力
、
無
償

取
得

の
場
合

で
も
所
有

者

リ

ス
ク
負
担
意
思
・

が
国
民

の
あ

い
だ
に
ど
れ

だ
け
あ
る

か
が
問
題

で
あ
る

こ
と
は
さ
き

に
触
れ
た
ξ

〕
ろ
で
あ

る
が
、
市

場
繕

の

成

立
条

件
と

い
わ
れ
る

「
企
業
籍

神
」

の
成
熟

が
当
面
期
待

で
き
な

い
こ
と
は

い
う

ま
で
も
な

い
.

し
た
が

っ
て
、
国
有
財
産
犠

に

近

い

野

蛮
な
」
私
有

化

が
予
想
さ
れ
て
も
不
思
議

で
は
を

、
他

方
政
府

の
強
烈

な

「
本
源
的
蓄
積
」
政
策
を

の
ぞ
む
適

脇

る
.

と

す

れ
ば
・

私
有
化
企
業

の
労
働
集
団

の
各
個
的
抵
抗
も
お

お

い
に
予
想
さ
れ

る
と
こ
ろ

で
あ
る
.

ご
叢

近

の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査

で
み
る

か
ぎ
り

で
は
・
市
場

移
行
と
私
有
化

が

一
般
的

に
避
け

が
た

い
方
向

で
あ

る
と

の
意
識

は
か
な
り

の
程
度

浸
透
し
て

い
る
も

の
の
、
現
在
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の
私
有

化
政
策

が
国

民

の
理
解

と
支
持
を
え

て

い
る
と

み
る

こ
と
は
難

し

い
。

私
有
化
方
法

の
個

々
の
論
点

に

つ
い
て
は
意
見

が
割
れ

て

お
り
、
重
要
な
争
点

に

つ
い
て
知
ら
な

い
者
も
多

い
。

そ
、つ
し

た
諸
困
難

の
中

で
、
路
線
変

更

の
提
案
、

つ
ま

り
、

ま
ず

は
現
国
有

企
業
管

理

メ
カ

ニ
ズ

ム
の

「
ポ
テ

ン
シ
ャ

リ
テ
ィ
」
を
活

用
す

べ
き

だ
と
す

る
意
見
、

基
幹
国
有
企
業
を
政
府

が
支
配
株
を
も

つ
特
殊
会
社

と
せ
よ
と

い
う
提
案
、
あ
る

い
は
と

り
あ
え
ず
国
有

企

業
べ
-
孟

實

貸
企
業
体
系
L
を
全
国
的
に
蟻

す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
な
ど
、
総
じ
て
急
進
的
私
花

に
プ
レ
↓

を
か
け

る
提
案

が

で
て

い
る
。

政

治

的

に

は
産

軍
複

合

体

を

バ

ッ
ク

と
す

る
勢

力

の
盛

り
返

し

も

み
ら

れ

る

・

そ

れ

に
も

か

か
わ

ら

ず

、

ロ
シ
ア

政
府

当

局

は

「
大

私
有

化

(①
。
き

日
窒

弓

蕊
碧
国
冨
長

国)
」

の
政

策

に

の
り

だ
す

・

六

月

確

定

の
九

二

年
度
私
有

化
プ

・
グ
ラ

ム
に
よ
る
私
有
化
率
予
定

は
前

述

の
と
お
り

で
あ

る
が
、

七
月

百

に
は

菌

有

企
業
、
国
有
企
業

の
任
意
連
合

の
株
式
会
社

へ
の
改
組

に
関
す

る
組
織
的
措
置

に

つ
い
て
の
大
統
領
令

お
よ

び
そ
れ

に
も
と
ぞ

「
公
開
株
式
会
社

へ
の
同
時
的
改
組

を

と

も

な

う

国

有

企

業

の

商

事

化

に

関

す

る

規

程

」

(
=
自

。
器

霞

⑰
。
否

蚤

9

長

彗

=
冨
長

謹
「
。
。
着

暑

。
↓
需

臣

匡
×
弓

・泪
℃
蕾

目
苺

。
。
富

8

儲

§

臣

ぴ
嗣ヨ

ロ
唱
。
。
9

薗
、
。
切
帥
寓
寓
。
ヨ

脚
薗
訳
月
国
。
=
①
も
匡
ず
剛。
。
o
長
。。
↓
切
騨
。
↓
閑
℃
『
一日
。
.
。
罠

量

が

公

布

さ

れ

、

そ

れ

に

つ

づ

い

て

政

府

の

「
経

済

改

革

深

化

プ

ロ

グ

ラ

ム

(コ
眉
。
.
冒
卑
竃
竃
薗
蜜
.旨
《
o
』
。
=
牒
出
.
閑
。
臨
。
ζ
翻
、
。。
閑
国
×
℃
。
合
。
冒
竃
)

」
が

公

表

さ

れ

た

。
「
私

的

所

有

に

も

と

つ

く

企

業

家

活

動

と

競

争

が

市

場

経

済

の

基

本

的
推
進
力

で
あ

る
」

と
す
る

「
経
済
改

羨

化

プ

・
グ

ラ

ム
」

は
、
改
革
第
二
段
階

で
生
産

に
お
け

る
国
家

セ
ク
タ

ー

の
比
重
を
四
〇
%

以

下

に
、

訟
田
積

フ

ォ

ン
ド

に

お
け

る
私

的

セ
ク

タ
ー

の
比

重

を

七

〇

%

以

上

に
す

る

こ
と
を

目

指

し

て
、
各

種

の
私
的

企

業

活

動

助
成

手

段

(融
資

.租
税
等

で
の
優
遇
政
策
)
を

う

た
う

と

と
も

に
、

私

有

化

を

促

進

(三
ー

四
年
間

の
イ

ン
テ

ン
シ
ヴ
な
私
有
化
)
す

る

た

め

に
・

申

請

に

よ

る

私
有

化

(=
出=
摺国
ゆ目
国
・,翻
薗
笛
自
噂
国
・,9↓
=
蜀
長
論)
と
義

務

的

私
有

化

(弓
臣
彗
5
薗
長
国
国
。
o
蕊
碧
。き
吉

三
8
富

捜
・)

と

の
結

合

と

い
う

点

を

重

視

し

て

い
る
。

こ

の

「義

務

的

私
有

化

」

に

つ
い
て
上
記

「
規

程

」

は
、

平

均
従

業

員

数

一
〇

〇

〇

人

以

上
、

ま

た

は
固

定

フ

ォ

ン
ド

の
バ
ラ

ン
ス
価
値

五
〇
〇
〇
万

ル
↓

リ

(些

一
.
一
二

現
在
)
以
上

の
す

べ
て

の
国
有
企
業
i

上
記

大
統
領
令

で
は
九

二
年
度

私
有
化
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国

家

プ

ロ
グ

ラ

ム

で
別

方

法

が
規

定

さ

れ

て

い
る

も

の
を

除
く
ー

に

つ
い
て

は
公

開

株
式

会

社

へ
の
改

組

を

「
義

務

的

」
な

も

の
と

し

(平

均
従
業
員

二
〇
〇
人
以
上

で
固
定

フ
ォ

ン
ド

の
バ
ラ

ン
ス
価
値

一
〇
〇
〇
ー

五
〇
〇
〇
万

ル
ー
ブ

リ

の
国
有
企
業

に

つ
い
て
は
、
労
働
集

団

お
よ

び

国
有

財
産
管

理
国
家
委
貝
会

の
決
定

に
よ

っ
て
公
開
株
式
会
社

に
改
組

で
き

る
も

の
と
す
る
)、

こ
れ
ら

の
企

業

に
直

ち

に

(七

日
以
内
)
私
有

化

作

業

委

員

会

(冨
9
毒
莫

。
竃
§

量

を
設

け

て

一
〇

月

一
日
ま

で

に
私

有

化

プ

ラ

ン
を
作

成

・
提

示

す

る

こ
と

を
義

務

づ
け

て

い
る

(提

示

な
き
場
合
は
国
有
財
産
管
理
国
家
委
貝
会

の
組
織
す
る
私
有
化
委
員
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
)
。
な

お
、
「
深
化
プ

ロ
グ
ラ

ム
し
で
は
、
な
お
残
存
す

る
国
有
企
業

は
、
軍
需
産
業

・交
通

・通
信
部
門
な

ど
直
接
国
家
管
理

の
も
と

に
お
か
れ
る
も

の
を

の
ぞ
ぎ
、
全
株
式

ま
た
は
支
配
株

(持

分
)
を
国
家

が
保
有
す

る
株
式

会
社

(そ
の
他
の
会
社
)
と
す
る

こ
と
を
予
定

し
て

い
る
。
同
プ

ロ
グ
ラ

ム
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、

土

地

・
不
動
産

の
私
有
化

(し
た
が

っ
て
ま
た

コ
ル
ホ
ー
ズ
の
改
組
)
お
よ

び
資
本
市
場

・
不
動
産
市
場

の
創
出

に

つ
い
て
も
政
策
提

示
を
し

て

い
る
。

ロ
シ
ア
国
有

財
産

フ
ォ
ン
ド
が
公
表
し

た
統
計
資
料

に
よ
れ
ば
、
九
二
年
度
前
半

に
私
有
化

が
完
了
し
た
国
有
企
業

(生
産
単
位
を
含
む
)

は
三
七
〇

一
、
そ

の
う
ち
三
〇
五
七
企
業

が
自
治
体

所
有

に
属
す

る
も

の
で
、
中
小
企
業

と
み
ら

れ
る
。
株
式
会
社
化
形
態

は
全

体

の
三

・

一
一
%

に
と
ど
ま
る
。
し

か
し
、

六
月

だ
け

で
二
〇
七
六
企
業

が
私
有
化

さ
れ
て
お
り
、
申
請
中

の
も

の
を
含

め
る
と
、

こ
の
月

に
私
有

化

過
程

に
あ

っ
た
企
業

は
三

一
〇
五
企
業
と

い
う
数

に
な
る
。

と

い
う

こ
と
は
、
九
二
年
後
半

に

「
大
私
有
化
」
を

ふ
く
む
全
面
的
私
有

化

の
実
施

が
本
格
的

に
始
ま

っ
た

こ
と
を
意

味
す

る

で
あ

ろ
う
。
前
述

の
八
月

の
新
私
有

化
証
券
法

は
、

そ
れ
ま

で
の
私
有
化
法
制

と
異

な

っ
て
譲

渡
自
由
原
則
を
う
ち

だ
し
、
特
定
層

へ
の
そ

の
集
中
化

の
可
能
性

を
見
込

ん
だ
全
国

民

へ
の
私
有
化
小
切
手

の
配
布
を

日
程

に

上

ら
せ
た
が
、
そ

れ
は
、
国
民

一
人

一
人

に
と

っ
て
は

「
婦

人
靴

一
足
」

に
す
ぎ
な

い
も

の
で
あ

れ
、

一
億
五
千
万
人
分
総
量

と
し

て
は

全

面
的
株
式
会
社
化
を
促
進
す

る
も

の
と
期
待

さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し

た
状
況
を
反
映
し

て
、
私
有
化
を

め
ぐ
る
論
議

が
あ
ら

た
め
て
白

熱
化

し
て

い
る
。

た
だ
、

こ
こ
で
は
論
議

は
、
当

面

の
全
面
的
私
有
化
強
行
政
策

の
支
持
論

と
反
対
論

と

の
論
戦
と

い
う
形
を

と
り
、

こ
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の
間

に
あ

っ
て

ポ

ピ

ュ
リ

ス
ト

的

な

「
ノ

メ

ン
ク
ラ

ト

ゥ
ー

ラ
的

私
有

化

」

批

判

論

が
う

ち
あ

げ

ら

れ

る

と

い

っ
た
状

況

で
進

行

し

て

い

る
。

い
ず

れ

に
し

て
も

、

私
有

化

政
策

は

こ

こ
に

ル
ビ

コ

ン
渡

河

の
正

念
場

を
迎

え

た

こ
と

に
な

る

。

む

ろ

ん

「
大

私

有

化

」

政

策

に
は
複

雑

な
要

因
も

絡

ん

で

い
る
。

八

月

一
五

日

に
は

「
私
有

化

の
条

件

の
も

と

で

の

ロ
シ
ア

連

邦

の
電

力

エ
ネ

ル
ギ

ー

産

業

複

合

体

の
管

理

組

織

に
関

す

る
」

大

統

領

令

が

で
て

い
る

が
、

こ
れ

は
、

株

式

会

社

化

さ

れ

る
膨

大

な

電

力

産

業
諸

企
業

の
支

配
株

を

「
国

有

ロ
シ
ア
電

力

・電

化

株
式

会

社

(「
8
話
巷
。田
窪
ぎ
・
ぎ
8
=
蓉
否
6
㊤閑娼
。
鵠
。℃
=
。
。
。
α
日
。。月・ロ。
り=。唱
.。周
国
開=
類
り襯
。宥
噂
国
臼
臨
牢

㊤長
ε
」
に
集

中

し

て

こ
れ
ら

諸

企

業

を
統

合

し

よ
う

と
す

る
も

の
で
、
濃
密

な

大

規

模

生

産

連
関

網
を

構

成

し

て

い
る

基
幹

産

業

諸

部

門

で

政

府

系

持

株

会

社

に
よ

る

資
本

・
生

産

統

合

方

式

が
踏
襲

さ

れ

る

可
能

性
も

あ

る
。

こ
れ

は
、

反

独
占

自
由

市

場

形

成

を

標
榜

す

る

私
有

化

法

と

は
矛

盾

す

る
。

ま

た
、

経
済

状
況

が
極

度

に
悪

化

す

る
中

で
、

「
国

家

的

需

要

の
た

め

の
生

産

物

.
商

品

の
納

入

に
関

す

る
法
律

」

(ω
婁
皇

う
e

。
=
。
。冨
巽
震

弓
信
美
長
=
国
↓畠
巷
8

僧
踏
「。。着
碧
8
国。
臣
隻

=
翼

ど
1

一
九
九

二

・五

・
二
入
)

に
よ

っ
て
、

政

府

の
設
定

す

る

「
目

的

プ

ロ
グ

ラ

ム
」

に
従

い
、
締

約

強
制

を

と

も

な
う

「
国

家

契

約

」

で
政
府

が
企

業

(所
有
形
態
を
問
わ
ず

)
の
生

産

物

を

調

達

す

る

シ

ス

テ

ム
が
導

入

さ

れ

て

い
る

が

、

こ
れ

が
自

由

な

市

場

競
争

と

い
う

ス

ロ
ー

ガ

ン
に
反

す

る

こ
と

は

い
う

ま

で
も

な

い
。

し

た

が

っ
て
、

本

格

化

す

る
全

面

的

私
有

化

過

程

が

ジ
ク
ザ

グ

に

み
ち

た
過

程

と

な

る

こ
と

は
疑

い
な

い
。

こ
れ

に

つ

い
て

は

い
ず

れ
別

個

に
分

析

を
試

み

る

予
定

で
あ

る
。

以

上

は

ロ
シ

ア
連

邦

の
状

況

で
あ

り
、

他

の
旧

ソ
連

諸

国

の
私
有

化

路

線

実

現

過

程

に

つ
い
て

は
目

下

の
と

こ
ろ
状

況

把

握

は
困
難

で

あ

る
。

こ
れ
を

含

め

て
私

有

化

路

線

実

現

段

階

の
分
析

を

本

稿

の
継

続

課

題

と
し

た

い
。

(
一
九
九

二
年
九
月
脱
稿
)

(104)

(
1
)

第

二
章

注

(12

)

を
参

照

。

な

お

こ

の
問

題

を

論

じ

た

も

の
と

し

て

次

を
参

照
。

=
七

〇
建

=
"
ロ
ヨ

臣
屋

ω窪

蕾

切
ζ
o
。窃
①
9

碧
↓
閤
否

瀦
圭

o
邸
弔
=
。
=
。
=
信
o
垂

。
芦

国
「
甲
一
〇
〇
ド
ド
N
ρ

δ

・
〉
髭

で
8
炉

智

。
蕾

。
邸
。雷
吉

巷
周
・
国
「
」
8

日

」
刈
・
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(
2

)

∩
鍔

団
長
。

霧

田

類

・
フ

昏

国
8

ヨ

滅
=

$

P
.O
↑O
}

(
3

)

∩
罫

国
曽

o
器

越

屋

窒

弓

臣

彗

国
り
帥
長

芦

岩

ぎ

竃
覧

曽

>
O
蔓

竃
實

匡

寓

臼
輿

↓
9

隔
$

P

Z
ρ

ど

O
α

冥

o
ぎ

竃
葦

8

杢

×

目
罵

0
9

帥
ω
8

窒

甑

×

習

憎
0
8

重

(〉
薫
5
鳶

…

o
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発
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さ
れ
た
モ
ス
ク

ワ
市
民
対
象

の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査

で
は
、
別
掲

の
よ
う

に

闇
あ
な
た
の
意
見

で
は
、
国
有

企
業
を
私
有

化
す

る

こ
と
は
必
要
か
」
と

い
う

問

い
に
イ

エ
ス
と
答
え

た
の
は
二
七
%

で
あ
り
、
私
有
化

は
必
要

だ
が
す

べ
て
を
私
有
化
す

る
必
要
は
な

い
と

い
う
答

え

が
最
多
数

で
あ
る
。
た

だ
、
表

で
は
省
略
し

て
あ

る
が
、
「
私
有
化

が
経
済
安
定
化

の
決
定
的
要
因

の

一
つ
と
な

る
と
思
う

か
」
、

と

い
う

問

い
に
た

い
し

て
は
四
八
%

が
肯
定
的

に
答
え
、

二
二
%

が
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
イ

エ
ス
と
答
え
て

い
る
。
私
有
化

方
法

に
か
ん
す
る
設

問
④
⑤

で
は
政

府

の
政
策
意
図

に
沿

っ
た
対
応

が
比
較
的

に
は
多

い
が
、
そ
れ
は
②
③

の
回
答

状
況
と
整
合
的

で
な

い
。
⑤

の
設
問
は
、

ホ

ッ
ト
な
争
点

に
か
か
わ
る
も

の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
知
ら
な

い
も

の
が
過
半
数
を
占
め
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
情
報
伝
達
、

し
た
が

っ
て
ま
た
社
会
的
公
正

の
保
障

問
題
と
し
て
重
要

で
あ
る
。

①
国
有
企
業

の
私
有
化
は
必
要
か

必
要
と
思
う

必
要
で
な

い
と
思
う

時
期
尚
早
と
思
う

疑
問
で
あ
る

必
要
だ
が
す

べ
て
で
は
な

い

二
七
%

一
〇
%

=

一%
七
%

四
四
%

②
誰

に
国
有
企
業
を
引
き
渡
す

べ
き
か

労
働
集
団

に

の
み

四
二
%

買

い
う

る
昔
、

そ
し
て

う
ま
く
生

産
を
管

理
で
き
る
者

.五
三
%

答
え

に
く

い

五
%

、

③

ど
ん
な
条

件

で
閾
有

財
塵
を
集
団

の
所
有

に
引
き
渡
す

べ
き

か

無
償

特
典
条
件
で

従
業
員
各
入
の
持
分
を
決
め

そ
の
分
無
償
、
残
り
を
有
償

答
え
に
く

い

④
労
働
集
団
に
は
議
決
権
な
き
優
先
株

%%
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ど
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府
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の
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人
民
を
欺

こ
う

と
し

て

い
る
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答
え

に
く

い

二

]
%

⑤

あ
な

た
の
企
業
が
私
有
化

さ
れ
る
と
し

て
、

う
ち

ど
れ
が
よ

い
か

第

一

二
八
%

第
二

七
%

第
三

]
%

そ
れ
を
知
ら
な

い

五

]
%

ど
れ
も
自
分

の
意
見

に
合

わ
な

い

六
%

株
式
会
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化
の
三
方
法
の

答
え

に
く

い
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%

⑥
優
遇
株
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掃
輿
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保
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す
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な

っ
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き
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売
る

す

ぐ
売

っ
て
現
金
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近
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者
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・
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保
持

答
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く
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